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ごあいさつ

海洋政策研究所では、わが国の海洋の諸問題への総合的・横断的な取組みに資するこ

とを目指し、『海洋白書』を2004年に創刊し、それ以降、毎年刊行してきました。また、

2018年には初めての英語版となる『White Paper on the Oceans and Ocean Policy in

Japan』を刊行しました。それ以降は、英語版をあわせて刊行することにより、わが国

の取組みを国際社会に発信する架け橋となることを、そして国際的な海洋政策の促進に

資することを目指しています。

海洋の持続可能な利用に関する国際的な議論は、法秩序の柱としては1994年に発効し

た国連海洋法条約のもと、政策の柱としては1992年のリオ地球サミットのアジェンダ21

から始まる持続可能な開発のための包括的な行動計画のもとで行われてきました。リオ

地球サミットを受けて、国連気候変動枠組条約や生物多様性条約のような仕組みもでき

ましたが、2010年頃までは、国際社会での海洋に関する議論は水産や海運といったセク

ター別のものが主流で、包括的な議論はまだまだ限定的なものでした。

これに対して2012年～2015年に大きな転機がありました。2012年の国連持続可能な開

発会議（リオ＋20）を契機に、国連持続可能な開発目標（SDGs）に関する議論が活発

化されました。そして2015年に、SDG14（海洋）を含む SDGsが決定されました。ま

た、パリ協定が合意されたことなども受けて、海洋に関する議論が盛り上がりを見せま

した。これらの流れのなかで「私たちの海洋会議（OOC）」（2014年開始）や「国連海

洋会議」（2017年開始）といった包括的な議論の場が形成されてきました。

2020年は海洋分野にとってこれまでにない1年となります。3年に1度行われる国連

海洋会議と、2年に1度行われる生物多様性条約締約国会議（CBD―COP）が重なる年

となります。とりわけ CBD―COP15は、2010年の CBD―COP10で採択された愛知目標の

後継となる2030年までの目標（ポスト愛知目標）を決める10年に1度の機会となります。

国連気候変動枠組条約でも昨年12月に開催された第25回締約国会議（COP25）におい

て、海洋と気候のつながりが COP決定に初めて言及されました。サンゴ白化現象など



に見られるように、気候変動と海洋生物多様性は密接に関係する海洋の持続可能性に関

する課題です。そして、2020年に開催される国連海洋会議（6月）と CBD―COP15（10

月）、COP26（11月）を一連のものとして捉え、国際的な海洋分野の議論において、2020

年を海洋のスーパーイヤーとも呼ぶようになりました。

さらに、第7回目となる「私たちの海洋会議」が日本とも関係が深いパラオで8月に

開催され、第3回北極科学大臣会合が11月に初めて東京で開催されます。昨年の G20大

阪では海洋プラスチック問題が議論され、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共

有されたことは記憶に新しいと思います。昨年に引き続き、海洋分野におけるわが国の

積極的な貢献が期待されています。

これらの動きは、裏を返せば、海洋の持続可能な利用の問題は、世界的に待ったなし

の状況になっていることを示しており、『海洋白書2020』でも、このような国内外の動

向に注目し、わかりやすく掲載するようにしました。

新型コロナウイルス感染症の影響から延期となりましたが、2020年のわが国はまた、

オリンピック・パラリンピックイヤーでもありました。海洋に関連したものとして、セー

リングやサーフィン、トライアスロンなどの競技があります。これらに共通する点とし

て、屋外の自然と直に向き合う競技ということが挙げられます。すなわち、トライアス

ロン会場となるお台場の水質問題、サーフィン会場となる九十九里浜の海岸浸食の問題、

海岸の漂着ごみ問題などさまざまな問題を、東京2020大会を通して垣間見ることができ

ます。そこで『海洋白書2020』では、「2020年東京大会から海のレガシーを」と題した

巻頭特集や、コラム、図解を通して、各競技について示すとともに、このようなわが国

の海の問題についても紹介するようにしました。

人類共通の財産である美しく豊かな海を子孫に継承していくためには、さまざまなス

テークホルダー、すなわち、各国の中央・地方政府、国際機関だけでなく、市民社会、

ビジネス・民間セクター、科学・学術界などすべての人びとの参画・協働と、横断的な

取組みが求められています。『海洋白書2020』が、国民の海洋に対する関心を喚起し、

海洋を愛し、海洋について考え、取り組む多くの人びとに最新の情報・知識と示唆を提

供することができればこれに勝る喜びはありません。

2020年3月

笹川平和財団海洋政策研究所 所長 角南 篤
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東京2020大会を通じた
海のレガシー

スポーツ庁長官

鈴木大地氏

オープン・ウォーター・スイミングを通して得られたこと

鈴木大地：ソウル五輪金メダリスト。日本水泳連盟の常務理事・会長、順天堂大学教授などを経て、現在はスポーツ庁長官、博士（医学）

インタビュワー:瀧澤
―― 鈴木長官は、水泳のソウルオリンピック金メダリスト
ですが、本日はとくに、海との関わりを中心に伺いたいと
思います。
長官は、日本水泳連盟の常務理事時代に、海、川、湖な
ど自然水域での長距離水泳である、オープン・ウォーター・
スイミング（以下、OWS）の統括責任者を務められたそう
ですが、OWSとの出会いをお聞かせ願います。

鈴木
OWSはマラソンスイミングとも呼ばれますが、2008年の

北京五輪から正式種目に採用され、世界の水泳関係者も

真剣に競技としてとらえるようになりました。近年オリン

ピックは肥大化が進んでいるので、競技や種目を減らし

たほうがよいのではないかという流れがあるなか、OWS

はあえて採用されたほどです。それほど、世界的に普及

していると言えます。

OWSが五輪種目になることが決まったころ、私は母校で

ある順天堂大学で教鞭を執っていました。オリンピックに

採用されたにもかかわらず、当時はOWSに関する論文な

どの研究結果がほとんどありませんでした。それならば自

分が研究しようと、水泳部の学生たちの運動データを心

電図などで計測したり、OWSのレースに出場してもらった

りしました。専門的なトレーニングを積んでいなかったに

も関わらず、なんと優勝してしまいました。それが世界選

インタビュー ①
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手権の予選レースでもあったので、順天堂大学の学生が

日本代表として出場することになり、私も代表監督として

同行しました。そのころから、OWSと関わりがありました。

しかし、海で泳ぐこと自体は、私が現役の競泳選手だった

ころから、トレーニングに利用できないかと考えておりま

した。競泳は、もちろんプールで泳ぎます。プールでの

練習は、ややもすると単調なことの繰り返しのため、もっ

と面白い練習方法はないかと考えたのです。

たとえばマラソンなら、トラックを何周もする練習方法も

あれば、クロスカントリーのように林の中を走ったり、ビー

チを走ったり、信号機もない離島の道を走ったりと、景色

が変わるのを楽しみながら練習することができます。マラ

ソンにヒントを得て、プールだけではなく、海を泳いだり

して長距離のトレーニングができるのではと考えていまし

た。私自身は、それをきちんとトレーニング法として活用

するまでには至らなかったのですが、OWSが北京五輪で

正式競技になったことで、俄然興味が沸いてきて、自ら

研究に取り組むことにしたのです。

当時、日本水泳連盟のなかで、OWSの競技に出てくれな

いかと選手たちを勧誘したのですが、なかなか出たがる

選手がいませんでした。理由を聞くと、「海の水はプール

と違って汚い」、「海で泳ぐことが怖い」と選手たちは言う

んです。泳能力はあるのに、「海では泳ぎたくない」と。

それならば、「海が汚い」という問題を何とかしなければ

ならないと思いました。できることから始めて、少しでも

海の環境を良くしたい。そこで、大会の際にはビーチク

リーニング活動を行うようになりました。ビーチには、空

き瓶などが転がっていることもあります。水泳選手として

は、そんな所をあまり歩きたくはありません。選手たちが

海で泳いでくれるよう、環境改善に努めてきました。現在、

それから10年ほどが経ち、お陰様で、競泳の長距離選手

が海で開催される大会に積極的に出てくれるようになりま

した。

OWSで競う選手たち（出典：「Ocean Newsletter」第256号）
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OWSの関係者としては、単に水泳の普及を考えればよい

わけではありません。どうせ泳ぐなら、誰だってきれいな

海で泳ぎたいものです。また、テレビ中継を考えれば、た

とえば魚が行き交う海の中を選手が泳いでいたりすれば、

映像としても素晴らしいじゃないですか。OWSが普及する

ということは、同時に、海岸のゴミ、海洋汚染など、水辺

の環境問題についても考える、非常に意義のあることです。

瀧澤
――― 普及活動と言えば、鈴木長官は、以前タンザニア
を訪問され、タンザニアの海で水泳教室をされたことがあ
ると伺いました。

鈴木
2010年のことですね。その前に、OWSの大会でワールド・

スイム・アゲインスト・マラリアという、マラリア予防の

ために世界中の人と一緒に泳いで寄付を募るチャリティ

活動をしていました。ご存じのとおり、マラリアは蚊が媒

介する伝染病ですが、1つ500円程度の蚊帳があれば防

ぐことができます。水泳を通して募金を集め、マラリアに

苦しむ地域の人たちに蚊帳を寄付しようという取組みで

す。あるとき、支援会場で「本当に困っている人に届くの

だろうか」と言う人の声を聞きました。そこで、自分たち

が責任を持って現地へ蚊帳を運ぼうということになり、タ

ンザニアの病院を訪問しました。

その際、せっかく行くのだから、現地の子どもや若い人た

ちに水泳を教えてほしいということになりました。そこで、

いろんな方にご協力いただいて、ゴーグルやキャップを

提供してもらい、現地へ行って配りました。水泳連盟とし

ても、世界でもっと水泳が普及してほしいと思っていたの

で、よい機会でした。現地にはプールがなかったので、

海でやることになりました。集まった子どもたちは満足な

水着もなかったのですが、それでも泳ぎを習いたいとい

う好奇心、向上心を持って大勢が集まってくれ、とても感

動しました。

瀧澤
―― 途上国における水泳の普及活動を通じて、感じられ
たことはありますか。

鈴木
私は、水泳の五輪メダリストとして、世界のさまざまな国

タンザニアでの水泳教室の様子
（出典：ワールド・スイム・アゲインスト・マラリア）
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や地域を訪れる機会がありました。そのなかには、飲み

水にすら困っている国も少なくありません。そう考えると、

水泳というのは贅沢なスポーツとも言えます。飲む水すら

ないのに、まして水泳なんてできるわけがないだろう、と。

私は、水泳で金メダルを獲得しました。世界一、泳ぎが

速いと認められたわけです。しかし、果たして、本当に世

界一と言えるのだろうか、と考えずにはいられませんでし

た。たとえば、走ることなら誰でも挑戦してみることがで

きます。サッカーだって、丸いものがあればボール代わり

に蹴って遊ぶことができます。ところが、水泳だけは衛生

面が整った泳げる環境がないとできません。環境で差が

つくという意味では不公平なスポーツといえます。そこで、

水泳を真の世界競技にしなければと、水泳の普及活動に

も携わりました。もっと世界各地の水泳環境を整えて、皆

にとって平等なスポーツにしていきたいと思っています。

水泳というのは、ひとつの競技というだけではなく、人類

の貧困や飢餓などの問題解決につながる可能性があるス

ポーツではないかと感じます。たとえば、海の近くに住ん

でいる場合、泳ぎができれば魚や貝を捕ったりして、食料

を見つけられます。水辺の事故や災害の際には、身を守

ることにも役立ちます。それを水泳の世界普及について考

える場合のひとつのテーマにしたいとも思っています。

瀧澤
――― 確かに、私たちの親世代までは身近な海や川で子
どもたちが泳いで遊ぶのがふつうだったと聞きます。

鈴木
実は、環境に恵まれた者しか水泳ができないというのは、

途上国だけの問題ではないのです。わが国においても、

近年はその傾向があります。昔は「国民皆泳」と言われ

たほど水泳教育が盛んで、プールが普及する前の時代な

ら海や川で泳いでいました。その後、各学校にプールが

でき、水泳の授業が行われるようになりました。そのプー

ルが老朽化し、利用しづらい現状になっているのです。加

えて、ひとたび事故が起こると教師や学校の責任となるた

め、設備があっても水泳をやらなくなった学校もあります。

これはスポーツ庁でも問題に感じていることです。いまや、

水泳は親がお金を払って子どもを水泳教室に通わせるも

のになっています。家庭環境や経済的な問題で水泳教室

に通うことができない子どもは、泳げないままになってし

まいます。これから、また国民皆泳というものを取り戻し

ていきたいと考えています。

瀧澤
――― それは寂しい状況ですね。水泳は競技のためだけ
ではなく、健康増進にも役立つものですから。

東京2020大会を通じた
海のレガシー

風を受け、疾走するセーリング競技（出典：外務省Facebook）



鈴木
水に親しむことには、多くの可能性があります。運動だけ

でなく、水に触れることで得られる効果も見逃せません。

順天堂大学の創設者である佐藤泰然の息子で、徳川家茂

や慶喜の侍医でもあった松本良順は、大磯（神奈川・大

磯町）に日本で初めて海水浴場を開設しました。当時の

海水浴は泳ぐというより、海水に含まれるミネラルが健

康増進に役立つという健康療法、いわゆるタラソテラピー

（海洋療法）でした。海水に浸かることで、人間に必要

な成分を得ることができる、海水浴が健康によいと松本

良順は説きました。それで、海水浴が健康増進法として

流行したのです。

いまでも、海水浴による健康は重要だと思います。たと

えば、地中海沿岸の地域では、地元のおじいさんやおば

あさんたちが暇さえあればビーチに行って、水あびや日

光浴をしています。こうした習慣を、日本でも取り戻した

いものです。

瀧澤
――― オリンピック・パラリンピックでも、海に関係する種
目がたくさんあります。セーリングやサーフィン、トライアス
ロン、マラソンスイミング、カヌー、ボート･･･。

東京だけではなく、セーリングは神奈川県の相模湾、サー

フィンは千葉県の九十九里浜で開催されます。日本の海

でこうした競技が行われることは、世界中の人たちに日本

の海の魅力を伝えるよいチャンスではないかと思います。

大変な面もありますが、世界的なイベントが行われること

で、地域の海の発展にもつながっていくと、好意的に考

えています。もちろん、スポーツ庁としては、海に関係す

るものだけでなく、すべての競技を運営として成功させる

責任を負っています。

瀧澤
―――子どもたちにとって、目の前で世界レベルの選手を
見ることができるのは素晴らしいですね。

鈴木
そのとおりです。夢や希望を子どもたちや若い人たちに

届けることができます。オリンピック・パラリンピックをわ

が国で開催することは、未来への投資でもあります。

また、東京五輪では、サーフィンが新種目として加わりま

した。若者に特に人気のある競技なので、若い世代の人

たちにスポーツの魅力を伝え、拡散するという面で、絶

好の機会だと期待しています。

瀧澤
―――パラリンピックについては、どのようにお考えですか。

鈴木
これまでオリンピックとパラリンピックは別々のものといっ
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た感じがありましたが、2020年に向けて、東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会組織委員会を合同で立ち上

げ、活動してきました。一体化したオリンピック・パラリ

ンピック大会を世界に発信するのが、東京大会ではない

かと思っています。

同時に、パラリンピックを通して共生社会の実現について

考える機会にもなります。たとえば車椅子の方など、お体

に不自由がある方も自然に生活できたり、スポーツを楽

しんだり、あるいはスポーツ観戦をしたり。心のバリアフ

リーも含めて、全国に浸透してほしいと願っています。

私はリオデジャネイロのパラリンピックに視察に行きまし

たが、パラリンピックの施設自体は、必ずしも100％バリ

アフリーではありませんでした。そうした場合、周囲の健

常者がさりげなくお手伝いをするのです。パラリンピック

施設だけでなく、さまざまな場面において完全なバリアフ

リーを整備するのは困難です。それなら、周りの人が自

然に助ける考え方や環境があればよいのです。

瀧澤
―――日本では、まずお金を使ってバリアフリー施設を作
ろうとなりがちですね。しかし、施設建設だけではなく、
人の心も大切ですね。

そうです。アメリカなどでは、バスでベビーカー連れのお

母さんが、周りの乗客に助けられて乗り降りするのをよく

見かけました。誰もが自然にさっと手助けするのです。日

本では、なかなか手伝ってくれる人がいませんが･･･。わ

たしも子どもが2人いますので、ベビーカーで公共交通

機関や施設を利用する困難はわかるつもりです。車椅子

の方や体が不自由な方たちを周囲が当たり前のように助

ける社会になるよう、パラリンピックがひとつの機会にな

るのでは、と祈っています。

もちろん、パラリンピック自体の競技性の高さにも注目し

てほしいところです。体が不自由だからレベルが低いだろ

うと思うのは間違いです。たとえば、パラリンピックのテ

ニスなら、まず車椅子を操作してボールの落下地点まで

行かなければなりません。それだけでもかなり大変なの

に、そのうえでボールを打つのですから。通常のテニス

よりも、やることがたくさんあります。2バウンドまでOK

というルールはありますが、それを考慮しても、車椅子

でコートを走り回ってボールを打つなんて、非常にレベル

が高いスポーツです。そうしたパラリンピックのすごさを、

ぜひ見て、体感してもらいたいと思います。きっと、この

人たちはすごいと感嘆するでしょう。そうしたハイレベル

の競技を間近で見られるよいチャンスだと思います。

瀧澤
―――2020東京大会のあと、どのようなレガシーを残す
べきでしょうか。さきほど環境の問題が出ましたが、マリン

東京2020大会を通じた
海のレガシー
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レジャーやツーリズムの観点ではどうでしょうか。

鈴木
スポーツ庁では、現在、スポーツによる地域・経済の活

性化として、スポーツツーリズムの推進に努めています。

アウトドアスポーツは、そのなかの重要なテーマです。ア

ウトドアに関しては、東京がどうやっても、地方にはかな

いません。海、山、川、ダムなども含めて、自然な地形

はスポーツにとってパラダイスとも言える、大きな可能性

を秘めています。

我々の計画として、スポーツ目的のインバウンドをもっと

増やしていきたいという狙いがあります。地方に住む方が

たは、自分たちが持つスポーツ資産に気付いていない例

がたくさんあります。「うちの村には何もない。海と山し

かない」と、嘆かれる･･･。それこそが、素晴らしい宝の

山なのに。それをうまく活用して、スポーツ振興につなげ

ていただきたいところです。

たとえば、私たちがやっていたOWSの場合、サーキット

シリーズというのをやっています。毎年、5月や6月ごろか

ら各地で大会を開催し、各大会に出場してポイントを貯

めた選手が、最終的に日本選手権に進めるという取組み

です。これは、ひとつの例です。海がきれいで風光明媚

な場所が日本にはたくさんあります。スポーツと観光が一

体化することで生まれる可能性を、地域の方がたに追求

してもらいたいと思います。

2019年に行われたラグビーワールドカップでも話題にな

りましたが、試合後に会場のゴミ拾いをすることは、日本

のスポーツ文化として根付いてきています。私は個人的

にも海岸でゴミ拾いをしますが、サーフィンやマラソンス

イミング（OSW）などの日本の海で行われる競技を通じて、

海辺の環境に少しでも貢献できる2020東京大会になれば

嬉しいです。

瀧澤
本日は素晴らしいお話をありがとうございました。

インタビュワー：（左）瀧澤美奈子氏（科学ジャーナリスト、海洋白
書編集会議委員）

スポーツ庁で推進しているスポーツツーリズムの動画。
「しまなみ海道のサイクリング」
（ 出典：https://sports.go.jp/movie/2018-2.html ）
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インタビュワー：竹田
――本日は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会
組織委員会で、街づくり・持続可能性の議論をリードされ
ている小宮山先生に、海との関わりを交えつつ、大会につ
いて伺いたいと思います。1964年の東京大会の時は、日
本はまだ発展途上国でした。先進国として開催する今回の
大会は、前回と比較するとどのようになるでしょうか。

小宮山
やはり、レガシーがまったく違います。前回はオリンピッ

クを契機として、まず首都高速ができ、東海道新幹線、

名神高速道路などができました。このようなハード・イン

フラが一気に整備され、その後の経済成長を支えました。

「この苦しい時にこんなことにお金を使うな」という反対

意見もありましたが、全体としては、日本がアジアの国と

して初めてオリンピックを開催できるまでになったという

高揚感のほうが大きかったように思います。

現在の日本は先進国ですから、先ほど挙げたようなハー

ド・インフラが建設されて経済発展に寄与するということ

はあまり考えられません。現在では、持続可能性（サス

テナビリティ）が世界の関心事になっています。今回の

東京大会では、持続社会というものを具体的に見える形

で提案する機会にしたいと考えています。私は、「持続社

会のショーウインドウにする」という言い方をしています。

㈱三菱総合研究所 理事長、
東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会 
街づくり・持続可能性委員会 委員長

小宮山宏氏

小宮山宏：東京大学工学部化学工学科教授、東京大学理事・副学長、東京大学総長などを経て、現在は
㈱三菱総合研究所理事長。日本海洋政策学会顧問やプラチナ構想ネットワーク会長、大学スポーツ協会顧問、
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会街づくり・持続可能性委員会委員長なども務める。

東京大会を持続社会の
ショーウインドウに

インタビュー ②
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竹田
――小宮山先生は幼少期に東京湾に親しまれたと伺ってい
ます。しかし、高度経済成長期の東京湾の汚染は深刻で
した。それから半世紀以上経ち、汚染からかなり脱却して
います。この間の変化をどのように評価されますか。

小宮山
私の少年時代、東京は貧しいけれども川や海は非常にき

れいでした。子どものころ、父に連れられて東京湾にハ

ゼ釣りにも出かけました。バケツにいっぱい捕れたハゼ

を、母が喜んで天ぷらにして夕食のおかずにしてくれまし

た。当時は、そうやって夕食のおかずを自分たちで調達

したものです。

ところが高度成長が始まり、しかもあの当時は排水処理は

考慮されていませんでした。隅田川沿いや多摩川沿いに

は上流のほうにさまざまな工場があり、工業廃水や生活

排水を川にそのまま流していました。清流があっという間

に台無しになってしまいました。多摩川もブクブクと泡が

たっていたものです。隅田川も同様で、1962年から1977

年までは水質汚染もあり花火大会が中止になりました。

空気もひどかったのです。太平洋ベルト地帯を中心に、

光化学スモッグが頻発していました。空はどんよりといつ

も曇っているような状況でした。実は、空は２、３日大

気汚染物質を排出しなければ改善するのです。たとえば

北京がそうです。式典の前に工場を操業停止にして青空

を取り戻したりしています。ところが、水はそうはいきま

せん。泥や汚水がたまるため、短期間での改善は難しい

のです。

川がきれいになるには、２、30年かかっているでしょうか。

いまは、東京湾に流れこむ江戸川、隅田川、多摩川など

には、鮎が遡上します。多摩川では1,000万匹もの鮎が

遡上しています。ここまで回復するには、ずいぶん時間

がかかりました。きれいになり始めたのは、1990年代で

はないでしょうか。海はもっと時間がかかります。川の水

が東京湾に流れ込んで、それが湾外に流れて、ようやく

きれいになるのですから。東京湾がいよいよきれいになっ

たのは、21世紀に入ってからではないでしょうか。いま

では東京湾で捕れた魚がお寿司のネタになったりしてい

ます。

今回の、東京大会で見せるべきは、川や海だと思います。

川や海がきれいになっていることを含めて日本の景色を

見せることが重要です。渋谷という大都会から電車で10

分ちょっと行けば、二子玉川駅周辺（東京・世田谷）で

鮎釣りをすることができるのですから。現在、汚染に苦し

められている人たちは、世界中にたくさんいますが、そ

の人たちに「回復できるんだ」という希望を与えると思い

ますよ。

東京大会では、「自然共生社会」をレガシーとして、社会

制度や一人ひとりのマインドに残したいものです。

二子玉川付近の多摩川。いまでは鮎が遡上する。

竹
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竹田
――ただ、一方で、トライアスロンの会場となっているお
台場では水質が問題になっています。

小宮山
お台場の問題は、結局は下水処理のシステムの問題なの

です。東京は割合早い段階、明治時代に、パリやロンド

ンなどの下水処理を真似してシステムを導入しました。そ

のころの人口は少なく、システムの規模も小さくて済ん

だので、下水と雨水を一緒にして処理する合流式でした。

しかし人口が大幅に増えたいま、その合流式が課題になっ

てきました。大量の雨が降ると雨水と下水が一緒になる

ため、処理しきれずに東京湾に下水が排出されます。ちょ

うどその出口あたりにトライアスロン会場があるため、大

雨の直後は大腸菌が多く検出されるということが起きてし

まいます。未処理の下水が流れ出てしまった結果です。

普段は大丈夫なのですが。

いまは多くの都市で下水と雨水を分けて処理する分流式

が導入されています。本来は、東京でも分流式に変えて

いかなければならないのですが、すでに合流式の下水が

広い範囲で用いられており、その改修には膨大なコスト

が必要となります。可能な手段で解決できる方法を見つ

けなければなりません。土木や都市工学のエンジニアが、

真剣に考えなければならない問題です。すでにあるシス

テムをどのように作り変えていくか、東京大会を契機とし

てイノベーションが求められています。

竹田
――水質、海洋汚染といろいろあるなかで、先生は宮古
島の保良（ぼら）湾でサンゴ礁の研究をされていた経緯
もあります。いま、地球温暖化の影響でサンゴの白化現象
が懸念されています。

小宮山
二酸化炭素（CO₂）による温室効果については、実は19

世紀に判明しています。フランスの数学者・物理学者フー

リエによって仮説がたてられ、その後イギリスの物理学

者チンダルが実験で温暖化を確認しています。ところが、

そのころはCO₂の増加量は少なく、たいして問題と認識さ

れませんでした。それが1980年代、90年代になってから

深刻にとらえられるようになりました。そして、いま起こっ

ている温暖化は、学者が予測するスピードを上回ってい

るのではないでしょうか。

私が宮古島でサンゴの研究をしていた1990年代には、サ

ンゴがCO₂を固定して温暖化対策の重要な切り札になる

かもしれないと言われていました。私も半ばそう考えて、

研究に取り組んだのです。実際のところは、サンゴは切り

札にはならないことがわかったのですが、スキューバダイ

ビングでサンゴを見ると、こんなに美しいものを壊しては

いけないと本気で思いました。水温が28度を超えるとサ

ンゴの白化が始まるので、ゲノムを操作して高温に強い

サンゴを開発しようとか、水温の低いところに移植しよう

といった、いろいろな試みがあります。しかし、それでは

間に合わないように思えます。近年、海水温の上昇に伴

なって、サンゴの北限がどんどん北上しています。

東京大会を持続社会の
ショーウインドウに

トライアスロンの会場となるお台場
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竹田
―――IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の報告で
も、1.5度の地球温暖化で90％のサンゴが死滅するといわ
れています。

小宮山
そうですね。もうCO₂の排出を早くゼロにしなければなり

ません。『IPCC1.5度特別報告書』では、世界の平均気温

上昇を1.5度未満に抑えるためには、2050年ごろにCO₂排

出量実質ゼロを目指す必要性が示されています。しかし、

それでは間に合わないでしょう。現在、平均気温が1度程

度上昇していると言われていますが、1度の上昇でこれだ

けの影響が出ています。北極の氷が溶けるスピードも、我々

が昔予測していたよりもはるかに速いわけです。2050年に

ゼロにするのは当たり前で、もっと早くに実現しなければ

ならないというのが、いまの科学の予測です。CO₂を排出

しないためには、化石燃料を使わないようにすることです。

再生可能エネルギーを可能なかぎり早く導入する必要があ

ります。同時に、省エネルギーも極めて重要となります。

そのため、東京大会でもさまざまな取組みが行われてい

ます。オリンピックの象徴である聖火台の燃料には、地

球環境に配慮して水素を利用することが決まりました。大

会史上初の試みです。しかし、水素の作り方が問題です。

現在主流の方法は、化石燃料から水素を取り出すやり方

ですが、これではCO₂も排出してしまいます。東京五輪

の聖火台に用いる水素は、福島で行っている太陽光発電

を利用します。そこでできた電気で、水を電気分解して

水素を作ります。これは完全にCO₂フリーです。

そのほか、随所で省エネルギーを取り入れています。

LEDなどは当たり前です。電気自動車、水素自動車も用

いられます。これらを補うエネルギーには、再生可能エ

ネルギーを徹底的に活用しています。

省エネルギーと再生可能エネルギーの徹底利用が大事で

宮古島でのサンゴ調査（左端が小宮山氏）

海水温が上がると、サンゴの白化が進む。
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すが、それでも飛行機や船で東京に多くの人がやって来る

のですから、現段階では抑えることのできないCO₂もあり

ます。その分は、植林などでオフセット（埋め合わせ）し

なければなりません。省エネ、再エネ、やむを得ない部

分はオフセットの3つでCO₂をゼロにする。東京大会では、

だいたいこれらが実現できるというところまで来ています。

 竹田
――昨年G20も大阪で開催され、海洋プラスチック問題
が主要テーマとなりました。東京大会ではどうでしょうか。

小宮山
プラスチックがどうなるかというのは、現在、一番大きな

問題かもしれません。無駄な包装を省くなどの対策は必

要ですが、すべてのプラスチックを禁止することは無理で

しょう。現在の利便性は、誰しも捨てられないと思います。

それを捨てるのではなく、前に進むのが重要です。

良識のある化学会社は真剣にプラスチック問題に取り組

んでいます。しかし、最終的に釣り糸やペットボトルなど、

海に流出したプラスチックをどうするのかといった問題が

残ります。プラスチックを回収したとしても、消費者が使

うものは必ず一部はゴミとして流出してしまいます。それ

ならば、そのゴミが環境にダメージを与えないよう生分解

性プラスチックにしていく必要があります。

海洋プラスチックの問題について、東京大会で答えを出

すことはできませんが、象徴として非常に重要です。東京

大会では、「みんなの表彰台プロジェクト」という、国内

から集める使用済みプラスチックを使ってオリンピックの

東京大会を持続社会の
ショーウインドウに
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東京大会を持続社会の
ショーウインドウに

表彰台を作る取組みをしています。そのなかには、海洋

プラスチックも一部活用しています。循環社会、つまりプ

ラスチックの循環が考えられています。

竹田
――「みんなの表彰台プロジェクト」のほかに、東京大会
では環境に配慮した持続可能な取組みがあるでしょうか。

小宮山
今回の大会では、パソコンやスマートフォンから金属を集

めてメダルを作る、「みんなのメダルプロジェクト」が導

入されました。自然の鉱山を掘らなくても、都市鉱山から

有用な資源を再生活用できるのです。

また、各地の自治体から木材を借りて選手村ビレッジプ

ラザを建設する、木材活用リレーもあります。これには

63の自治体が参加しています。大会後には選手村ビレッ

ジプラザを解体し、木材をすべて地方自治体に返却して、

木材をレガシーとして活用してもらうものです。これも循

環社会です。このほか、競技場の建設には、スクラップ

からの鉄材がこれまでより多く使われています。

竹田
――たとえば、サーフィン会場となる千葉県の釣ヶ崎海岸
では選手も参加するビーチクリーンのイベントが組織委員
会で実施されています。

小宮山
スポーツ選手のような、人気のある方がたが率先して何

かするのはとてもいいことです。たとえば、私は寄付をす

る文化は先進国では必須だと思うのですが、日本ではま

だ寄付が文化として浸透するには至っていません。そうし

たとき、サッカー協会が協力してスター選手が寄付をした

りしてくれました。これは非常に良い宣伝効果です。この

ように、一部分だけでの活動にとどまらず、それを契機と

して大きな動きになってほしいです。

竹田
――東京大会がそうしたきっかけになれば、ということで
すね。

小宮山
そのとおりです。きっかけが重要です。道路や鉄道といっ

たハード・インフラというのは、当然その後も残ります。

ですが、こうしたビーチクリーンの活動も、不要になった

スマートフォンなどを供出して都市鉱山として採掘するとい

うことにしても、持続社会のショーウインドウだと思います。

これをやめたら、それっきりです。そうした動きをなんと

かして定着させなければなりません。スマホを集めること

はビジネスとしても成立するので、スマホを回収してデー

タ消去を行うような企業も出てきています。こうした動き

が残れば、循環社会のインフラになるでしょう。1964年

の前回大会はその後にハードが残りましたが、今回はそう

したソフトが残った、というふうにしなければなりません。

竹田
本日は、有意義なお話をありがとうございました。

「みんなの表彰台プロジェクト」
合同記者発表会  （出典：東京
都ウェブサイト）

インタビュワー：（左）竹田有里氏（環境ジャーナリスト、海洋白書
編集会議委員）
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2 第1章 海洋産業の新たな展開
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第1節 洋上風力発電の本格的始動
ここ数年で世界の洋上風力発電の状況は大きく変った。コストダウンが進み、補
助金が不要な火力発電などと同規模の低価格での落札が相次いでいる。市場はこれ
までの中心であった欧州の外にも広がり、日本でも開発が具体化している。
日本では、2016年から2019年にかけて海域の長期占有を認める法令整備が進み、

2018年7月の東京電力ホールディングス（株）を嚆矢に、電力会社や海運会社の洋
上風力産業への参入表明が進んだ。2019年末時点で約14GW（注1）の開発計画が進ん
でいる。建設会社各社は今後の計画を踏まえて洋上風車開発専用船（ジャッキアッ
プ船）の建造を始めており、北九州や秋田では洋上風車の建設を支援する拠点港の
整備も進んでいる。海外企業と日本企業の協力発表も相次いでいる。

1 世界の洋上風力発電

世界の洋上風力発電の累計導入量は2019年末で26．8GW、そのうち2019年の新規
導入量は4．6GW/年（注2）で299億ドル（約3．3兆円）/年（注3）が投資された。中心市場の
欧州では、2010年以降は1GW/年以上、最近は3～4GW/年のペースで建設が進ん
でいる（図1―1―1）（注4）。さらに市場は欧州以外にも拡大して、東欧、アメリカ、中
国、台湾、韓国、ベトナム、そして日本でも開発が具体化している。
市場を先導する欧州のうちオランダやベルギーは、中央政府（国）が主導して環
境アセスメント、漁業や海運、系統連系を調整して開発可能海域を決める「セント
ラル方式」を採用している。将来の新規導入量も標準化（例：オランダでは350MW

注1
1GW＝1，000MW＝百万 kW、
1GW はおおむね原子力発電
所1基分の出力に相当

注2
Windpower Monthly、2020
年1月号掲載の風力統計

注3
BNEF：2019 a Record Year
for Offshore Wind Invest-
ment、2020年1月16日、off-
shoreWIND.biz

注4
Offshore Wind in Europe
Trends and Statistics 2019、
2020年2月6日、WindEurope

第1章
海洋産業の新たな展開

図1―1―1 欧州における洋上風力の新規導入量の推移
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を年間2サイト、5年継続）さ
れており、民間企業は制度不備
に起因する事業リスクなしで、
安心して事業開発できている。
また欧州では、大規模開発に
よる着床式洋上風力発電のコス
トダウンが進んだ。1基あたり
の出力が10MW級の洋上風車
が次つぎに開発され（表1―1―1）、
原子力発電所に匹敵する大きさ
の洋上風力発電所がすでに建設
されている（図1―1―2）。この結
果、欧州では補助金不要な低価
格（注5）での洋上風力の落札が相
次いでいる。こうした状況を受
けて、世界の国際機関は競って
壮大な洋上風力発電の将来像を
発表している。
① ＩＥＡ：2040年までに20
倍に成長し、累計で約1兆
ドルが投資される（注6）。
② ＩＲＥＮＡ：2050年まで
に1000GWの洋上風力が導
入される（注7）。
③ WindEurope：2040年 ま
でに欧州は450GWの洋上風力が必要（注8）。
また、次世代技術として浮体式洋上風力発電でも複数の実証研究が進行中である

（表1―1―2、図1―1―3）。しかし初期コストはまだ約100万円/kWと着床式の2倍以上

注5
再生可能エネルギーの大量導
入時代における政策課題に関
する研究会（第3回、2017年
6月14日）、MVOW 社 の 山
田正人氏の発表資料「欧州洋
上風力発電事業入札価格の動
向・背景とそこから日本が学
べること」

注6
Offshore wind to become a
trillion industry 2019年10
月25日 国際エネルギー機関

（IEA）発表

注7
Future of wind 2019年10
月 国際再生可能エネルギー
機関（IRENA）発表

注8
OUR ENERGY, OUR FU-
TURE How offshore wind
will help Europe go carbon
-neutral 2019年11月26日
欧州風力エネルギー協会

（WindEurope）発表

表1―1―1 プロトタイプが試運転中の各社の洋上風車

風車機種名 定格出力 ロータ直径 メーカ名 初号機運開/商用化

V16410．0 10MW 164m MVOW 2018年 /2021年

V1749．5 9．5MW 174m MVOW 2020年 /2022年

SG11．0―193DD 11MW 193m SGRE 2020年 /2022年

SG11．0―200DD 11MW 200ｍ SGRE 2020年 /2022年

Haliade X 12MW 220m GE Renewables 2019年 /2021年

表1―1―2 最近の世界の浮体式洋上風力発電の実証事業

運開年 設置海域 プロジェクト名 浮体形式 搭載風車

2017年
日 本 福島浮体式洋上実証 改良スパー型 5MW×1基

英 国 Hywind Scotland スパー型 6MW×5基

2018年
フランス FloatGen バージ型 2MW×1基

英 国 Kincardine セミサブ型 2MW×1基

2019年
日 本 NEDO次世代洋上 バージ型 3MW×1基

ポルトガル WindFloat Atlantic セミサブ型 8．4MW×1基

図1―1―3 NEDOの次世代浮体式洋上風力実証プロジェクト
北九州市響灘沖15km、2019年運開。バージ型の浮体と2枚翼の3MW
風車

（写真提供：NEDO）

図1―1―2 Hornsea One 洋上風力発電所
英国東岸120km 沖、7MW 風車×174基＝1，214MW、2020年2月運転
開始。

（出典：同発電所のウェブサイト）
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であり、商用化は2025年以降となる見込みである。

2 日本の洋上風力発電

日本の洋上風力発電の累計導入量は2019年末時点で65．6MW・29基（注9）である（表
1―1―3）。2019年は、5月に北九州市響灘沖で（国研）新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO）の3MW浮体式洋上風車が竣工した（図1―1―3）。その一方で、
10月に同じ響灘沖の着床式の2MW洋上風車は撤去された。洋上風車の撤去事例
は日本初であり、五洋建設（株）が建造した洋上風車開発専用船「CP―8001」（図1
―1―4）が利用された（注10）。
2018年7月の東京電力の洋上風力開発への参加表明が日本の転機になった。資本
と人的資源の厚い電力会社の参入は、欧州と同様（世界の洋上風力の最大手のØr-
sted 社はデンマークの国営電力会社）であり、開発が一気に実現に近づいた。他
の（株）JERA（注11）、関西電力（株）、東北電力（株）などの電力会社や、日本郵船

（株）、東京汽船（株）などの海
運会社も続々と洋上風力への進
出を発表した。電力会社や商事
会社は、政府のインフラ輸出の
動きを受けて、海外の洋上風力
案件の獲得 に も 乗 り 出 し
た（注12）。 東京電力とØrsted 社、
九電みらいエナジー（株）とド
イツの E.ON社、電源開発（株）
とフランスの Engie S.A.社と
いった具合に、洋上風力開発で
経験のある欧州企業との協力の

注9
沿岸からアクセス可能なセミ
洋上風力を含む

注10
洋上風力関連工事において
SEP 型多目的起重機船「CP―
8001」を活用、2019年10月1
日、五洋建設（株）発表。
洋上風車開発専用船（ジャッ
キアップ船、SEP 船ともい
う）は、クレーン作業時に4
本の脚を着床しジャッキアッ
プすることが可能な洋上風力
建設の専用船で、波浪などに
左右されずに建設作業ができ
る。

注11
東京電力グループと中部電力

（株）とが共同で設立した発
電会社

注12
日本企業が相次いで欧州洋上
風力への参画を発表。
2018年 9 月 8 日 、 JWPA
http : //log.jwpa.jp/content/
0000289620.html

表1―1―3 運転中の日本の洋上風力発電（JWPA調べ）

形式 設置 海域
離岸距離
（km）

水深
（m）

風車定格
（MW）

基数
（基）

合計出力
（MW）

運開
（年月）

着
床
式

北海道 瀬棚港 0．7＊ 13 0．6 2 1．2 2003．12

秋田県 秋田港 0．1＊ ― 3．0 1 3．0 2015．2

山形県 酒田港 0．05＊ 4 2．0 5 10．0 2004．1

茨城県 神栖市
0．04～
0．05＊

4
4

2．0
2．0

7
8

14．0
16．0

2010．2
2013．2

千葉県 銚子沖＊＊ 3．1 12 2．4 1 2．4 2013．3

浮
体
式

長崎県 福江沖＊＊ 5．0 ― 2．0 1 2．0 2016．4

福島県 楢葉沖＊＊
20 120

120
120

2．0
7．0
5．0

1
1
1

14．0 2013．12
2016．4
2017．5

福岡県 響灘沖＊＊ 15 ― 3．0 1 3．0 2019．5

29 65．6

＊沿岸からアクセス可能なセミ洋上風力発電所
＊＊国家プロジェクト。ただし銚子沖は東京電力に払下げ。福江沖は五島市に払下げ後、2016年4月に椛島

沖から福江沖に移設された。

図1―1―4 五洋建設（株）の洋上風車開発専用船「CP―8001」
（出典：GustoMSC 社のウェブサイト）
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発表も相次いでいる。
洋上風力のインフラ整備の面では、複数の建設会社が数百億円を投資して、洋上
風車開発専用船の建造を開始している（表1―1―4）。ほかにも丸紅（株）の欧州の子
会社である Seajacks 社が台湾の洋上風力開発向けに欧州から建設船「Zaratan 号」
を回航しており、東アジアでも建設船隊が充実しつつある。建設資材を集積する拠
点港には、北九州港、秋田港、能代港、鹿島港などが名乗りを上げており、埠頭の
地耐力（注13）強化等の工事が進みつつある。
さらに、2016年から2019年には洋上風力発電関連の法制面の整備が進んだ（表1―

1―5）。従来は海域の占有権付与は都道府県と政令指定都市にゆだねられ、3～5年
の短期しか許可されなかった。これでは選挙で首長が反対派に変わると占有許可が
更新されないといったような法的リスクがあり、多額の開発資金調達を妨げてきた。
そこで、入札制とし、その落札者に30年間の海域占有を許可するように関連法規が
整備された。特に一般海域に対する再エネ海域利用法（注14）は、2018年春の第196回
通常国会では審議未了で廃案になったが、11月に第197回臨時国会で無事に可決さ
れ、2019年4月から施行された（注15）。入札なので、売電価格は固定価格買取制度（洋
上風力は36円/kWh）から外れるが、制度上のリスクは大きく低減し、開発資金調
達の道が開かれた。
入札による海域指定は、まず2016年の港湾法改正によって港湾域から始まった。
北九州港（220MW）、秋田港（55MW）、能代港（88MW）で開発事業者が決定し、2021年
ごろから洋上風車の建設工事が始まり、2022年ごろから発電が始まる見込みである。
一般海域の再エネ海域利用法では約2年をかけて、まず国（経済産業大臣・国土
交通大臣）が有望区域を選定し、続いて開発事業者を入札で選定する仕組みになっ
ている（図1―1―5）（注16）。2019年7月には最初の候補として11区域が発表された（図
1―1―6）（注17）。このうちの4区域は準備が進んでいる特に有望な区域とされ（図中の
赤枠）、なかでも長崎県五島沖は2019年12月27日に促進区域の第一号に指定された。
2020年初めに入札が実施される予定である。今後も毎年数件、1～2GWのペース
で区域指定と入札が実施される見込みである。
2019年末時点で、港湾域で550MW、一般海域で約13．5GWが環境アセスメント

注13
地耐力とは、地盤が重みに耐
えられる強さのこと。重量の
ある機器等を扱うため、岸壁
の地耐力強化が求められる。

注14
海洋再生可能エネルギー発電
設備の整備に係る海域の利用
の促進に関する法律

注15
経済産業省・洋上風力促進
ワーキンググループ 国土交
通省・洋上風力促進小委員会

合同会議 ― 中間整理（2019
年4月）

注16
再エネ海域利用法における今
後の促進区域の指定に向けて
有望な区域等を整理、2019年
7月30日、経済産業省・国土
交通省

注17
資源エネルギー庁調達価格等
算定委員会配布資料（2019年
9月24日）より

表1―1―4 日本の洋上風車開発専用船の建造計画

竣工（予定） 発注会社 クレーン 自行・非自行 建造費

2018年8月 五洋建設 800トン 非自行式 ―

2022年9月 大林組・東亜建設 1，000トン ― ―

2022年9月 五洋建設・鹿島建設・寄神建設 1，600トン 非自行式 185億円

2022年10月 清水建設 2，500トン 自行式 500億円

2022年以降 日本郵船・蘭 Van Oord 社＊ 1，000トン ― ―

＊新造するか既存船を欧州から回航するか未定

表1―1―5 日本の海域の区分と海域占有権の法整備

海域区分 海域占有に関連する法整備

領海
（22．4km以内）

港湾域
2016年5月 港湾法改正 20年の占有を許可
2020年2月 港湾法改正 占有期間を30年に延長

一般海域 2019年4月 再エネ海域利用法 30年の占有を許可

排他的経済水域（EEZ） （未整備だが、大水深海域で着床式には不適）
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の手続き中である（注19）。そのうちの多くの案件は、今後5年以内に着工可能になる。
中東で紛争の懸念が強まり、温暖化防止が求められる昨今、洋上風力発電はエネル
ギー安全保障と地球環境保護の両面から、日本にとって重要な電源のひとつになる
日は遠くない。

（上田 悦紀）

注18
日本企業が相次いで欧州洋上
風力への参画を発表、2018年
9月8日、JWPA http://log.
jwpa.jp/content/0000289620.
html

注19
日本風力発電協会（JWPA）
調べ

図1―1―5 一般海域における洋上風力発電の促進区域の指定プロセス（注18）

図1―1―6 再エネ海域利用法の有望区域の候補（11か所）
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第2節 海事産業の新たな潮流―自動運航船とエコシップ
本節では、海事産業の新たな潮流として自動運航船とエコシップについて、最近
の国内外の動向をそれぞれ概観する。
自動運航船が世界的に関心を集めている社会的背景として、航行の安全性や船員
確保といった海事産業のニーズが挙げられる。廃船に至るような重大事故が世界で
1，642件発生している（注20）など海難事故は依然として多く、その8割が人為的要因
により発生しているため、安全性の向上が求められている（注21）。また今後も世界の
海上輸送量は着実に増加すると予想されており、世界全体として船員需給が逼迫す
る見通しになっている。自動運航船は人為的要因による事故を削減し、また必要な
船員数を低減するという点で有効な対策だと考えられている。
エコシップについては、国際海事機関（IMO（注22））による硫黄酸化物（SOx）お
よび粒子状物質（PM）の排出規制が2020年から強化され、その対応が喫緊の課題
となっている。また地球温暖化対策として、2050年に船舶起源のGHG（温室効果
ガス）排出量を2008年比で50％以上削減する戦略を IMOは採択しており、その対
策として船舶の省エネ、LNGヘの燃料転換、そしてエネルギー転換の議論も活発
にされている。

1 自動運航船に関する国内外の動向

国内外で自動運航船の実現に向けた多くの取組みが行われている。航行の自動化
には、乗員を支援する部分的な自動化から、人間が介在しない完全な自動システム
まで、さまざまなレベルが考えられている。表1―2―1にロイド船級協会（注23）が提唱
する自律化レベルの概略を示す。
完全または部分的な自動運航船を実現するための技術開発として、遠隔操作、自
律航行、船舶監視、衝突防止などの技術システムの調査研究が取り組まれている。
こうした調査研究は、IoT（Internet of Things）、人工知能（AI）、通信技術といっ
たデジタル技術・情報技術の進展が基礎技術となっており、また海上ブロードバン
ド通信、自動船舶識別装置（AIS）、電子海図（ECDIS）などの普及も自動運航船の

注20
2014年、国土交通省海事局調
べ

注21
国土交通省海事局 自動運航
船に関する現状等（2017年12
月）https://www.mlit.go.jp/
common/001215815.pdf

注22
International Maritime Or-
ganization、海上の安全、船
舶からの海洋汚染防止等、海
事分野の諸問題についての政
府間の協力を推進するために
1958年に設立された国連の専
門機関。本部は英国（ロンド
ン）。

注23
船級協会は、海上保険や傭船、
船の売買などのために船舶に
船級をつけ、船の格づけなど
をする団体、船の設計や建造、
メンテナンスが、正しく行わ
れていることなどを証明す
る。

注24
国土交通省海事局 課題の整
理と検討の方向性（自動運航
船）（2017年12月）https://
www. mlit. go. jp / common /
001215809.pdf

表1―2―1 ロイド船級協会が提唱している自律化レベル（注24）

自律化
レベル

概 要

AL0 自動化なし

AL 1
船上での意思決定支援：船の運航は、船員が意思決定。船上の最適な航路表示等の支援ツールが船員
の意思決定に影響を与える。

AL2
船上及び陸上での意思決定支援：船の運航は、船員が意思決定。船上または陸上から機器製造者によ
る機器メンテナンス、航路計画に関する支援ツールが船員の意思決定に影響を与える。

AL3
積極的な人間参加型：船の運航は、人間の監視の下で自律的に実行される。船上または陸上から提供
されデータにより、重要な決定は人間によってなされる。

AL4 人間監視型：人間の監視の下で自律的に実行される。重要な決定については人間によりなされる。

AL5 完全な自律：船舶のシステムが決定したことについて、人による監視がほとんど行われない。

AL6 完全な自律：船舶のシステムが決定したことについて、全く監視がなされない。
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技術基盤をなしている。
部分的な自動運航については、海洋調査等を目的とした総トン数20トン未満の無
線操縦の小型船舶や軍用の船舶などで実用化されている。一方、完全な自動運航と
しては、ロールス・ロイス社とフィンランド国営の輸送船事業会社であるフィン
フェリー社が2018年12月に世界初となる完全自動運航フェリーが実現したと発表し
た（注25）。また蓄電池ベースの電気推進による自動運航船のコンセプトを提案した欧
州の船級協会DNV―GL による ReVolt プロジェクトの成果を受けて、ノルウェーの
Yara International 社が自動運航船「YARA Birkeland」を建造し、実証予定である。
2022年を目処に完全自動運航型コンテナ船を運航する予定としている（注26）。
海外の研究開発プロジェクトの例では、MUNIN（注27）（EU補助金プロジェクト）で
は、外洋を航海する無人自動運航商船としてコンセプトを構築し、その実現に向け
た重要技術について有効性が確認されている。またロールス・ロイス社を中心とし
た AAWA（注28）プロジェクトでも2025年までの開発を目指して、自動運航船のコンセ
プト構築と要素技術の研究開発が取り組まれている。
このようにさまざまな自動運航船の技術開発や実証試験が取り組まれており、近
い将来、実用レベルに達する可能性が高いと考えられる。条約や法令についても技
術開発と両輪をなすものとして、自動運航船の発展段階に応じた検討が不可欠であ
る。2017年6月の IMO/MSC98（注29）にて規制面での論点整理を「新規課題」として
日本を含む各国（注30）が共同提案し、2018年5月開催の IMO/MSC99から2年間で IMO
規則の改正要否や新たな基準などについて検討している（注31）。
無人運航推進の実現に向けた技術課題について、自動運航船と自動車における自
動運転との違いから俯瞰する（図1―2―2に自動運航船の実現に必要な機能を示す）。
まず、自動車の操縦者は1人であるが、船舶は複数の船員により操船・機関保守・
貨物監視などが24時間行われる大型システムであり、自動化が担うべき操業が多岐
にわたる。また周辺環境として、自動車は他車や歩行者が近くに存在し、信号など
で移動制約が設定され、常に支援を得られる状況にある。一方、船舶の場合は周囲
に近接する船舶は限られ、移動制約は比較的小さい代わりに支援を受けにくい。自
動車が数トン程度で急発進、急停止、急旋回が可能であることに対して、船舶は大
型のものは数十万トン程度であり、急発進、急停止、急旋回ができない。これらの
違いは搭載されるセンサが認識すべき対象、応答に必要な時間スケール、自動化が
対象とする操業の種類など、技術課題の差として現れる。

注25
ロールス・ロイス社プレスリ
リース（2018年12月3日）
https://www.rolls-royce.com
/media/press-releases/2018/
03-12-2018-rr-and-finferries-
demonstrate-worlds-first-
fully-autonomous-ferry.aspx

注26
Yara プレスリリース（2018
年12月3日）https://www.
yara.com/news-and-media/
press-kits/yara-birkeland-
press-kit/

注27
Maritime Unmanned Navi-
gation through Networks

注28
Advanced Autonomous Wa-
terborne Applications

注29
IMO の下に設置されている
海上安全委員会

注30
ノルウェー、デンマーク、エ
ストニア、フィンランド、オ
ランダ、韓国、イギリス、ア
メリカ

注31
国土交通省海事局 自動運航
船に関する現状等（2017年12
月）https://www.mlit.go.jp/
common/001215815.pdf

注32
ロールス・ロイス社プレスリ
リース（2018年12月3日）
https://www.rolls-royce.com
/media/press-releases/2018/
03-12-2018-rr-and-finferries-
demonstrate-worlds-first-
fully-autonomous-ferry.aspx

注33
SINTEF ウェブサイト：
https://www. sintef. no / en /
latest-news / autonomous-ves
sels-may-become-major-priori
ty-in-no/

図1―2―1 ロールス・ロイス社とフィンフェリー社の完全自動運航フェリー（注32）（左）とMUNIN
のコンセプト（注33）（右）
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2 エコシップに関する国内外の動向

IMO下の委員会のひとつである海洋環境保護委員会（MEPC）（注35）では、船舶から
の汚染の防止・規制に係る事項の検討が行われる。MARPOL 条約附属書 VI の第14
規則「硫黄酸化物（SOx）及び粒子状物質（PM）」において、船舶で使用する燃料
油中の硫黄分濃度の規制が規定されている。規制値が段階的に強化されてきており、
2020年から一般海域における燃料油中の硫黄分濃度の規制値は3．5％から0．5％へ強
化される。これに加え、排出規制海域（ECA）（注36）でも段階的な硫黄分濃度規制の強
化が行われている。また2018年4月に開催された IMO/MEPC72では、2050年に船
舶起源のGHG排出量を2008年比で50％以上削減、今世紀中には船舶起源のGHG
排出をゼロにするという野心的なGHG削減戦略が採択された。
これらの規制や戦略目標を満たすために、造船業・海運業は環境対応を迫られて
いる。直近の硫黄分規制に対しては、硫黄分濃度の低い燃料油（規制適合油）の使
用、SOx スクラバーなどの排ガス処理装置の導入、LNG等の代替燃料への転換な
どの方法が検討されている（注37）。特に LNGは環境性能に優れ、また昨今の天然ガ
ス価格の原油価格に対する優位性から、船舶の LNG燃料転換が進むと予想されて
いる。LNG燃料船の実現には、LNG燃料主機・補機の開発、LNGバンカリングシ
ステム（注38）、本船上の LNG燃料貯蔵システムなどの技術的課題に加えて、LNG燃
料の輸送と流通、LNG燃料船化のビジネスモデル・契約形態・インフラ整備等の
検討など仕組みの整備も求められる。早くから環境負荷低減に向けた政策に取り組
んでいる欧州、特に北欧では、内航フェリーやオフショアサポート船の LNG燃料
船の普及が進んでいる。わが国もコンテナ船、バルクキャリア、フェリーなどさま
ざまな LNG燃料船のコンセプトシップが提案され、開発を進めている。
また将来的なGHG排出の大幅削減に対しては、代替燃料船や電気推進船などの
抜本的な対策が検討されている。たとえば英国のHySeas Ⅲやノルウェーのハイブ
リッド船プロジェクトなどの事業では、水素燃料電池とバッテリーを搭載した船舶

注34
福戸淳司、（2017）、自律船研
究の動向、日本航海学会誌
NAVIGATION, 200, 4―11.

注35
Maritime Environment Pro-
tection Committee

注36
Emission Control Area

注37
日本海洋科学、SOx 規制強
化の対応に向けた調査検討報
告書、2016年3月 http://
www.mlit.go.jp/common/00
1195181.pdf

注38
船舶間も含めた燃料補給（バ
ンカリング）

図1―2―2 自動運航船実現に必要な機能（注34）
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が提案されている。ほかにもアンモニア燃料や風力を利用するコンセプトなどが検
討されている。

1 わが国の取組み
わが国の政府施策では「海事クラスターの活性化が港湾の強化などを通して地域
経済を押し上げる」（経済財政運営と改革の基本方針2017）や「移動革命の実現、
快適なインフラ・まちづくり」（未来投資戦略2017）など、海事産業の重要性が位
置づけられている。一方で、海上運賃は激しい国際競争のなかで低迷しており、造
船業も中国や韓国などとの競争が激化するなど、日本の海事産業は昨今厳しい環境
が続いている。自動運航船やエコシップという大きな潮流のなか、日本の海事産業
が競争優位を築くため、政府および民間レベルでさまざまな取組みが行われている。
政府による海事産業支援の取組みとして、国土交通省が2016年度より IoT 技術や
ビッグデータ解析を活用した船舶・舶用機器の技術開発を支援している海事生産性
革命（i―Shipping）が挙げられる。そのなかで自動運航船については、2025年まで
の実用化を目指して取組みを進めている。特に2018年度より、安全要件の策定など
の環境整備に向けた実証事業を行っており、自動運航船のコアとなる自動操船機能、
遠隔操船機能および自動離着桟機能の開発に取り組んでいる。
またエコシップについては、GHG削減戦略への対応として、短中期におけるト
ンマイルベース（注39）の意欲目標や長期的な排出総量目標などが設定されている。環
境省および国土交通省では、LNG燃料船の技術実証に向けて、代替燃料活用によ
る船舶からの CO2排出削減対策モデル事業などに取り組んでいる。
民間企業でも積極的な取組みが進められている。日本郵船（株）は2019年9月に有
人自律運航船に向けた自動運航の実証実験に成功した（注40）。これは IMOが定めた「自
動運航船の実証試験を行うための暫定指針」に基づく各種項目をクリアした国際
ルールに基づく世界初の実証実験である。また脱炭素化の実現に向けて、船体改造、
軽量化、高効率化やデジタライゼーションの活用により CO2排出量を100％削減す
るゼロエミッションの新コンセプトシップ「NYKスーパーエコシップ2050」を考

注39
輸送重量（トン）と輸送距離

（マイル）を乗じた輸送活動
の総量を表す指標

注40
日本郵船プレスリリース

（2019年9月30日）https://
www.nyk.com/news/2019/
20190930_01.html

図1―2―3 日本船舶技術研究協会による自動運航船のイメージ
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案した（注41）。（株）商船三井では、
（株）大島造船所と共同で、風
力エネルギーを伸縮可能な硬翼
帆によって推進力に変換して利
用するウィンドチャレンジャー
プロジェクトに取り組んでおり、
装置硬翼帆式風力推進装置の設
計に関する基本承認（AIP）（注42）

を取得した（注43）。また、川崎汽船
（株）は、保有する大型バルクキャ
リア（注44）1隻 に Seawing（注45）を
搭載することを決定した（注46）。
海運各社によって革新的なコン
セプト実現に向けた積極的な取
組みが行われている。
海事産業の大きなトレンドで
ある自動運航船とエコシップ
は、安全性向上、自動化、環境
対応といった海事産業のニーズ
により関心が高まっている分野
であり、それに対応すべくさま
ざまな技術開発が進んでいる。
冒頭に述べたとおり、海上運賃
は激しい国際競争のなかで低迷
している。省コストと付加価値
の高いサービスの両立が求めら
れるなかで、自動運航船やエコ
シップで競争優位を築くことが海事産業にとって重要となっている。
自動化、環境対応といったニーズは、海底資源開発などの海洋開発分野でも同様
に求められている。中長期的な成長が見込まれる海洋開発市場で、施工やメンテナ
ンスのために多くの船舶が用いられる。また1隻当たりの受注金額も大きいことか
ら、海事産業（海運業、造船業など）にとって重要な市場である。
わが国は、国内の海洋開発フィールドが少なかった背景もあり、海洋開発産業は
未成熟であった。一方で、海域利用に関わる法整備を契機に導入拡大が予想される
洋上風力発電システムなどの海洋開発は、海事産業にとっても新たな市場として期
待される。

2 日本財団オーシャンイノベーションコンソーシアム
海洋開発人材の育成をオールジャパンで推進するため、2016年10月に「日本財団
オーシャンイノベーションコンソーシアム」が設立された。海洋開発市場の参入・
拡大を企図する日本企業、大学、公的機関の参加および政府の協力を得て、産学官
公からなる統合的なプラットフォームとして設立されたこのコンソーシアムは、「学
生に対する海洋開発産業の理解増進」、「企業ニーズをふまえたカリキュラム構築」、

注41
日本郵船プレスリリース

（2019年9月30日）https://
www.nyk.com/news/2018/
20181114_01.html

注42
Approval in Principle

注43
商船三井プレスリリース

（2019年10月3日）https://
www.mol.co.jp/pr/2019/190
74.html

注44
ばら積み貨物船

注45
パラグライダー型の凧

注46
川崎汽船プレスリリース

（2019年6月7日）https://
www.kline.co.jp/ja/news/csr
/csr-2630416184971214499/
main/0/link/190607JP.pdf

図1―2―4 日本郵船スーパーエコシップ2050（上）、ウィンドチャ
レンジャー（中）、Seawing を搭載したバルクキャリア
（下）
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「海外企業・大学への派遣支援制度構築」、「社会人教育（リカレント教育）支援」
の4つの事業により構成されている。
特に地球深部探査船「ちきゅう」や洋上風力発電システムの施設見学など国内外
の海洋開発フィールドの現場体験、海洋開発分野で有力な海外大学で開催されるサ
マースクール、企業や研究機関での海外インターンシップなど、大学の枠組みでは
実施困難な活動を大学生・大学院生に提供している。これまでの4年間で現場経験
264名、サマースクール参加143名、さらに毎年海外インターンに参加者を送り出す
など、多くの実績を挙げている。こうした活動は広く学生に対して海洋開発への興
味を持つきっかけを与え、海洋開発について深く専門性を身につける場も提供して
いる。またサマースクールでは、海洋開発フィールドで活躍するうえで重要となる
プロジェクトマネジメントやHSE（注47）などのソフトスキル関連の講義も充実してお
り、開発現場の経験により培われた充実した教育プログラムを受講できる。
安倍晋三内閣総理大臣は2015年に開催された第20回「海の日」特別行事にて、現
在2，000人程度とされる日本の海洋開発技術者の数を、2030年までに5倍の1万人
程度に引き上げることを目指すと述べた。自動運航船やエコシップなどをリードす
る技術革新を実現するうえでも、新たな市場である海洋開発分野を推進するうえで
も、重要となるのはそれを担う技術者の育成である。人材育成は中長期的な取組み
が重要であり、継続的な活動を通した将来の海事産業の活性化が期待される。
オーシャンイノベーションコンソーシアムでは、自動運航船の実現に向けた技術
開発支援と人材育成も行っている。日本財団では「Future 2040～無人運航船がつ
くる日本の未来～」（2019年4月）（注48）において無人運航船がもたらす20年後の日本
の経済・社会の変化について定量的・定性的に分析し、無人運航船実現のための提
言をまとめた。そこでは2040年には国内を航行する船の50％以上、かつ新たに建造
される船のすべてが無人運航になると予測し、かつ無人運航船がもたらす経済効果
は約1兆円に達するとしている。
そこで、無人運航の推進に向けて、技術面、安全性など社会実装へのさまざまな
ハードルに対して、技術開発支援も実施している。具体的には、世界に先駆けて内
航船における無人運航の「離岸」「航行」「着岸」までの一貫した実証試験を成功さ
せることが目指されている。実証試験の成功が無人運航船の技術開発へのさらなる
機運を醸成し、その結果としてわが国の物流および経済・社会基盤の変革の促進へ
と繋がることが期待されている。

（和田 良太）

注47
HSE：労働安全衛生、Health

（衛生）・Safety（安全）・En-
vironment（環境）

注48
http://www.project-kaiyou
kaihatsu.jp/involvednews/
2019auv2.shtml

図1―2―5 参加学生による（左）掘削船の見学（国内）、（右）洋上風車のタワー見学（オランダ）
（出典：日本財団）
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ブルーファイナンスの胎動
今後の展望

海洋の持続可能な利用と保全のための資金として、
ブルーファイナンスという概念が少しずつ注目を集め
ている。ブルーファイナンスとは、持続可能な海洋の
利用による経済活動（ブルーエコノミー）の振興のた
めに、海洋環境の保全に充てる資金の調達である。2018
年10月、インド洋の島嶼国セイシェル共和国が、世界
で初めて「ブルーボンド」を発行し、ブルーファイナ
ンスの先駆的な取組みとなった。これは、海洋保全と
持続可能な漁業を資金使途とした10年債で、その規模
は1，500万米ドルにも上る。ブルーボンドとは、昨今
注目を集める環境保全事業の資金調達手段のひとつで
あるグリーンボンド（環境債）から派生している。グ
リーンボンドについてはガイドラインが策定され、世
界中で広がりを見せているが、ブルーボンドはいまだ
国際的な定義はなく、比較的目新しい概念として近年
少しずつ話題に上るようになった。セイシェルが発行
したブルーボンドは海洋分野の資金調達における金融
手段のひとつであり、世界銀行や地球環境ファシリ
ティ（GEF）などが支援を行っている。

2018年3月、欧州投資銀行（EIB）は欧州委員会、
世界自然保護基金（WWF）などと共同で、14項目か
らなる金融原則「持続可能なブルーエコノミーファイ
ナンス原則」を公表した。これは、ブルーエコノミー
振興のための投資指針を示したもので、世界銀行や国
連持続可能な保険原則（PSI）、英、仏、米国などの金
融機関やNGOが署名している。欧州に始まるブルー
ファイナンスの流れを追うように、多国間開発銀行
（MDBs）による海洋分野への資金拠出の動きが注目
されている。同年9月には、世界銀行の主導で多国間
ドナー信用基金である PROBLUE の設立が公表され
た。これは持続可能な開発目標（SDGs）のひとつで
ある目標14（海の豊かさを守ろう）の達成に向け、水
産業や海洋汚染対策などを支援するために新たに設置
された基金であり、米国、欧州連合などが資金提供を
行っている。さらに、アジア開発銀行（ADB）は2019
年から5年間、アジア太平洋地域の海洋プラスチック
ごみ対策、海洋資源・生態系保全などに協調融資を含
め50億ドルを投じると発表した。そのほか、北欧投資
銀行（NIB）や非営利組織「ザ・ネイチャー・コンサー
バンシー」などがブルーボンドの発行を通じた海洋分

野への投資を表明している。
こうした公的援助機関による海洋分野への投資意識
が高まるなか、民間からの資金動員には課題が残る。
民間企業が海洋分野に特化した資金拠出を行うための
スキームづくりが求められる。アジア太平洋経済協力
（APEC）は2019年12月に開催された海洋環境の持続可
能性に関するビジネス・民間セクターをテーマにした
会議での提言で、海洋環境の保全と持続可能な海洋エ
ネルギーの開発のための新たな官民連携の枠組みを構
築することを挙げている。また、国連環境計画（UNEP）
が支援する「Blue Finance プロジェクト」は、カリ
ブ諸国、東南アジア諸国などで海洋保護区管理のため
の官民連携構築への取組みを開始した。このように、
公的資金を基礎としつつも民間資金をうまく導入して
いくための国際的な基盤づくりが進んでいる。今後は
さらに、規制や制度的なインセンティブの付与などに
よって、民間セクターをブルーファイナンスの枠組み
に組み込むような法整備等が必要となる。

セイシェルの例が示すように、とりわけ開発途上国
で海洋保全のための資金調達を行っていくためには、
ブルーボンドの発行を目指す国や地域、さらには国際
機関、投資機関などの連携が不可欠となる。笹川平和
財団海洋政策研究所では、こうした連携を促進し、さ
らにデータに基づいたエビデンス・ベースドの投資判
断を支援するための研究に着手している。ブルーファ
イナンスの投資対象となる事業のサスティナビリティ
やリスクの評価など、海洋に関する情報の提供を通じ
て今後のブルーファイナンス投資のあるべき方向性を
示す存在となることを目指している。

コラム01 ブルーファイナンスの展望

ブルーファイナンスの概念

（黄俊揚・吉岡渚）
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第3節 海底鉱物資源の開発に向けた技術革新

1 エネルギー・鉱物資源の国内状況

現代社会における我々の生活は、エネルギーをはじめとする資源の利用なくして
成り立たせることは非常に困難である。特に日常生活に欠かすことのできない電気、
ガス、水道をはじめとして、物流を担う運輸、コミュニケーションを担う通信など
もエネルギー・鉱物などの資源を必要としている。
エネルギー・鉱物資源はさまざまな種類がある。2018年度エネルギー需給実績に
よると（注49）、日本国内の状況は一次エネルギー総供給のうち化石燃料の割合が約
80％で、そのうち石油の割合は一次エネルギー総供給に対して約35％となり、これ
らのほとんどは輸入による。また、金属に関してもほぼすべてを輸入に頼っている
のが日本の実情である（注50）。日本の陸域におけるエネルギー・鉱物資源は、長い歴
史のなかですでにほぼ枯渇しており、現在では需要のほとんどを海外からの輸入に
頼っている。政情不安な国もあることから、安定供給先の確保という継続的な課題
を抱えている。
その大きな理由のひとつとして、日本の陸域は、約38万 km2という世界61位の面
積であり、陸域鉱山の候補地となる陸地そのものが少ないことが挙げられる。一方
で、日本は四方を海に囲まれ、領海と排他的経済水域（EEZ）の面積は約447万 km2

と陸域の12倍にも及ぶ。陸域と海域の面積を総合すると、日本は世界第6位の広さ
を有し、さらに海の体積では世界第4位となる（注51）。その理由は大水深と呼ばれる
深海域を多く含むためである。
化石燃料や鉱物資源と呼ばれる、地球の営みによって形成したエネルギー・鉱物
資源が眠っているのは何も陸域だけではない。地球表面の7割の面積を占める海域
における海洋底も十分な候補地である。日本の領海および EEZ の面積の約8割を
占める水深1，000ｍを超える深海底には、メタンハイドレート、銅・亜鉛・鉛・金・
銀などを高濃度で含む海底熱水鉱床、ニッケル・コバルト・白金などを含むコバル
トリッチクラスト、銅・ニッケル・コバルトを含むマンガン団塊、レアアースを含
むレアアース泥など、潜在的な海底鉱物資源が存在していることがわかってき
た（注52）（図1―3―1、表1―3―1）。そして、それらの資源を活用するには、科学的知見に
基づく資源の分布を把握することと、陸域での資源開発以上に高度な技術面の課題
を克服することが必要となる。深海と呼ばれる世界に静かに存在している海底鉱物
資源は、容易には人類の手が届かない、極限的な環境のなかに存在しているのであ
る。
海洋の利用に関する課題は、エネルギー・鉱物資源の確保のみならず、食料の確
保や物資の輸送、地球環境の維持など、海が果たす役割の増大や、海洋環境の汚染、
水産資源の減少、海洋権益の確保など多岐にわたる。日本では、これらの事案への
対応として、海洋基本法が2007年に制定された。海洋基本法に基づき、2008年に第
1期海洋基本計画がとりまとめられ、以降、5年ごとに海洋基本計画の見直しが行
われている。最新の内容は、2018年5月に策定された第3期海洋基本計画となって
いる（注53）。そして、これらの政策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣府に総
合海洋政策本部が設置されている。

注49
経済産業省、2018年度エネル
ギー需給実績（速報）（2019
年11月15日公表）、2019
https://www.enecho.meti.go.
jp / statistics / total _ energy /
pdf/stte_027.pdf

注50
資源エネルギー庁、世界の産
業を支える鉱物資源について
知ろう、2018 https://www.
enecho.meti.go.jp/about/spec
ial/tokushu/anzenhosho/kou
butsusigen.html

注51
松沢孝俊、わが国の200海里
水域の体積は？、Ocean
Newsletter 第123号、2005
https://www. spf. org / opri /
newsletter/123_3.html

注52
石油天然ガス・金属鉱物資源
機構、海洋鉱物資源の概要、
http://www. jogmec. go. jp /
metal/metal_10_000002.html

注53
第3期海洋基本計画
https://www8.cao.go.jp/
ocean/policies/plan/plan03/
pdf/plan03.pdf
海洋基本計画で定められた海
洋の主要施策としては、「（1）
海洋の産業利用の促進」、

「（2）海洋環境の維持・保
全」、「（3）科学的知見の充
実」、「（4）北極政策の推進」、

「（5）国際連携・国際協力」、
「（6）海洋人材の育成と国民
の理解の増進」の、以上6項
目の基本方針が掲げられてい
る。
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表1―3―1 深海に存在するエネルギー・鉱物資源

名 称 メタンハイドレート 海底熱水鉱床 コバルトリッチクラスト マンガン団塊 レアアース泥

種 類 メタンガス 金、銀、鋼、鉛、亜鉛など
コバルト、ニッケル、テルル、
チタン、白金、レアアースなど

鋼、ニッケル、コバルトなど
レアアース（イットリウム、
ネオジム、ユーロピウムなど）

水 深 700～3，000m 700～2，000m 1，000～2，500m 4，000～6，000m 4，000～6，000m

形成
環境

低温高圧状態で生成。50気圧の
圧カがかかる水深500mでは約
5度以下、100気圧相当の水深
1，000mでは約11．5度以下、か
つ、地中からメタンが供給され
る場所。

深海底下で、地球深部よりマグ
マが上昇し、熱水が存在する高
温高圧の環境。

百万年に数ミリという非常に遅
い堆積速度の海山斜面かつ酸化
的環境。

百万年に数ミりという非常に遅
い堆積速度の平面かつ酸化的環
境。

百万年に数ミリという非常に遅い堆
積速度の平面かつ酸化的環境。

生成の
特徴

元々気体であるメタンと液体で
ある水分子が低温高圧状態に
なって固体として形成される。

高温高圧の環境で熱水が超臨界
状態となり、地殻に含まれてい
る金属元素を海水に溶かしこ
む。その後、熱水が海底に噴出
する際に冷却されると超臨界状
態ではなくなり、熱水中に溶け
ていた鋼、鉛、亜鉛、金、銀等の有
用金属は固体として沈殿する。

含まれている元素は海水起源で
あり、コバルトリッチクラスト
の形成と成長には微生物が関与
する。希少価値のある元素は、
鉄マンガン酸化物の結晶内に取
り込まれる元素と表面に吸着す
る元素がある（SIP 第1期次世
代深海資源調査技術拓洋第五海
山の場合）。

海水の元素を長い時間をかけて
沈殿させる点などコバルトリッ
チクラストとの共通点が多い。
形状は球体をしている。

中央海嶺（太平洋の場合は東太平洋
海膨）の海底熱水活動により放出さ
れる鉄酸化水酸化物が、海水中に含
まれるレアアースを取り込みリン酸
カルシウム（アパタイト）堆積物に
濃集させる。堆積速度が速いと濃度
が薄められるため、海洋表層の生産
性が低く堆積速度の遅い海域に濃集
層が形成しやすい。

参考
文献

松本良、総説メタンハイドレー
トー海底下に氷状巨大炭素リザ
パ一発見のインパクトー、地学
雑誌（2009）v.118、n1、p7―42、
2009

石橋鈍一郎、海底熱水鉱床の成
因に関する現状の理解、SIP 次
世代海洋資源調査技術研究開発
成果資料集 海底熱水鉱床の成
り立ち―調査手法の確立に向け
て―、p11―14、2016、http://
www. jamstec. go. jp / sip / pdf /
resultl_ist01.pdf

鈴木勝彦・白井朗、コバルトリッチクラストの成因に関する現
状の理解、コバルトリッチクラストの成り立ち―調査手法の確
立に向けて―SIP 次世代海洋資源調査技術研究開発成果資料集2
（改訂版）、p10―12、2018、http://www.jamstec.go.jp/sip/pdf/resultl
_ist2018_r.pdf

安川和孝、レアアース泥の成因に関
する現状の理解、レアアース泥の成
り立ち―調査手法の確立に向けて―
（改訂版）次世代海洋資源調査技術
研究開発成果資料集3、p8―9、2018、
http://www.jamstec.go.jp/sip/pdf/
resultl_ist2018_r.pdf

図1―3―1 深海に眠るエネルギー・鉱物資源
（出典：臼井他1994を改変）
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これらの方針を踏まえ、海底資源に関しては、主に海洋基本計画の基本方針のう
ち「（1）海洋の産業利用の促進」および「（3）科学的知見の充実」の面から各関
連府省がそれぞれの課題に取り組んでいる。そのなかでも、「海洋資源の産業利用
の促進」の項目が設定され、メタンハイドレート、石油・天然ガス、海底鉱物資源
については、主に経済産業省が、その開発を計画的に推進するため「海洋エネル
ギー・鉱物資源開発計画」を作成し、海洋エネルギー・鉱物資源の種類ごとに、開
発の目標と計画、技術開発、官民の役割分担等を定めている（注54）。
深海資源調査および開発すべてを民間企業が主体となって事業を進める見通しが
現時点ではまだ立たないレアアース泥などの分野については、海洋基本計画「第2
部5―（2）海洋科学技術に関する研究開発の推進等」の項目において、「平成30年
度から新たに SIP『革新的深海資源調査技術』を立ち上げ、これまで培った海洋資
源調査技術、生産技術等を更に強化・発展させるとともに、基礎・基盤研究から事
業化・実用化までを見据え、水深2，000m以深の同技術の開発・実証に向けた取組
を世界に先駆けて進める」旨が明記されている。
ここに記述されている SIP とは、戦略的イノベーション創造プログラム（Cross-
ministerial Strategic Innovation Promotion Program）の略称で、内閣府総合科学
技術・イノベーション会議が司令塔となり、府省の枠を超えて取り組むために創設
された国家プロジェクトである（注55）。国民にとって真に必要な社会的課題や、日本
経済再生に寄与できるような世界を先導する課題に取り組んでおり、平成26年度か
ら平成30年度までの第1期は11課題、平成30年度からは第2期の12課題を推進して
いる。これらの課題では、産学官連携を図り、基礎研究から実用化・事業化までを
見据えた研究開発を推進している。SIP 第2期の課題のひとつである、「革新的深
海資源調査技術」は、水深2，000m以深に存在する主にレアアース元素を高濃度に
含むレアアース泥に対して、調査から生産技術の開発、産業化（注56）への道筋の確立
までを行う計画である。計画の推進に当たっては、9府省の連携のもと、さまざま
な大学、研究機関、民間企業が参画している（注57）。

2 深海に眠る資源

これまでに発見されてきた日本周辺の深海に眠るエネルギー・鉱物資源はどのよ
うな場所にあるのだろうか。実は、これらの資源が産出する場所は、地質学的な特
徴がある（図1―3―2、表1―3―1）。これらの資源は、日本領海および EEZ 内に高濃度
で存在することが確認されているという点で共通しているが、石油・天然ガスのよ
うに商業生産と流通の確立という商業化の道筋をゴールと想定したとき、それぞれ
は異なる状況下にある（図1―3―3）。
詳細なプロセスや各要素の進展はそれぞれの資源で異なるものの、大まかに見る
と、以下のステップを踏んでいる。

第1ステップ：大学や研究所などによる「基礎研究」
第2ステップ：研究所、民間企業などが具体的な事業にするための「技術開発」
第3ステップ：経済性や効率性の向上を目指す「実用化」
第4ステップ：民間企業が主体となって事業を進めていく「商業化」

注54
経 済 産 業 省、海 洋 エ ネ ル
ギー・鉱物資源開発計画、
2019 https://www.meti. go.
jp/press/2018/02/20190215
004/20190215004-2.pdf

注55
内閣府 SIP（戦略的イノベー
ション創造プログラム）2018
パンフレット https://www
8.cao.go. jp/cstp/panhu/sip
2018/sip2018.html

注56
第3期海洋基本計画では、「産
業化」と「商業化」の各用語
を使い分け、「海洋エネル
ギー・資源の開発に当たって
は、将来的には民間企業が営
利事業として投資判断を行い
参入する、いわゆる「商業化」
の実現を目指す。そのための
政府の役割としては、商業化
のために必要な基盤の整備、
すなわち「産業化」を行うこ
とであり、これを着実に推進
する。ここでは産業化を「民
間企業が事業参入を判断する
際に必要となる技術、知見、
制度等を利用可能にするこ
と」と定義する」と記してい
る。

注57
革新的深海資源調査技術、研
究開発計画、2019 https://
www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/
sip/keikaku2/12_shinkai.pdf
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（商業化）

第1ステップに相当する基礎研究から第4ステップの商業化までには、多岐かつ
長期にわたる準備があり、また、各ステップは同時進行で進む場合も多い。ただし、
一般的にはこれらステップの進展に従って、官から民へ事業自体は移行し、事業規
模が大きくなっていく傾向にある。
特に、日本近海の資源のほとんどは、水深1，000mを超える場所に存在する。深
海に存在するエネルギー・鉱物資源開発は、世界的に見ても例が少ない先端的な技
術である。同時に、この開発は引き続き不確実性が高く、極めて難度の高い事業と
位置づけられていることもあり、ステップが進むごとに事業自体は別の事業者に移
行することを想定すると、それぞれの段階で課題を解決してから、次の段階に進め
ることが重要となる。商業化に近い位置づけにある資源開発は、経済産業省の海洋
エネルギー・鉱物資源開発計画の位置づけで進められている。また、研究・技術開
発要素が多い段階については、現在、内閣府の実施する SIP の枠組みの中などで進
められている。
2014年度から2018年度まで実施された SIP 第1期「次世代海洋資源調査技術」で
は、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、レアアース泥の成因研究を実施した
後、水深2，000mまでを想定した海底熱水鉱床の賦存量調査手法・環境影響評価手
法などの技術開発を実施している（注59）。海底熱水鉱床の開発技術については、経済
産業省の事業として2017年度に水深1，600mの海底において海底熱水鉱床を採掘

注58
鈴木勝彦・熊谷英憲・池原
研・山崎徹・石橋純一郎、有
望海域の絞り込みに向けて―
成因モデルの果たす役割、次
世代海洋資源調査技術研究開
発成果資料集 海底熱水鉱床
の成り立ち―調査手法の確立
に向けて、p15、2016、
http://www. jamstec. go. jp /
sip/pdf/resultList01.pdf

注59
次世代海洋資源調査技術、
研究成果集 http://www.
jamstec.go. jp/sip/resultList.
html

図1―3―2 日本周辺の深海に存在するエネルギー・鉱物資源の地質断面分布（注58）。

図1―3―3 エネルギー・鉱物資源の開発プロセス
（出典：海洋エネルギー・鉱物資源開発計画（2019）、SIP 次世代深海資源調査技術研究開発計画、SIP『革新的深海資源調査
技術』研究開発計画（2019）を参考に作成）
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し、その鉱石を水中ポンプおよび揚鉱管を用いて海水とともに連続的に洋上に揚げ
る世界初の「採鉱・揚鉱パイロット試験」が成功している（注60）。
大水深となる南鳥島周辺海域の水深5，000mを超える場所に存在するレアアース
泥の調査・生産技術の開発については、2018年度から2022年度まで SIP 第2期海洋
課題「革新的深海資源調査技術」として、現在、推進されている。
レアアースとは、元素周期表のうち元素番号21のスカンジウム（Sc）、39のイッ
トリウム（Y）に加え、57のランタン（La）から71までのルテチウム（Lu）まで、
合わせて17元素に対する総称である。これらの元素は、一部の電子がエネルギー状
態に応じて電子軌道を移動しやすい性質を持つことから、発光や強力な磁気を持つ
など、他の元素では見られにくい特徴を示す。その特徴を生かして、モーターや LED
などの製品に少量を使用するだけで高度な性能を持つようになるため、さまざまな
製品に使用されており、「産業のビタミン」などとも呼ばれている（注61）。レアアー
スと呼ばれる元素は、地球上の存在量が稀であるか、技術面・経済面での抽出が難
しいことからこのような名前が付いている。しかし希少価値が高い上に産業への利
用価値が高いという側面もあり、ハイテク産業の生命線として非常に重要な元素で
ある。
SIP「革新的深海資源調査技術」では、レアアース泥などの鉱物資源に関する調
査・生産技術を段階的に確立・実証し、民間企業に対する技術移転をはじめとする
社会実装を進め、将来を見据えた産業化モデル構築に道筋をつけることを目指して
いる。計画は図1―3―4のように、4つのテーマに分かれ、すでに2018年7月から1
年5か月程度経過し想定を上回る進展が見られている。

① テーマ1：レアアース泥を含む海洋鉱物資源の賦存量の調査・分析
・南鳥島周辺海域において賦存量の調査を実施し、レアアース濃集帯の絞り込

注60
石油天然ガス・金属鉱物資源
機構、JOGMEC の取り組み
状況／海底熱水鉱床、http:/
/www. jogmec. go. jp / about /
about _ jogmec _10_000009.
html

注61
中村守、産総研レアメタル・
タスクフォース、産総研 TO-
DAY、2008―5、p10―11、2008
https://www.aist.go.jp/
Portals/0/resource_images/
aist_j/aistinfo/aist_today/vol
08_05/vol08_05_p10_p11.pdf

図1―3―4 SIP「革新的深海資源調査技術」計画概要
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みおよび概略資源量評価を行う。
・サブボトムプロファイラ（SBP）（注62）と呼ばれる調査機器を用い、船底の装置
から音波を発信し、音波が海底面下の地層を伝わり密度の違う境界面で反射
する性質を利用することで、目で見ることのできない深海底下の地層の重な
り方、堆積物の特性を映し出すことができる。
・同時に、船上からピストンコアラーと呼ばれる地層採取装置を使用し、実際
の地層を採取し SBP データと比較を行うことで、レアアース濃集帯の三次
元構造を明らかにする。水深5，000mを超える海域では、海上の調査船の船
底からではなく、曳航体や自律型無人探査機（AUV）を利用して、より海底
面に近い位置から音波の送受信を行うことで、より詳細な海底下地質構造を
知ることができる（図1―3―5）。

② テーマ2―1：深海資源調査技術の開発
・上記テーマ1で説明した、海底下の世界について、より精密により速く調査
する技術を確立するため、海中を自由に動くことのできる AUVに関するシ
ステム開発を行う（図1―3―6）。
・現在は、調査船1隻に対し AUV1機の制御が主流であるが、本計画では AUV
複数機制御のための技術開発を行っている。そのための通信方法は陸上と異
なり、海水中では伝播しない電波ではなく音波を用いている。将来的には、
調査船の代わりに無人洋上中継機（ASV）を用い、陸上基地から ASV までは
電波で制御し、ASV により、電波信号を音響（音波）に変換し、海水中の AUV
の制御を行うことを目指す。
・さらに AUV複数機を同時に動かすため、潮流などにより AUV隊列が乱れな
いような AUV走行システムの開発や、AUVを長時間連続走行させるため、
海中で AUVに充電できるようにするための深海底ターミナル技術の開発も
行っている。

注62
サブボトムプロファイラ概念
図（サブボトムプロファイラ
は音響信号により海底下の地
層情報を得るための装置）

図1―3―5 テーマ1調査航海 図1―3―6 テーマ2―1海域試験
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③ テーマ2―2：深海資源生産技術の開発
・このテーマは計画のなかで最もチャレンジングなテーマである。その理由は
深海底におけるレアアース泥を連続的に採取する技術は、世界中を見渡して
もいまだ実現していないことにある。
・現在、商業化されている石油や天然ガスの海底油田に関しては、水深3，000
mを超える場所での開発成功事例が出ている（注63）。しかし、レアアース泥は
石油や天然ガスとは少し事情が異なる。石油は液体で天然ガスは気体である
ことから、油田やガス田の開発に関しては、地中にこれらの資源が溜まって
いる貯留層と呼ばれる地層まで掘削し、パイプを船上などまでつなげること
で、地中の圧力によって自動的に石油やガスは上がってくる。しかし、水深
6，000m近い深海底下の世界で、粘土のように固く締まった固体として存在
するレアアース泥は、パイプをつなげるだけでは、自動的に船上までは上が
らない。
・この現在不可能な作業を可能にするために、地球深部探査船「ちきゅう」を
使用して、固体の引き上げ技術を実現するための技術的な関門となる、レア
アース泥を回収しやすい状態にするための「解泥」、パイプ内の流体循環に
乗せる「採泥」、そして、レアアース泥を船上まで上げるためにパイプ内を
6，000m近く上昇させる「揚泥」、それぞれの一連の作業を実海域で実証す
るため、これらの技術を世界に先駆けて確立する。現在、それぞれの要素に
対するシミュレーションや室内実験を実施している（図1―3―7）。「ちきゅう」
を用いた深海資源生産技術の実証は、世界初の大きな成果となることが期待
される。

④ テーマ3：深海資源調査・開発システムの実証
・深海資源開発の産業化モデルの構築に道筋をつけることを目指し、民間企業
が主体となって、さまざまな要望に対応した海洋調査の受託や、将来の深海
資源開発に関する産業化を段階的に進める。

注63
国土交通省海洋開発人材育成
カリキュラム・教材開発に関
する検討委員会、海洋油ガス
田からの生産技術、海洋開発
工学概論（海洋資源開発編）、
p229―234、2018、
http://www.mlit.go.jp/
maritime/maritime_tk7_
000024.html

図1―3―7 テーマ2―2要素試験など 図1―3―8 テーマ3環境ベースライン調査と
精錬済みレアアース濃縮サンプル
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・産業化に当たっては、各種機器や作業単体の性能確認や実施を行うに留まら
ず、作業に関わる機器類全体が大きなシステムとして実証されることが必要
となる。たとえば、他テーマとの連携として、テーマ1により南鳥島周辺海
域から採取したレアアース泥の精錬を実施し、レアアース濃度を上げた精製
物を得ることに成功している（図1―3―8）。
・また、資源開発と環境保全の両立を図ることは重要で、今後の基本データの
取得を目的とした環境ベースライン調査の実施や、国際的にも本資源開発が
受け入れられるための活動の一環として、南鳥島の周辺諸国に当たる太平洋
島嶼国の技術者・研究者・行政官を対象とした環境モニタリング技術研修を
実施している。それぞれ3週間のコースに、初年度は4か国8名が参加し、
2年度は2回、計7か国9名が参加している。これらの作業を通じ、本プロ
ジェクトで開発された技術については、産業界への技術移転を果たし、最終
的には事業として社会に役立てていく。

SIP「革新的深海資源調査技術」プロジェクトが描く未来像は、レアアースを安
定的に供給できる体制を準備することで、産業をはじめとする社会の発展を下支え
し、人びとがより暮らしやすい社会の実現に貢献することである。それは、ただ単
に供給量が増大し、レアアースが手に入りやすい状態になるという意味に留まらな
い。レアアース元素の供給増加がいま以上の技術革新を生み出し、それらの技術が、
より良い社会へ転換していくためのきっかけを作ることである。
その過程においては、国内外の関係者との利害調整や先端技術開発を実現してい
くことなど、多くの人の理解と参加が必須となっていく。何より、プロジェクトの
実行における、関係者による試行錯誤と解決を繰り返す道筋は、科学技術立国日本
の後世への財産（レガシー）そのもので、「わが国を『世界で最もイノベーション
に適した国』」としていくための大きな試みでもある。

（SIP 革新的深海資源調査技術管理調整プロジェクトチーム）
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日本財団―GEBCO Seabed 2030（以下、Seabed2030）
は、日本財団とGEBCO指導委員会（全世界の海底地
形図〈GEBCO※〉を作成するための国際組織）が共
同で推進する、世界の海底地形図を作成する事業であ
る。GEBCOは1903年にモナコのアルバート一世大公
が創始されて以来、世界で最も権威ある海底地形図を
世の中に送り続けてきた。現在、GEBCOの海底地形
図をはじめ、GEBCOの海底地形データを使ったグー
グルマップや各種の海底地形図は、詳細に全世界の海
底地形を描写している…ように見えるが、実測した水
深に基づく地形情報は Seabed2030で改善された現在
でも全体の15％に過ぎず、残りは重力値を基に計算値
で穴埋めしたものであり、月や火星の表面地形が100％
精密に明らかになっているのとは大きく異なる。2014
年にマレーシア航空機が行方不明になった際、捜索隊
の海底調査機器はGEBCOの水深データに基づき準備
されたが、現地はGEBCOで示されていた水深よりも
遥かに深かったため対応が遅れた。
近年、地球規模の気候変動、海域を起源とする地震・

津波・ストームサージなどの災害、生態系・生物多様
性に関する問題、海域での捜索救難、海底資源開発、
航海、海洋空間管理など、現在GEBCOが提供できる
海底地形情報よりはるかに精度の高い海底地形情報が
求められるようになってきている。このような状況を
踏まえ、今後の海底地形情報がどうあるべきかを議論
するために、日本財団とGEBCO指導委員会は2016年
6月に「未来の海底地形図についての国際フォーラム」
をモナコで開催した。この結果を踏まえ、日本財団と
GEBCOは Seabed 2030事業を立ち上げることとし、
2017年6月の国連海洋会議の際に始動が宣言された。

Seabed 2030では、2030年までに地球全体の海底地
形を100％解明することを目指す。GEBCOは海底を30
弧秒（緯度・経度で15秒。赤道ではおおよそ930m）
の格子（グリッド）に区切り、グリッドごとに水深値
を与えており、内部に1点でも実測水深値を持つグ
リッドは18％であった。Seabed 2030の100mグリッ
ドで切り直すと実測水深値を持つグリッドは全体の6％
に過ぎなかった。しかし、Seabed 2030によって、わ
ずか2年の間にこの割合は2倍以上の15％となった。
グリッド内に少なくともひとつの水深値を得るよう
にするため、Seabed 2030ではまずは既存データの掘
り起こしを行っている。海底通信ケーブルの敷設、石
油・天然ガス・海底鉱物資源の探査など、海底地形は
多方面で測量されているが、これらの調査成果で公表
されているものは現在のところほとんどない。Seabed
2030では、全世界に4つ設置した地域センターがデー
タ所有者と個別に協議し、データを掘り起こしている。
すでに地質調査で世界的大手の Fugro 社や米国海洋
大気庁（NOAA）を含む106の企業、研究機関、政府

コラム02 日本財団―GEBCO Seabed 2030

GEBCO地図

フィヨルド周辺の海底地形
（解像度5，000m×5，000m（上）と100m×100m（下）との比較）2019年10月に開催された Seabed 2030の報告会
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機関から協力を得ている。
既存のデータがすべて使用可能になったとしても、

いまだに人類が水深測量をしたことがない海域が広く
残っている。マレーシア航空機を捜索した海域もその
ような海域のひとつであった。しかしこのような海域
を通航する船舶は存在するので、通航船舶が測深機を
装備すれば未知の海域の水深が得られる。クルーズ船
や定期航路を運航する貨物船は有力な潜在戦力であ
り、他にも漁船など有力な候補がある。漁船などには
すでに魚群探知器など音響測深能力を有しているもの
があるため、これにタバコの箱を一回り大きくした程
度の大きさのデータ収録装置を付与することで、測量
船未踏の地の探査が可能となる。クラウド・ソース
ト・バシメトリ（万民測量）と呼ばれているこの方法
はすでに開始されている。加えて、従来の手法とはまっ
たく発想の異なる水深値取得技術の開発も待たれる。
これらの手法を、地域とのネットワーク、業界との

ネットワーク、地域間のネットワークを通じて実現し
ていくため、Seabed 2030では4つの地域センターと
1つの世界センターを設置した。専従者がいないGE-
BCO ではまったく行えていなかった活動を組織と専
従者を設けて強力に推進することが可能となった。

Seabed 2030を支える基盤的ネットワークとして、
日本財団とGEBCOが実施している海底地形データ研
修の卒業生（GEBCO―日本財団フェロー）のネットワー
クがある。GEBCO―日本財団フェローは各地の地域セ
ンターで活躍しているのみならず、無人の海底探査技
術の国際的コンペティション「Shell Ocean Discovery
XPRIZE」で優勝したGEBCO―日本財団アルムナイチー
ムの中核でもある。GEBCO―日本財団アルムナイチー
ムが開発した技術によって深海底であっても極めて高
い水平分解能の地形データを無人で得ることができる
ことが証明された。

2030年までに目標を達成するには、もっとたくさん
の人の参加や技術革新が必要である。昨年10月にはロ
ンドンの王立協会における Seabed 2030報告会で進
捗と今後の計画について周知した。日本財団とGEBCO
は多様なパートナーと連携し、人類の夢である全世界
の海底地形の解明に向けて邁進する。

（GEBCO指導委員会委員長 谷 伸）
※ GEBCO : ジ ェ ブ コ。General Bathymetric Chart of the Oceans（大

洋水深総図）

GEBCO―日本財団アルムナイチームが開発した
無人測量システム

XPRIZE 授賞式にて優勝を喜ぶGEBCO―日本財団アルムナイ
チームメンバーと日本財団スタッフ

総理官邸で XPRIZE での優勝を報告する
GEBCO―日本財団アルムナイチームのメンバー

測量データを解析するGEBCO―日本財団フェロー
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図1―4―1 ブルーペーパー1「海洋からの食料の将来」（注69）
（出典：Costello, C., L. Cao, S. Gelcich et al. 2019.）

1 新たな漁業制度下での持続可能な水産業に向けて

基本制度にメスを入れた大規模改革
漁獲量がピーク時の3分の1以下、漁業従事数は同4分の1以下にまで減少する
など、わが国漁業は、平成の30年間に、「待ったなし」の状況にまで弱体化した。
問題は、漁業従事数の減少やその高齢化など、生産基盤の衰退といった単純な問題
に留まらない。消費者の魚離れ、水産資源の悪化、わが国周辺の水産資源を狙った
外国漁船の急増、燃油をはじめ生産コストの高騰など、その逆風は多層化している。
2017年、こうした状況に対処するため、安倍晋三内閣総理大臣が規制改革推進会議
に水産業の成長産業化の課題を審議するよう指示した。その結果、これら危機的状
況を克服するため、ほぼ70年ぶりの大規模な漁業法の改正が2018年12月に国会を通
過し、わが国水産業の改革が歩みはじめた。改革は、資源評価対象魚種の大幅な拡
大、資源管理目標の国際標準（最大持続生産量：MSY（注64））ベースへの変更、漁獲
可能量（TAC）（注65）対象魚種の全体の8割への拡大、許可漁業への個別割当（IQ）（注66）

制度の導入、漁船の大型化に関する規制見直し、さらには水産業の成長産業化を念
頭に、養殖業の規模拡大や新規参入の円滑化などを内容とする。水産庁は、抜本的
な法改正を踏まえ、改革推進のための予算として、2019年度（2018年度補正を含む）
に合計3，000億円超におよぶ異例の大規模予算を獲得した。さらに、2020年度につ
いても、ほぼ同額の予算案が閣議決定された。これによって制度面および資金面か
ら、水産業の成長産業化への改革が一層進められる見通しである。

2 ブルーペーパー「海洋からの食料の将来」

1 持続可能な水産業に向けて
わが国の水産改革はスタート
したばかりだが、水産業をめぐ
る国際的な動向に目を向ける
と、国連総会で2015年に採択さ
れた「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」に関連し、2019
年11月 に 世 界 資 源 研 究 所
（WRI）（注67）が主催する「持続可
能な海洋経済のためのハイレベ
ルパネル（HLP）（注68）」が公表
したブルーペーパー1（以下、
BP1）「海洋からの食料の将来」
が注目される。BP1は、元ア

メリカ大気海洋気象庁（NOAA）長官のルブチェンコ博士（オレゴン州立大学）、
ホーガン博士（ノルウェー海洋調査研究所）、パンゲステ博士（インドネシア大学）

注64
Maximum Sustainable Yield：
長期的に漁獲量が最大となる
漁獲圧で漁獲したときの漁量

注65
Total Allowable Catch：
MSY 水準を維持しつつ漁獲
できる量で、魚種ごとに定め
られる

注66
Individual catch Quota：IQ
方式とは、漁獲可能量を漁業
者または漁船ごとに割当、割
当量を超える漁獲を禁止する
ことによって漁獲可能量

（TAC）の管理を行うもの

注67
World Resources Institute

注68
High Level Panel for a
Sustainable Ocean Economy
海洋の健全性と豊かさの将来
を見据え、大胆かつ実用的な
処方箋を考案・提供するため
に、安倍総理大臣を含む豪州、
カナダ、日本など14か国の国
家元首級メンバーによって構
成される有識者グループ

注69
The Future of Food from
the Sea. Washington, DC :
World Resources Institute.、
www.oceanpanel.org/future-
food-sea
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の主導により、3名の主著者（注70）と筆者を含む22名の執筆協力者により起草された。
その内容は、海洋からの持続可能な食料供給の可能性について検証するとともに、
それを実現するための課題および具体的行動などについてとりまとめたものとなっ
ている。BP1は、HLP に提出され各国および国際組織の政策決定の基礎とされる。

2 将来的な食料供給に対する海洋の潜在能力
世界食糧機関（FAO）によると世界の人口は2050年までに約100億人に達するこ
とが見込まれ、それを維持するには、約5億トンの動物性タンパク質が必要となる。
食料安全保障および十分な栄養摂取を確保しつつ、十分な食料供給を果たすことは、
現代の人類に託された本質的な課題であり、海洋からの食料は、これらニーズを満
たす大きな潜在能力を持つ。
水産物の生産量は年々増加する傾向にあり、海洋は、人類が消費する動物性タン
パク質量の約20％（総タンパク質量の6．7％）を供給するなど、その役割は食料供
給の面ですでに大きな役割を担っている。同比率はまた、多くの島嶼国で50％に達
するなど、特に開発途上地域における重要性が高い。さらに水産物は、単に動物タ
ンパク質量といった量的側面に留まらず、陸上植物から摂取不可能な必須ビタミン、
ミネラル、オメガ3脂肪酸（注71）およびその他の希少栄養素を多く含み、栄養面から
も、その重要性は無視できない。
BP1では、海面養殖における代替餌料の開発などを前提に、海洋が現在の6倍
以上に匹敵する食料供給（3．64億トンの動物性タンパク質量）を果たすことが可能
であると予測した。同供給量は、将来、地球規模による動物性タンパク質総需要量
の3分の2以上に相当し、海洋からの食料が人類の食料安全保障に大きく貢献でき
る可能性を示唆している。続けて BP1は、海洋からの将来的な食料供給の可能性
について、①海面漁業、②海面養殖業（給餌養殖および無給餌養殖）の分野ごとに
検証するとともに、解決すべき課題および必要な対策を考察している。

3 海面漁業による食料供給の可能性と課題
世界の海面漁業の生産量は、最近30年間程度では約8，000万トンの水準で停滞す
る。一方、その潜在的な生産能力については、漁業管理の強化（過剰漁獲および違
法・無規制・無報告（IUU）漁業や有害な補助金の排除等）により対現状比20％の
増加が見込まれている。さらに、これら資源の管理強化の実施如何により、将来的
に最大40％の総生産量の増大可能性が生じると推測される。
漁業管理については、その基礎となる資源評価において、世界の多くの資源が評
価対象になっておらず、漁獲量全体の半分程度しか正確に把握されていない。この
ため、実際の資源状態については不確実（曖昧）な状況と言わざるを得ない。また、
大規模な漁業ほど資源評価が充実している一方、小規模漁業は、地域的な食料安全
保障への貢献が大きいにも関わらず、ほとんど資源評価がなされていない。資源管
理についても、近年、大規模漁業において管理が厳格化しつつある。その一方で、
漁業の大部分を占める小規模または沿岸漁業では、制度面および技術面の事情によ
り、十分な資源管理が行われていない。資源管理が不十分な場合、資源が過剰漁獲
および IUU漁業などの脅威にさらされ、その水準が再生困難な状況に悪化するほ
か、漁業者が得る利益も著しく損なわれる。このため、幅広い資源を管理対象とす
るのが理想だが、資源管理の実施には予算が必要なため、管理対象に優先順位をつ

注70
Costello 氏（カリフォルニア
大学サンタバーバラ校）、Cao
氏（中国）および Gelcich 氏

（チリ）

注71
オメガ3脂肪酸：サケ、マグ
ロ、マスなど脂肪が多い魚や
カニやカキなど水産物に含ま
れる EPA（エイコサペンタ
エン酸）や DHA（ドコサヘ
キサエン酸）など
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けざるを得ない。その場合、将来的な食料生産に最も有望な漁業（たとえば、最大
の漁獲量が見込める漁業）に資源評価や管理を集中させる必要がある。
過剰漁獲の原因には、貧困や IUU漁業とともに、漁業者の資源保護に対する動
機の欠如が無視できない。このため、資源管理の手法として、特定のエリアで営む
漁業について、漁業者に排他的権利と責任を与えることにより、長期的な資源管理
へのインセンティブを持たせることができるライセンス方式が望ましい。特に、資
源管理が不十分と考えられる沿岸漁業については、わが国の共同漁業権と同様、複
数の漁業者が採捕区域ベースで共同管理を行う操業区域使用権方式（TURF）（注72）が
適している。
気候変動による資源への影響については、魚種ごとの影響はさまざまだが、全体
の資源水準の－5から＋1％程度の変動で、劇的な変化には至らないと予想される。
その一方、温暖化に伴い、低緯度地域の漁獲量が40％減少する反面、高緯度地域で
は30～70％の増加が見込まれるなど、水温分布の変化によって沿岸国の排他的経済
水域（EEZ）を超える規模で魚が移動する。その結果、魚の分布が地域的に変動し、
これら魚種を対象とする漁業では、操業区域の制約により安定した操業が困難とな
り、十分な食料供給が果たせなくなるおそれがある。このため、気候変動への対応
として、漁獲可能量の変化に対応した機動的な漁業管理を実行するとともに、気候
変動に起因した魚の移動による操業への悪影響を最小化するため、関係国が国境を
越えた操業を可能とする越境操業協定を締結するなど、予想される変化への柔軟な
対応が求められる。
このほか、海面漁業については、適切な資源管理に逆行する過剰な漁業補助金を
排除すること、食物連鎖の底辺に位置する多獲性魚（イワシ類など）について、①
食物連鎖の高位魚種の資源増大、②人類への食料および栄養供給、③海面給餌養殖
の持続的成長に貢献するなどの観点から、資源の開発・利用を推進する一方、きめ
細かな資源管理と過剰漁獲の防止を課題として掲げる。

4 海面養殖による食料供給の可能性と課題
① 無給餌養殖
無給餌養殖は、食物連鎖の低位に位置する海藻類、二枚貝を主な対象とし、一般
に環境への影響が少なく、効率的な生産が可能なことから、食料供給の拡大に有望
な分野として期待される。このうち、海藻類については、2016年の世界全体の生産
量が3，000万トンに達し、そのうちの46％（1，400万トン）が直接食用に利用されて
いる。残りについては、加工食品原料、肥料、医薬品および動物飼料用原料などに
仕向けられた。海藻類の養殖は、海面養殖において最も成長著しい分野であり、食
用供給のほか、バイオエタノールやバイオメタンといった代替化石燃料の生産や
CO2吸収源として期待される。食用供給では、特に、大型海藻類で生産拡大が見込
まれる。また、海藻類には、魚油と同等のオメガ3脂肪酸が含まれ、魚油の代替原
料として養殖用餌料にも利用される。海藻類由来の油を養殖用の代替原料に利用し
た場合、給餌養殖における天然魚への依存を低減し、その分、海面漁業の漁獲物を
食料供給に振り向けることが可能となる。
海藻類の生産拡大は、食料安全保障への貢献が見込まれる一方、養殖・加工のた
めの高いコストや繁茂に伴う遮光、病原菌の繁殖など、海洋生態系への影響が指摘
される。このため、今後、コスト低減のための技術開発とともに、生態系への影響

注72
Territorial use rights in
fishing
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評価に向けたデータ収集、モニタリングの実施などへの課題に取り組む必要がある。
なお、海藻類の養殖については、ノリ、コンブ、ワカメをはじめ、わが国が古くか
ら取り組んできた得意分野でもあり、近年は中国や韓国など東アジア近隣国でも盛
んに振興が図られている。このため、わが国が培ってきた関連技術や知見に基づき、
国際的に海藻養殖拡大の主導的立場をとって貢献を図っていくべきと考えられる。
多くの国で海藻養殖が振興されて将来的な食料供給の拡大につなげていくよう努力
が求められている。
二枚貝の養殖については、海水中の豊富な有機物を餌として成長するため、海藻
類と同様に生産性が高く、その潜在的な生産能力も大きい。現在、世界全体で年間
1，530万トンの二枚貝が養殖生産される一方、その潜在的生産能力は7．68億トンに
達する。潜在的生産能力と比較して実際の生産量の低さが際立つが、その背景には、

図1―4―3 二枚貝（カキ類）の無給餌養殖
2018年のわが国海面養殖生産量（貝類）はカキ類が多く（17．6万トン）、これにホタテ貝
が次ぐ（17．4万トン）。

図1―4―2 海藻類の無給餌養殖
日本で古くから行われているノリ養殖の漁場と、近年、栄養豊富な食用海藻として注目
されるアカモク。
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多くの国々で養殖を営むための法的枠組みが整備されていない実態や、二枚貝が生
理的に環境中の毒素や病原菌に汚染されやすい特性を持ち、養殖生産そのものが食
品安全関連の法令によって規制されるケースも多いといった事情がある。さらに、
食品安全性を確保すべく、清浄な沖合域で養殖を試みると、生産コストが過大となっ
て経済的に成立しないといった課題が指摘される。
② 給餌養殖
魚類および甲殻類等の給餌養殖については、生産拡大に必要な餌料の確保が最大
の課題である。現在、餌料の原料として、天然魚由来の魚粉、魚油などが多く使用
されるが、餌料中の同原料の比率を現在と同じに維持した場合、給餌養殖の生産量
が天然魚の供給に制約される形で上限1，440万トンにて頭打ちとなる。その一方、
餌料を天然魚由来の原料に依存せず、植物性原料などを用いた場合、現状の約1，000
倍に相当する150億トンといった破格の数量の生産が可能とされる。また、給餌養
殖における天然魚由来餌料からの脱却は、単に養殖生産を拡大するのみならず、海
面漁業による餌料向けの天然魚を人的消費に振り向け、食料供給量の一層の拡大に
も貢献する。実際、代替餌料の開発も鋭意進められており、大西洋サケの養殖では、
餌料中の魚粉、魚油の代替餌料化により、各々の含有率が41％、8％にまで低下し
た。給餌養殖の代替餌料開発は、将来的な人類の食料安全保障に関わる重要な課題
であるため、その研究が精力的に進められる一方、現時点では、その多くが経済的
に大量生産できる状況に至っていない。表1―4―1に、魚油・魚粉に代わる主な代替
餌料の原料およびその特性を示す。なお、このなかで大豆原料については代替餌料
として有効であるものの、その栽培が陸上の森林破壊につながる面をよく検討すべ
きことを特記しておきたい。

5 食料安全保障に向けた戦略
海洋からの将来的な食料供給については、養殖（給餌・無給餌）には、海面漁業
とは比較にならない規模の生産拡大の可能性が明らかになった。ただし、これら生
産を実現するには、代替餌料などの技術開発や法的問題、さらには気候変動、海洋
環境や生態系に関する海面漁業との競合など、早急な解決が困難な課題に対応する
必要があり、一朝一夕の実現は難しい。それゆえ、将来的な食料安全保障に向けた
対策は、資源管理の強化や養殖餌料の開発を図りつつ、進捗状況をモニタリングし
ながら、生産拡大を段階的に進める形にならざるを得ない。その際、利害関係者間
のトレードオフについても随時把握するとともに、気候変動、資源評価、環境およ
び生態系に関するデータ収集、継続的なモニタリングおよび影響評価といった対応
が必要となる。さらに、そこで得られた結果に基づき、漁獲可能量の見直しやさら
なる生産拡大の可否などに関する判断が要される（注73）。

3 BP1とわが国漁業の課題

最後に BP1からわが国の水産政策が参考とすべきことは何かについて考えてみ
たい。

注73
データ収集やモニタリングの
実施には、最新の科学技術を
活用することが効果的であ
る。たとえば、海面漁業への
影響が深刻な IUU 漁業の監
視に AIS（自動船舶識別装置）
および衛星技術を活用するこ
とで、ユーザー本位のリアル
タイムに近い情報が得られ
る。また、それによって対策
が意図する目標の迅速な達成
につなげることが可能にな
る。
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表1―4―1 給餌養殖に用いる魚油・魚粉への代替餌料の原料一覧

原 材 料 長 所 短 所 課題と対策

穀物を含む陸生植物
（例；菜種、小麦粉、
大豆かす）

入手が容易、大量生産
可能、価格競争力大

栄養阻害因子、消化が困難、味に難
あり、アミノ酸バランスの欠如、オ
メガ3脂肪酸を含まない

栄養品質強化に向け一層進
化した加工技術および酵素
技術を活用、誘引剤・美味
剤を添加、遺伝子操作に
よって長鎖脂肪酸含有へ改
善

畜産・養鶏の副産物
（例；鶏肉粉、血粉、
フェザーミール）

利用が簡便、価格競争
力大、栄養阻害物質を
含まない

栄養品質が加工技術に依存、非健康
的な高度飽和脂肪酸含有、高度不飽
和脂肪酸を要添加、知覚疾患リスク
に関連した使用制限、オメガ3脂肪
酸を含まない

加工技術の一層の進化、必
須アミノ酸の添加、消費者
の知識および認識を充実強
化

水産物およびその加工
残渣
（例；魚の頭、骨）

加工残渣が大量に存在
するため利用の可能性
が大（魚体の30～70％）

栄養に関する制限、原料の流通・加
工インフラを要整備、原料輸送のコ
スト問題、汚染のリスク

加工技術の一層の進化

微生物による原料
（例；細菌、イースト、
植物プランクトン）

栄養面を充足、陸生代
替原料と比較して温室
効果ガス排出量が著し
く少ないものがある

強固な細胞壁が栄養成分の利用を阻
害、生産コストが高水準

加工技術の一層の進化、ス
ケールメリットによるコス
ト低減

未開発・開発中の水産
資源
（例；動物プランクト
ン、オキアミ、中深海
魚）

豊富な生物資源量、人
的直接消費なし

開発は生態系への影響大、資源水
準・動向の評価が困難、探査・開発
需要の増大に技術革新が必要

資源組成および開発の可能
性に理解を深めるため資源
評価を改善、資源利用にお
いて予防的措置を推奨

遺伝子組み換え生物
（例；植物性原料GM）

耐病性あり、高い栄養
品質、長期の貯蔵寿命、
栄養阻害物質を含まな
い、価格競争力大

法令による規制、栄養バランス・成
長効果に長短、消費者および製造者
の反対

法令への適合、消費者の知
識を充実、魚類の注入遺伝
子による栄養阻害効果の発
現解明に向け一層の研究

昆虫
（例；アメリカミズア
ブ、カイコ、シロアリ）

高タンパク質含有量、
良好な脂質構成、すで
に生産が実用化

外殻に消化不能なキチン質を含む、
殺虫成分の生物蓄積、陸生昆虫の不
飽和脂肪酸含有量が低水準、外殻を
要除去

大量生産の技術改善、昆虫
食による魚類の健康への影
響を研究促進、消費者の認
知及び認識を改善

図1―4―4 魚類（クロマグロ）の給餌養殖
近年、わが国では、クロマグロ養殖が盛んに行われるようになった。2018年には、ギン
ザケとほぼ同じ1．8万トンを生産したが、餌料に魚を多く使用するため、代替餌料の開
発が課題となっている。
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1 水産改革と持続可能な養殖生産
わが国の海面養殖生産量は、2018年に100万トンを記録し、そのうち、ブリ類、
マダイをはじめとする給餌養殖が25万トン、ノリ類、ホタテ貝、カキ類などの無給
餌養殖が75万トンを占めた。これら海面養殖を営む場合、給餌、無給餌に関わらず
都道府県知事による区画漁業権が必要となるが、水産改革に伴う漁業法改正により、
漁場の有効利用の観点から、地元漁業協同組合以外の外部の者に参入の道が開かれ
た。これは必ずしも大手企業の参入ばかりを意味するものではない。昨今の急激な
水温変化や災害などを考えれば、中小の養殖業者も複数の漁場や養殖対象種に拡大
を図り、リスクを分散させ資金の回転を速くすることが経営の安定に大きく資する
と考えられる。これから養殖業者の間でも都道府県の境界や養殖業種間の垣根を超
えた協力関係が広がっていくことが期待される。そのための支援も準備される必要
がある。そして BP1の述べるように、養殖の将来を考えるとき、海藻と二枚貝養
殖の拡大は主要課題として考えるべきであり、このための研究開発も重点的に行わ
れる必要がある。さらに当面は実現性が低いとしても給餌養殖の餌として大豆以外
の魚粉魚油代替物の研究開発に長期的に取り組んでいくことも重要である。近年、
魚粉、魚油以外の動物性原料（フェザーミールなど）や植物性原料（大豆かすなど）
を用いた餌料の研究が進みつつあるが、これにさらに一歩視野を広げて BP1の表
にある他の代替物についても検討が急がれる。かりに、給餌養殖の年間生産量25万
トンの餌料をすべて代替原料にできれば、計算上、約200万トンの新たな動物性食
料が確保できる。200万トンは、わが国海面漁獲量の約60％に相当するほか、総人
口の1割に当たる約1，300万人分の動物性タンパク質をまかなえる量となる。これ
は国連の持続可能な開発目標（SDG2：飢餓ゼロ）への貢献に大きく結びつくもの
である。

2 海面漁業に向けられた深刻な課題
わが国海面漁業が、持続可能な生産を目指すうえで解決すべき主な課題として、
次のようなことが考えられるが、いずれも一筋縄ではいかない問題である。
① 沿岸漁業者自らが実践する TURF 管理や資源管理計画を資源全体の TAC管
理とどのように整合させ、効果を一層発揮させていくか
② 地球温暖化で変化していく漁場と漁獲量管理とを実践的にどう調整していくか
③ EEZ の境界が未確定のままで近隣国の漁業や IUU漁業をどう管理のなかに取
り込んでいくか
沿岸漁業を含む問題については、BP1で述べられるように管理対象魚種を単に
数を増やすことに専念せず、地元の要望も考慮しながら優先順位をつけて絞り込ん
でいくことや、科学的な資源評価を使えるデータに従って簡易なやり方でも許容し
て資源管理の基礎としていくことが重要と考えられる。また、漁場の変化は避けが
たく、過去の漁獲実績だけに頼った TAC管理は有害であることをまず認識したう
えで、次の漁期への漁獲量のリザーブや期中配分調整などにより十分な柔軟性を
持った TACの運用を行い、「獲れる場所で魚が獲れる」体制を整えるのが有効と考
えられる。
また、近隣国漁獲や IUU漁業の問題については、資源管理の必要性のもととな
る科学的根拠を整えて、粘り強く対応することが大切であり、問題の実態と科学的
根拠を同時に広く一般にメディアを通じて知ってもらうことも重要である。たとえ
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ば、数年前に小笠原諸島周辺で多くの中国籍サンゴ漁船が密漁した際、盛んにその
事実がメディアで報道され中国政府も重い腰を上げざるを得なかった。
そしていずれの問題に対処するためにも、BP1が末尾で強調するように漁業や
関連するデータを迅速に収集し状況をモニターすることが必須であろう。その際、
現在の進んだ AV（音響技術）や AI（人工知能）などの技術を活用し、漁業者や関
係者の負担を増やさないようにするシステム導入が焦眉の課題となると考えられ
る。BP1でも衛星画像やレーダーデータを利用した IUU漁業活動の把握を例示し
ているが、これは新たな技術の活用例のごく一部に過ぎない。積極的に資金と人材
を投入してこの分野の急速な発展を図ることが特に重要となるだろう。

（宮原 正典）
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認証制度と漁業・養殖業の持続性はいかなる仕組みか

誰のための漁業・養殖業の持続性なのか

オリンピック・パラリンピックと漁業・養殖業の持
続性と聞き、どのようなつながりがあるのだろうかと
思う方も多いだろう。東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会は、2018年4月に、大会で
採用される『持続可能性に配慮した水産物の調達基準』
を発表した。具体的には、国連食糧農業機関（FAO）
が定めた『責任ある漁業のための行動規範』（以下、
行動規範）を満たしつつ、漁業関係者の労働環境に配
慮して生産された水産物であることが条件とされた。
このような持続可能な調達基準を定めるトレンド
は、2012年に開かれたロンドン大会から始まった。同
大会では、持続可能性に配慮した木材や食品を使うこ
とを基本とする方針が、『フード・ヴィジョン』とし
て発表された。この文章のなかで、大会の選手村など
では、行動規範を満たした漁業によって水揚げされた
水産物のみを提供すべきであることが、初めて掲げら
れた。このような方針は、2016年のリオ大会でも継承
され、東京大会に至っている。
近年このような動きを受けスーパーマーケット

チェーンなどでも木材や水産物などの調達基準を定め
る動きが広まっている。有名なところでは、2006年に
水産物の調達基準を打ち出したウォルマート社である
が、日本でもイオンやコープなどのさまざまな小売業
者が水産物の調達基準を打ち出している。このような
なか、漁業や養殖業の持続性を担保する仕組みとして
認証制度が注目されている。スーパーなどで写真のよ
うなエコラベルを添付した商品を目にすることもある
が、これらはどのように機能しているのだろうか。

認証制度は、漁業や養殖業の持続性を担保するため
の客観的な基準（スキーム）とその基準に照らし合わ
せて評価するための仕組み（ガバナンス）から成り立っ
ている。漁業の認証制度の場合、スキームとは、どの
ような漁業管理を行い、漁獲対象資源がどのような状
態であり、また漁業が生態系に与える影響がどの程度
であればよいのかを定めたものである。さらにガバナ
ンスの部分では、前述のスキームはどのように作られ、
スキームを用いて、どのような手順で審査を行えば良
いか、などを定めている。このような認証制度は、水
産物のほかには、農産物、木材を原料とする製品、コー
ヒーやココアでよく見られる途上国の自立に寄与する
フェアトレード商品などにみられる。
水産物では、このような認証制度のほかに推奨リス

トと呼ばれるものも存在する。これは持続可能な方法
で漁獲された魚とそうでないものをリスト化、信号の

形式で赤・黄・青に分類したものである。有名なもの
では、米国のモントレーベイ水族館の「シーフード・
ウォッチ」がある。消費者のための推奨リストは、2000
年代に入ると米国を中心として多く発行され、人気を
博した。近年日本でも（一社）セイラーズフォーザシー
日本支局を中心として『ブルーシーフードガイド』と
いう推奨リストが発行されている。

このような調達基準を通じて漁業や養殖業の持続性
を推進する動きは重要である。しかし、認証制度、推
奨リストを通じて、漁業・養殖業の持続性を担保させ
ようとする動きに潜む問題点も指摘しなければならな
い。これらの取組みは、消費者側、あるいは流通加工
業者のニーズを重視した試みである。つまり、消費者
や、流通加工業者に焦点が当たる一方で、生産者が抱
える問題点や課題が無視される傾向にある。
たとえば、このような認証審査にはコストがかかる
が、認証コストをカバーできるほど、製品には価格の
上乗せをすることが困難である。とくに、スーパーマー
ケットや加工業者とのヒアリングで耳にするのは、「日
本の消費者は水産物の質は気にするが、質に関係のな
い環境の持続性には関心がない。だからエコラベルを
添付した商品だからといって、高い価格をつけるわけ
にはいかない」という趣旨の意見である。そのため、
認証コストをカバーするだけの原価の値上げができ
ず、認証の取得を行った漁業者にその認証のコストを
負わせることになっている。確かに認証の審査に関し
ては、海外のNGOや政府からの審査コストを助成す
る仕組みが存在するが、消費者がそのコストを支払う
ことなしに、認証制度を持続することはできない。こ
こに認証制度やエコラベルが直面する問題のひとつが
存在する。東京大会が、このような取組みによって漁
業者が直面する問題を消費者が直視する機会になるこ
とが期待される。 （石原 広恵）

コラム03 東京大会と水産物の認証

エコラベルが付いた商品（筆者撮影）
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第1節 海洋と気候変動
地球全体の温暖化の影響によって海洋にも大きな変化が生じており、それによっ
て海洋生態系や沿岸域、沿岸域に住む人びとが大きな影響を受けている。今後、海
洋は水温上昇、密度成層の強化、酸性化、貧酸素化、純一次生産（注1）の変化が進み、
かつてない状態に直面すると予測されている。
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）によって、このような科学的知見が改
めて浮き彫りにされた2019年は、「海洋と気候変動」問題が大きな注目を浴びた1
年となった。9月に公表された IPCC 海洋・雪氷圏特別報告書や12月に開催された
国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第25回締約国会合（ブルー COP）（以下、会合
数を語尾につける形で COP25と記す。他会合も同様）を振り返りつつ、2019年の
「海洋と気候変動」問題に関する議論を展望する。

1 IPCC 海洋・雪氷圏特別報告書

1 IPCC 海洋・雪氷圏特別報告書のポイント
2019年9月、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）より発表された「海洋・
雪氷圏特別報告書」（SROCC（注2））は、IPCC にとって初となる、気候変動と海洋・雪
氷圏（極域・高山）に特化した報告書である。
報告書の執筆には36か国から104人の科学者が参加し、6，981本もの研究論文が引
用された。報告書の作成過程においては、各国政府・専門家から3万件を超えるコ
メントが寄せられ、それらをもとにドラフトの修正が重ねられた。さらに2019年9
月20日～24日にモナコで開催された IPCC 第51回総会では、連日深夜にわたり最後
の詰めの議論が行われ、総会最終予定日の翌24日昼に、ようやく参加国の全会一致
で報告書の政策決定者向け要約が承認（報告書本体は受諾）された。
SROCCの発するメッセージは明瞭である。すでに海洋生態系システムでは「転
換点（ティッピングポイント）」（注3）を越えたと考えられる現象が起き始めている。
海洋、ひいては地球全体が危機的な状況にあるとし、「今選ぶ行動で未来が決まる」
と警鐘を鳴らす（注4）。SROCC の知見のなかで特筆すべきは、海面水位上昇の予測値
が大幅に上方修正された点である。2013年の IPCC の報告書（第5次評価報告書（AR
5））では、南極氷床寄与分については十分な知見がなかったため、あえて小さめ
の値が入っていた（AR5, Figure13．13）が、今回はこの部分の寄与を加えてより
信頼性の高い新たな予測が行われた。その結果、海面水位上昇の予測値は、2100年
時点で最大110cm、2081―2100年の期間平均で最大92cmとなり、AR5の予測値（2081
―2100年の期間平均で最大82cm）と比べて10cm大きな値になった（SPM, B3．1；
AR5 WG1 SPM Table SPM.2）。もうひとつの特筆すべき点は、2100年以降の超
長期的変化の予測が行われたことである。SROCCでは、気候変動がすでに不可逆

注1
純一次生産 生態系で、ある
期間中に植物が生産した乾燥
重量。植物で光合成による生
産から呼吸による消費のみを
差し引いたもの。

注2
SROCC：Special Report on
the Ocean and Cryosphere
in a Changing Climate、「変
化する気候下での海洋・雪氷
圏に関する IPCC 特別報告
書」（海洋・雪氷圏特別報告
書）

注3
海洋と雪氷圏を含む地球シス
テムにおいて、特に気候状態
はある閾値を越えると急激・
急速にジャンプして別の安定
状態へ移行することが知られ
る。人間活動による温暖化が
この閾値を変えてきており、
永久凍土・氷床融解や大西洋
熱塩循環の弱化が顕在化し、
現在我々はまさにその転換点

（tipping point）に来ている。
これらの変化は、たとえば海
洋の鉛直循環の弱化（成層化）
が深層への酸素輸送を大幅に
減少させるなど、連鎖して多
方面に大きな影響を与える。
この不安定な点（ポイント）
を一度越えると、元の状態に
戻ることはない。

注4
2019年9月25日付 IPCC 報道
発表、https://www.ipcc.ch/
site/assets/uploads/sites/3/
2019/09/SROCC_PressRele
ase_EN.pdf
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的であり、海洋の変化は今後超長期的に続いていくこと、さらに現在の選択と今後
導入される政策の実現度合いによって、その変化の度合いが大きく異なることが改
めて浮き彫りになった（図2―1―1）。温室効果ガス（GHG）の高排出が続くシナリ
オ（RCP8．5）と大幅にGHG排出を削減する低排出のシナリオ（RCP2．6）との間
で過去および将来予測値を比べると、すべての項目において、時が経過するに従が
い大きな差が生じている。特に海面水位では、高排出シナリオの場合、2300年を越
えてもなお海面水位は上昇し続けると予測している。我々はまさに「今選ぶ行動で
未来が決まる」岐路に立っているのである。
SROCCは、AR5に比べて、人文科学の分野に関する記述が大幅に増え、北極の
先住民や沿岸域で暮らす人びとの生活にまで及んでいる。気候変動に対する知識と
その活用の重要性を訴える「気候リテラシー」という新しい言葉が登場し、その推

図2―1―1 海洋と雪氷圏の過去と未来における変化
（出典：SROCC Figure SPM.1）
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図2―1―2 IPCC 海洋・雪氷圏特別報告書
を受けた10の提言

進や、科学的知見に加えて沿岸域コミュニティなどの地域に根差した知識、北極域
などの先住民の知識を活用することの重要性が指摘されている。

2 SROCC を受けた10の提言
報告書の正式な公表（9月25日）から約3週間後となる10月15日、笹川平和財団
海洋政策研究所は「IPCC 海洋・雪氷圏特別報告書公表記念シンポジウム」を開催
するとともに、同報告書を受けた「10の提言」を発表し、SROCCに示された科学
的知見やその重要性をいち早く社会に示した。
この提言は、「海洋と気候変動」問題に関する10の重要トピックとして、
提言1 海洋ベースの緩和
提言2 ブルーカーボン（注5）

提言3 沿岸防災・適応等
提言4 陸域からの汚染対策を含む海洋の総合

的対策
提言5 漁業管理
提言6 海洋保護区
提言7 科学研究
提言8 イノベーション
提言9 教育・気候リテラシー
提言10 ビジネスセクター
に関する緊急の提言として公表したものであり、
日本政府をはじめ、海洋・水産や気候変動対策に
関わるさまざまなアクターに向けての海洋政策研
究所からのメッセージである（注6）。詳細は、提言
本文および提言に関する論考（注7）を参照されたい。

2 国連気候変動枠組条約における海洋と COP25

1 国連気候変動枠組条約（UNFCCC）における海洋
SROCC が示したとおり、海洋と気候の連関の重要性は疑いがない一方で、国連
気候変動枠組条約（UNFCCC）の下の法的文書における海洋への言及は限定的であ
る。UNFCCC やパリ協定において、海洋に言及しているのは、「前文」と吸収源に
関する「第4条1項（d）」のみである（注8）。パリ協定前文第13段落では、「すべて
の生態系の十全性を保全する重要性」に言及するとともに海洋や生物多様性保護を
特記しているが、本文には言及はない。
ただ、海洋への直接の言及がなくとも海洋が深く関連する規定もある。たとえば、
条約第5条（研究と組織的観測）では、締約国に対し研究・組織的観測の支援・発
展（同条（a））や、公海を含む国家管轄権外区域における研究データの利用促進の
ための国際協力（同条（b））が求められおり、1992年に設立されたUNFCCC を支
援するための全球気候観測システム（GCOS）等により海洋を含む気候システムの
観測のための協力促進が行われている。また、適応や小島嶼国支援などに関する多
くの規定（議題）の下で、多かれ少なかれ、海洋に関連する議論が行われている。

注5
「沿岸・海洋生態系に固定さ
れ、そのバイオマスやその下
の土壌に蓄積される炭素」の
こと（IPCC1．5℃特別報告書
Glossary）

注6
https://www.spf.org/global-
data/opri/news_191015_
IPCC_Rec.pdf

注7
藤井麻衣「IPCC 海洋・雪氷
圏特別報告書を受けた10の提
言に関する論考」OPRI Per-
spectives 第3号（2020年1
月10日発行）at https://www.
spf.org/opri/news/20200110.
html

注8
UNFCCC 前文第4段落「温
室効果ガスの吸収源及び貯蔵
庫の陸上及び海洋の生態系に
おける役割及び重要性を認識
し、」同第12段落「海面上昇
が島および沿岸地域に及ぼし
得る悪影響に関する国連総会
決議…の関連規定を想起し、」
パリ協定前文第13段落「気候
変動に対処するための行動を
とる際に、全ての生態系（海
洋を含む）の…保全及び生物
多様性の保全…を確保するこ
との重要性に留意し、…」
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近年、世界的に「海洋と気候変動」という切り口で盛んに議論が行われるように
なり、気候システムにおける海洋の役割の重要性や排出削減などの海洋関連の緩和
策、沿岸域の（特に生態系ベースの）適応、海面水位上昇による人びとの移転、小
島嶼国支援・能力開発など、さまざまな問題が注目されるようになってきた。
UNFCCC の下の既存の交渉議題で取り扱われている論点もあれば、現状では正式
な議論の場が用意されていない論点もある。そのようななかで、UNFCCC の下で
はいくつかの海洋に関する非公式グループが「海洋と気候変動」問題の議論を牽引
してきた。COP21で非公式に設立された「Because the Ocean（注9）」、2017年 COP23
で当時の議長国フィジー主導で開始された「Ocean Pathway（注10）」などの締約国を
中心としたイニチアチブや、COP21決定（注11）に基づいて COP22で設立された非国家
主体の参加促進メカニズム「地球規模の気候行動のためのマラケシュパートナー
シップ（注12）」の一部（8分野のうち海洋・沿岸域）を担う「海洋と気候の行動ロー
ドマップ（ROCA（注13））」などである。この ROCAには笹川平和財団海洋政策研究所
も参加している。
なお、国際海運からのGHG排出も、「海洋と気候変動」問題のひとつであるが、
これまで専ら国際海事機関（IMO）で検討されてきたことから、UNFCCC の海洋グ
ループの議論では主要なテーマとならないことが多いとはいえ、UNFCCC と IMO
の連携を確保することは重要である。パリ協定の下で5年に1度実施される世界全
体の進捗状況の確認（グローバルストックテイク）において、14条3項などを踏ま
え、IMOの取組みが適切に情報提供されることが期待される。

2 COP25（ブルー COP）
IPCC によって SROCCが公表されてから約2か月後の12月2日（月）から15日（日）

（13日から会期を2日間延長）にかけて、スペイン・マドリードで COP25が開催さ
れた。議長国であるチリ政府が COP25を海洋・雪氷圏により着目する「ブルー COP」
と位置づけたことなどから、今回の COPでは海洋をテーマとするイベントが100件
超も開催され、チリ政府は「ブルーな成果」として「Platform for Science-Based 
Ocean Solutions（PSBOS）」の設立を発表した。政府間交渉では、フィジー、コス
タリカ、インドネシアなどのグループから「海洋と気候変動」問題にスポットを当
てる働きかけがあった。交渉経緯は必ずしも明らかではないが、地球の気候システ
ムの一部としての海洋の重要性に COP決定として初めて言及するとともに、2021
年6月の SBSTA 52（注14）で海洋と気候変動に関する対話の場を設けることが決まり
（注15）、締約国・非締約国は2020年3月末までにサブミッションを提出することが招
請された（注16）。

注9
Because the Oceanウェブサ
イト、https://www.because 
theocean.org/

注10
Ocean Pathway ウェブサイ
ト https://cop23.com.fj/the-
ocean-pathway/

注11
パリ協定前文第15段落、Deci-
sion1/CP.21、paras.133―134.

注12
マラケシュパートナーシップ
ウェブサイト（UNFCCC ウェ
ブサイト内）、https://unfccc. 
int / climate-action / marrake 
ch-partnership-for-global-clim 
ate-action

注13
ROCA ウェブサイト、https: 
//roca-initiative.com/

注14
気候変動枠組条約第42回科学
上及び技術上の助言に関する補
助機関会（SBSTA52）、2020年
6月にドイツのボンで開催予定

注15
UNFCCC, 1/CP.25, para.30― 
31.

注16
Ibid, para.33.

注17
Photos by IISD/ENB | Kiara 
Worth

図2―1―3 COP25の会場と（注17）全体会合の様子
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笹川平和財団海洋政策研究所は、「オーシャンズ・アクション・デー（Oceans Ac-
tion Day）（注18）」の主催団体として COPに参加した。今回のOceans Action Day で
は、6日午後のマラケシュパートナーシップの海洋・沿岸域イベントと、7日午後
の5つのイベント、①海洋と気候の連関、②自国が決定する貢献（NDCs）への海
洋関連オプションの組み込み、③適応・移転、④海洋・気候行動への支援活性化、
⑤レセプションに分けての開催となった。2日間のイベントで気候変動と海洋に関
わる国際機関、政府、研究者、NGOなどからのべ約80名が登壇、約400名が参加し、
海洋の観点から気候変動に関する緩和策、適応策、科学的知見、資金、移転・移住
の課題などについて議論を行った。

3 UNFCCC の場のさらなる活用を
SROCC は、海洋や雪氷圏ですでに変化が現れはじめており、今後さらに大きな
変化が生じるとの予測を示し、地球全体が危機的な状態にあるとの真 な警鐘を鳴
らしている。日本は世界第6位の面積の排他的経済水域（EEZ）と、長い海岸線を
有する海洋国家である。人は海の身近に暮らし、国は海の豊かさを享受して発展し
てきた。身近な存在である海洋に生じている、また、今後生じる変化は、日本の人
びとの暮らしにも大きな影響を及ぼし得る。現在を生きる我々は、自らの選択が日
本の、そして地球の未来を決めることを肝に銘じなければならない。産業革命前か
ら、気温が1．5℃上昇の世界と2℃上昇の世界では、人間や生態系が被る気候変動
影響やリスクに大きな差があるという。2015年に日本を含む世界各国はパリ協定を
採択し、脱炭素社会に向かうことで合意したが、実際に締約国が提出している削減
目標（NDCs）に基づいて対策が完全実施されたとしても、今世紀末には約3℃上
昇となり、パリ協定が目指す目標の達成は困難な状況にある。目標達成のための強
固な意志とその実施こそが重要である。
2019年12月に開催された COP25では、COP決定において海洋と気候の連関に初
めて言及されるなど、気候変動問題における海洋の重要性への認識は高まりつつあ
る。他方で、日本の石炭火力発電依存に対する国際的批判が高まっており、COP25
でも議場内外で俎上にのぼった。日本は海洋国家として、沿岸域や漁業管理の適応
に取り組むとともに、GHG削減のための緩和策として海洋を活用した取組みを促
進し、世界をリードすべきである。すなわち、海洋国家としての技術力や経験を活
かし、海洋に着目してグローバルな気候変動対策を主導し、国全体が海洋環境の変
化に適切に対応する必要がある。
国のみならず、地方自治体や企業なども重要なアクターである。近年、UNFCCC
の COP は、政府間交渉の場のみならず、締約国に加えて自治体、企業、NGO、研
究者等が一堂に会すネットワーキングやそれぞれの取組み紹介・推進の場にもなっ
ている。日本でも脱炭素社会に向けて、2050年二酸化炭素排出実質ゼロに取り組む
ことを表明した地方公共団体（ゼロカーボンシティ）が増え続けており、2020年1
月現在では東京都、京都市、横浜市をはじめとする33の自治体が名乗りをあげてい
る（注19）。
ビジネスセクターに関しても、世界中に気候変動や SDGs に対応するための企業
主体の国際的ネットワークやイニシアチブが存在しており、「SBT イニシアチブ（Sci-
ence Based Targets initiative）」の下、2019年11月時点で世界では312社、日本か
らは58社が削減目標登録済み企業として公表されており、海洋関連の日本企業とし

注18
海洋と気候変動に関する諸課
題について集中的に議論する
場として、米国のグローバ
ル・オーシャン・フォーラム

（GOF）、ポルトガルのオセ
アノ・アズール財団、ユネス
コ政府間海洋学委員会（UN-
ESCO―IOC）等とともに2015
年より毎年開催しているイベ
ント。

注19
12都府県、13市、5町、3村。
表明した自治体を合計すると
人口は約4，900万人、GDP は
約250兆円となり、日本の総
人口の約39％を占める。環境
省ウェブサイト、http://w
ww.env.go. jp/policy/zeroca
rbon.html
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ては、日本郵船（株）と川崎汽船（株）が2050年までにGHG排出5割減の目標を登録
している。
「海洋と気候変動」に関する諸課題についても、政府とともに地方自治体やビジ
ネスセクターを巻き込み、国全体で対応していくことが重要であり、そのために
IPCC の知見の理解促進、UNFCCC の場のさらなる活用などを進めていくことが必
要である。

（藤井 麻衣）

生物の多様性とは、すべての生物の間の変異性であり、種内の多様性、種間の多
様性そして生態系の多様性からなる。人類の暮らしは、生物多様性を基盤とする生
態系から、食料や水、気候の安定、多様な文化など、さまざまな恵みを享受してお
り、人類の生存にとって、健全な生態系の維持は必要不可欠なものである。
しかしながら、とりわけ産業革命以降、人間活動が及ぼす生態系への影響は深刻
な状況となっている。熱帯林の減少はかつての予想以上に進み、砂漠化は進行し、
野生生物の絶滅もかつてないスピードで進行した。このような事情を背景に、既存
の国際条約（注20）を補完し、生物の多様性を包括的に保全し、生物資源の持続可能な
利用を行うための国際的な枠組を設ける必要性が、国連等で議論されるようになっ
た。専門家会合における検討、政府間条約交渉会議における交渉を経て、生物多様
性条約は1992年に採択され、その翌年に発効した。現在、196の国・地域が本条約
の締約国となっている。
生物多様性条約の最高決定機関である締約国会議（CBD―COP）は、2年に1度
の頻度で開催される。2010年に愛知県で開催された CBD―COP10は2020年までの新
たな国際目標を議論する極めて重要な COPであった。議長国日本の尽力もあり、「戦
略計画2011―2020」が採択された。この戦略計画はビジョン、ミッション、個別目
標の3つから構成されている。2050年ビジョンは中長期目標であり、「2050年まで
に、生態系サービスを維持し、健全な地球を維持し全ての人に必要な利益を提供し
つつ、生物多様性が評価され、保全され、回復され、賢明に利用される」ことで合
意された。
ミッションは短期目標であり、「2020年までに、回復力があり、また必要なサー
ビスを引き続き提供できる生態系を確保するため、生物多様性の損失を止めるため
の効果的かつ緊急の行動を実施する」と定められた。そしてその個別目標として20
の愛知目標が決定された。この愛知目標のなかで、特に海洋に関わりが深いとされ
るのは、目標6、目標10、目標11の3つである（表2―2―1）。
本節では、愛知目標の下で、わが国が進めてきた海洋生物多様性の保全と持続可
能な利用に関する施策を振り返る。さらに、2020年10月に中国の昆明で開催される
CBD―COP15に向けて活発な議論が繰り広げられている新たな2030年までの目標（以
下、「ポスト2020」）の策定について、IPBES（注21）の評価報告書や交渉の動向を交え
て紹介する。

注20
希少種の取引規制や特定の地
域の生物種の保護野生動植物
の一定の種の国際取引の規制
により、種が絶滅のおそれに
瀕することを防止することを
目的とするワシントン条約
や、湿地の保全と賢明な利用
を目的としたラムサール条約
等

注21
Intergovernmental science-
policy Platform on Biodi-
versity and Ecosystem
Services : IPBES

（生物多様性及び生態系サー
ビスに関する政府間科学 ― 政
策プラットフォーム）、愛知
目標の達成には、生物多様性
や生態系サービスの現状や変
化を科学的に評価し、それを
的確に政策に反映させていく
ことが不可欠であり、世界中
の研究成果を基に政策提言を
行う政府間組織として IP-
BES が2012年4月に設立 さ
れた。
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1 愛知目標下のわが国の海洋生物多様性の保全と持続可能な利用
に関する施策

1 海洋保護区の設定のあり方の決定
2011年3月に「海洋生物多様性保全戦略」が専門家による検討を経て環境省によ
り策定された。同戦略は、「生物多様性基本法（注22）」による「生物多様性国家戦略
2010（注23）」に基づき、愛知目標や「海洋基本法（注24）」、「海洋基本計画（注25）」も踏ま
え、海の生物多様性の保全と持続可能な利用を目的とし、海洋保護区の考え方や今
後の施策の方向性を示すものとなった。
本戦略の策定の後、2011年に総合海洋政策本部会合において「我が国における海
洋保護区の設定のあり方」が了承された。これは「海洋基本計画」の要請に基づき
関係府省で検討してきたものである。このなかで、海洋生物多様性保全戦略におけ
る海洋保護区の定義とこれに該当する区域の考え方が使用された。

2 生物多様性の観点から重要度の高い海域の選定
2008年の CBD―COP9では、生態学的・生物学的に重要な海域（EBSA（注26））の選
定とその基準が決定された。これに関連して、国内でも「生物多様性国家戦略2012
―2020」にて生物多様性の観点から重要な海域を抽出することが明記された。また、
海洋基本計画（注27）においても生態学的・生物学的に重要な海域の抽出が盛り込まれ
た。前述の海洋生物多様性保全戦略（注28）では、「生物多様性の観点から重要度の高
い海域」の抽出にあたっての考え方や活用方法が示され、同海域を海洋保護区の設
定・管理やネットワーク化など海洋の生物多様性を保全する施策を推進するための
基礎とすることが明記された。
このような背景のもと、環境省は2011年度から3年をかけて沿岸域・沖合表層

注22
2008年5月成立

注23
2010年3月閣議決定

注24
2007年4月成立

注25
2008年3月閣議決定

注26
Ecologically or Biologically
Significant marine Area

注27
2008年、2013年閣議決定

注28
2011年環境省策定

表2―2―1 愛知目標のなかで海洋に関わりの深い3項目

目標6 2020年までに、すべての魚類と無脊椎動物の資源及び水生植物が持続的かつ法律に沿ってかつ生態系
を基盤とするアプローチを適用して管理、収穫され、それによって過剰漁獲を避け、枯渇したすべて
の種に対して回復計画や対策が実施され、絶滅危惧種や脆弱な生態系に対する漁業の深刻な影響をな
くし、資源、種、生態系への漁業の影響が生態学的に安全な範囲内に抑えられる。

目標10 2015年までに、気候変動又は海洋酸性化により影響を受けるサンゴ礁その他の脆弱な生態系について、
その生態系を悪化させる複合的な人為的圧力が最小化され、その健全性と機能が維持される。

目標11 2020年までに、少なくとも陸域及び内陸水域の17％、また沿岸域及び海域の10％、特に、生物多様性
と生態系サービスに特別に重要な地域が、効果的、衡平に管理され、かつ生態学的に代表的な良く連
結された保護地域システムやその他の効果的な地域をベースとする手段を通じて保全され、また、よ
り広域の陸上景観や海洋景観に統合される。

図2―2―1 生物多様性の観点から重要度の高い海域
左から、沿岸域、沖合表層域、沖合海底域。
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域・沖合海底域計321海域を「生物多様性の観点から重要度の高い海域」として抽
出し、2016年4月に公表した。

3 サンゴ礁生態系保全
① サンゴ礁生態系保全行動計画2016―2020
愛知目標10は、「気候変動又は海洋酸性化により影響を受けるサンゴ礁その他の
脆弱な生態系について、その生態系を悪化させる複合的な人為的圧力を最小化し、
その健全性と機能を維持する」としている。
環境省でも、2016年3月に「サンゴ礁生態系保全行動計画2016―2020」（以下、「行
動計画」）を関係省庁、関係地方自治体、日本サンゴ礁学会などの協力を得て策定
した。行動計画では、2020年までに地域社会と結びついたサンゴ礁生態系保全の基
盤が構築されることを目指し、その実効性を確保するため、特に重点的に取り組む
3課題（注29）を掲げた。
環境省は、行動計画のフォローアップとして、地域が主体となって取り組むサン
ゴ礁生態系保全の推進体制を構築するモデル事業を与論島、石垣島、喜界島で実施
している。また、関係省庁・自治体の情報共有の場として年1回のワークショップ
や、地域の実情に応じたシンポジウムを開催するなど、多様な関係者による総合的
な取組みを促進している。
② サンゴの大規模白化現象に関する緊急宣言
2016年夏、奄美群島から八重山諸島にかけての広い海域において、高水温が主な
原因と考えられる大規模なサンゴの白化現象が発生した。特に、日本最大のサンゴ
礁海域である石西礁湖では90％以上のサンゴが白化しその多くが死亡するなど、
1998年に発生した大規模白化現象以降、最も深刻な状態となった。
これに対応するため、環境省では、2017年4月に「サンゴ大規模白化緊急対策会
議」を開催した。有識者や関係機関により白化の現状と対策に関する最新の知見の
共有と意見交換を行い、「サンゴ大規模白化現象に関する緊急宣言（注30）」をとりま
とめた。また、地域における普及啓発として、慶良間諸島国立公園や西表石垣国立
公園において、サンゴ礁の恵みや現状などに関する地域住民を対象としたシンポジ
ウムを開催した。
③ 国際サンゴ礁年2018
サンゴ礁生態系保全の国際協力枠組である国際サンゴ礁イニシアティブ（ICRI）
は、2018年を3回目の「国際サンゴ礁年」に指定し、サンゴ礁生態系の価値・脅威
について普及啓発し行動を促すための国際キャンペーンへの協力を呼びかけた。
国内でも、幅広く多様な主体に対し、国際サンゴ礁年2018への参画を呼びかけ、
それぞれの立場からの活動の実施と連携を促進した。また、地球温暖化対策のため
の国民運動「COOL CHOICE」と連携し、かつてない危機にあるサンゴ礁生態系の
保全のためには気候変動対策が重要であることを発信した。

4 海洋保護区の設定に向けた新たな制度
愛知目標11では、表2―2―1で示したように海洋保護区については「沿岸域及び海
域の10％」と示されているが、わが国では、海洋保護区に該当する海域は、管轄権
内の8．3％（沿岸域の72．1％、沖合域の4．7％）にとどまっている。
このため環境省では、自然環境保全法の一部改正により、沖合域での海洋保護区

注29
①陸域に由来する赤土等の土
砂および栄養塩等への対策の
推進、②サンゴ礁生態系にお
ける持続可能なツーリズムの
推進、③地域の暮らしとサン
ゴ礁生態系のつながりの構築

注30
緊急宣言は、平均気温の上昇
に伴って白化頻度の増加や回
復力の低下が生じ、2070年代
には日本近海からサンゴが消
滅する可能性があることを指
摘し、サンゴ礁生態系の保全
のためには、気候変動対策お
よび白化現象からの回復を図
るための人為的圧力の低減を
はじめとする地域における適
応策が重要であるとした。そ
して具体的な対策として、モ
ニタリングの推進、優先的に
保全すべき地域の特定および
対策の検討、サンゴ群集の再
生の促進を緊急に推進すべき
とするとともに、行動計画の
重点課題に関する地域の取組
強化、調査研究の促進、地域
の取組支援、地域横断的な連
携促進、気候変動対策と連携
した取組等を掲げた。
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非直接要因 直接要因

その他
土地/海域利用変化
直接的な搾取
気候変動
公害
侵略的外来生物

陸域

淡水

海域

の設定に向けた新たな制度として「沖合海底自然環境保全地域制度」を創設した。
環境大臣は、沖合の区域（注31）で沖合海底自然環境保全地域を指定できることとなっ
た。沖合海底自然環境保全地域では、海底の形質を変更するおそれのある鉱物の掘
採・探査や海底の動植物の捕獲等に係る特定の行為を規制対象とし、沖合海底特別
地区では許可制、それ以外の区域では届出制により規制されるものとなる（注32）。
2020年4月1日の改正法の施行に向け、関係政省令等の整備を進めつつ、調査モ
ニタリング等の保護管理といった運用面の検討が進められている。

2 ポスト2020生物多様性枠組の国際合意に向けて

1 IPBES 地球規模評価報告書が伝えるもの
2019年5月、生物多様性と生態系サービスに関する IPBES 地球規模評価報告書の
政策決定者向けサマリー（注33）が承認された。本評価の対象領域は、生物多様性と生
態系サービスに関する現状と傾向、人類の健全で幸福な暮らしにおける生物多様性
と生態系サービスの影響、および生物多様性条約の戦略計画2011―2020とその20の
愛知目標をはじめとする、生物多様性の保全や持続可能な利用に関する我々のこれ
までの対応の有効性を評価することである。本評価報告書は、生物多様性と生態系
サービスに関する史上最も包括的な報告書として、ポスト2020生物多様性枠組（ポ
スト2020）策定交渉における最も重要な知見のひとつとなっている。
報告書の現状分析は、海域の66％が累積する影響が増大し続ける状況に曝されて
いることや、1870年代と比してサンゴ礁における生存サンゴによる被度がおよそ半
分となったこと（注34）、今後数十年、サンゴのさまざまな死滅要因を増幅させる気候
変動によりサンゴの減少速度が加速すること、また全球的には100万種ほどの種が

注31
わが国の内水および領海（水
深200メートル超の海域に限
る）、排他的経済水域（EEZ）
ならびに大陸棚に係る海域

注32
沖合海底自然環境保全地域の
指定に際しては、「生物多様
性保全のための沖合域におけ
る海洋保護区の設定について

（答申）」（2019年1月中央環
境審議会）において、①沖合
海底域に着目して選出した重
要海域を踏まえ、資源開発・
利用等との調整を図って、社
会的選択として候補地選定を
行うこと、②重要海域のうち、
たとえば海山、熱水噴出域、
海溝等を対象として、可能な
限りどの生態系の種類もいず
れかの海洋保護区に含めるよ
う指定する必要があること、
③優先的・先行的に保全を図
る海域としては、小笠原方面
の沖合域が有望な選択肢に該
当すること、④沖合域では生
物相が変化すること、海洋の
資源開発・利用についても内
容や場所等に不確実性がある
ことを踏まえ、必要に応じ順
応的に見直しを行うことが適
当であること、⑤沖合域にお
ける自然環境の保全の程度の
維持が図られることを前提と
して、資源開発・利用等の観
点から海洋保護区の見直しを
行うことも可能とすることが
適当であること、等が挙げら
れた。

注33
Summary for policy makers

注34
国連の主唱により2001～2005
年にかけて行われたミレニア
ム生態系評価では、20世紀末
の数十年間で、サンゴ礁の約
20％が失われ、すでに約20％
が劣化したと報告されてい
た。

注35
IPBES（2019）：Summary
for policymakers of the
global assessment report

図2―2―2 直接的・間接的要因による生物多様性の減少に着目強調した、地球規
模の自然の衰退例（注35）。
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・物的消費に寄らない暮
らしへの先見

・消費と廃棄の総量の削減
・価値観と行動の解放

・不平等への対処
・公平で公正な利益配分

・責任ある地域経済活動とテレカップリング
・環境にやさしい技術と社会イノベーションの確保

・科学や知恵についての教育の推進と知識の創出

非直接要因 人間活動 直接要因

・インセンティブと能力構築
・領域横断的な協力
・先制措置
・レジリエンスと不確実性を考
慮した意思決定
・環境法や環境政策の強化と
その執行

レバレッジ・ポイント

このままでは絶滅することなど、これまでの知見（科学的知見および先住民・地域
住民の知識体系）から得られる情報を包括し、自然と自然により人類にもたらされ
る恩恵等が全世界的に危機的なまでに崩壊・劣化し続けているという、前例のない
状況に直面していることを結論づけた。そして、この状況を引き起こす直接的な要
因について、海域に関してはその影響の大きい順に、①直接的な搾取、②土地／海
域利用変化、③気候変動、④公害（注36）、⑤侵略的外来生物と報告している。さらに
このような直接要因の根底に生産・消費パターン、人口動態、貿易、技術革新、さ
まざまなスケールでのガバナンスなどの社会的価値観や振る舞いといった非直接要
因が関連していることを指摘している。
こうした現状と傾向から、現在の我々の対応では生物多様性条約の2050年ビジョ
ンや国連持続可能な開発目標（SDGs）、気候変動枠組条約のパリ協定といった国際
約束を達成することはできないが、一方で、経済、社会、政治そして技術分野を横
断した世の中の変容（transformative change）を通じて、人類の持続可能性に係
るこれらの重要な国際目標の達成が成し得るかもしれないことを示唆している。さ
らに報告書は、この変容を起こすために取り組むべきことは、非直接要因への対処
であり、その要として8つの項目（レバレッジ・ポイント）を、生じ得る効果の大
きい順に次のとおり挙げている。
① 物的消費に寄らない真に質が高く、意味のある暮らしへの先見
② 消費と廃棄の総量の削減
③ すでに存在する、特に消費行動に関する個人の責任ある価値観と行動の、新
しい社会規範形成に向けた解放・拡大
④ 不平等（とりわけ持続可能性の妨げとなっている収入と性別に関するもの）
への対処
⑤ 開放的な意思決定および人権の行使と遵守から生じる公平で公正な利益配分
⑥ 責任ある地域経済活動と、国際貿易などの距離を隔てた社会経済と環境との
相互作用（テレカップリング）

注36
1980年以降10倍に増加し、
86％のウミガメ、44％の海鳥
そして43％の海棲ほ乳類を含
む最低267種に影響を及ぼし
ている海洋プラスチックも含
まれている。

注37
IPBES（2019）：Summary
for policymakers of the
global assessment report 図2―2―3 地球規模での持続可能性を実現する道筋のための変容（transformative change（注37））
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⑦ 環境にやさしい技術と社会イノベーションの確保
⑧ 自然および自然の保全や持続可能な利用に関わる、科学や先住民および地域
の知恵についての教育の推進と知識の創出、そして異なる知識体系の維持
さらに、これら8つを動かすためには、「インセンティブと能力構築」「領域横断
的な協力」「レジリエンスと不確実性を考慮した意思決定」「環境法や環境政策の強
化とその執行」が重要としている（図2―2―3）。

2 ポスト2020生物多様性枠組策定のための交渉
ポスト2020は、2020年10月に昆明（中国）で開催予定の CBD―COP15での決定を
目指している。議論はすでに進んでおり、ポスト2020に関する公開作業部会と、各
種地域別およびテーマ別のコンサルテーション（意見集約）、そして COPの科学技
術助言補助機関会合（SBSTTA）および実施補助機関会合（SBI）がブレインストー
ミングや交渉の場となっている。2019年は、1月に名古屋市で開催されたアジア太
平洋地域を皮切りに計5地域でのコンサルテーション、「海洋及び沿岸」「エリアベー
スの管理手法」「ランドスケープ・アプローチ（注38）」等の複数のテーマ別コンサル
テーションが開催された。このなかで「海洋及び沿岸」では、30％の海域の保全と
いう言葉が頻繁に登場したが、その内容は厳格な保護や漁業の禁止、持続可能な利
用まで多様であった。「エリアベースの管理手法」ではさまざまな保護区やその他
の手法、そしてランドスケープ・アプローチによる生物多様性の保全と持続可能な
利用に関するブレインストーミングが行われた。海洋については、漁業の完全な禁
止を推進したいグループがいる一方、地域の小規模漁業は別に考えるべきという考
え方や持続可能な利用の観点の重要さ、また原始的な自然環境に保護区を設定する
ことのみならず、持続可能な利用や生態系の再生等を含んだ広域ランドスケープ・
アプローチの考え方の重要性など、さまざまな見解が示された。「ランドスケープ・
アプローチ」のコンサルテーションでは、沿岸生物多様性の保全に係るセッション
も設けられた。ここでは、沿岸の生物多様性が上流域の生態系から影響を多く受け
ることから、多くの利害関係者が協働することや、そうした視点を持ったランドス
ケープ・アプローチが戦略に組み込まれることの重要性が指摘された。
2020年1月13日には、こうしたこれまでのブレインストーミングを踏まえたゼ
ロ・ドラフトが公開作業部会の共同議長より提出された。その内容は IPBES 地球規
模評価報告書を基本的には意識しているようであり、消費や公平・公正な意思決定
や生活の質に関する目標案も含まれている。一方、海洋に特化した内容という点で
はむしろ言及が減っている。海洋生態系の複雑性に鑑みれば、非直接的要因への着
目は、海洋の生物多様性保全にとって不可欠なアプローチであろう。2020年2月23
日～28日には、このゼロ・ドラフトを踏まえた初の議論の場として、第2回非公開
作業部会がローマにて開催され、対象とする海洋の範囲等についてさまざまな意見
が出されたところである。本会合でブレインストーミングのフェーズは終了し、今
後本格的交渉が始まるが、IPBES グローバルアセスメント等の各種知見や、各締約
国や組織における過去10年間の経験や反省をもとに、CBD―COP10で決定された2050
年ビジョン「自然と共生する社会」の実現に向けた変容を生み出す、実効的な枠組
を構築しなくてはならない。

（柳谷 牧子・木村麻里子）

注38
生物多様性を含む環境の健全
性と人間の福利の向上が統合
された望ましい土地利用を実
現することを目的に、対象地
域のさまざまな関係者の関与
により環境保全や生活向上の
ための意思決定や取組みを実
施する手法
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スポーツイベントへの影響

東京湾の再生を目指して

隅田川や荒川、江戸川など複数の河川が注ぐ東京湾
には、かつて広大な干潟やアマモ場が広がっていた。
海苔や魚介類の養殖ひびが立ち並ぶ光景は浮世絵にも
描かれている。その豊かな「江戸前」で育まれた海の
幸が、寿司や天ぷらなど世界に誇る食文化を築いた。
数十年前までの東京湾は、潮干狩りや海水浴、ハゼ

釣りなどの行楽も盛んだった。しかし、人口増加や工
業化に伴い1950年代から汚染が進んでいく。高度経済
成長期には、浄化作用を持つ干潟の埋め立てが加速し
て、直立護岸が増えた。その後、排水や廃棄物の問題
は解決に向かったが、水質の問題は56年ぶりに開催さ
れる東京五輪にも影を落としている。

2020年の東京大会では、7月下旬から8月上旬に、
お台場海浜公園でオリンピックの「マラソンスイミン
グ」と、オリンピック・パラリンピックの「トライア
スロン」が開催される。マラソンスイミングで10㎞、
トライアスロンで最長1．5㎞の距離を、世界のトップ
アスリートたちが東京湾で泳ぐ。
2019年8月のテスト大会では、台風10号による降雨
のため一時的に大腸菌の数が基準値を上回った。そし
て、パラトライアスロンのスイムが中止され、バイク
（自転車）とランの「デュアスロン」となった。
東京都では1970年代から分流式よりも早く安く敷設
できる合流式の下水道が急速に普及し、いまも区部で
は8割を占めている。下水と雨水が一緒に水再生セン
ターに入るため、処理能力を超える大雨が降った際は
生活排水を含む下水がオーバーフローして海に出る。
競技海域を汚染から守る対策としては、カーテン状

の「水中スクリーン」の設置や、浄化装置の整備、栄
養塩の溶出を防ぎつつ水質浄化に役立つ貝類などに生
息場を提供する清浄な砂の都内島しょ部からの補充な
どが検討され、実証実験が行われている。

東京湾に注ぐ河川の流域自治体は1970年代に公害対
策のために手を組み、1989年に水質改善専門部会を設
置した。2002年には国の主導で設置された「東京湾再
生推進会議」が、後に全国の都市の港湾に波及する「東
京湾再生プロジェクト」を始動した。
2008年から毎夏恒例となった「東京湾水質一斉調査

（現・東京湾環境一斉調査）」では、8月上旬の基準日
を中心に、自治体や大学・研究機関、企業などが一斉
に湾全体のモニタリングに協力する。2019年は8月7
日を中心に172機関が調査した。その結果、青潮（貧
酸素）や、赤潮を招く汚染（高い COD値など）は、
お台場海浜公園が位置する湾奥に相変わらず集中して
いた。東京湾の水質改善には、使用済みの油を排水口
に流さない、といった流域住民の心がけも大切だ。
2013年には行政機関に限らず、研究機関や民間企業、
NPOなど多様な主体が参加できる新たな組織として
「東京湾再生官民連携フォーラム」が発足した。江戸
前ブランドの育成や「東京湾大感謝祭」の開催を担う
複数のプロジェクトチームが活動し、「東京湾再生推
進会議」に、さまざまな政策提言を行っている。
東京湾への関心が一層広がった結果、夏は海水浴場
が登場するようになった。地元の有志らが環境改善に
努め、短時間の開設から慎重に進めてきた取組みだ。
都立葛西海浜公園では、東京湾の希少な天然干潟「三
枚洲」の保全のため造成された人工なぎさが、期間限
定で遊泳可能になる。50年の時を経て、地元のNPO
「ふるさと東京を考える実行委員会」が2013年に海水
浴場を復活させた。海水浴の期間中は、投網やベカ舟
乗船を体験できる「里海まつり」も開催される。
お台場の海でも、港区立「お台場学園」の小学5年
生が2005年度から、総合学習の時間に地域の協力を得
て、ひび立てから始まる海苔づくりを体験している。
また、2014年からは試験的な海水浴も始まった。2018
年からは港区が、次の五輪で「泳げるセーヌ」を目指
すパリ市と連携して、仏語で「砂浜」を意味する名を
冠した海水浴イベント「お台場プラージュ」を始めた。
水中スクリーンを設置して泳げる海を実現し、2019年
は前年より多い1日平均1，500人以上が来場した。都
市でも身近な海を大切に思う人が増え、沿岸環境の保
全が進むことが期待される。 （瀬戸内千代）

コラム04 トライアスロン会場の水質改善

港区主催海水浴イベントの様子
（出典：『Ocean Newsletter』第405号）
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第3節 海洋プラスチックごみゼロを目指して

図2―3―2 2014年のプラスチック容器包装ごみの量（赤が1人当たりを示す）
（出典：UNEP, Single Use Plastics, 2018）

プラスチックの普及から半世紀が過ぎ、いまや海鳥やクジラやウミガメ、そして
ミズウオやシーラカンスといった150m以深に生息する魚まで、さまざまな海洋生
物の胃からプラスチックごみが見つかるようになった。細かく砕けたマイクロプラ
スチックは添加剤を含み、さらに海中の有害物質を吸着するため、食物連鎖を通じ
て人間に及ぼす影響が懸念されており科学的な調査が進められている。
海に流入するプラスチックは、その多くが分解されず年を追って微細になるため、
全球的な対策が急がれる。日本は、分別・回収など優れたシステムを持つ一方で、
使い捨てプラスチックの1人当たりの年間廃棄量は約32kgにのぼり、米国に次ぐ

世界2位の量である（注39）。
2018年6月のG7サミットで掲げられた「海洋
プラスチック憲章（注40）」に米国とともに署名しな
かった日本は、2019年に初めてG20サミット（主
要20か国・地域首脳会議）の議長国を務めた。こ
こでは、2050年までに海洋プラスチックごみによ
る追加的な汚染ゼロを目指す「大阪ブルー・オー
シャン・ビジョン（注41）」が掲げられ、また、長野
県の軽井沢で行われたG20関係閣僚会合で策定し
た「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組（注42）」
が承認された。この節では、G20を中心に、海洋
プラスチックをめぐる2019年の国内の動きをまと
める。

1 背景に廃プラスチックの規制強化

海洋プラスチックの主要な発生源は東・東南アジアに集中しており、それらの地
域では流出経路などに関する科学的知見が不足している。そこで日本政府は2019年
3月、メコン川やガンジス川流域でのモニタリング調査等を推進するため、国連環
境計画（UNEP）に1億2，300万円を拠出した。

注39
UNEP, ”Single-use Plastics :
A roadmap for Sustainabil-
ity ” 2018年6月 https:/ /
wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/25496/
singleUsePlastic _ sustainabil
ity.pdf

注40
http:// www. jean. jp / Ocean
PlasticsCharter_JEANver.Pr
ovisionalFull-textTranslation.
pdf

注41
https://www.mofa.go.jp/
mofaj/files/000529032.pdf

注42
https://www.env.go.jp/press
/files/jp/111827.pdf

図2―3―1 スーパーに設置されたペット
ボトルのリサイクル機
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海洋への流出の一因とされているのが、先進国が上記の地域に輸出している廃プ
ラスチックである。現地では、汚れなどが理由で有効活用できず野積みされた場所
から、陸や海が汚染される状況が続いていた。日本は米国などに次ぐ廃プラスチッ
ク輸出国であり、年間約900万トン発生する廃プラスチックのうち国内で処理しき
れない100万トン以上を「リサイクル向け資源」として海外へ輸出してきた。半量
以上が中国向けであったが、中国は環境汚染防止のため2017年末に廃プラスチック
の輸入を原則禁止した。そこで日本は2018年以降、タイやマレーシア、ベトナム、
台湾などへの輸出量を増やした。しかし現在、これらの国々でも輸入禁止や基準の
厳格化が進んでいる。
2019年4月29日～5月10日にスイス・ジュネーブで、有害廃棄物の国境を超えた
移動を規制する「バーゼル条約」の締約国会議が開催された。そこでは、日本がノ
ルウェーに賛同して共同提案した案件が議論され、規制対象に廃プラスチックを加
えることが決まった。改正バーゼル条約によって、2021年以降、リサイクルが難し
い廃プラスチックは、受入国の同意なしには輸出できなくなる。

2 Ｇ20に向けた日本のアクションプランや戦略

大阪で開催されたG20サミットに先立ち、日本政府は2019年5月31日に「海洋プ
ラスチックごみ対策アクションプラン」を策定した。同年2月から関係府省が検討
してきたもので、「新たな汚染を生み出さない世界」の実現を目指している。今後
の行動方針を順序立てて定めており、まず、廃棄物処理制度によるプラスチックご
みの回収・適正処理の徹底と、ごみの発生自体の防止を進め、「それでもなお環境
中に排出されたごみ」については、陸域でも海洋でも回収に取り組む。また、海洋
流出しても影響の少ない素材の開発などイノベーションを促進する。さらに、国内
での連携協働に加え、途上国等における海洋プラスチックごみの効果的な流出防止
にも貢献する。そして、基盤となる実態把握や科学的知見の充実を図る、という内
容である。
このアクションプランと同時に、環境省をはじめとする関係省庁（注43）は、「プラ
スチック資源循環戦略（注44）」を策定した。主な数値目標を抜粋すると、
① 2030年までに、ワンウェイのプラスチック（容器包装等）を累積で25％排出
抑制する。
② 2025年までに、プラスチック製容器包装・製品のデザインを分別容易かつリ
ユース可能またはリサイクル可能なものとする。
③ 2030年までに、プラスチック製容器包装の6割をリユースまたはリサイクル
する。
④ 2035年までに、すべての使用済プラスチックをリユースまたはリサイクルし、
熱回収も含め100％有効利用する。
⑤ 2030年までに、プラスチックの再生利用（再生素材の利用）を倍増する。
⑥ 2030年までに、バイオマスプラスチックを最大限（約200万トン）導入する。
など、意欲的な数字が並び、G7の「海洋プラスチック憲章」を上回る内容を持つ
戦略となっている。
この戦略には、レジ袋の有料化も含まれる。日本政府は東京オリンピック・パラ

注43
消費者庁、外務省、財務省、
文部科学省、厚生労働省、農
林水産省、経済産業省、国土
交通省、環境省

注44
https://www.env.go.jp/press
/files/jp/111747.pdf
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リンピック開催までに、世界的な動向に合わせ、基本的にレジ袋の無料配布をやめ
る方向で調整を進めている。

3 大阪G20で海洋プラスチックのゼロ目標に合意

G20サミットの2週間前にあたる2019年6月15・16日に、長野県軽井沢町で原田
義昭環境大臣（当時）と世耕弘成経済産業大臣が共同議長を務め、「G20持続可能
な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」が開催された。
この会合では、G20で初めて海洋ごみが議論された2017年のドイツ・ハンブルクの
サミットで決まった「G20海洋ごみ行動計画」に沿って、効果的に対策を進めるた
めの具体策が話し合われた。そして採択されたのが、G20海洋プラスチックごみ対
策実施枠組である。新興国や途上国も含むG20各国が自主的な対策を実施して継続
的に報告・共有し合うための枠組みで、「能力強化のための国際協力」「海洋プラス
チックとマイクロプラスチックの現状と影響の測定とモニタリング等のための科学
的基盤の強化」などを実施項目に盛り込んでいる。なお、G7各国から海洋へのプ
ラスチックごみの流出量は合計しても全体の約2％に過ぎないが、G20からの流出
量は約48％にのぼる。
6月28・29日には、日本初のG20サミットが大阪で開催された。ここで、軽井沢
で採択された「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」が承認された。2019年3
月にケニア・ナイロビで開催された第4回国連環境総会（UNEA4）での「海洋プ
ラスチックごみ及びマイクロプラスチックに関する決議」「使い捨てプラスチック
汚染対策に関する決議」などのUNEP で先行している動きを考慮して、「当該枠組
は、UNEP の作業を補完することが期待される」と位置づけられた。
大阪G20では、海洋プラスチックごみによる新たな汚染を2050年までにゼロにす
ることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が、20か国・地域の首脳に
共有された。そして、サミットの成果をまとめた「G20大阪首脳宣言（注45）」の第39
段落には、この将来展望をG20にとどまらない世界共通のビジョンとして、国際社
会に広く呼びかけていくことが記載された。
また、宣言の同段落には、「改善された廃棄物管理及び革新的な解決策によって、
管理を誤ったプラスチックごみの流出を減らすことを含む、包括的なライフサイク

注45
第3部参照

図2―3―3 軽井沢町で開催された「G20持続可能な成長のためのエネルギー転換と
地球環境に関する関係閣僚会合」

（出典：経済産業省）
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ルアプローチを通じて、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染を
ゼロにまで削減することを目指す」と明記された。30年先とはいえ、この課題に対
してゼロという極限の目標を掲げて、大阪G20は幕を閉じた。

4 「マリーン・イニシアティブ」で途上国支援を約束

大阪G20閉幕後、日本政府は、大阪ブルー・オーシャン・ビジョンを実現するた
めに、「マリーン（MARINE）・イニシアティブ（注46）」を立ち上げた。日本の支援に
よって、途上国の廃棄物管理に関する能力構築やインフラ整備などを目指す。
マリーンは、廃棄物管理（Management of Wastes）、海洋ごみの回収（Recovery）、
イノベーション（Innovation）、能力強化（Empowerment）の頭文字から命名され
た。
具体的な施策として、①二国間ODAや国際機関経由の支援等の国際協力、②日
本企業・NGO・地方自治体による活動の国際展開、③ベスト・プラクティスの発
信・共有の3つが挙げられ、国際協力の一環として、世界において、2025年までに、
廃棄物管理人材を1万人育成するという5年期限の目標も掲げた。ASEAN諸国と
海洋プラスチックごみ対策に関する知見を共有するため、「海洋プラスチックごみ
ナレッジセンター」を設立することも表明した。

5 環境省による国内外での取組み

環境省は2019年9月、「プラスチック資源循環戦略」に基づく「令和元年度脱炭
素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業」として、計29件を
採択した。計60件の公募のなかから、「石油由来プラスチックの代替素材である再
生可能資源への転換及び社会実装化に係る技術実証事業」については委託事業15件
と補助事業10件、「プラスチック等のリサイクルプロセス構築・省 CO2化に係る技
術実証事業」については補助事業4件が選ばれた。
海洋プラスチック削減に直接的に資すると期待される補助事業としては、自然環
境中（土中、淡水・海水中）で生分解するセルロース粒子でマイクロプラスチック
ビーズの代替を試みるレンゴー（株）の事業が採択された。
また、環境省は2019年10月8日～11日に東京で、経済産業省、国連大学サステイ
ナビリティ高等研究所と「G20資源効率性対話・G20海洋プラスチックごみ対策実
施枠組フォローアップ会合」と関連イベントを共催した。「G20海洋プラスチック
ごみ対策実施枠組」に基づく初めての報告・共有の場である。G20各国に加え17か
国の担当者と、国際機関、研究機関などから計100人ほどが集まり、関連イベント
の「海洋プラスチックごみに関する日・米・EU共催ワークショップ」では、日本
がモニタリング、米国がイノベーション、EUが発生源の把握・推定に関する議題
をリードした（注47）。
一般公表を前提に各国の対策や優良事例を掲載する「G20海洋プラスチックごみ
対策報告書（注48）」も、今回初めてまとめられた。報告された国際協力プロジェクト
は39件あり、うち23件の実施対象が東南アジアであった。2020年のサウジアラビア

注46
https://www.mofa.go.jp/mo
faj / ic / ge / page25_001919.
html

注47
2日目からの「G20資源効率
性対話・G20海洋プラスチッ
クごみ対策実施枠組フォロー
アップ会合」では、一般向け
の公開シンポジウムも開催さ
れ、約300人が参加した。「G
20資源効率性対話」は、「ラ
イフサイクル全体にわたる天
然資源利用の効率性、持続可
能性の向上や持続可能な消費
生産形態の促進に向け、G20
各国間のグッド・プラクティ
スや各国の経験を共有するこ
と」を目的とするダイアログ
である。東京での開催は、2017
年のドイツ・ベルリン、2018
年のアルゼンチン・プエルト
イグアスに次ぐ第3回で、今
回初めて「G20資源効率性対
話ロードマップ」を策定した。
そのなかで、重複を避け相乗
効果を高めるための「G20海
洋プラスチックごみ対策実施
枠組との協働」が記された。

注48
概要：https://www.env.go.jp
/press/files/jp/112575.pdf
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G20でも、引き続き、成果の共有を図る。
日中の二国間交流としては、2019年10月21日に環境省が、中国の黄海で「海洋プ
ラスチックごみの実態に関する日中共同調査」を実施した。日本からは東京海洋大
学の内田圭一准教授ら3名が参加し、中国の国家海洋環境観測センターの研究員と
ともに、漂流および海底のマイクロプラスチックに関する調査活動を行った。調査
の工夫や算出方法などの両国の違いを知り、今後、調査手法の整合と情報交換の継
続が重要であることを確認した。さらに、11月25日に東京で開催された第3回日中
環境ハイレベル円卓対話（注49）では、小泉進次郎環境大臣の開会挨拶後に海洋プラス
チックごみのセッションが行われ、両国の取組みについて意見交換が行われた。

6 日本の海ごみゼロを実現する

日本は、2019年のG20で、「海洋プラスチックごみによる新たな汚染を2050年ま
でにゼロにする」という大阪ブルー・オーシャン・ビジョンを掲げた。今後30年で
プラスチックをまったく使わない生活に移行するのは現実的ではないため、より多
くの人が「これ以上、海にプラスチックを流さない」という意識で行動できる社会
の仕組みづくりが重要である。
街中のごみが川を経由して海に流れ出る前に、できるだけ回収しようと行動する
市民や、製品の企画段階から、プラスチックの利用を最小限に留めようと努める企
業など、多くの主体の参画が求められている。すでに日本国内では確かな動きが起
きており（注50）、2019年にも、さまざまな取組みが見られた。
自治体による取組みの新たな例としては、大阪市が「プラスチックごみ削減目標」、
京都市が「京都市プラスチック資源循環アクション～プラスアクション12～」を策
定したほか、さいたま市や福岡市などが使い捨てプラスチック削減に役立つマイボ
トルの普及を目指し、給水スポットを市内に設置した。2018年に「かながわプラご
みゼロ宣言」を発表した神奈川県の南部、相模湾に面する葉山町は、2019年10月か
ら「はやまクリーンプログラム」を始動した。町が設置管理する公共施設でペット

注49
日本国環境省と中華人民共和
国生態環境部が主催、笹川平
和財団海洋政策研究所などが
共催、https://www.env.go.jp
/press/107471.html

注50
『海洋白書2019』巻頭特集を
参照

図2―3―4 環境省ホームページからダウンロード可能な「海洋ごみ教材」
（出典：http : //www.env.go.jp/water/var/www/html/_iq_import/water/marine/litter/post_43.html）
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ボトル飲料の販売を廃止、公共施設への職員によるレジ袋の持込み禁止、マイボト
ルの推奨といった足元の取組みに加え、町内の事業者に「レジ袋やプラスチック容
器の削減に向けた取組み」などを要請し、「プラスチックを使わない町」を目指す
という。大学による取組みでは、東京農工大学が8月に「農工大プラスチック削減
5Rキャンパス」活動を宣言し、政府のプラスチック循環資源戦略にある「3R（Re-
duce, Reuse, Recycle）＋Renewable（再生可能資源への代替）」に研究（Research）
を加えた「5R」を掲げた。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、2019年6月5日（環
境の日）に、東京大会のサーフィン会場となる千葉県一宮町の釣ヶ崎海岸で「スポ
GOMI 大会」を開催した。約150人の参加者が、大会出場を目指すサーファーとと
もにビーチクリーンを実施して、合計約45kgのごみを拾った。「スポGOMI 大会」
は、（一社）ソーシャルスポーツイニシアチブが2008年から継続している活動である。
ポイントを競い合うチーム対抗の「ごみ拾い」で、スポーツのように楽しみながら
環境保全に貢献できる。
2018年11月に海ごみ対策のムーブメント「CHANGE FOR THE BLUE（注51）」を発足注51

https://uminohi.jp/umigomi/
index.html

表2―3―1「海ごみゼロアワード」表彰者

最優秀賞
流域一丸！荒川クリーンエイドで河川／海洋ごみソリューショ
ン！

NPO法人荒川クリーンエイ
ド・フォーラム

審査員特別賞 脱プラスチックに貢献する可食性フィルムの研究開発 伊那食品工業㈱

アクション部門

環境大臣賞 海岸漂着ゴミ回収と海洋ゴミの漂流ルートについての調査研究
兵庫県立神戸商業高等学校
理科研究部

日本財団賞 一人の100歩から100人の一歩へ「拾い箱」プロジェクト 誇れるふるさとネットワーク

イノベーション部門

環境大臣賞
「詰替え」から進化した「付け替え」へ ～スマートホルダー
の提案～

花王㈱

日本財団賞 分別いらず、海ゴミから燃料が作れるリサイクル装置 ㈱ワンワールド・ジャパン

アイディア部門

環境大臣賞
SNS を活用したクリーンアクション Litterati の普及により、
データ×アートでポイ捨て問題を解決する

任意団体 Litterati Japan

日本財団賞 うどん県からはじめる脱使い捨てプラスチックボトルの取組み NPO法人アーキペラゴ

図2―3―5「海ごみゼロアワード」のウェブページ
（出典：https : //uminohi.jp/umigomizero_award2019/）
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第4節 北極における科学研究の推進

した日本財団は、2019年5月22日に、ペットボト
ル飲料メーカー大手である日本コカ・コーラ（株）
とともに「陸域から河川への廃棄物流出メカニズ
ムの共同調査」を始めると発表した。海洋ごみと
して流出する使用済みプラスチック資源を、限り
なくゼロに近づけるため、陸域でのプラスチック
ごみの発生源や流出メカニズムを解明し、今後の
対策に役立てるという。
日本財団は、5月30日（ごみゼロの日）と6月
5日（環境の日）と6月8日（世界海洋デー）と
前後の土日を含む2019年5月25日～6月9日を
「海ごみゼロウィーク」と定め、環境省と共催で、
海洋ごみの全国一斉清掃キャンペーンを実施し
た。50名以上の団体にはオリジナルごみ袋を贈呈し、「一体感や可視化のため」青
いアイテムを身に付けて参加することを呼び掛けた。結果、40万人以上が参加して、
可燃113，807袋、不燃53，486袋、PET38，543袋、その他2，624袋、合わせて軽トラッ
ク約1，764台分のごみを回収できた。
軽井沢で行われたG20関係閣僚会合の翌日、2019年6月17日には、日本財団と環
境省が東京都内で「海洋ごみゼロ国際シンポジウム」を共催した。その会場で、「海
ごみゼロアワード（注52）」の表彰式を行った。同アワードは、「アクション」「イノベー
ション」「アイディア」の3部門で海ごみ対策を全国から募り、優秀なモデル事例
を選出し、最優秀賞100万円など、各賞に奨励金を授与した。最優秀賞には、調査
を兼ねた地道なごみ拾いを長年続けてきたNPO法人荒川クリーンエイド・フォー
ラムが選ばれた。
海洋プラスチックごみは地球規模の巨大な課題だが、若い世代をはじめ、多方面
の人びとがその発生メカニズムを知って意識を変えて行動に移し始めている。国内
外を含めて人びとを巻き込む動きが広がることで、高い目標である「ゼロ」に、社
会全体が一歩ずつ近付くことが期待される。

（瀬戸内 千代・角田 智彦）

1 は じ め に

「北極」は、白夜が存在する北緯66度33分以北のいわゆる北極圏という地学的な
定義以外に、最暖月の月間平均気温が0℃以上10℃未満のツンドラ気候帯と北極海
全体を合わせた植生と気温による定義、特に海洋部分に着目した平均海面水温と海
氷の分布による定義がある。北極は20世紀後半までは氷と雪に閉ざされた場所で、
純粋に自然科学・人文科学の対象となることはあっても国際的な利権争いの場とな

注52
https:// uminohi. jp / umigomi
zero _ award2019/ announce
ment.html

図2―3―6 日本財団賞を受賞したNPO法
人アーキペラゴの取組みで、
マイボトルに給水できる香川
県内の店などに貼られたス
テッカー
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ることはあまりなかった。しか
し、地球上でも特に著しい温暖
化（図2―4―2）の結果として、
特に夏期の北極海氷が減少（図
2―4―3）、陸上では永久凍土の崩
壊による植生や地勢の変化が北
極へのアクセスを容易にした。
それと同時に、北極が持つ経済
的・産業的な価値を高め、特に
夏期の北極を静かに孤立した場
所から、世界が注目し経済的な

活用を目指す場へと変化させてきた。一方、北極圏の8か国（注53）（北極圏国）と6
つの北極圏先住民団体を中心として1996年9月に結成された北極評議会（Arctic
Council）では、北極の持続可能な開発、環境保護について協力を推進することを
目的として、評議会設立以前からの活動を増強してきた。現在では、北極圏汚染物
質行動計画作業部会（ACAP（注54））、北極圏監視評価プログラム作業部会（AMAP（注55））、
北極圏植物相・動物相保存作業部会（CAFF（注56））、緊急事態回避、準備及び反応作

注53
カナダ、デンマーク、フィン
ランド、アイスランド、ノル
ウェー、ロシア、スウェーデ
ン、米国。

注54
Arctic Contaminants Action
Program

注55
Arctic Monitoring and As-
sessment Programme

注56
Conservation of Arctic
Flora and Fauna

図2―4―2 全地球表面での年平均気温の変化
（資料：末吉哲夫氏提供）

図2―4―1 北極圏グリーンランドの街イルリサット

図2―4―3 北極海氷の最小面積（万平方キロ）
（資料：末吉哲夫氏提供）
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業部会（EPPR（注57））、北極圏海洋環境保護作業部会（PAME（注58））、持続可能な開発
作業部会（SDWG（注59））という6つの作業部会が置かれるにいたっている。
その間、日本は新成長戦略としての「グリーン・ネットワーク・オブ・エクセレ
ンス（GRENE（注60））事業」として2011年度に国家プロジェクト「急変する北極気候
システム及びその全球的な影響の総合的解明」を開始したことが大きな力となり、
2013年5月に北極評議会のオブザーバーの資格を取得した。また、それとほぼ同時
期に第2期海洋基本計画が策定、承認され、北極域の観測・研究、グローバルな国
際協力、北極海航路の可能性検討を中心に総合的かつ戦略的に北極に関する諸課題
に取り組むことが明記された。これを契機に、遠く離れた北極という地域での研究
が、日本の社会や国家に持つべき意味・意義にも変化がもたらされている。2015年
9月に文部科学省によって開始された北極域研究推進プロジェクト（ArCS（注61））は、
その後2015年10月に策定された「我が国の北極政策」のなかで、北極の持続的な利
用を可能とするために、国際的な議論の場をリードし日本のプレゼンスを高め、日
本が得意とする科学・技術をもって世界、特に北極圏国に貢献すると定められた。
国際的な背景を考えると、2015年は、2000年9月に国連ミレニアム・サミットで
採択された国連ミレニアム宣言にもとづくミレニアム開発目標（MDGs（注62））が終
了し、新たに2030年までの指針として、持続可能な開発のための2030アジェンダと
そこに記載された持続可能な開発目標（SDGs（注63））が策定された年でもあった。
2030アジェンダは、自然環境、社会・経済、人間社会の持続的発展を重要な3つの
要素とし、これらの適切なバランスのうえに開発が行われることで、人類の持続的
発展、さらには人類の尊厳が確保されるという主張が骨子となっている。
ArCS は北極をとりまくこうした状況のなかで開始された。

2 ArCS の構造と活動方針

図2―4―4に ArCS の構造を示す。ArCS は、「我が国の北極政策」の骨子となってい
る「日本が北極問題の解決に科学をもって貢献し」、「北極域での秩序ある持続可能
な発展に主導力を発揮する」ことへの裏付けを用意するために、科学的成果の創出
や国際共同研究の拠点整備・増強事業、北極評議会関連の作業部会等への専門家派
遣事業、若手研究者への北極研究機会供与に係る事業を持ち、国際共同研究推進事
業の下には8つの研究テーマが配置された。
国際共同研究の推進事業には、自然科学・工学だけではなく、その科学的な成果
を直接的に社会や人びとと共有することを目指して、人文・社会科学のテーマが含
まれていた。人文・社会科学のテーマ導入は、これまでの国家主導の自然科学主体
の研究プロジェクトとしては珍しく、本プロジェクトの大きな特徴であった。
ArCS は開始当初から、科学的な成果を政策決定者（policy maker）や民間（private
sector）の意志決定者（decision maker）、さらには広く日本国民や北極域先住者
等の利害関係者（stake holder）に理解しやすい形で提供するという使命が課せら
れた。そこで、まずは日本が北極を研究することの意味と意義について社会からの
理解を得ることを目指した。同時に、一般の人びとにも北極に興味を持ってもらえ
るように、公開講演会などの広報も重要な活動とした。また、国際共同研究推進事
業の6つの自然科学・工学系の研究テーマからの成果やデータについて、国立極地

注57
Emergency Prevention,
Preparedness and Response

注58
Protection of Arctic Marine
Environment

注59
Sustainable Development
Working Group

注60
Green Network of Excel-
lence

注61
Arctic Challenge for Sus-
tainability

注62
Millennium Development
Goals

注63
Sustainable Development
Goals
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研究所が管理する「北極域データアーカイブシステム（ADS（注64））」に登録後は人
文・社会科学研究テーマで共有し、社会的な情報に変換して、広く国内外の利害関
係者に発信する形を考えた（図2―4―5）。
そのひとつとして、2018年度後半から2019年度にかけて、北極の現状と将来像に
ついて、自然環境、北極航路、北極の生態系、現地住民の生活という点から平易な
文章で解説し、政策決定者や民間にプロジェクト成果を伝える小冊子『これからの
北極』を発行した。

注64
Arctic Data archive Sys-
tem, https://ads.nipr.ac.jp/。

図2―4―5 研究テーマ間のデータ情報フロー

図2―4―4 ArCS の実施体制
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3 ArCS の活動

ArCS はそのプロジェクト公募時から、論文発表等が示す個々の科学面での成果
（アウトプット）だけではなく、さらに社会的波及効果（アウトカム）が求められ
た。ArCS は、北極域に関する国家プロジェクトとしてどのようなアウトカムへの
責任を負っていたのだろうか。
ArCS は、①北極に特徴的な現象の研究を国際共同として実施すること、②北極
圏国内での連携拠点の増強と整備を行うこと、③北極評議会傘下、それと関連の深
いワーキンググループ、さらには北極関連の国際会議に多数の専門家を派遣するこ
とを3つの大きな柱としてアウトカムを実現させようとした。また、研究者以外の
人びと、社会、政策決定者に、成果と情報の積極的な発信を行ってきた。

1 科学的成果
北極研究の多様性確保は、日本や世界が北極に向き合っていく指針を補強するた
め、そして将来の北極政策に関する PDCAサイクルを支えるために重要と考えら
れる。そのためには北極域の自然環境、生態系、さらには住民の生活のもつ脆弱性
についての十分な科学的知見と予測を社会に発信できる研究が必要とされる。その
一方で、ArCS は国のプロジェクト研究として国益に直結するアウトカムが期待さ
れ、多くの研究は日本の北極政策と国連の2030アジェンダの実現を目指すものが中
心となった。しかし、科学活動が科学以外の価値観に強く規制（あるいは自制）さ
れて研究の対象が絞られれば、アウトカムそのものが数少ない科学的成果のみに
よって補強せざるを得なくなる。このような事態を避けるべく、ArCS 傘下の研究
には多様性を持たせるよう留意した。その結果、2019年9月の段階で、570編の多
様な英文査読論文が刊行されるに至っている。

2 ファシリティ（研究基盤）
ArCS は、①北極圏国に置いた研究拠点増強事業、②北極圏国研究施設への研究
者派遣事業、③北極関連国際集会などへの専門家派遣事業、④データマネージメン
トの4点を行ってきた。
研究拠点の増強により、拠点数と協力国がともに増加、日本の北極研究のプレゼ
ンスを向上させた。さらに、研究者派遣事業によって派遣された ArCS 研究者と北
極圏国研究者との共同研究が展開される場となった。特にヤクーツクとフェアバン
クスでの観測タワーは、積雪と植生の関係、永久凍土の変化と植生の変化の関係と
いった北極域に特有の現象を多項目かつ長期にわたって比較的安価に取得できる世
界的にも稀有な拠点となった。設置された国（ロシア、アメリカ）の研究者のみな
らず、北極域の植生変化に興味を持つ第三国の研究者との共同研究も行われるよう
になった。
北極圏国研究施設への研究者派遣事業では、当初は若手研究者と北極圏国研究者
との現地での中長期にわたる研究交流を通じた次世代の国際的な北極研究者の育成
を大きな目的としていた。2017年度以降は、民間企業職員や地方県庁職員を北極評
議会などの国際会議に短期派遣し、北極をとりまく社会的な状況の理解と他国から
の出席者との会話をうながすことも目的に加えた。
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観測情報データの
収集・保管

ワークベンチ
Online visualization 公開

北極関連会議などへの専門家派遣事業では、北極評議会傘下のワーキンググルー
プ（Black Carbon 等）のほか、生態系の調査、原住民との共同調査、国際会議・
学会等での成果発表にも派遣を行った。特に毎年10月にアイスランドのレイキャビ
クで開催される北極評議会総会のうち、ArCS 期間中の2015年から2019年まで5回
について専門家を派遣、日本セッション（分科会）を開催した。このセッションで
は、ArCS を中心とする日本の北極域での活動とそのアウトカムについて聴衆と意
見交換を行った。
データマネージメントでは、北極域で実施された観測や研究からもたらされた多
種多様なデータを収集した北極域データアーカイブシステム（ADS）（図2―4―7）を
中心に、ワークベンチとしての機能を拡充した。特に北極海での「気象、海氷状況
の予測と北極航路支援情報の統合」（図2―4―4のテーマ1）と連携、民間の船舶運航
組織とも協働してヨーロッパから日本までの最も経済的な航路を算出する手法を考
案した。これは北極海での船舶観測にも利用されている。一方、データ収集につい
ては、ArCS 傘下で行われた観測とモデル開発結果についてはすべて収集すること
を目標とした。しかし、現状では、収集されるべきデータが多いだけでなく、文化
人類学的・社会学的なデータなど極めて多岐にわたることから、一部はメタデータ
のみの提出となっている（2019年11月現在）。また、データを配布するため、地球
観測に関する政府間会合（GEO（注65））のデータポータルへの登録と通常のウェブで

注65
Group on Earth Observa-
tion

図2―4―6 整備・増強された連携拠点

図2―4―7 ADS の業務
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の公開を行った。ウェブ上では ADSがワークベンチとして作成したデータも公開
されている。
ADSでは、元のデータとその加工したデータについて、ArCS 終了までにはほぼ
公開が完了する見通しである。ひとつのプロジェクトで得られたすべてのデータが
公開されるのは、北極に関するかぎり ArCS 以外には世界的にも少数である。これ
は「我が国の北極政策」に述べられている国際共同の推進という目標が、ArCS で
誠実に達成されてきたということであり、日本の北極に対する姿勢に、国際的な信
用を与えている。

3 プロジェクト外との関係
ArCS と外部との意思疎通の方法として、プロジェクトのウェブサイト（注66）（図2

―4―8）の運営、電子メールによるニュースレターの配信、一般に向けた公開講演会
の開催など行ってきた。さらには国外有識者による国際助言委員会、北極研究者以
外もメンバーとする評議会の設置など実施した。また、プロジェクト4年目にあた
る2018年度後半には研究者以外を読者と想定した北極に関する小冊子『これからの
北極』を発行した。
ウェブサイトは、ArCS の活動の理解、ADSの利用に関して有効であったが、一
方で、子どもも含めた若い人が興味を持つようなサイト運営の必要性も示された。
一般向けの公開講演は、日本にとって北極とその研究がなぜいま必要なのかを、
研究者以外の人にも考え、理解してもらうことを大きな目的とした。毎回の講演タ
イトルは、社会との関連を前面に出すものとした。質疑応答時間や休憩時間にも、
参加者と ArCS 関係者の双方向のコミュニケーションをもつ良い機会となった。国
会議員の参加もあり、政策決定者および意志決定者が日本の北極研究を推進する際
の論拠を提供する一助となったと考えられる。
国際助言委員会は、ArCS の進め方や個々の科学的な成果への評価を含む助言を、
世界的な視野から行ってもらうために、北極関連の国家あるいは国際的な大規模な

注66
https://www.arcs-pro.jp/

図2―4―8 ArCS のウェブサイト
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プロジェクトの代表者5名を委員に任命した。2018
年度の会合（図2―4―9）では、ArCS の研究者からす
べてのテーマと事業の説明を行い、ArCS の科学的
な進捗と国際的な貢献について意見を交換した。全
委員に共通する意見として、ArCS がこれまでに提
出してきた自然科学・社会科学の成果が世界的にも
高いと認められること、海外の連携拠点の整備、専
門家の国際会議やワーキンググループへの派遣が国
際協力に大きく貢献していることがあげられ、それ
らをもとに、今後の社会的なアウトカム醸成への期
待が表明された。
評議会は、プロジェクトと社会の会話の窓口とい
う非常に重要な会合として位置付けられた。運営お

よび社会との関連の持ち方に関して ArCS の抱える問題点を幅広い観点から議論し
アドバイスを求めた。評議員にはマスコミ関係者も含まれており、北極研究の存在
を社会に知らせるための手段と方法、評議会の協力可能性について示唆と提案がな
された。いずれも ArCS の社会的な位置取りの改善に有用であった。
社会への情報発信ツールとして発行した『これからの北極』は、今後北極の自然
や人びとの生活がどのように変わっていくのかを主題として、複数の ArCS の研究
テーマを集めて平易に解説し、ひとつの読み物とした。『これからの北極』という
書名は、近い将来に日本が北極に対してどのように向き合うことが必要になるかを
伝えることを意識して選定したもので、関係省庁、国会議員、学校の図書館を中心
に配布した。この54ページの小冊子がどのようなアウトカムを引き起こすかはまだ
定かではないが、ArCS が望む相手にプロジェクト側からアクセスしたことは、ArCS
がその目的、目標に接近するための大きな一歩となっている。

4 社会的波及効果（アウトカム）
1や2に紹介したように、ArCS からは多くの成果があげられている。科学論文
や書籍等の著作、学会発表などだけではなく、北極関連の会合や報告書作成のため
の専門家派遣、海外連携拠点の充実・強化など数字で示すことが難しい成果も多数
存在している。一方、ArCS のプロジェクトとしての成果は、個々の成果を情報と
して統合し、それを社会に開示することによって社会で生じる変化―アウトカムを

注67
IAB：International Advisory
Board、国際助言委員会

注68
https : //www.arcs-pro.jp/
about/pamphlet/booklet
201903b.pdf

図2―4―9 2019年2月に行われた IAB の会合（注67）

図2―4―10 小冊子
『これからの北極』（注68）
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誘起することで示される。つまり、日本の北極政策が推進されることである。ArCS
の目的と「我が国の北極政策」の目指すものとをあわせて考えると、2020年11月の
第3回北極科学大臣会合（ASM3（注69））の日本とアイスランドの共催は、これまで
に生じた最も重要なアウトカムであろう。また、北極が日本にとっても重要な地域、
あるいは海域であることがマスコミから発信されるようになってきたのも、ArCS
の存在なしにはなり得なかったであろう。その他の動きとしては、2018年に改定さ
れた「海洋基本計画」内で北極が大きく取り扱われるようになったこと、北極域観
測船の建造を明確化し北極研究に対して日本がより主体的な位置をとるようになっ
たことなどがあげられる。なお、今後は、「我が国の北極政策」の改定も想定され
る。ArCS が現行北極政策の具現化に取り組んできた成果が新たな「我が国の北極
政策」に反映されることは十分に期待できる。これは、現行の北極政策の評価にも
応用され、評価にもとづいた新たな政策の策定につながっていくということであり、
ArCS が国家プロジェクトとして推進された大事な意義であると考えられる。

4 今後の課題

2019年度で終了する ArCS に次ぐ北極研究プロジェクトが、国家プロジェクトと
して行われる場合に考えられる課題について述べる。何よりも重要なこととして、
北極の過去と現在の姿、そして今後起こり得る変化について、政策決定者に正しく、
理解しやすく伝えるということが挙げられる。そのためには、
① より多数の研究者が生活面でも安定して参画できるような仕組みを持つ
② 日本のための総合的な北極研究を行う研究所あるいは研究組織を持ち、研究
に対する事務的なサポートも強化する
③ 北極研究を広く全球的、全人類的な観点から考えられる人材を育成し北極研
究にかかわらせる
④ 科学面での成果を社会実装するべく工学的な視野を持つ研究者をより積極的
にとりいれる
⑤ 北極政策のよりどころとなるような情報を政策決定者に提供できる効率的な
仕組みを作る

ことに集約されると考えている。いずれの課題についても一朝一夕でその十分な解
決を見られるものではない。しかし今後も日本が国家プロジェクトとしての北極研
究を継続していくなかで、個々の課題に着実な前進が見られることが期待される。
ArCS も含めて、これまでの北極研究は、北極評議会に属するワーキンググルー
プへの参加、先住民との協働などを通じた北極評議会と北極圏国への貢献を中心に
据えてきた。今後は、北極に関する国際情勢がどのように変化しても先にあげた研
究プロジェクトにおける5つの課題は、日本の北極研究が日本の社会に根ざしつつ
国際的な優位性を確保するために重要であり、北極ガバナンスへのわが国の関与が、
北極圏国のみならず世界から歓迎され尊重されるための要点となろう。

（深澤 理郎）

注69
3rd Arctic Science Ministe-
rial
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かつて、富山湾に観光に来た人が地元の人に「どこか良い所はないですか」と聞
くと、「なんもないちゃ」という返事が返ってきたそうである。そのような富山湾
が「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟したことを契機として、人の意識と海辺の
景色が大きく変わりつつある。ここでは、その取組みについて紹介する。

1 「世界で最も美しい湾クラブ」への加盟

「世界で最も美しい湾クラブ」とは、湾を活用した観光振興と環境保全を目的に
1997年に設立された、フランスのヴァンヌ市に本部を置く国際的NGO組織である。
その目標（注70）として次の3点を掲げている。
① 湾の自然や固有性を保全する責務と経済発展の両立を確保しながら、その地
域に住む人びとの生活様式や伝統を尊重する。
② 湾の自然環境や景観を保全するだけでなく、それを観光資源として活かすこ
とで観光振興や地域経済の活性化に貢献する。

③ 加盟都市やクラブの使命
に賛同する国際機関や研究
機関との間で、湾の保全や
観光振興に関する専門知識
や経験の交流を促進する。
フランスのモンサンミッシェ
ル湾やベトナムのハロン湾など、
26か国1地域から44湾が登録さ
れており、富山湾は2014年に加
盟した。日本から松島湾、駿河
湾、宮津・伊根湾、九十九島湾
を含めた5湾が加盟している。
世界に認められた富山湾のブ
ランド力に磨きをかけ、その魅
力を国内外に発信するととも
に、後継者を育てて永続的な活
動を行っていくため、富山湾で
活躍している組織を中心に「美
しい富山湾クラブ」が2015年5
月に設立された。

2 富山湾クラブの取組み

「なんもないちゃ」と言われた富山湾沿岸であるが、世界で最も美しい湾クラブ
への加盟および翌2015年に北陸新幹線が開業したことを契機に、図2―5―3に示すよ

注70
世界で最も美しい湾クラブの
活動理念

図2―5―1 富山湾。後方に立山連峰を望む。

図2―5―2 世界で最も美しい湾クラブ（左）と美しい富山湾クラ
ブ（右）のロゴ
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⑧ヒスイテラス

③牡蠣の里

⑥魚津埋没林博物館

④滑川市観光遊覧船①記念モニュメント
⑤海王丸展望広場

⑦雨晴道の駅

②ひみ漁業文化
交流センター

うな多くのインフラの整備が富山湾の沿岸市町で進み、魅力的なビーチサイドに変
身し続けている。
① 世界で最も美しい湾クラブ加盟記念モニュメント（2014年11月、射水市）
北陸新幹線車両にも使用される曲面ガラスを使って「富山湾」をイメージしたモ
ニュメントが富山新港の海王丸パークに設置された。その後、富山湾の絶景ポイン
ト数箇所にも設置されている。
② ひみ漁業文化交流センター（2015年4月、氷見市）
世界中で使われている環境にやさしい越中式定置網漁法などを展示紹介する施設
として、氷見漁港にオープンした。
③ 牡蠣の里（2015年8月、入善町）
海洋深層水仕込みの生ガキを食べられる施設として、入善海洋深層水活用施設に
隣接して開設された。
④ 滑川市観光遊覧船「キラリン」（2016年、滑川市）
40人乗りの観光遊覧船「キラリン」が運航し、氷見市や射水市の観光船とともに
富山湾海上観光を楽しめるようになった。雄大な立山連峰や滝のように見える急峻
な川、神秘的なホタルイカ漁を海上から見学できる。2019年には自転車を積んで滑
川から氷見に船で行き、帰りはサイクリングで戻る「ジオライド＋G」が開催され
るなど、多様な利用が広がっている。
⑤ 海王丸展望広場（2018年4月、射水市）
富山湾や立山連峰の眺望に加えて、日本海側最大級の斜張橋である新湊大橋や、
帆船「海王丸」「日本海」と往来する船舶を一望できる展望広場が完成した。ゼン
マイ式望遠鏡も設置され、ゼンマイを回すことで富山湾や立山連峰などの音声案内
を多言語で聞くことができる。
⑥ 魚津埋没林博物館カフェ（2018年4月、魚津市）
魚津埋没林は、約2，000年前に片貝川の氾濫による土砂で埋もれたスギの原生林
が、その後の海面上昇により海中に埋もれた林で、国の特別天然記念物に指定され
ている。埋没林を展示している博物館にカフェ「KININARU」が併設され、見た目

図2―5―3 北陸新幹線開業を契機に整備された富山湾沿岸市町のインフラ
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はフルーツで中がケーキのスイーツが人気を集めている。
⑦ 雨晴道の駅（2018年4月、高岡市）
白砂青松の景勝の地で「日本の渚百選」のひとつにも選ばれている。天候に恵ま
れれば富山湾越しに3，000メートル級の立山連峰を望むことができる雨晴海岸に、
「～とおくを想う～」をコンセプトに道の駅がオープンし、絶景を見ながらランチ
やパフェを求めて多くの人が訪れている。
⑧ ヒスイテラス（2018年10月、朝日町）
太古の地球変動によってできたヒスイなどの美しい宝石が流れ着く「ヒスイ海岸」

表2―5―1 富山湾沿岸域で開催された主なイベントなど

イベント名 時 期 イベント内容

富山湾岸サイクリング 2015年4月～
氷見市から朝日町に至る102kmの「富山湾岸サイクリングコース」
が整備され、毎年、サイクリング大会を開催。

タモリカップ
2015年7月～
2018年7月

日本で最も多くの人が集まるヨットレースであるタモリカップが富山
湾で開催された。

美しい富山湾クラブ
会長賞を授与

2015年10月～
ユネスコ絵画展や弁論大会で、富山湾に関する優秀な作品や発表に対
して美しい富山湾クラブ会長賞を授与。

ふれあいビーチ
フェスティバル

2016年7月～
2016年は富山市岩瀬浜で海岸清掃を行った後、ビーチバレーなどを楽
しむイベントが行われた。2017年は岩瀬浜、2018年は射水市、2019年
は高岡市で開催。

富山湾～能登46km
の遠泳

2016年8月
慶應義塾大学の学生が黒部の荒俣海岸から能登半島の先端までの46
kmを遠泳。

富山大学で富山の観光
資源について講義

2016年10月～
富山大学経済学部に寄付講座「地域の観光資源と活用戦略」を開設。
講師を派遣して富山の観光資源について講義し、学生からの提案を受
けて富山湾を盛り上げている。

富山湾の映像化 2017年～

「海と日本 PROJECT」によって富山湾での取組みが映像化され、ユー
チューブなどにアーカイブされた。2019年からは「大好き！ 富山湾
プロジェクト」で、その映像も含めて富山湾に関する情報を網羅して
紹介されている。

富山あいのかぜ
ジェントルライド

2017年8月～
立山連峰と新湊大橋を眺めつつ、グルメも堪能しながら子供も大人も
楽しく参加できるサイクリングイベントが毎年開催されている。

富山湾ウェーブ 2019年
富山湾岸9か所に約3000人が集まって手をつなぎ富山湾をハグして海
岸清掃を行う取組みが行われた。

ONE FES 2019年5月～
富山湾の「湾」と「一番笑顔と愛を集める場所を創る」想いを込め射
水市で開催された野外音楽フェスティバル。

極東杯国際ヨット
レース

2019年8～9月

中国青島～ロシアウラジオストク～日本富山間のヨットレース。7艇
のヨットが日本海を横断した。富山港とウラジオストク港は1992年か
ら友好港であるが、このレースを契機に富山港と青島港も友好港とな
るように協議が進んでいる。

オープンウォーター
スイミング富山

2019年9月
五輪種目にもなったオープンウォータースイミング大会を富山で初め
て開催。

図2―5―4 富山湾ウェーブ（左）と極東杯国際ヨットレース（右）の模様
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に、観光交流拠点施設が開設された。観光交流、イベントなどを通じて、ヒスイ海
岸周辺の賑わいを創出するとともに、町内外の人たちが集う憩いの場として、地域
の活性化を図っている。

このほか、新湊マリーナに隣接したカフェ「SAZAN」の新設や富山駅北の環水
公園から富山湾に至るクルーズ富岩水上ラインへの4隻目の新艇「KANSUI」の導
入など、富山湾沿岸域の観光振興に係る取組みが進められた。
これらインフラにあわせて、富山湾沿岸域ではさまざまなイベントなどが開催さ
れ、多くの観光客が訪れるようになった。（表2―5―1）
とりわけ日本で初めての開催となった「世界で最も美しい湾クラブ」の世界総会

（2019年10月）は、これまでの世界総会で最多の世界15の国・地域から33湾約130名
が参加し、参加者は富山湾の眺望・歴史・文化・食に触れることができた。総会で
は、富山県が進めてきた脱プラスチックの取組みなど、各地の取組みが紹介される
とともに、地球環境変化などに対処する「富山宣言」が採択された。宣言では、冒
頭に示した3つの目標達成のため、加盟湾間での情報共有の強化や国際フォーラム
への積極的な参加、クラブの国際的な地位の向上などに優先的に取り組むことが掲
げられている。

3 意識の変化と今後に向けて

世界で最も美しい湾クラブに加盟してからの目に見える変化はインフラ整備やイ
ベントの開催であるが、一番大きな変化は地元の人たちが地域に誇りを持ち、さら
に良くしていこうという行動につながったことである。その後、富山湾沿岸の施設
がさまざまな機関から次のような認定を受けて、意識はさらに高まっている。
① 魚津のタテモン行事（注71）がユネスコ無形文化遺産に登録（2016年11月）
② 高岡市の北前船資料館などが日本文化遺産に認定（2017年4月）
③ 高岡岩崎ノ鼻灯台が「恋する灯台」に認定（2017年6月）
④ 魚津浦の 気楼（御旅屋跡）が国の登録記念物に登録（2019年11月）
しかし、このように世界に認められた素晴らしい富山湾であるが、海岸ごみの問
題や若い人の海離れなど、課題も多く残っている。

1 海岸ごみ問題
富山湾は、対馬海流に乗って運ばれてくる漂流物が能登半島でブロックされるた
め、湾に流れ着く漂着ごみは川の上流から運ばれてきた富山県内で発生した国内産
ごみがほとんどである。しかし、台風などの後の海岸は漂着ごみで覆い尽くされる
のが現状である。2013年に富山県が小矢部川支流河川にオイルフェンスを設置し、
川を流れるごみの種類や量を調査したところ、最もごみの量が多かった高岡市の千
保川では、7日間で31．5kg、広げると畳21畳分のごみが回収されたとのことであ
る（注72）。
海岸ごみの収集は、ボランティアを中心に行われているが、上流域の人たちを巻
き込んだ「ごみを捨てない運動」「プラスチックを使わない運動」に変えていかな
ければ、いつまで経ってもごみは減らない。富山県では全国に先駆けて2008年から

注71
魚津のタテモン行事を含む国
指定重要無形民俗文化財33件
が「山・鉾・屋台行事」とし
て、ユネスコ無形文化遺産に
登録された。

注72
http://www.pref.toyama. jp/
cms_pfile/00014049/ 012939
06.pdf
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レジ袋が有料化され、マイバッグ利用率が92％になっているが、さらに対策を強化
して進めていくことが求められている。漂着ごみをなくすためには次の対策が考え
られている。
① 使わない：ストローなど使い捨てプラスチックを使わない取組み
② 代替する：生分解性プラスチックなど自然に戻る代替製品の開発・利用
③ 捨てない：プラスチックの回収・リサイクルシステムの構築
④ 回収する：海の漂流ごみや海岸での漂着ごみの回収
⑤ 意識向上：ごみを捨てない活動を推進するための教育、一人ひとりの意識向上
⑥ 世界的連携：世界的に推進するための大きな取組み

2 若い人の海離れ
（公財）日本生産性本部の『レジャー白書』によると、国内の海水浴客数はピー
クだった1985年の約3，790万人から2015年には約760万人と約5分の1に減少してい
る。日本財団が2017年に行った意識調査でも、「海に親しみを感じる」と答えた人
が3分の1にとどまり、若年層ほど海への愛着が薄くなる傾向がみられる。「海水
はベトベトする」「足に砂が付く」「日焼けする」「クラゲに刺される」「波があって
危険」という理由で、海ではなくプールで泳ぐ小学生が増えているとのことである。
特に同調査における富山県の結果は海体験ランキングが40位、海絆ランキングが

38位と世界に認められた美しい湾であるにもかかわらず、海に行かず、海に親しみ
を感じている人が少ないという結果が出ており、さらなる取組みが求められる。
このほかにも海に関わる問題として、地球温暖化による海面上昇、海水温上昇に
よる生態系の変化、海水の酸性化など多くの課題がある。どの課題もいますぐにで
も対処しなければ将来大変な事態になりかねないが、どれもひとつの対策だけで簡
単に対応できる課題ではない。
これらの対策を行うためには、海に関わる人だけで対応できるものはなく、行政・
研究組織・産業界・教育界・マスコミ・各種団体など多くの組織や人を巻き込んだ
取組みを行っていく必要がある。世界で最も美しい湾クラブ世界総会では国際
フォーラム（注69）に積極的に参加して意見を発信していこうという富山宣言が採択さ
れたが、富山湾としても世界的な動きに対応していく必要があり、富山湾での取組
みを関係する組織と連携してさらに深化させていくことが期待されている。

（高桑 幸一）

注73
国連海洋会議、気候変動枠組
条約締約国会議などを含めた
国際会議
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漂砂の遮断とコンクリート護岸化

サーフィンと生きる町、一宮町の取組み

東京大会のレガシーに向けて

九十九里浜は、千葉県北東部の太平洋岸に約60km
に渡って続く砂浜海岸の総称である。広大な砂浜が広
がる海岸は、古くから多くの文豪や歌人に愛され、数々
の作品の舞台として登場してきた。豊かな幸を生む海
とともに人びとは暮らしてきた。

九十九里浜では、その地形的な特徴から、北の屏風
ヶ浦付近と南の太東崎付近から中央の片貝付近に向か
う流れが生じている。南北からの侵食と中央付近での
堆積という砂の循環のもと、約6000年の長い年月をか
けて長大な砂浜海岸が形成されてきた。
漁村にとって、砂浜での漁船の出し入れは総出の困

難な作業であり、漁港の建設は人びとの願いであった。
1960年代から漁港が建設されはじめたが、ちょうど同
じころ、屏風ヶ浦や太東崎での侵食に対する防護工事
も開始された。崖の上にも人びとの生活があり、工事
そのものは否定されるべきものではなかった。
しかし、防護工事により漂砂の量が大きく減少し、

漁港から伸びる防波堤は砂の流れを遮った。これら工
事は、結果的に数千年間も続いてきた漂砂の循環を寸
断することとなったのだ。慢性的な砂の供給不足に伴
ない、1970～80年代には、九十九里浜全体に連鎖的に
侵食が広がり砂浜が後退していった。

このような海岸侵食に対して、千葉県は1988年から
T字型の人工岬を数百メートルおきに建設する工事を
国の補助事業として進めた（当初計画では2017年完成
予定）。堤を T字とすることで外洋への砂の流出を低
減することを期待した工事であり、九十九里浜南端の
太東崎に近い一宮町でも計画が進められた。
一方、一宮の海岸は1995年からサーフィンの世界大
会が開催されるなど、国内有数のサーフィンの適地と
して注目されるようになった。近年多くの近隣地域が
人口減少傾向にあるなか、東京圏へ通勤可能な一宮町
へはサーフィン関係者の定住が進み人口増加がもたら
された。町の行政も、新規移住者と旧来の住民との融
和を図り、一宮町を発展させる方針を示した。
このようななか、T字堤の建設により、海岸侵食低

減効果がある一方で、堤近傍の流れが強くなりサー
フィンを含む海岸利用に対する危険性が高まることな

どが危惧された。そして、2010年には約4万通の T
字堤（6号堤）の工事中止要望署名が提出され「一宮
の魅力ある海岸づくり会議」が発足した。
この会議は専門家や旧来の海岸利用者にサーフィン
関係者も加えた構成となり、海岸保全とサーフィンを
含む多面的な沿岸環境の保全を両立する方法が検討さ
れ、T字堤のうち危険性を高める横堤をなるべく小さ
くした案での工事の了解や、粗い粒径の砂を使った養
浜の試験的実施の検討などが行われた。

1960年代からコンクリート護岸化が進み、九十九里
浜の多くの場所で豊かな砂浜海岸が失われた。海岸侵
食が続くなか、一宮町をはじめとする砂浜海岸が残さ
れた地域では、専門家の知恵を借りながら住民も参加
して海岸保全や海岸の魅力づくりに取り組んできた。
そのような取組みの結果、少しずつではあるが侵食速
度の低減効果も見られ始めている。
2016年12月、新たにオリンピックの正式種目に採用
されたサーフィンの会場が、一宮町の釣ヶ崎海岸に決
定した。国内外から多くの人びとが一宮に集まる注目
の大会である。しかし、華やかな大会の裏で依然とし
て九十九里浜の海岸侵食は進行しており、温暖化によ
る極端気象や海面上昇など新たな課題にも直面する。
東京大会が、このような九十九里浜の問題にも目を向
ける契機になればと考える。 （角田 智彦）

『消えた砂浜』（シップアンドオーシャン財団編）および『沿岸域の総合的
管理の取組み事例に関する調査報告書』（内閣官房）をもとに作成

コラム05 東京大会サーフィン会場でいまも進む海岸侵食

図 九十久里浜の循環の模式図（左）と上総一ノ宮駅前の看板（右
上）、一宮海岸の T字堤（ヘッドランドHL）

（出典：筆者作成・撮影）
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第1節 海と女性活躍―SDG14と SDG5―

1 SDG14と SDG5

国連の持続可能な開発目標（SDGs）は、17の目標のひとつひとつを達成するだ
けでなく、複数の目標を関連させて達成することも重要である。目標14「豊かな海
を守ろう」は、海洋関係者に周知の項であるが、目標14と目標5「ジェンダー平等
を実現しよう」の連携は、2019年に今後の達成に向けた布石が敷かれた。
海洋分野における男女共同参画の推進は、まず働く女性の仕事と生活の両立、女
子学生の海洋科学・工学の履修および理工分野への就職、産業側の採用枠の拡大、
管理職への登用、そして安心安全な職場環境の実現を目指すところとなる。女性比
率が高くなったというだけで済まさず、女性の活躍の増強が必要である。
さらに、近年の温暖化、酸性化、海洋汚染、海洋生態系保全、海洋資源保全など
の問題が山積し、しかもそれらが互いに絡み合い、日常生活から経済・政治、科学・
技術まで、広範な人間の営みに関わっているなかで、その解決には女性が担う役割
もある。
「初の女性」という表現は激減しているが、2018年に第60次南極研究観測副隊長
夏隊長に（国研）海洋研究開発機構（JAMSTEC）の原田尚美氏が、女性として初
めて就任し任務を完遂した。海洋分野ではまだ女性初が残されているように思われ
る。
海洋に限らず、世界では男女共同参画の実現に向けた行動が進行していることを、
世界経済フォーラムが2019年12月に発表したジェンダー・ギャップ指数（注1）でみる
ことができる。わが国は153か国中121位と主要国中最低で、残念ながら2018年の110
位より下がっている。その要因として政治家、経営管理職、大学教授などのリーダー

職の少なさが指摘されている。
これは、それらの職業や職位に
就く女性の増加がほとんどない
ために母集団が小さいままであ
ることや、女性の働きやすさを
考慮した環境整備が不十分であ
ることが一因と考えられる。そ
れだけでなく、他国での男女共
同参画の進行およびリーダーと
なる女性の増加の加速により、
わが国の順位が相対的に下がっ
たことにも留意すべきである。

注1
Global Gender Gap Report
2020，https://jp.weforum.org
/ reports / gender-gap-2020-
report-100-years-pay-equality
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図3―1―1 SDG14と SDG5
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2 女性活躍推進法

男女共同参画社会基本法が1999年6月に施行され、海洋分野でも女性ゼロの職場
が減るとともに、女性の活躍を知る機会が増えている。2016年4月からは「女性の
職業生活における活躍の推進に関する法律」（注2）（女性活躍推進法）が10年間の時限
立法として施行され、数値目標を含む行動計画の策定や公表等が、国や地方公共団
体および一定規模以上の企業等に対して義務づけられている。海洋産業をみると、
たとえば日本郵船（株）の人事グループに「ダイバーシティ推進チーム」ができ、女
性管理職の比率は2018年度に18％と増えている。（株）商船三井には「ダイバーシティ・
健康経営推進チーム」がある。水産業界では、日本水産（株）が CSR 委員会のなか
にダイバーシティ・人材育成部会を置き、東洋水産（株）はダイバーシティ推進室を
設けている。海洋産業においても女性が働きやすい環境作りが着実に前進している。
海上保安庁では、2014年度に「海上保安庁女性職員活躍・ワークライフバランス
推進本部」を設置し、2019年には制服に代えて着用できるマタニティ服を導入して
話題となった。982名の女性職員のうち6割が20代である（注3）。それを受け、海上保
安庁では働きやすい職場へのさまざまな配慮がなされつつある。近年は、船員と漁
業者の英語表記も Seamen、Fishermen に代わって Seafarers、Fishers が使われ、SDG
14と SDG5の連携達成に向けて多様な方向から変化が起きている。
水産業における女性比率は、
海面漁業就業者11．6％、水産加
工場従業者60．1％（2018年）（注4）

である。水産加工業では女性の
役割が大きい。男性でも漁師や
海洋産業の技術者は少なく、造
船業の技術者総数は、もともと
就業者の10．9％（2015年）であ
るが、そのなかで女性技術者は
5．3％、531名である（注5）。その
後微増しているが、工学系の女
子学生が15．0％（2018年）の現
状では、戦略的支援がなければ
目立った増加は望めないだろ
う（注6）。
船員については、産官学すべ
てを合わせた船員の全体数にお
ける女性船員の割合は2．4％
（2016年）で、2010年以降ほと
んど変化がない（注7）。世界的に
見ても同様の傾向で、船員数の
約1億2，500万人に対して女性
の割合は2％以下である。世界
労働機構（ILO（注8））は、2019年

注2
2015年9月4日施行

注3
海上保安庁 https://www.
kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/
post-473.html

注4
農林水産省 2018年漁業セン
サス。 統計表は e-Stat 参照。
https://www.maff.go.jp/j/
tokei/kouhyou/gyocen/

注5
造船市場の現状、国土交通省
海事局 http://www.mlit.go.
jp/common/001114025.pdf

注6
アメリカの大学での工学系の
女子学生の割合も、2016年に
20％以下であり、2006年から
ほぼ変わっていない。

注7
国土交通省「海運業における
女性船員数の推移、女性船員
の現状等について」（2017年
6月）http://www.mlit.go.jp
/common/001191928.pdf。な
お、2019年の女性比率約7％

注8
International Labor Organi-
zation図3―1―3 水産業、造船業、船員の女性比率

図3―1―2 船と女性海上保安官
（出典：海上保安省）
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3月に、若者に船員の魅力を伝えること、女性船員がキャリアを継続できるための
調査と環境改善を進めることを決定している。

3 海洋科学分野の女性比率

海洋科学での女性活躍に関する統計値は、学際分野であるためにそれに特化した
調査が難しい。ここでは比較的よく把握されている分野に絞って女性比率を示す。
2017年に公表されたユネスコ政府間海洋学委員会（IOC）による「Global Ocean
Science Report」（世界の海洋科学の現状）によれば、海洋科学における研究者の
女性比率は世界平均38％であり、女性科学者全体より10％ほど高い（注9）。しかしこ
の数字には、生物系に女性が多いことや国により4％から62％までの開きが含まれ
ている。そうであっても、実際に海洋分野で欧米の女性が国際組織の執行部や国際
会議の議長、大学教授や主任研究員などで活躍している姿は多く見られる。
わが国の代表的海洋研究機関である JAMSTEC の女性比率は、定年制の研究者

9．2％、定年制の技術者8．8％、比較的若い人が多く含まれている任期制はそれぞれ
13．4％と17．5％（2018年）である（注10）。大学生のなかでの全体的な女性比率が理学
27．8％、工学15．0％（2018年）なので、こちらの比率がもともと低いという問題が
ある。STEM（注11）分野に女子学生が少ないことは欧米でも問題となっているが、ア
メリカの海洋学ではそうでもない。生物系を含めての女性比率は、学部56．7％、修
士60．9％、博士49．3％（2016年）とほぼ半数であり（注12）、2006年に比べて学部が約
1割減っているが、これらの数字はわが国の及ぶすべもない比である。
2019年9月23日から25日まで、国際学術会議（ISC）の下にある海洋研究科学委
員会（SCOR（注13））の年次総会と理事会が富山大学のチョウ・ケイ教授を実行委員
長として富山で開催された。彼女は SCOR の副議長であり、わが国の窓口となる日
本学術会議 SCOR 分科会の副委員長でもある。また SCOR の議長は2019年よりフラ
ンスのマリー・アレクサンドル・シクレ氏が務める。SCOR は毎年3件の国際共同
研究を選抜して4年間の支援をしているが、2019年の研究代表は3件とも女性であ
る。また、評価にはキャパシティー・ビルディング（注14）が考慮され、女性と発展途
上国の科学者がメンバーとなり、ひとつの海の下に展開される国際共同研究の多様
性が求められている。

SCOR 富山会議に続いて9月
25日から29日まで、日本海洋学
会秋季大会が富山大学のチョ
ウ・ ケイ大会組織委員長のも
とに開催された。日本海洋学会
会員の女性比率は、一般会員
10．0％、学生会員29．0％であ
る（注15）。学生会員は正会員の約
3倍の比率だが、就職先あるい
は進学先が、必ずしも海洋関連
分野ではないのが現状である。

注9
IOC-UNESCO Global Ocean
Science Report, https://en.
unesco.org/gosr

注10
JAMSTEC「女性の活躍の現
状に関する情報公表」http:/
/www.jamstec.go.jp/j/about
/active_woman/pdf/current
_h28_3.pdf

注11
Science, Technology, Engi-
neering, and Mathematics

注12
Field of Degree : Women,
NCSES, NSF, https://ncses.
nsf.gov/pubs/nsf19304/digest
/field-of-degree-women

注13
Science Committee on Oce-
anic Research

注14
課題対処能力の構築

注15
学協会連絡会加盟学協会にお
ける女性比率に関する調査
2019年、男女共同参画学協会
連絡会

図3―1―4 SCOR年次総会の参加者（右から3番目がチョウ委員長）



海洋白書2020 第1部 海洋をめぐる取組み

第1節 海と女性活躍 69

4 世界海洋デーと世界海事デー

2019年6月8日の「世界海洋デー」（注16）のテーマは「ジェンダーと海」（注17）であっ
た。6月7日に国連で世界海洋デーの会議が開催され、8日にレバノンのベイルー
トで「Women & Ocean Conference」が開催された（注18）。実際の海の現場になる
と、まだ女性の進出は少ないものの、海洋に関わる分野は多様であり、仕事の舞台
も海の上に限らず多彩に広がっている。世界海洋デーの2019年のテーマ設定を機に、
男女共同参画の実現に向けた行動が世界で起きたことは大きな意義をもつ。
さらに2019年9月26日は、IMOが毎年テーマを定め9月の最終木曜日に祝って
いる「世界海事デー」（注19）で、世界海洋デーに続き、「海事コミュニティーにおける
女性進出の促進」がテーマとされた（注20）。海事に関わる女性の活躍を促進し、女性
の貢献に対する意識を高め、海事への女性の就業を促し、女性比率の増加に留意し
ていくことを目指したものである。同様なテーマの下、並行イベントがコロンビア
で開催された。先にもふれたように世界の船員人口における女性船員の割合は2％
以下である。「海は男の世界」から変わる道はまだ遠いが、IMOは女性の就業環境
整備や技能向上への支援を加盟国に呼び掛け、海事産業の世界共通の課題とする機
会を設けることになった。

5 第3回WMU国際女性会議

2019年の世界海洋デーのテーマがジェンダーと海であったことを受け、また SDG
14と SDG5の両者の連携実現のために「第3回国際女性会議―海事社会の女性エ
ンパワメント」が、2019年4月4―5日に世界海事大学（WMU（注21）、スウェーデン・
マルメ市）で開催された（注22）。WMUでは5年ぶりのジェンダー関連会議となる。
WMUは IMOが1983年に設立した大学院大学で、2015年に就任したクレオパトラ・
ドゥンビア・ヘンリー学長は初の女性学長である。創立当初2人であった女子大学
院生が、2019年には61人に増えた。海事における男女共同参画に関する研究も北田
桃子准教授らが精力的に進めている。今回の会議の参加者は70か国、350名以上に
のぼり、会場のWMU ― 笹川講堂のほかに急遽2つのビデオ会場が用意された。参
加者は欧米およびアフリカ諸国からがほとんどで、アジアからの参加はインド、フィ
リピン、マレーシア、インドネシア、トルコ、日本の6か国であった。アジアの参
加者からは、とくに将来への展望が熱意をもって語られた。日本からは2名が参加
し、日本の海洋分野の女性比率と2018年に発足した任意団体「海の女性ネットワー
ク」の活動が紹介された。
演題は、ポスター発表を含めて76件に及び、セッションテーマは、①海事分野の
女性リーダーシップ、②女性船員の挑戦、③港湾開発への女性の参画、④海洋政策
における女性の役割、⑤女性海洋科学者の現状、⑥ SDG5と海事産業、⑦水産業
への女性の貢献、⑧女性参画ネットワークなど多岐にわたった。最も多い講演は、
港湾で働く女性と女性船員の労働環境の問題で、現状とその解決への積極的な活動
が紹介された。また、海洋に関わる政治、産業、研究のトップに立つ女性たちの力
強い講演が多かった。

注16
World Oceans Day（制定根
拠：A/RES/63/111）。1992
年の国連環境開発会議（リ
オ・サミット）で「国際社会
が直面している海洋に関する
課題について世界的な認識を
高める機会を作るため」に設
置され、国連総会の決定で
2009年以降は毎年6月8日と
なった。

注17
Gender and Ocean

注18
The Official UN World
Oceans Day Portal 2019：
Gender and the Ocean,
https://www. unworldoceans
day.org/gender-and-ocean

注19
World Maritime Day（制 定
根拠：IMCO/C XXXVIII /
21）

注20
World Maritime day 2019:
Empowering Women in the
Maritime Community, http:
//www.imo.org/en/About/
Events/WorldMaritimeDay/
Pages/WMD-2019.aspx

注21
World Maritime University

注22
WMU News, https://wmu.
se / news / achieving-gender-
equality-through-empowering-
women-maritime-community
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会期中には、カナダとWMU
笹川世界海洋研究所（GOI）（注23）

との間で「国連持続可能な海洋
科学の10年に向けた女性のエン
パワメント」研究プロジェクト
の開設に関する協定が締結され
た。協定には博士課程学生とポ
スドク（注24）への助成も含まれ
る。GOI は海洋科学を基礎とす
る海洋政策研究とともに今回の

研究プロジェクトで海洋分野の男女共同参画の果たす役割についても研究を進める
こととなる。
会議の成果は、8項目（注25）に集約された。これらを世界共通の目標とし、わが国
の海洋分野の男女共同参画の活動を国際的取組みとしていくことが必要である。な
お、会議報告書はWMUから2019年9月に発行された（注26）。

6 女性のネットワーク

日本財団助成により東京大学海洋アライアンスが2017年に募集した海洋アライア
ンス・イニシアチブで「海の未来をひらく！女性ネットワークからの発信」が実施
され（注27）、2018年に「海の女性ネットワーク」が発足した。毎月1回のウェブ会議、
機関誌発行、SNS による発信、子どものためのサイエンスクラブなどのアウトリー
チを実施している。参加者は、いまのところ女性のみで、育児による就業のハンディ
を乗り超える方策から海洋問題についての意見交換まで、海洋分野の多様な課題を
議論し、行動するネットワークを目指している。
国際深海科学掘削計画（IODP）378航海（2020年1月3日から2月6日、南太平

洋気候変動）（注28）の乗船研究者は32名中21名が女性で
あった。海の女性ネットワークのメンバーである女子
大学院生も乗船していた。世界は男女共同参画に向か
うというよりも、それを越えて女性の活躍が推進され、
さらなる多様性のある社会になろうとしているように
も思えてくる（注29）。
日本では、「海の宝！水産女子の元気プロジェクト」

（水産庁）、「輝け！フネージョ★」（国土交通省）など
省庁起動のネットワークの活動が盛んである。そして
民間も、大小さまざまな女性グループや女性ネット
ワークを組織して活動を広げている。まだまだ海洋分
野はその多様さを活かしながら、女性自らが男女共同
参画を進める状況にある。中長期の展望に立った人材
育成、仕事と家庭の両立を実現する環境整備への投資
など、全方位からの女性活躍の進展が期待される。

（窪川 かおる）

注23
WMU-SASAKAWA Global
Ocean Institute, https://wmu.
se/global-ocean-institute

注24
博士号取得後の研究員

注25
①男女共同参画政策の推進、
②海洋分野の女性活躍に関す
る現況調査、③ロールモデル
の活用、④キャリア教育の充
実、⑤メンター制度の浸透、
⑥ジェンダー研究への支援、
⑦海洋産業における男女共同
参画の発展、⑧就業機会の平
等と公正な評価に基づく均等
賃金

注26
Conference Report : Third
WMU International Women’s
Conference Empowering
Women in the Maritime
Community, https://commo
ns.wmu.se/lib_reports/62/

注27
海の女性ネットワーク、
https : //oceanwomenjp.
wixsite.com/website

注28
IODP Expedition 378, 3 Jan
-6 Feb 2020, South Pacific
Paleogene Climate, http://
iodp. tamu. edu / scienceops /
expeditions / south _ pacific _
paleogene_climate.html

注29
窪川かおる、特集：科学のな
かの女性たち「海で働く女性
を取り巻く環境の今」、情報
の科学と技術 70（3）、pp．
116―121（2020）

図3―1―6 WMU会議参加者によるの記念写真

図3―1―7 海の女性ネットワーク
機関誌

海の女性ネットワーク発行の機関誌創
刊号

（出典：https://f87edc3a-4907-4461-8503-9
8a4647f8204.filesusr.com/ugd/6b00a4_ce
1d9be1cba74cbe9e7a61d0fac74c5d.pdf）
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海はひとつである。気候変化の影響にしろ、直接的
な人間活動による負荷にしろ、地域の海洋環境問題や
生態系破壊は、密接に地球規模の問題と関連しており、
一国の努力で解決するものではない。効果的な政策実
現のため、国際的にタッグを組んで、科学的なエビデン
スを世界に向けて提供するのが海洋科学コミュニティ
の責務であるが、全球観測システムの実現には多大なリ
ソースの継続的投入が必要であり、既存の研究組織の
能力では足りない。そこで注目を集めているのが、フェ
リーやタンカーの民間船、ヨットなどのプレジャー
ボート業界との協働による観測網の充実である。
2019年末から年始にかけて、日本とパラオの国交25
周年を記念した国際ヨットレース注1が開催された。海
を愛するセイラー集団として、この機会に海洋環境の
保全に貢献したい、というレース実行委員会の熱い想
いに応え、（国研）海洋研究開発機構（JAMSTEC）は
レース参加艇「TREKKEE 号」および伴奏艇帆船「み
らいへ」の協力を得て、海洋プラスチック調査を実施
した。調査船のような設備のない民間船による観測を
可能にするには、小型で取り扱いが簡単で比較的安価
な観測機器の導入が欠かせない。今回は subCtech 社
のマイクロプラスチックサンプラー注2を両艇に設置し
た。今後このような動きがヨットなどのプレジャー
ボートのネットワークに広がり、同様の機器が多くの
船舶に搭載されるようになればデータの蓄積とその地
球規模比較が飛躍的に進むであろう。
このプロジェクトの意義は、それだけではない。多

様なセクターとの協働は、海洋リテラシー推進へとつ
ながる。「みらいへ」には、実行委員会がパラオとの
友好の一環として進めてきたOPディンギー注3のレッ
スンで、優秀な成績をあげたパラオの児童6人とその
家族も乗船した。JAMSTEC のチームは、航海中に彼
ら向けに一連の海洋環境リテラシープログラムを実施
した。8―14歳の子どもたちは、時には青空の下デッ
キで寝転びながらの授業、ニューストンネット観測の
見学やサンプル処理の手伝い、会議室を使った急ごし
らえのラボで顕微鏡観察など盛りだくさんのカリキュ
ラムをこなした。課題は「海洋保護区とは」や「エコ
フレンドリー都市を作ろう」など高度なものや創造力
／想像力を要するものも含んだが、嬉しかったのは、
問いかけに対する彼らの反応の良さや海洋環境に対す
る意識の高さ、知識の豊富さであった。パラオ国民の
生活がそれだけ海と密接に関わっていることの表れな
のだろうか。私たちも彼らから教わることが多くあっ
たが、同じ島国日本の状況を振り返って考えてしまっ

た。この子どもたちは「国の将来である」とパラオの
レメンゲサウ大統領も繰り返しおっしゃっていたが、
一国を超えて、世界の海の将来のために活躍する大人
になって欲しいと思う。
JAMSTEC は、SDG目標の14．1「海洋汚染の軽減」、

17「パートナーシップの強化」、5「ジェンダー平等」
を掲げてこのプロジェクトに望んだ。14．1は言わずも
がなである。SDG17に関しては、パラオは2020年8
月小島嶼開発途上国（SIDS）として初めて海洋に関す
るハイレベル政策会議「Our Ocean 会議」を主催する。
海の恩恵を大きく受ける国同士として、今後も海洋科
学や海洋スポーツを通じて両国の関係は深まっていく
であろう。そして SDG5。調査チームは、筆者、海
洋リテラシーの専門家であるUNEP―WCMC（World
Conservation Monitoring Centre）からの助っ人ホ
リー・グリフィンさん、そして協働機関であるヤマハ
発動機（株）より参加した国際級セイラーの関友里恵
さん、と多様なバックグラウンドを持つオール女性で
構成した。世界標準から見て非常にお寒い状況である、
日本の海洋科学における女性のさらなる活躍を切に
願って。 （千葉 早苗）

＊本プロジェクトは、（株）商船三井、ヤマハ発動機（株）の協力を得て
実施されている。

注1 https : //japan-palau-yachtrace.com/
注2 Volvo Ocean Race 2017―2018で採用された Ocean Pack RACEⓇ。

荒れる外洋を帆走する競技ヨット上で作動が実証されている。
注3 全長2．31m、全幅1．13m の船室のない1―2人乗りのヨット。

コラム06 ヨットレースとの協働による
海洋プラスチック観測とリテラシーの推進

帆船「みらいへ」船上デッキで学ぶパラオの子どもたち

調査チーム（関氏、筆者、グリフィン氏）とプロジェクト旗
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第2節 BBNJ と能力構築
公海域の生物多様性の適切な管理は、国連持続可能な開発目標（SDGs）の14番
目の目標「海の豊かさを守ろう」（SDG14）を達成するうえでの となる。現在、
国連で議論されている「国家管轄権外区域（公海）の海洋生物多様性（BBNJ）の
保全と持続可能な利用に関する条約（BBNJ 新条約）」の草案は、その目的を「国連
海洋法条約（UNCLOS）関連規定の効果的な実施とさらなる国際協力と調整を通じ
て、BBNJ の長期的な保全と持続可能な利用を確保すること」としている。BBNJ 新
条約の実施は、SDG14を構成する10の目標それぞれに貢献し得るが、同条約の目標
は特に SDG14.c「国際法の実施による海洋資源の保全と持続可能な利用の強化」に
強く関連することが見てとれる。本節では BBNJ 新条約に関してどのような動きが
あるかを概観した後、海の豊かさを後世に残していくべく、海洋分野の能力構築に
おける現在と今後の課題について日本の取組みを事例にあげ、公海域の生物多様性
という観点から議論する。

1 BBNJ 新条約と能力構築

2018年9月、BBNJ 新条約に関する第1回目の政府間会議（IGC1）が国連本部
で開催された。政府間の議論は2004年より開始されたものの、実質的には、IGC1
が BBNJ 新条約締結に向けた初の政府間交渉となった。公海は海洋全体の60％以上
を占め、人類の重要な食糧源であるとともに、海上交通や海底ケーブルなど、世界
の海運およびインフラストラクチャの中核部分を担う。しかし、公海、特にその海
洋生物多様性を包括的に管理する国際的な枠組は、いまだ確立されていない。公海
の重要性に対する認識が世界的に高まっていることを背景に、2004年に BBNJ に関
する議論がアドホックオープンエンド非公式作業部会として開始された。その後は
2017年までの非公式作業部会および準備委員会での一連の議論を経て、2018年によ
うやく1回目の交渉が開始された（図3―2―1）。
政府間会議は、2018年から2020年の間に4回開催されることが決定されている。
同会議では、BBNJ に関する4つの要素について議論されている。これらの要素は
それぞれ、①海洋遺伝資源（利益配分の問題を含む）、②区域型管理ツール（海洋
保護区を含む）、③環境影響評価、④能力構築・海洋技術移転である。各国政府は IGC

1（2018年9月上旬開催）およ
び IGC2（2019年3月下旬～4
月上旬開催）において、国連加
盟国の見解を BBNJ 新条約に反
映させ、草案に盛り込むべきさ
まざまな選択肢について議論を
行った。その結果、草案の骨子
となる文章が完成し、IGC3
（2019年8月下旬開催）で、こ
の草案をもとに初めて政府間の
条約文書そのものについての交図3―2―1 BBNJ に関するこれまでの議論の流れ
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渉が行われた。4回目となる政府間会議は2020年3月下旬～4月上旬に開催される
予定である。しかし、参加国間では依然として複数の意見の相違が見られる。主な
意見の相違のひとつに、「深海底」で発見された海洋遺伝資源に国連海洋法条約に
明記されている「人類の共同財産」の概念が適用されるべきか、あるいは「公海自
由の原則」が適用されるべきかに関する議論があげられる。多くの開発途上国は前
者を支持しており、海洋遺伝資源を共同で管理し、同資源から得られる利益を公平
に配分することを求めている。一方、多くの先進国は後者を支持し、利益配分に関
して開発途上国と異なる主張を展開している。このような意見の相違は BBNJ 新条
約に関する政府間の議論を通じて根強く存在し、一部の関係者の間では、2020年以
降も交渉が続くのではないかと考えられている。
一方、能力構築・海洋技術移転の議論については、各国の意見がより広い範囲に
わたって一致している。BBNJ 新条約の他の側面、すなわち海洋遺伝資源の保全と
持続可能な利用、区域型管理ツールおよび環境影響評価を効果的に実施するために
も、能力構築・海洋技術移転は必要であり、そのニーズは高いというのが、多くの
国々の共通認識である。また各国は、BBNJ の保全と持続可能な利用という義務を
国家が履行するうえでも、能力構築・海洋技術移転は必要不可欠な要素であると認
識している。さらに、支援を行う際には、支援対象国のニーズや状況を丁寧に把握
し支援を実施するべきであること、能力構築・海洋技術移転を条文内でリスト化す
る際には、ニーズの変化や技術の進歩にも柔軟に対応できるよう、後で追記できる
リストとするべきことなどが広く同意されている。このリストには、現時点での議
論によると、共同研究による科学技術支援や、ワークショップを含む各種訓練を通
じた人材育成、科学データと知識の共有、制度設計に関する能力構築などが含まれ
ている。
能力構築・海洋技術移転そのものの重要性が広く認識されている一方で、その費
用負担をどの国が担うべきかなどについては、合意は得られていない。主な意見の
対立の具体例としては、能力構築・海洋技術移転プログラムの提供実施が義務化さ
れるのか、あるいは任意のものとするべきかについて、多くの開発途上国は前者を
支持し、多くの先進国はこれに否定的な見方を示していることがあげられる。途上
国は、能力構築・海洋技術移転が BBNJ 新条約の目標を追求するうえでの推進力と
なることを主張している一方で、先進国は能力構築・海洋技術移転はあくまで支援
国の自発的な行為によって実施されるべきであると主張する。能力構築支援のため
の資金支出については紛糾しており、解決の糸口は見い出せておらず、多くの開発
途上国は、自発的および義務的メカニズムを織り交ぜた資金支出メカニズムを支持
している。一部の先進国も同見解を支持しているが、義務的な資金支出は、BBNJ
の新たな制度構築およびクリアリングハウスメカニズム（注30）の費用に限定されるべ
きであるとしている。対照的に多くの先進国は、自発的な資金支出が優先されるべ
きであるとしている。これらの意見の相違は、BBNJ 新条約の合意形成をより困難
なものにしている。
能力構築・海洋技術移転に関する各国の見解が収斂しない背景のひとつとして、
いままで実施されてきた海洋関係の能力構築プログラムに関する具体的な情報や到
達点についての情報不足が指摘されている。米国のNPO、グローバルオーシャン
フォーラムが実施した能力構築支援に関するニーズ調査では、開発途上国が最も必
要とする支援分野は科学と法律であることが明らかとなった。ただし、既存の取組

注30
さまざまな主体が保有する情
報のデータ名、作成者などを
登録、インターネットで公開
することで、他の主体が必要
な情報の検索を容易にする仕
組み。
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み（供給）とニーズ（需要）に関する詳細な情報が不足しており、どのような能力
構築支援を実施すべきか、また、どのような支援の様態を形成すべきかについて、
議論に行き詰まりが生じていることが指摘されている。しかし、能力構築・海洋技
術移転に関する需要と供給に関しては、地域や国のニーズも非常に多様であり、そ
の詳細をタイムリーに把握することは容易ではなく、そのようなニーズと能力構築
プログラムのマッチング機能を有するクリアリングハウスメカニズム設置への要望
が提示されている。

2 日本による能力構築支援の取組み

海洋分野の能力構築支援は、これまでにも多く実施されてきた。国、地域、国際
レベルでの既存の取組みはすでに多く報告されている。また、政府、国際機関、民
間、市民社会を含む幅広いセクターが能力構築支援を提供している。これらの支援
は、BBNJ と直接関連のないものであっても、それらのノウハウが BBNJ の保全と
持続可能な利用に応用可能なものが数多く存在する。たとえば、（独）国際協力機
構（JICA）が実施する政府開発援助では、海洋に関するさまざまな能力構築・技術
移転が行われてきた。JICA による援助は、①技術協力、②無償資金協力、③円借
款（低金利および長期間の返済期間が設けられた開発資金の貸付け）等の事業形態
があるが、いずれも支援対象国の要望が慎重に議論されたうえで実施される。特に、
技術協力は専門家が援助受入国のカウンターパート（注31）と協働で現地適合技術や制
度の開発、啓発や普及を行う専門家派遣、また、カウンターパートに対して必要と
される知識や技術に関する研修を行う研修員事業から構成される。なお、専門家派
遣の主なカウンターパートは、行政官や技術者としており、彼らを能力強化支援の
対象者として技術協力が実施される。したがって、JICA による技術協力は人材育
成を主眼として、相手国の組織的能力を強化することに注力している。技術協力で
は、専門家がカウンターパートに技術指導を行うのみならず、彼らやプロジェクト
の対象地域の住民を交え、共同で課題設定、対応策の立案、対応策の実施を行う。
これは、支援終了後の自立的な発展を促すべく、相手国のオーナーシップを高める
ために実施される。JICA は日本を代表する援助機関であり、日本による開発途上
国での能力強化の取組みの多くが JICA によるものである。
JICA による能力強化支援において海洋分野に特化した取組みは、資源管理を含
む漁村開発系および海洋保全系等の複数の分野に類別される。そのなかでも官学連
携およびリーダーの育成の優良事例のひとつとして、科学研究とサンゴ礁の保全に
おけるパラオの能力強化を目的に実施された「サンゴ礁島嶼生態系の持続的維持管
理のためのプロジェクト：気候変動による危機とその対策（P―CoRIE）（注32）」をあげ
たい。P―CoRIE では、さまざまな要素がパッケージとして提供され、これらには、
① 共同研究によるパラオ出身研究者（カウンターパート）のサンゴ礁モニタリ
ングの能力の向上
② 研究機器を使用した分析技術の移転（主に遺伝子分析）
③ 日本の大学（琉球大学）の修士課程へのカウンターパート受入れ
等が含まれる。同プロジェクトの主な特徴として、研究者に対してパラオ国内で能
力構築支援を行うだけでなく、彼らのなかから複数名に日本における研究活動の機

注31
相手国の行政官や技術者

注32
JICA と国立研究開発法人科
学技術振興機構（JST）が共
同で運営する地球規模課題対
応国際科学技術協力プログラ
ム（SATREPS）として実施。
P-CoRIE の共同実施大学は
琉球大学。
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会を提供することで、将来の
リーダーを育成したことがあげ
られる。もうひとつの特徴は、
科学的証拠に基づいたサンゴ礁
管理に関する政策提言をパラオ
政府に対して実施したことであ
る。このような科学に基づいた
政策立案とその実施に対する重
要性は、BBNJ の政府間会議で
しばしば強調される。このよう
な一連の能力構築支援の実施方
法は、沿岸地域だけでなく公海
に関わる能力構築・海洋技術移
転のモデルとしても大いに参考
になるであろう。
また、民間セクターと市民社
会も能力構築支援において重要
な役割を果たす。2016年の BBNJ
第1回準備委員会以来、これら
セクターからの参加者の累積数
は増加している。2019年8月に
開催された IGC3までには、70
以上もの非政府組織（NGO）
が BBNJ 関連会議に1回以上参
加しており、これらの組織が一
定の存在感を示している（図3―
2―4）。NGOによる能力構築支
援の形態は、ワークショップか
ら資金援助、技術支援まで多岐
にわたり、その規模も大小さま
ざまである。また、支援におい
て扱われるテーマは海洋科学や
海洋ガバナンスなど多様であ
る。JICA のような政府系組織
と異なる点としては、NGOの
能力構築支援の対象者は、行政
官や技術者をはじめ、地元の漁
業者や住民と幅広いことである。また、その目的には組織の能力構築のみならず、
地元住民の意識向上など、ボトムアップでの方式が採用されている事例が多数報告
されている。なお、日本の民間セクターで海洋分野における活発な活動を行う組織
に、日本財団があげられる。同財団による支援では、海事行政や国際海洋法に関する
さまざまな人材育成プログラムが提供されている。これらのプログラムの卒業生の
多くは政府の主要ポストに就くなど、出身国をリードする人材として成長している。

図3―2―2 BBNJ 第3回政府間会議の様子

図3―2―3 P―CoRIE における日本の修士号を取得したパラオの研
究者

（出典：琉球大学 中村崇氏）

図3―2―4 第1回 BBNJ 準備委員（PrepCom1）以降の参加NGO
の累積数

PrepCom2および PrepCom3に関しては現在情報が公開されていない。
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日本財団による能力構築の事例のひとつとして、同財団が大洋水深総図（GEBCO）
と実施している人材育成事業を紹介する。同財団は現在、2030年までに全地球の海
底地形図を100％完成させるというプロジェクト「日本財団 ― GEBCO Seabed 2030」
をGEBCOと推進している。同プロジェクトに先駆けて、日本財団はGEBCOおよ
びニューハンプシャー大学と海底地形図の専門家を育成するプログラムを開始し
た。このプログラムは、1年の研修コースであり、同コースでは、研修生が海底地
形図を作成するための調査や技術を習得した後、海洋深海測量の修了証明書を取得
する。彼らの多くは開発途上国出身であり、研修後母国の海底地形分野で主導的な
役割を果たしている。このプログラムの注目すべき点は、世界中に広がる卒業生の
ネットワークである。プログラムの卒業生は13か国16人を中心としたチームを結成
し、海底探査技術を競う国際的コンペティション「Shell Ocean Discovery XPRIZE」
に参加した。卒業生ネットワークで培われた彼らの強い連携は、2019年にコンペティ
ションにおけるチームの優勝を導いた。このような研修生のネットワークは、公海
の海洋生物多様性管理の文脈でも、能力構築・技術移転の長期的な効果向上のため
の となり得る。
このように、既存の能力構築支援の取組みは数多く報告されている。それらは海
洋政策やガバナンス、科学に関連する幅広いトレーニングの機会を提供している。
また、こうした数々の事例は、公海の海洋生物多様性に関する能力構築・技術移転
においても応用可能なものが数多く存在する。しかし、BBNJ に直接関連する能力
構築支援は依然として限られおり、公海の特殊性に鑑みた際に、これに特化した取
組みがさらに必要になってくると考えられる。日本による能力構築支援の取組みは、
個人を対象にしたものから、組織の強化を目的にしたものまで、その種類はさまざ
まである。しかし、海洋分野の能力構築・技術移転を世界の観点から俯瞰した際、
その多くはワークショップなどの個人レベルでのトレーニングが多く、長期的な視
点を欠いているという指摘もある。BBNJ に関連する政策を効果的に実施するため
には、組織レベルの能力向上も不可欠である。さらに、市民の意識向上を通じて、
社会レベルの能力構築にさらに注意を向ける必要があるとの指摘もあろう。これに
より、トップダウンとボトムアップの両方のアプローチを通じて、BBNJ の持続可
能な管理がより効果的なものになると考えられる。また、既存の能力構築支援の取
組み間の調整も肝要である。BBNJ の適切な管理を実現するためには、能力構築支
援間のつながりを強め、既存の取組みの到達点を振り返り、またその教訓を生かし
て、公海における海洋生物多様性へとスケールアップすることが、今後の能力構築・
海洋技術移転に関する議論で求められてくる。このような議論が、SDG14に掲げら
れている「海の豊かさを守ろう」という目標を達成するうえで極めて重要になると
考えられる。

（藤井 巌・前川 美湖）

近年、日本における海洋教育は新たな展開を見せている。そのひとつは、2019年
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度より東京大学大学院教育学研究科内に「海洋教育センター」が新設されたことで
ある。同センターでは、学校教育・社会教育における海洋教育の一層の定着と発展
をはかるため、理学系研究者と教育学系研究者が連携しつつ、新しい海洋教育にか
かわるさまざまなプロジェクトを展開している。同センターは、2010年に発足した
「海洋教育促進研究センター」を前身とする。このセンターは、日本財団の助成の
もと、海洋にかかわる横断的・総合的な教育研究を行うために2007年に設立された
東京大学の全学機構「海洋アライアンス」の一部であり、9年間にわたり、おもに
初等・中等教育段階における海洋教育を推進してきた。新しいセンターも、同じく
日本財団の助成のもとで活動している。本節では、このセンターの活動を紹介しつ
つ、その活動のなかで醸成された海洋教育を構成する概念、それを牽引する理念を
示す。

1 海洋教育のプロジェクト

新しく設立された海洋教育センター（以下、センター）では、現在、以下にあげ
る6つのプロジェクトを推進している。
① 海洋教育カリキュラムの共同開発
前身の海洋教育促進研究センターの事業を引き継いだもので、全国各地の市区町
村教育委員会、学校、自治体、社会教育施設などと連携協定を結び、地域の実情に
ふさわしい海洋教育のカリキュラム開発を行う。その成果は、たとえば、海洋教育
のモデルケースをまとめた『新学習指導要領時代の海洋教育スタイルブック―地域
と学校をつなぐ実践』（小学館2019年）として刊行されている。
② センター独自の海洋教育の開発
センターにかかわる教育学と海洋学の教員・研究員のそれぞれの専門性を活か
し、先端的な海洋教育カリキュラムの開発を行う。その成果は、たとえば、戦後の
日本において優れた海洋教材が学校で活用されていたという歴史的事実を再発見
し、その含意をまとめた『日本の海洋教育の原点―（戦後）理科編』（一藝社2019
年）として刊行されている。
③ 海洋教育に関する政策提言
センターは、さまざまな書籍を刊行するだけでなく、要点をまとめたコメントペー
パーを発行している。その内容は、海洋教育の歴史的経緯、新しい海洋教育のあり
方、最新の海洋学の知見などで、おもな目的は、行政（教育行政・一般行政）への
政策提言である。その代表的な成果は、「海洋教育ポリシー・ブリーフ・シリーズ」
であり、現在、計6号を刊行している（注33）。
④ 海洋教育のコロキウム・シリーズの開催
センターはまた、日本財団、笹川平和財団海洋政策研究所とともに、多くの会合
を開いている。最も大きな会合は、すでに7回目となるが、年に1回開催される「全
国海洋教育サミット」である。また、2016年からは、子どもたちが企画・運営の主
体となる「海洋教育こどもサミット」も開催している。「海洋教育こどもサミット」
は、現在、東北地域、九州地域で開催されているが、開催地域は、さらに拡大され
るだろう。

注33
これらは、東京大学・海洋教
育センターのホームページで
閲覧できる
https : //www.cole.p.u-tokyo.
ac.jp/
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⑤ 海洋教育の教員研修の
実施

海洋の温暖化、海ごみの増加
といったグローバルな情況を踏
まえつつも、各地域の実情に即
した海洋教育が自己創発的に展
開されることを目的として、セ
ンターは、2017年から、海洋教
育のカリキュラム開発や展開を
担う教職員、教育行政職員に対

し「海洋教育の教員研修プログラム」を実施している。
⑥ 海洋教育カリキュラム開発への支援
2016年から、センターは、日本財団、笹川平和財団海洋政策研究所とともに、各
団体組織の海洋教育カリキュラムの開発を奨励し支援する「海洋教育パイオニアス
クールプログラム」（注34）を実施し、また、同様の社会教育施設を対象にした「海の
学び・生涯学習プロジェクト」も実施している。

2 海洋教育の4つのエリアと3つのカテゴリー

こうしたプロジェクトは、以前のセンターの活動を継承発展させたものであるが、
現在のセンターは、より長期的展望のもとに、海洋教育の目的をプラグマティック
に設定し修正することを試みている。そのための枠組が活動内容の区分、対象領域
の区分である。活動内容は、大きく4つのセクション（部門）―国際展開、学術研
究、実践支援、社会発信に区分され、対象領域は、大きく3つのカテゴリー（範疇）
―生命（life）、環境（emvironment）、安全（security）に区分されている。

1 活動内容のセクション
① 国 際 展 開
文字どおり、国連、ユネスコなどの国際機関との連携の推進や、地球規模の海洋
問題を主題とするイベント、国際学術会議を企画・運営するセクションである。2019
年度は、新たに（国研）海洋研究開発機構（JAMSTEC）と連携しつつ、双方のイ
ベントで研究発表などを行っている。
② 学 術 研 究
センターの研究者がセンター外の海洋学・教育学の研究者・教育者たちと共同
し、先端的な海洋教育カリキュラム開発のための基礎的学術研究を行うセクション
である。そのなかには、「日本型海洋リテラシー」の構築に向けた教育学的研究も
ふくまれている。
③ 実 践 支 援
前センターで行われてきた海洋教育のカリキュラム／プログラムの開発を継承発
展させるセクションである。2019年度は、その成果として、『令和元年 海洋教育
指導資料―学校における海の学びガイドブック 小・中学校編』（大日本図書・2019
年）が刊行されている。

注34
https : //www.spf.org/pionee
rschool/

図3―3―1 海洋教育こどもサミットの様子
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④ 社 会 発 信
海洋教育の成果を内外に発信するセクションであり、他セクションの成果を統括
編集するとともに、独自に流通性の高いコンテンツを企画製作している。2019年度
は、アニメーション映像「海―いのちをめぐる旅」（監督：大桃洋祐、制作：クラ
フター、2019年）を製作している。

2 対象領域のカテゴリー
「生命」「環境」「安全」という3つのカテゴリー（注35）は、それぞれ独立している
のではなく、「地球規模」「社会経済」「文化活動」という3つの横軸で相互につな
がっている（図3―3―2）。カテゴリーを構成するサブカテゴリーも相互につながって
いる。
この3つのカテゴリーのもとで海洋教育全体を俯瞰するならば、学習指導要領で
追加された「海洋」の記述は、「安全」の一部でしかない。たしかに日本の領土・
領海・排他的経済水域（EEZ）、さらにシーレーンを視野に入れなければ、私たち
の「安全」を守ることは困難であるが、そうした視点だけを強調して海洋教育を行
えば、海洋はたんに領有されるもの（後述）にとどまる。
現在の学習指導要領には、初めて改訂の方向や主旨が述べられている「前文」が
付加されている。そこでは「持続可能な社会の創り手の育成」が教育目的として掲
げられている。この教育目的を踏まえていえば、海洋教育は、海洋を人類のハビタ
ビリティ（生存可能性）の基盤として位置づけ、地域および地球規模で顕在化する
現代の課題の解決に向けて「生命」「環境」「安全」の区分けを踏まえつつ教育実践
を組み立て、「持続可能な社会の創り手」を育成する教育である、と規定されるだ
ろう。
しかし、現在の海洋教育は、いくつかの課題をかかえている。1つ目は、教科間
の架橋、とりわけ「社会科」と「理科」の架橋が急務である、ということである。
現在、たとえば、水産業、温暖化は、初等教育の「社会科」の内容であるが、それ
らの理科的側面、たとえば、海洋生態系、温暖化のメカニズムは、中等教育の「地
学」の内容である。そのため、小学生たちは、因果関係や背景要因を知らないまま、
海洋知を学ぶことになりかねない。また、海洋の「生命」の営みは、物質循環を通
じて海洋の「環境」にかかわり、私たちの「安全」にかかわっている。海洋ごみ、
津波災害、豪雨災害、海洋デッドゾーンの拡大、熱波の襲来も、理科の知識に基づ

注35
センターでは「3つの柱」と
呼ばれている

図3―3―2 東京大学の海洋教育の3つの柱
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きつつも、社会科と合わせて教えられ、学ばれるべき内容である。
2つ目の課題は、海洋に関する学問が分断状態にあることである。すなわち、現
在の海洋学が細かく専門分化していることであり、また海洋学と教育学の隔たりが
大きいことである。現在の海洋学は、「生命」にかかわる海洋生物学、海洋生態学、
水産学、「環境」にかかわる海洋物理学、海洋化学、海洋地学、海洋工学、「安全」
にかかわる海岸工学、防災、海洋法、海事などに分かれている。そして、これらす
べての分野ごとに学会があり、その目標もその用語も統一されていない。この現実
は、最先端の知見を子どもたちにわかりやすく提示するうえで妨げとなっている。
海洋学と教育学の隔たりは、海洋学の諸分野の隔たりよりもはるかに大きい。現在
の教育学は、学力形成に大きく傾斜し、教育方法学の様相を呈しているが、元来、
教育学は、哲学から分立した学問であり、人間形成、社会再形成を説いてきた。現
在の教育学も、人間形成論、社会再形成論への関心を失っていない。たとえば、環
境教育学は、温暖化問題を重視し、「脱炭素化社会」をめざしている。しかし、そ
の議論は、多くの場合、海洋の温暖化、それがもたらす自然災害を論じていない。
よりよい海洋教育を実践するためには、海洋学の諸分野だけでなく、海洋学と教育
学の架橋も必要である。
3つ目の課題は、海洋教育が、社会構造、生活様式への「唯一の正答」のない問
いを担わなければならない、ということである。それは「人はどのような社会を構
想し、どのように暮らすべきなのか」という問いである。海洋教育は、温暖化のメ
カニズムを子どもたちにわかりやすく教えたり、深海生物の神秘と驚異を体験させ
たりすることだけではない。海洋教育は、たとえば、子どもたち自身が、自然災害
が予想される土地に住むことの意味を考え、避難、減災、復興を含む対処法を考え
ることでもある。またそれは、温暖化への対応策として、単に言われたままに「省
エネ」を遂行することでなく、温暖化の背景にある私たちの社会構造、生活様式が
かかえる重大な問題についても反省的に思考し、その変革をめざすことでもある。
この「唯一の正答」のない問いを考えるうえで大切なことは、子どもたちが、海
洋を、みんなのものとしての「公共財」としてだけではなく、だれもが無条件に大
切にするべきものとしての「公共善」（res publica）としても価値づけ、海から贈
られ与るすべての生命を気遣うことである。翻っていえば、私たちの喫緊の課題は、
この「公共善」と「贈－与」を海洋教育がめざすべき理念として位置づけることで
あり、その理念のもとに海洋学の諸分野の、海洋学と教育学の架橋を進めることで

ある。最後に、この2つの理念
について敷衍しよう。

図3―3―3 海辺で遊ぶ子どもたち
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3 海洋教育の理念

「公共財」も「公共善」も、さかのぼれば、同じラテン語の「res publica」であ
るが、この2つは区別される。公共財は所有可能なもの（物体）であり、公共善は
所有不可能なもの（意味）である。海洋は、たしかに物的自然であり、実際には国
家によって領有されているが、公共善としてのそれは、物のように所有することは
できない。海洋が人類だけでなく、すべての生命の歴史的起源だからである。「母
なる海」という言葉があるように、原始の海から最古の生命が誕生し、私たち人類
の起源もその最古の生命に見いだされる。海洋は、いわば、すべての生命の源（マ
トリックス）である。
公共善としての海洋が所有不可能である理由のもうひとつは、それがすべての生
命の生活生存の基礎だからである。すべての生命は、生活生存の基礎、すなわち生
きられる環境を必要としている。それは、空気、水、食べものだけでなく、適度な
温度でもある。そうしたハビタブル（注36）な環境を支えているのが、海洋である。海
洋の温暖化は、猛暑、豪雨、スーパー台風などの極端な気象現象（異常気象）や、
海洋における生物多様性の減少などをもたらし、そうしたハビタビリティを危険に
さらしている。海洋は、人間だけでなく、すべての生命を支える環境の必須条件で
ある。
海洋が生命のマトリックス、つまり源であり、ハビタビリティの必須条件である
という事実を踏まえるならば、海洋は、大いなる存在として象られ、畏敬の対象と
なるだろう。人は、海洋からいのちを贈られ、生かされているという意味で、海洋
に「与り」（あずかり）つつ生きている。この海洋と人の贈－与の関係のもとでは、
人は、単なる自律的個人を越えて人間的人間である。すなわち、海洋という贈りも
のを無条件に自ずから大切にするような人間である。教育学は、これまで道徳教育
において、人間をより人間的に形成することを説いてきたが、これからは海洋教育
においても、人間をより人間的に形成することを説くことができるだろう。私たち
が子どもたちに教えるべきことは、「持続可能な社会」を達成するための工学的方
法だけでなく、その前提である「ハビタブルな世界」の人間的基礎である。海洋ガ
バナンスも、この人間的基礎を欠いたままならば、単なるビジョンにとどまってし
まうことが懸念される。人が人を気遣い大切にすることと、人が海という源を気遣
い大切にすることが、教育という営みの両輪であり、それを目指すのが海洋教育で
ある。

（田中 智志）

注36
住むのに適し、居住可能であ
ること。
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わが国が海に囲まれていることを反映してか、およ
そ3万4，000kmの海岸線の沿岸域にある大学・研究
機関の施設が、優れた海洋研究・教育を担っている。こ
れらの施設は小規模であっても数が多く、沿岸域の産
業振興と人びとの生活を支える役割をも担っている。
沿岸の施設には、大学附属では、臨海実験所が21以
上注1、水産実験所が36注2、ほかに研究センターが東京
大学などに数施設ある。国立研究開発法人では、海洋
研究開発機構（JAMSTEC）も水産研究・教育機構（FRA）
も複数の拠点やセンターなどを全国にもつ。また、都
道府県に水産試験場・センターがある。教育機関には
水産・海洋系高校注3、商船高専注4や海上保安大学校、
水産大学校などがあり、水族館、貝類の博物館などの
社会教育施設も入れると海洋国家に相応しい数であ
る。
沿岸域の海洋研究の特徴のひとつをあげるならば、

いまは海洋プラスチックごみであろう。海から陸に漂
着し、陸から海に流出する両方向の研究ができ、科学
研究と社会・政策を結ぶ要にある。もうひとつは、暖
流と寒流がぶつかる沿岸の海洋環境の多様さと生物多
様性である。もちろん水産物の種類も多い。そのため、
特定の地域でしかできない研究が少なくない。生態調
査、生物の特性を生かした生命科学研究、海水中の
DNAから魚種を特定する環境DNA解析など、沿岸生
物とその生息環境の調査、先端科学および海洋データ
の蓄積は国際的にも評価は高い。
地球規模の海洋温暖化などの海洋問題や海洋自然災

害に対しても沿岸施設の役目は大きい。まず長期で高
頻度の観測が可能である。暮らしに近い海の出来事ほ
ど社会に響く。住民向け公開講演会や子ども向け観察
会開催で海洋リテラシーの向上にも一役買っている。
また沿岸立地と専門性を生かして全国共同利用・共同
研究拠点あるいは教育関係共同利用拠点注5に認定され
ている施設も多い。そして地域の知を担う。
一方、大学・研究機関では恒常的に予算が削減され

続けている。地方経済の下降もある。もともと塩害な
どで施設や設備の老朽化が速い問題も抱え、各施設が
工夫を重ねて維持と発展に努めざるを得ない状況にあ
る。小規模の臨海施設は生き残りと海洋教育・研究の
推進を図り、単独施設からセンターの1施設への発展
的統合がみられる。また、もともとあった地域内連携

の強化もある。臨海実験所、水産試験場や水産セン
ター、水産高校などが、共同研究、人材育成、国際化、
アウトリーチで協働する。これは地域産業や市民との
距離が近く、成果を社会に直接還元できる利点も大き
い。さらに、たとえば臨海実験所では、複数の施設が
連携する公開臨海実習や海外の学生対象の臨海実習を
実施し、文系や専門外の学生および世界の若者に海を
学ぶ機会を提供している。しかし、それ以上の連携は
なかなか進まない。そのなかで、臨海実験所と水産実
験所の有志によるマリンバイオ共同機構（JAMBIO）注6

の活動がある。共同研究、共同観測や国際シンポジウ
ムなどを進め、欧州、米国、豪州の各ネットワークで
構築する国際ネットワーク注7への貢献も期待されてい
る。
以上の紹介のように、わが国は、沿岸の海洋研究施
設の数の強みと海洋生物学、海洋科学の優れた成果お
よび多様な海洋環境データの蓄積、さらに人材育成と
いう財産をもっている。外洋の海洋科学研究とも合わ
せ、SDGs、SDG14 および国連の「持続可能な開発
のための海洋科学の10年」の目標や期待される成果に
向けて、科学的基盤を提供し、地域から国内外の国民
の海への理解増進に貢献していくことを沿岸の海洋研
究施設に期待したい。

（窪川 かおる）

注1 『Ocean Newsletter』456号参照
注2 http : //jikkensho.sakura.ne.jp
注3 平成30年度、水産白書第2章特集に詳しい。
注4 商船高等専門学校。5校ある船員職員養成の教育機関。
注5 教育関係共同利用拠点には、臨海実験所、練習船等がある。
注6 Japanese Association for Marine Biology
注7 WAMS（World Association of Marine Station）

コラム07 沿岸施設の可能性（臨海施設・高校）

プランクトンネットでの調査（下田の臨海実験所）



第1節 わが国をとりまく情勢 83

第1節 わが国をとりまく情勢
四方を海に囲まれた経済大国であるわが国にとって、海洋の秩序を保ちその安全
な利用を確保することは、国民生活の安定と繁栄を維持するうえで極めて重要であ
る。また、尖閣諸島をはじめとした離島の領土を守り、排他的経済水域（EEZ）に
おける海洋権益を確保することは、日本の安全保障における最重要の課題である。
すなわち海洋のガバナンスが良好に保たれることがわが国の平和と繁栄にとって不
可欠なのであるが、2019年には海洋のガバナンスを不安定化させる事態が多発した。

1 ペルシャ湾をめぐる緊張の高まり

日本は消費する原油のほぼ全量を輸入に依存している。そのうち、サウジアラビ
アやアラブ首長国連邦（UAE）、カタール、クウェートといった中東諸国からの輸
入量がおよそ90％に達している。さらに、中東諸国から輸入する原油のほぼ全量が、
ペルシャ湾からホルムズ海峡を経てオマーン湾へ至る海上交通路（シーレーン）を
通過して輸送されている。このシーレーンの安全な利用が妨げられるような事態が
発生すれば、日本への原油の供給に支障が生じかねない。したがって、ペルシャ湾
岸地域の安定とシーレーンの安全は日本にとって死活的に重要である。ところがこ
のペルシャ湾岸で軍事的緊張が高まっており、シーレーンの安全も脅かされる状況
が発生している。
ペルシャ湾をめぐる緊張が高まった背景には、米国とイランの深刻な対立がある。
イランには核兵器開発の疑惑がもたれており、2006年から国連安全保障理事会の決
議に基づく経済制裁が科されていた。その後、イランがウラン濃縮活動の制限や保
有している濃縮ウランの削減などを受け入れる代わりに、イランに対する経済制裁
を解除することで米国、イギリス、フランス、中国、ロシア、ドイツとの間で合意
が成立し、2016年1月に「イラン核合意」
が履行された。ところが米国のトランプ大
統領は、合意の内容が不十分であると批判
し、2018年5月に「イラン核合意」から離
脱した。米国はイランに対して強力な経済
制裁を科し、2019年5月にはイランから原
油を輸入する国に対する制裁を全面的に発
動してイランに対する圧力を一段と引き上
げた。これに対してイランは、「イラン核
合意」で約束していたウラン濃縮活動の制
限を一部撤回する方針を示し、米国との対
決姿勢を明確にした。

第4章
海洋のガバナンス・海洋情報

図4―1―1 日本の原油輸入状況（2018年）
（出典：外務省「日本のエネルギー外交」2019年3月）
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日本とノルウェーのタンカーに
対する攻撃（2019 年 6 月 13 日）

サウジ・アラムコの石油施設に
対する攻撃（2019 年 9 月 14 日）

サウジアラビアのタンカーなど
に対する攻撃（2020 年 1 月 3日）

イランが米国アサド空軍基地などを
ミサイル攻撃（2020 年 1 月 8日）

●

米国がスレイマニ司令官を空爆
により殺害（2020 年 1 月 3日）

●

●

● ●

このように米国とイランの対立が高まるなかで、ペルシャ湾におけるシーレーン
の安全が脅かされる事件が相次いで発生した。2019年5月12日に、UAEのフジャ
イラ沖でサウジラビアの石油タンカーなど4隻が攻撃を受けた。4隻ともリムペッ
ト・マイン（吸着式水雷）によって船体が破壊されており、事件を調査したUAE
は「国家」による関与を強く示唆した。同年6月13日には、ホルムズ海峡付近のオ
マーン湾で、2隻のタンカーが攻撃された。1隻は日本の企業・国華産業（株）が運
航する「コクカ・カレイジャス」であり、もう1隻はノルウェー企業によって運航
されたものであった。2隻とも攻撃を受けて火災が発生したが、乗員は無事に救助
され、船体は近くの港へ曳航された。この攻撃について米国は、イランの革命防衛
隊によるものだと指摘し、革命防衛隊のボートが「コクカ・カレイジャス」から不
発だったリムペット・マインを取り外しているとする映像を公開した（注1）。他方で、
イランは事件への関与を強く否定した。事件の真相は不明であるが、日本のタンカー
も攻撃され被害を受けたことで、ペルシャ湾におけるシーレーンの安全に対する懸
念が日本でも高まることになった。
その後、米国とイランの間で軍事的な緊張が深刻度を増していった。6月20日に
革命防衛隊が、イランの領空を侵犯したとして米軍の無人偵察機を撃墜した。これ
に対する報復として、トランプ大統領はイランに対する限定的な軍事攻撃計画を承
認したものの、直前になって中止したとされる。7月18日には、ホルムズ海峡で米
軍の艦船がイランの無人機を撃墜した。両国間の軍事的緊張が高まる最中の9月14
日には、サウジアラビアのアブカイクとクライスにあるサウジ・アラムコの石油施
設が、巡航ミサイルと無人機によって攻撃される事件が発生した。この攻撃により、
サウジアラビアの石油生産能力のおよそ半分が一時的に失われる事態に至った。イ
エメンの反政府組織であるフーシ派が犯行声明を出したが、米国とサウジアラビア
はイランによる攻撃だったと主張した。イランは攻撃への関与を否定したが、米国
とイランの対立による中東地域の不安定化は、原油価格の上昇やシーレーンの安全
性の低下を招いており、日本の安全保障にとって大きな課題を突き付けることに

注1
USCENTCOM, “ U. S. Cen-
tral Command Statement
on June 13 Limpet Mine
Attack in the Gulf of
Oman,” June 13, 2019.

図4―1―2 ペルシャ湾をめぐる各種事態
（出典：各種報道に基づき筆者作成）
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なった。
日本政府は、中東地域の安定化へ向けてイランへの働きかけを含む外交努力を強
化するとともに、シーレーンの安全確保に向けた海上自衛隊の派遣を検討し、12月
27日の閣議で「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組につ
いて」を決定した。これにより、護衛艦1隻が中東海域へ派遣され、ジブチを拠点
に海賊対処活動にあたっている哨戒機2機とともに防衛省設置法第4条第1項第18
号の規定に基づき情報収集活動を行うことになったのである（注2）。
海上自衛隊の派遣に向けた準備が進んでいた2020年1月3日に、米軍はイラクの
バクダッド近郊において、イラン革命防衛隊の特殊部隊である「コッズ部隊」のス
レイマニ司令官を空爆して殺害した。これを受けて革命防衛隊は1月8日に、イラ
クに存在する米軍のアサド空軍基地とアルビル空軍基地に対して、十数発の弾道ミ
サイルによる報復攻撃を行った。両国による本格的な軍事衝突への懸念が高まった
が、トランプ大統領は米軍兵士の被害がなかったことを理由に、イランに対する報
復攻撃を行わないことを表明し、事態の悪化は当面避けられた。しかし、米国に核
合意への復帰を要求するイランの立場と、イランに核合意の見直しを要求する米国
の立場の違いは埋まっておらず、両国の対立の構造に変化は見られない。今後も中
東地域における軍事的緊張が高まったり、シーレーンの安全が脅かされる事態の発
生は想定せざるを得ない。中東地域に派遣された海上自衛隊には、独自の活動や各
国軍との協力などによる情報の収集に注力するとともに、事態の変化に柔軟に対応
して日本に関係する船舶や人員の安全確保に貢献することが期待される。

2 海洋秩序をめぐる米中対立の高まり

東アジアの海域では、周辺諸国を圧倒する経済力や軍事力に依拠して、領有権や
資源の管轄権などに関する現状を変更することで、海洋における権益の拡大を図る
中国の動きが続いている。これについて米国は、「航行の自由」をはじめとした既
存の国際的ルールに依拠した海洋秩序に対する深刻な挑戦と見なしており、海洋秩
序をめぐる米中の対立が一層強まりつつある。
南シナ海において、東南アジアの一部の国々と島嶼の領有権や海洋権益をめぐっ
て争っている中国は、各国による資源開発に対する物理的な妨害活動を強化した。
2019年5月、中国武装警察部隊海警総隊（中国海警局）に所属する公船「海警35111」
が、ボルネオ島沖で掘削作業を行っていたマレーシアの掘削リグ「サプラ・エスペ
ランザ」に対する妨害活動を始めた。この海域では、イギリスのロイヤル・ダッチ・
シェル社の子会社がマレーシア政府から許可を得て開発を進めていたが、「海警
35111」は「サプラ・エスペランザ」への補給を行う船舶に対して異常に接近する
などの挑発的な行動をとったのである。
この「海警35111」は2019年6月にベトナム沖に進出し、ベトナム政府が設定し
た鉱区でロシア企業ロスネフチが進めていた天然ガス開発事業に対する妨害を始め
た。現場海域ではロスネフチが契約した日本企業が保有する掘削リグ「ハクリュウ
5」が掘削作業を行っていたが、この掘削リグに向かうベトナムの補給船の航行を
「海警35111」が妨げたのである。7月になると、中国地質調査局が保有する掘削リ
グ「中国地質8」が複数の公船とともに現場海域に出現し、ベトナムが EEZ を主

注2
防衛省設置法第4条 防衛省
は、次に掲げる事務をつかさ
どる。
第1項第18号 所掌事務の遂
行に必要な調査及び研究を行
うこと。
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ベトナム

「海洋地質８」の航跡

中国の石油・ガス
開発鉱区

ファイアリー・クロス礁

ロスネフチによる開発海域

張する周辺の海域において調査活動を始めた。この動きに反発したベトナムが巡視
船を派遣し、中国公船との間でおよそ4か月にわたって対峙する状況が発生した。
なお、中国公船や掘削リグによる一連の行動において、中国が南シナ海で軍事基地
化したファイアリー・クロス礁が補給の拠点として活用されていたことが、米国の
研究機関によって明らかにされている（注3）。
こうした事態を受けて2019年8月に米国務省は声明を発表し、中国が東南アジア
諸国に圧力をかけて、南シナ海における開発事業から外国企業を排除し、中国の国
有企業とのみ協力するよう強要していると強く批判した（注4）。続いて米国防総省も、
中国がルールに基づく国際秩序への違反を続けていることに強い懸念を示す声明を
発表した。この声明は、中国による東南アジア諸国への圧力や、攻撃的な軍事シス
テムの配備、不法な権利主張などが中国への深刻な疑念を招いていると批判し、イ
ンド太平洋における航行の自由と経済的機会を確保するために同盟国やパートナー
国への支援を続けていくと表明した（注5）。実際、米軍は同年9月に南シナ海で ASEAN
諸国との初めての海軍合同演習を行った。また米海軍は、やはり南シナ海において
2か月に1回程度のペースで「航行の自由作戦」を継続しており、国際法に基づか
ない中国による過度な権利主張を認めない姿勢を明確にしている。
南シナ海への関与を強める米国に対して、中国はさらなる軍事的プレゼンスの強
化を図っている。2019年7月、中国は南シナ海において、対艦弾道ミサイル（ASBM）
の海上に向けた初めての発射訓練を行った。ASBMは、高速で落下する弾道ミサイ
ルの弾頭の軌道を変化させ、精密に誘導することで洋上を航行している艦船を攻撃
する兵器で、狙われた艦船にとって防御が難しいため、米軍では「空母キラー」と
して警戒されていたものである。中国はこの ASBMを、中国本土の南部からスプ
ラトリー諸島北方の2つの海域に向けて合計6発を発射した。米インド太平洋軍の
デービッドソン司令官は、中国が発射したミサイルが ASBMだったことを確認し
たうえで、中国による「米国と世界に向けたメッセージである」との見方を示した。
中国は南シナ海で活動する米軍の艦船に深刻な脅威を与えうる ASBMの能力を見

注3
Asia Maritime Transpar-
ency Initiative, CSIS, “UP-
DATE: China Risks Flare-
Up Over Malaysian, Viet-
namese Gas Resources,”
December 13, 2019.

注4
Department of State, “PRESS
STATEMENT: China Esca-
lates Coercion against Viet-
nam’s Longstanding Oil and
Gas Activity in the South
China Sea,” August 22,2019.

注5
Department of Defense,
“IMMEDIATE RELEASE:
China Escalates Coercion
Against Vietnam’s Long-
standing Oil and Gas Ac-
tivity in the South China
Sea,” August 26, 2019.

図4―1―3「海洋地質8」による調査活動
（出典：Asia Maritime Transparency Initiative, CSIS, “UPDATE: China Risks Flare-
Up Over Malaysian, Vietnamese Gas Resources,” December 13, 2019に基づき筆者作
成）
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せつけることで、南シナ海をめぐる米国と
の軍事的な競争において一歩も引かない強
い意志を示したといえる。同年12月には、
中国が建造した初の国産空母である「山東」
が、南シナ海に面した海南島の三亜基地で
就役した。今後、中国は「山東」を中心と
した新たな空母部隊を編成するとみられ、
南シナ海における中国の軍事的プレゼンス
の一層の強化が想定される。
米軍に対するけん制を狙った中国軍のプレゼンス強化は、西太平洋にも向けられ
ている。2019年6月、中国の空母「遼寧」が複数の艦船を伴って母港の青島を出港
し、西太平洋へ進出した。それまで「遼寧」は西太平洋に2回進出しているが、い
ずれも台湾の東方沖を航行するにとどまった。ところが今回「遼寧」空母部隊は、
西太平洋を南東方向へ航行し、グアム近辺の海域まで達した後、南西へ転進してフィ
リピンのセレベス海とスールー海を抜けて南シナ海へと展開した。西太平洋におけ
る米軍の拠点であるグアムに対するけん制を意図した行動とみていいだろう。同年
10月に天安門広場で行われた軍事パレードでは、グアムを射程に収める新型の中距
離弾道ミサイルDF―26や、西太平洋へ進出する訓練を頻繁に行ってきたH―6K爆撃
機に空中給油機能を付加したH―6N爆撃機などが登場した。中国軍は米軍に対する
領域拒否・接近阻止（A2／AD）能力を着実に向上させており、日本周辺の海空域に
おける軍事的プレゼンスをめぐる米国と中国の競争は激しさを増している。

3 厳しい日本の海洋安保情勢

日本の安全保障に直接的な影響をおよぼす海域での情勢も厳しい状況が続いてい
る。東シナ海では、日本の固有の領土である尖閣諸島に対する、中国の一方的な領
有権主張活動が続いている。2012年9月以降、中国は尖閣諸島の接続水域と領海に
公船を派遣することで、日本の主権を損なう行動をとっている。2016年から2018年
にかけては、接続水域に進入する中国公船と、領海に侵入する中国公船の数は緩や
かに減少していたが、2019年にはそれぞれ大幅に増加した。特筆すべき変化として
は、従来は接続水域に進入する中国公船の交代時に数日間の不在期間があったもの
が、2019年から間をあけずに交代するようになり、接続水域における中国公船のプ
レゼンスが数十日間にわたるようになったことである。また、尖閣周辺海域に派遣
される公船の大型化、武装化も進展している。2018年7月に人民武装警察部隊の指
揮下に再編されて、軍事組織となった中国海警局と中国海軍の関係強化も進展して
おり、尖閣諸島の日本の領有権に対する中国による挑戦がさらに高まる事態も想定
せざるを得ない。
東シナ海を中心とした中国軍の活動も活発である。中国海軍の艦船による東シナ
海から西太平洋へと進出する航行は頻繁に行われている。中国の軍用機による飛行
も活発化する傾向にあり、戦闘機や爆撃機に加えて情報収集機、電子戦機、哨戒機
など多様な機種が、東シナ海から西太平洋、日本の本州方面、台湾東岸方面、日本
海など多様なルートを飛行している。これに伴って中国軍機に対する自衛隊機によ

図4―1―4 空母「遼寧」
（出典：防衛省）
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隻数
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図4―1―5 尖閣接続水域に進入した中国公船の隻数
（出典：海上保安庁発表資料に基づき筆者作成）

図4―1―6 尖閣領海に侵入した中国公船の隻数
（出典：海上保安庁発表資料に基づき筆者作成）

図4―1―7 航空自衛隊による緊急発進状況
（出典：統合幕僚監部発表資料に基づき筆者作成）
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る緊急発進回数も増加しており、2018年度にはいったん減少したものの、2019年度
には再び増加し、2020年度も同様の傾向にある。2019年7月には、中国の爆撃機H―
6Kと、ロシアの爆撃機 TU―95が東シナ海から日本海にかけて同時に飛行し、その
過程でロシアの早期警戒機 A―50が竹島の領空を侵犯した（注6）。中国はこの飛行を「共
同空中戦略パトロール」と称しており、中国とロシアの戦略的協力関係の進展を反
映していると指摘した（注7）。日本周辺における両国の軍事的協力の行方を注視しな
ければならない。
日本海では、2019年5月以降、北朝鮮による弾道ミサイルの発射が相次いだ。そ
のすべてが日本海に着弾し、なかには日本の EEZ に近い海域に到達したものもあっ
た。日本海では日本の漁船をはじめとした多数の船舶が航行しており、事前に危険
水域の公表を伴わないミサイルの発射は航行の安全を脅かす無責任な行為である。
また、北朝鮮による弾道ミサイルの発射は国連安保理決議に対する明確な違反であ
り、大陸間弾道ミサイル（ICBM）を含む北朝鮮によるさらなる高性能な弾道ミサ
イルの開発につながりうることから、日本のみならず地域・世界の安全保障にとっ
て大きな脅威となっている。
日本をとりまく海洋の安全保障は依然として厳しいものがあるが、2019年には日
中間の艦艇による相互訪問が実現するなど、情勢の安定化に向けた若干の進展もみ
られた。日本としては中国やロシアなどとの安全保障対話を継続しつつ、この海域
への関与を強めつつあるオーストラリアやイギリスなどとの協力関係を推進してい
くことが望まれる。

（飯田 将史）

太平洋島嶼地域は広大な海域に点在する14か国（以下、島嶼国）・8地域（注8）で構
成される。同地域の安定と繁栄は日本の安全保障を支える基盤のひとつであり、特
に日本との人的つながりが深い島嶼国は、国際社会における日本の理解者、漁業資
源や有事の際の代替シーレーンの管理者として重要な国々である。
その太平洋島嶼地域では、近年、島嶼国の国際場裏における発言力向上、官民の
経済活動に基づく中国の影響力拡大、アメリカ、オーストラリア、ニュージーラン
ドなど旧宗主国の関与強化、気候変動に関する島嶼国と先進国間の摩擦により、情
勢が複雑化している。
このような情勢の下、日本が島嶼国とともに太平洋島嶼地域の安定と繁栄を確保
するためには、島嶼国のガバナンスの現状と歴史的背景を把握することが重要であ
る。よって、以下に詳説する。

注6
統合幕僚監部「中国機及びロ
シア機の東シナ海及び日本海
における飛行について」2019
年7月23日。

注7
「中俄首次聯合戦略巡航提昇
両軍戦略協作水平」中国国防
部ホームページ、2019年8月
29日。http://www.mod.gov.
cn/info/2019-08/29/content_
4849376.htm

注8
パラオ、ミクロネシア連邦、
マーシャル諸島、ナウル、キ
リバス、パプアニューギニア、
バヌアツ、ソロモン諸島、フィ
ジー、トンガ、サモア、ツバ
ル、ニウエ、クック諸島と米
領のグアム、北マリアナ、米
領サモア、ＮＺ領のトケラウ、
英領のピトケアン諸島、仏領
のニューカレドニア、仏領ポ
リネシア、ウォリス・フツナ
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1 地域秩序を構成する多層構造

1 戦後の枠組み
太平洋戦争終結後、太平洋島嶼地域では北半球をアメリカが、南半球をイギリス、
オーストラリア、ニュージーランド、フランスが海外領土や信託統治領として統治
していた（注9）。1947年にはアメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、ニュー
ジーランド、オランダが同地域の社会経済発展支援を目的とする南太平洋委員会
（SPC（注10）、現・太平洋共同体）を設立、1951年には冷戦を背景にアメリカ、オース
トラリア、ニュージーランドが太平洋安全保障条約（ANZUS 条約）を締結した。
1960年、国連で「植民地独立付与宣言」が決議されると、1962年の西サモア（現・
サモア独立国）から1994年のパラオまで14か国が独立し主権を確保していった。し
かし、いずれも人材不足、地理的離散性、経済基盤の脆弱さにより、旧宗主国の援
助に強く依存せざるを得ない状況が続いた（注11）。
1971年、フランスの核実験への抗議を背景に、フィジーなど島嶼国5か国とオー
ストラリア、ニュージーランドが地域政策機関となる南太平洋諸島フォーラム（現・
太平洋諸島フォーラム、PIF（注12））を設立した（注13）。同フォーラムでは、島嶼国の独
立に伴って加盟国が増え、課題も多様化していき、課題別に地域機関が設立された
ことで、現在の太平洋地域機関評議会（CROP（注14））の枠組みが構築された（注15）。
島嶼国の独立に関しては、北半球では南半球諸国に遅れること数年、1986年にミ
クロネシア連邦とマーシャル諸島、1994年にパラオがそれぞれ米国と自由連合盟約
（コンパクト、COFA（注16））を締結し（注17）、米国の戦略的信託統治領から米国自由連
合国として独立した。これら3国では、統治、経済、安全保障・防衛、一般規定の

注9
南半球には戦前から米国が統
治している米領サモアがあ
る。

注10
Secretariat of the Pacific
Community

注11
現在も、仏領のニューカレド
ニア、仏領ポリネシア、米領
のグアム、米領サモア、ＮＺ
領のトケラウ、英領のピトケ
アン諸島が国連非自治地域リ
ストに掲載されており、いず
れ独立、自由連合国、州など
の自治権確保に関し、住民の
意思を確認しなければならな
い。2018年11月、ニューカレ
ドニアでは、ヌーメア条約

（1998年）に基づき独立の意
思を問う住民投票が実施さ
れ、否決された。パプアニュー
ギニアのブーゲンビル州は同
リストに掲載されていない。

注12
Pacific Islands Forum

注13
当時独立していたナウル、西
サモア（当時）、トンガ、フィ
ジー、クック諸島、豪州、Ｎ
Ｚが創設メンバー。現在、14
島嶼国、豪州、ＮＺ、ニュー
カレドニア、仏領ポリネシア
が加盟国。

注14
Council of Regional Organi-
sations in the Pacific

注15
Council of Regional Organi-
sations of the Pacific（カ ッ
コ内は略称、設立年、分野）。
南太平洋大学（USP、1968、
教育）、フォーラム漁業機
関（FFA、1979、EEZ 管理）、
太平洋諸島開発プログラ
ム（PIDP、1980、米国主導
の社会経済開発支援）、南太
平洋観光機構（SPTO、1983、
観 光 促 進）、太 平 洋 電 力 協
会（PPA、1992、電力）、太
平洋地域環境プログラム

（SPREP、1993、環境保全）、
太平洋航空安全局（PASO、
2004、航空安全）が設立され
た。これに PIF（1971、地域
政 策）と SPC（1947、科 学
技術）を合わせた地域機関が
メンバーであり、PIF 事務局
が CROP 事務局を務めてい
る。

注16
Compact Of Free Associa-
tion

注17
ミクロネシア連邦、マーシャ
ル諸島については2003年に改
定されたが2023年に期限を迎
えるため、再改定交渉が行わ
れる。パラオについては1994
年から2044年まで50年間有効
であるが、経済協力などにつ
いて15年毎に見直しが行われ
る。 図4―2―1 伝統的安全保障枠組み
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4編からなるコンパクトに基づいて、国民は米国ビザ免除など米国市民権に近い権
利を有し、国は大規模な経済援助を得てきた。主権に関しては、各国とも外交権と
警察権を有するものの安全保障・防衛についてはアメリカが責任と権限を有してお
り、これら3国において第三国による軍事的接触の排除や軍事施設の設置を遂行で
きる立場にある。
こうした背景は、米国系の北半球の島嶼国と英連邦系の南半球の島嶼国という社
会基盤の違いとともに、赤道を挟んだ北側・南側での開発課題の違いをもたらした。

2 島嶼国の主権意識の高まり
2000年代は主権強化を目指す島嶼国と地域の安定を担うアメリカ、オーストラリ
ア、ニュージーランドのせめぎ合いの時代であった。
2003年、ミクロネシア連邦とマーシャル諸島ではコンパクト改定により、両国政
府財政の5割を超えるアメリカの経済援助が2023年に終了することとなり、両国は
自主財源を求め始めた。2007年に始まった世界食料価格危機と原油価格高騰は、生
活物資を輸入に依存する島嶼国において急激な物価高・エネルギーコスト上昇によ
る経済悪化を招き、翌年のリーマンショックによる世界金融危機はツバルやマー
シャル諸島などで信託基金のマイナス運用・原資縮小による財政危機を招いた。さ
らに、度重なる自然災害、先進国の経済悪化と援助疲れが加わった。島嶼国は制御
できない外的要因に翻弄されたことで、赤道を越えて北側・南側が地域として課題
を共有するようになった。
島嶼国の内政に関しては不安定要素が増大した。2003年、部族紛争仲裁のため、
PIF の枠組みでオーストラリア軍を中心とする地域ミッション（RAMSI（注18））がソ
ロモン諸島に派遣され、2006年11月にはトンガで民主化運動による大暴動が発生し
た。同年12月にはフィジーで無血クーデターが発生し、特に2009年の PIF「ケアン
ズ・コンパクト」以降、オーストラリア、ニュージーランドを中心とする先進国は
フィジーに対し早期の民政復帰を求めて経済協力や外交分野で厳しい対応を続け
た。これによりフィジーとオーストラリア、ニュージーランド、日本、サモアの関
係が悪化した（注19）。
2010年代に入り、フィジーは中国の政府経済援助と民間の貿易投資拡大、外交関
係の多角化、国連との関係強化、島嶼国主導の太平洋諸島開発フォーラム（PIDF）
の設立（2013）、国内経済成長政策の成功により、自力で多民族国家への改革を推
進し、オーストラリア、ニュージーランドに抵抗できることを証明した。
経済面では、島嶼国8か国によるマグロ資源に関するナウル協定締約国グループ

（PNA（注20））が2010年に隻日法（VDS（注21））を導入し、加盟国の大幅な収入増と資源
管理の主導権確保に成功した（注22）。さらに2013年以降、地域への多様な開発資金の
増加、エネルギーコスト低下、信託基金運用の安定化により、島嶼国の財政基盤が
強化され、経済が安定成長に転じた。
国連など国際社会では、島嶼国は2013年頃から太平洋小島嶼開発途上国（PSIDS）
の枠組みで結束するようになり、気候変動、海洋環境保全、経済を軸に発言力を高
めていった。さらにサブリージョナルな取組みが活発化し（注23）、住民と国、地域、
国際社会をつなぐ努力が続けられている。
自信を深めた島嶼国は、PIF の枠組みで「太平洋の人びとが自由で健全で生産的
に暮らし、平和、調和、安全、包摂性、繁栄の地域」を希求するパシフィック・ビ

注18
Regional Assistance Mission
to Solomon Islands

注19
日本は豪州とＮＺに同調し、
2009年、2012年の太平洋・島
サミットにフィジー首相を招
聘しなかった。

注20
The Parties to the Nauru
Agreement

注21
隻日法（VDS：Vessel Day
Scheme）とは、入漁料単価
を1隻1日当たりで設定し、
各加盟国が PNA に割り当て
られた年間上限日数の範囲で
漁業権を販売する仕組み。加
盟国が割り当て日数を完売し
た場合、他の加盟国から日数
を買い取り漁業国に販売でき
る。これにより入漁料単価が
上昇した。

注22
ナウル協定（1982）に基づき
2009年に PNA 事務局が設立
された。たとえばマーシャル
諸島では入漁料収入が、VDS
導入前の年400万ドル程度か
ら、2012年以降2000万ドル（政
府歳入の約10％）を超えるよ
うになった。

注23
太平洋島嶼地域（リージョン）
を伝統的に構成するミクロネ
シア地域、メラネシア地域、
ポリネシア地域をサブリー
ジョンという。メラネシア
ン・スピアヘッドグループ

（MSG）、ミクロネシア諸島
フォーラム（MIF）およびミ
クロネシア大統領サミット

（MPS）、ポリネシアン・リー
ダーズ・グループ（PLG）な
どの枠組みがある。
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ジョン（2014）（注24）、「青い大陸の管理者」として同ビジョンの実現のための協力を
うたうブルー・パシフィック・アイデンティティ（2017）、「気候変動を最大の脅威」
とし、人間の安全保障など非伝統的安全保障を中心に据える地域安全保障協力に関
するボイ宣言（2018）（注25）に合意し、島嶼国が地域の安定と繁栄のために主体的に
取り組む意思を国際社会に示している。
この一連の過程を経て、オーストラリア、ニュージーランドは島嶼国の意思をよ
り尊重するようになり、2018年8月にはサモアとフィジーの歴史的和解が実現した。

3 中国の影響力拡大
中国は1990年代から、台湾承認国の削減、地域機関への影響力強化、経済活動拠
点の確保等を目的とし、島嶼国への支援を行っている。特に2006年の温家宝首相、
2014年の習近平国家主席のフィジー訪問を経て活動が活発化し、戦略性がみられる
ようになった。中国は外交関係を有する国々に対し、大規模な借款や贈与による道
路、橋、港湾、電力、通信などのインフラ整備、政府庁舎、スポーツ施設建設、軍
事交流、警察部門支援などを行い、台湾承認国を含むすべての島嶼国に対しては PIF
事務局など地域機関への資金拠出や観光・貿易・投資など民間部門を通じて影響力
を高めている。なお、これらの活動は南南協力（注26）に位置づけられるため先進国の
ルールに従う必要はない。
このような中国の活動が、2000年代半ば以降危機に直面していた島嶼国の経済を
支え、その成長に貢献したことは認められるべきであろう。現在では PIF 事務局や
多くの島嶼国が中国を重要な開発パートナーと認識しており、台湾承認国にも中国
との貿易投資協定締結や ADS（中国人団体観光客の訪問先指定）を求める動きが
ある。2019年9月には、ソロモン諸島とキリバスが経済成長を求めて中国と外交関
係を結び、台湾と断交した（注27）。これは地域秩序に重大な変更をもたらしたが、2020
年1月の蔡英文台湾総統の再選を受け、中国の台湾承認国に対する関与はさらに強
まるだろう。

注24
2014年7月、第45回 PIF 総
会（パラオ）において、Pacific
Plan（2005）を太平洋島嶼国
主導で発展 さ せ た Frame-
work for Pacific Regional-
ism（太平洋地域主義枠組み）
が首脳により合意された。パ
シフィック・ビジョンは同枠
組みが目指すべき太平洋地域
の姿を表すもの。

注25
2018年9月、第49回 PIF 総
会（ナウル）において、首脳
により合意された地域安全保
障に関する地域協力宣言。こ
れまで地域安全保障協力宣言
として、ホニアラ宣言（1992）、
アイトゥタキ宣言（1997）、
ビケタワ宣言（2000）が合意
されてきたが、ボイ宣言は気
候変動を最大の脅威としたこ
と、人間の安全保障、環境安
全保障、サイバーなどを対象
とした点に特徴がある。同宣
言に基づき、地域の海洋状況
把握（MDA）情報などを集
約するパシフィック・フュー
ジョンセンターが設立される
こととなった。

注26
開発途上国が相互の連携を深
めながら、技術協力や経済協
力を行いつつ、自立発展に向
けて行う相互の協力

注27
たとえば、https://www. the
guardian. com/world /2019/
sep/16/china-extends-influen
ce-in-pacific-as-solomon-islan
ds-break-with-taiwan、https:
//www.abc.net.au/news/2019-
09-20/kiribati-to-switch-diplo
matic-ties-from-taiwan-to-chi
na/11532192

図4―2―2 中国の影響力拡大
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図4―2―3 パラオ、日本財団、笹川平和財団、日本政府による海
上保安官民協力

4 地域秩序を構成する多層構造
現在の太平洋島嶼地域秩序は4つのレイヤー（注28）で構成されている。
第1レイヤーは ANZUS（注29）条約とコンパクトに基づくアメリカ、オーストラリ
ア、ニュージーランドによる伝統的安全保障枠組みであり、南半球では各国の安定
や災害対応が大きな要素となる。第2レイヤーは CROP 機関による旧宗主国と島嶼
国の政策枠組みであり、島嶼国は先進国の支援を確保する一方で、自らの声が制約
を受けるリスクを負う。第3レイヤーは島嶼国主導の枠組みであり、国連など国際
場裏における島嶼国の発言力を高めている。そして、第4レイヤーとして中国の官
民経済活動に基づく南南協力枠組みが形成され、島嶼国側は先進国のルールや干渉
に対抗する選択肢を得たことになる。

2 今後の地域情勢と日本が担うべき役割

1 先進国の関与強化と島嶼国の認識のずれ
現在、アメリカは「自由で開
かれたインド太平洋戦略」に基
づき、自由連合国との関係を再
重視し（注30）、さらに違法・無報
告・無規制（IUU）漁業対策を
含む海上保安部門などを通じた
南半球の島嶼国への関与を強化
している。オーストラリアは「ス
テップアップ政策」により、各
国警備艇の更新やインフラ改善
支援、大使館の増設を進め、
ニュージーランドは「パシ
フィック・リセット政策」によ

り同じ島嶼国としてポリネシア地域から地域全体へと関与を拡大している。日本は
「自由で開かれたインド太平洋ビジョン」に基づき、従来のODAに加え、特に海
上保安強化支援や自衛隊の現地訪問・人道支援が活発化している（注31）。
いずれもルールに基づく秩序を基盤とする地域の安定と繁栄を目指す取組みであ
るが、一部の島嶼国や PIF 事務局は中国への対抗措置であると認識し、各国の主権
を侵害しかねないとして警戒感を強めている（注32）。

2 気候変動に関する島嶼国と先進国の摩擦
2018年9月にナウルで開催された第49回 PIF 総会では地域安全保障協力に関する
ボイ宣言に関し、気候変動を最大の脅威とする島嶼国側とオーストラリアの間で厳
しい議論が行われた。2019年8月にツバルで開催された第50回 PIF 総会では、フィ
ジー首脳が2006年以来初めて参加したことで島嶼国が団結したもののオーストラリ
アの姿勢により気候変動に対する即時行動への合意がならず、島嶼国側は炭鉱開発
と石炭の輸出をめぐりオーストラリアを集中的に非難した。この結果、地域秩序に
気候変動を軸とする「島嶼国と先進国の対立構造」と「島嶼国と中国の接近」とい

注28
ここでは、地域秩序の多層構
造を構成する面的要素のこ
と。

注29
Australia, New Zealand,
United States Security
Treaty

注30
2019年5月、トランプ大統領
は、パラオ、ミクロネシア連
邦、マーシャル諸島の大統領
を史上初めてホワイトハウス
に招いた。https://www.doi.
gov/pressreleases/interior-
secretary-bernhardt-applaud
s-president-trump-historic-m
eeting-presidents

注31
英国も2018年4月にロンドン
で開催したコモンウェルスサ
ミット後、サモア、バヌアツ、
トンガへの大使館開設を発表
し、2019年11月のチャールズ
皇太子のソロモン諸島訪問な
ど王室の島嶼国訪問が活発化
している。

注32
たとえば、https://www.foru
msec. org / opening-remarks-
to-the-center-for-strategic-int
ernational-studies-us-pacific-
dialogue-strengthening-the-
us-pacific-islands-partnership
-by-deputy-secretary-general
-cristelle-pratt/



94 第4章 海洋のガバナンス・海洋情報

う新たな要因が加わることになった（注33）。
気候変動への対応として緩和と適応の2つの柱があるが、緩和に関しては世界経
済を支える責務を有する日本、アメリカ、オーストラリアが島嶼国側の主張を全面
的に受け入れることは現実的ではない。日本、アメリカ、オーストラリアは、島嶼
国に融和的なニュージーランドとともに、島嶼国の主張を受け入れた場合の世界経
済モデル（信託基金運用や開発援助含む）を冷静に論理的に島嶼国側に説明し、現
実的な対話を進める必要がある。
適応に関しては、気候変動との関連に関わらず、日本、アメリカ、オーストラリ
ア、ニュージーランドはいずれも防災・減災・人道支援を重視しており、住民の生
命に直接関わる同分野で島嶼国との連携を深化させることが求められる。

3 日本が担うべき役割
島嶼国は本来各国が主権国家としての自立を目指しており、地域枠組みよりも自
国の利益を重視している。たとえば、島嶼国は、長年にわたる努力により、自然環
境と人びとの密接なつながりに基づく「青い大陸の管理者」の立場を確立し、地域
として「太平洋の人びとが自由で健全で生産的に暮らし、平和、調和、安全、包摂
性、繁栄の地域」の実現に主体的に取り組むと主張してきた。しかし、近年、ソロ
モン諸島やキリバスは多額の外的資金により早急な開発志向に転じ、環境悪化の懸
念と住民間の軋轢をもたらすなど（注34）、内外に主張の矛盾を示すこととなり、島嶼
国が地域として築いてきた環境や気候変動に関する高潔なイメージを変えることと
なった。今後、社会経済基盤の違いがもたらす島嶼国各国の立場の違いが明確にな
り、地域としての結束が崩れる場面が増えるだろう。
近年、島嶼国には多様な資金が投入されているが、各国の財政規律や国内法令を
尊重せず、質や環境の問題を引き起こす事例も発生している。島嶼国がこれらの資
金を有効に活用し、持続可能な社会の構築、地域の安定と繁栄を実現するためには、
法の支配、反腐敗、透明性の確保などグッドガバナンス（注35）の実現が不可欠である。

注33
たとえば、https://www.the
guardian. com/world /2019/
aug/16/fiji-pm-frank-bainima
rama-insulting-scott-morriso
n-rift-pacific-countries、https :
//www.npr.org/2019/11/23/
775986892/ some-pacific-islan
d-nations-are-turning-to-china
-climate-change-is-a-factor

注34
たとえば、https://www.reu
ters. com / article / us-taiwan-
diplomacy-kiribati/kiribati-sa
ys-national-interest-behind-cu
tting-taiwan-ties-in-favor-of-
china-idUSKBN1W609C、
https://www.abc.net.au/news/
2019-10-30/china-cites-early-
harvest-benefits-in-guadalcan
al-deal/11654596、https://w
ww. solomonstarnews. com /
index. php / news / national /
item/22260-gov-t-delegation-
receives-unfriendly-reception
-in-malaita

注35
良い統治。持続可能な開発目
標の実現に不可欠な要素であ
り、太平洋諸島フォーラムで
は民主主義的価値感の完全な
順守、法の支配、人権の保護
と促進、男女平等、公正な社
会への責任を指し、反腐敗、
説明責任および透明性の確
保、政府の効率化などが含ま
れる。

図4―2―4 ルールに基づく秩序を確保するための枠組み
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そこで、地域ではなく各島嶼国を対象に、共通の価値観を有する日本、アメリカ、
オーストラリア、ニュージーランドがそれぞれの優位点を活かして欠点を補完しな
がら連携し、各島嶼国が目指すビジョンの実現に向け島嶼国側と率直に対話し、相
談できる血の通った関係性を構築することが求められている。この枠組みでは、そ
れぞれの国の官民学が協力し、現地文化に対する理解と住民との信頼関係が重視さ
れるべきで、台湾承認国に対しては台湾 ICDF（注36）とも連携することが望ましい。
日本は長年にわたるボランティア派遣、技術協力、無償資金協力、人的交流など
島嶼国各国の自立を支援し、地域枠組みの PALM（注37）プロセスを発展させてきた。
また民間の関係も深く、日本人には島嶼国の人びととニュアンスを共有しやすい傾
向がある。これらの財産を活用し、日本は、まず「自由で開かれたインド太平洋ビ
ジョン」を支持するパラオ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、フィジー、パプ
アニューギニア、その間に位置するツバル、ナウルを対象に、先進国間の連携を実
践できる立場にある。
日本には、島嶼国側に先進国との連携が国の発展にもたらす実質的メリットを示
し、対象国を拡大することで、ルールに基づく秩序を確保する先進国と島嶼国によ
る第5レイヤーの構築を促進する役割が期待される。

（塩澤 英之）

注36
International Cooperation
and Development Fund

注37
太平洋・島サミット（Pacific
Islands Leaders Meeting：
PALM）
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TICAD7における海洋に係る議論

横浜宣言2019と今後に向けて

アフリカ開発会議（TICAD注1）は、日本やアフリカ
諸国における官民リーダー間の連携を強化し、持続可
能な開発に向けて協力を促進することを目的に、日本
政府が主導して国連、国連開発計画（UNDP）、世界
銀行およびアフリカ連合委員会（AUC）と共同で開催
されている会議である。1993年の東京での第1回会議
を皮切りに、近年では3年ごとに日本とアフリカで交
互に開催されている。その7回目となる TICAD7が、
42名の首脳級を含むアフリカ53か国、開発パートナー
諸国52か国、108の国際機関および地域機関の代表、
民間セクターやNGOなどの市民社会の代表など、1
万名以上の参加を得て、2019年の8月28日から30日の
間、パシフィコ横浜で開催された。

会議では安倍晋三内閣総理大臣がエルシーシ・エジ
プト大統領と共同議長を務め、麻生太郎副総理大臣、
河野太郎外務大臣（当時）をはじめ日本政府からも多
くの閣僚、政府機関の長などが出席した。「アフリカ
に躍進を！ ひと、技術、イノベーションで。」という
テーマの下、6つの全体会合と5つのテーマ別会合が
実施された。そして、最終日の閉会式では「横浜宣言
2019」注2が採択され、「横浜行動計画2019」注3が付属文
書として発表された。
海洋分野に関しては、河野外務大臣がブルーエコノ

ミー注4に関するテーマ別会合の議長を務め、冒頭でア
フリカのブルーエコノミー推進にも資する、連結性強
化や海洋エネルギー資源開発、内水養殖を含む水産資
源の利用、海賊対処行動をはじめとする海洋安全保障
に関する取組みを紹介するとともにブルーエコノミー
分野で1，000人の人材育成を行う旨を発表した。また、
（国研）海洋研究開発機構（JAMSTEC）が南アフリカ
における気候研究に係る公式サイドイベントを、（公
財）笹川平和財団海洋政策研究所がブルーエコノミー、
ブルーカーボンの2つの公式サイドイベント、また非
公式のイベントとして「アフリカにおけるブルーエコ
ノミーに関するハイレベル円卓会議」を開催注5するな
ど、海洋分野のサイドイベントも多く開催された。円
卓会議は、海洋資源の持続可能な利用などを念頭に、
日本とアフリカ諸国の政府や企業、その他のステーク
ホルダーによるパートナーシップを強化していくこと
を目的に開催されたもので、大きな反響があった。

TICAD7で採択された「横浜宣言2019」では、海洋

のガバナンスの観点からも注目すべき記述があり、「海
賊行為、IUU漁業及び他の海上犯罪との闘い並びに国
際法の諸原則に基づくルールを基礎とした海洋秩序の
維持を含む海洋安全保障の分野において、二国間、地
域的及び国際的なステークホルダの協力を促進する必
要性」が強調されている。また、日本政府が推進して
いる「自由で開かれたインド太平洋（Free and Open
Indo-Pacific：FOIP）」に向けた取組みについては、2016
年にナイロビで開催された前回の TICAD6の安倍総理
大臣基調演説で提唱されたと言われているが、「横浜
宣言2019」においても「ナイロビで開催された TICAD
6において安倍晋三総理大臣が発表した自由で開かれ
たインド太平洋のイニシアティブを好意的に留意す
る」という一文が盛り込まれた。
次回の TICAD8は2022年に、TICAD7の議論を受け
てアフリカと日本の戦略的パートナーシップがより発
展し、さらなる飛躍を遂げたアフリカの地で開催され
ることが期待される。 （相澤 輝昭）

注1 Tokyo International Conference on African Development
注2 横浜宣言2019 アフリカに躍進を！ひと、技術、イノベーションで。

2019年8月30日 https : //www.mofa.go.jp/mofaj/area/ticad/ticad7/
pdf/yokohama_declaration_ja.pdf

注3 横浜行動計画2019 横浜宣言2019の実施行動 https : //www.mofa.
go.jp/mofaj/area/ticad/ticad7/pdf/yokohama_action_plan_ja.pdf

注4 ブルーエコノミーについては『海洋白書2019』第2章第2節を参照
注5 笹川平和財団ウェブサイト ニュース「アフリカと日本における協

力に向けて：TICAD7においてブルーエコノミーとブルーカーボンに
関するサイドイベントを実施」 2019年10月04日 https://www.spf.org/
spfnews/information/20191004.html

コラム08 横浜で開催されたアフリカ開発会議（TICAD）

TICAD7の討議風景（出典：外務省）

サイドイベント「アフリカにおける持続可能なブルーエコノミー」
の登壇者等
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第3節 海洋情報一元化に向けて
海洋で扱う情報は非常に幅広く、波浪や海流、水質、海洋生物、海底鉱物、船舶
動静など、海で生じるあらゆる事象がその対象となる。このような多種多様な情報
が混在するという特徴から、政府予算で取得された情報ですら、これまで一元的に
取り扱うことが難しいものであった。単に、さまざまな性質の情報があるというこ
とだけでなく、各省庁が各目的のために収集して利用してきた情報を共有するニー
ズが乏しかったことも、海洋情報一元化が進まなかった一因として挙げられる。
2007年4月に成立した海洋基本法を受けて、長年検討が進められてきた日本の海
洋情報の一元化は、2019年4月に、政府が収集・保有している海洋情報を集約し、
衛星情報や海上気象の情報などを地図上で重ね合わせて表示できる情報サービス
「海洋状況表示システム（愛称：海しる）」の運用を海上保安庁が開始したことで、
ようやくその第一歩を踏み出した。海洋情報一元化に至る経緯と今後の展開を、海
洋情報の分類や海洋状況把握（MDA）（注38）などの紹介を交えつつ概観する。

1 海洋情報の3分類～台帳・自然・人間活動

1 海の社会的な情報（台帳）
海洋情報の基盤をなすのが、海洋の権益や利害関係の範囲を空間的に示した社会
的な情報である。港湾域や鉱区、漁業権、訓練海域などが該当する。海外ではマリ
ンキャダストル（Marine Cadastre）と呼ばれ、地理情報システム（GIS）（注39）の進
展に伴って2000年ごろから各国でシステムが整備されている（角田ほか、2010）（注40）。
日本では2007年の海洋基本法成立を受けて省庁横断のプラットフォームとして検討
が開始され、2012年に海洋台帳システムとして海上保安庁が公開している。情報量
（データ容量）が少なく、また、時間的な変動が少ないためGIS 上で容易に管理で
きるという特徴を有している。

2 海の自然科学的な情報
次の情報は、一転して情報量
が大きく、時間的に変動する「自
然科学的な情報」である。角田
ほか（2010）では、海洋の物理
情報、化学・環境情報、生物資
源情報などの海洋調査で取得さ
れる情報として示している。た
とえば、天気図に相当する海況
は、地図帳で示されている海流
図のような単純なものではな
く、図4―3―1のようになる。数
十から数百キロメートルスケー
ルの渦が数多くあり、それが
日々変動している。よく知られ

注38
Maritime Domain Aware-
ness、『海洋白書2019』第4
章第3節参照

注39
Geographic Information
System

注40
角田・武藤・熊坂、「マリン
キャダストル（海洋台帳）の
構築に向けて」、月刊海洋53
号、2010年

図4―3―1 令和元年5月1日の海況推定値（50m深の水温）
数十～数百キロメートルスケールの渦が数多く見られる。

（出典：海洋危機ウォッチ）
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ている黒潮の直進・大蛇行などの流路変動も渦活動の一種であり百から数百メート
ルくらいの水深まで影響が及ぶ。漁業関係者にとっては、安全操業のみならず、潮
目などの漁場を把握するうえでも海の自然科学的な情報は必須となる。
このような海の自然科学的な情報を把握するため、観測船などを用いた調査活動
が行われている。50年以上に及ぶ長期間の観測を続ける気象庁東経137度定線など
が有名で、気候監視の基盤データを全世界に提供している。また、船舶だけでは十
分ではない部分は、アルゴフロートなどの自動観測機器や人工衛星によるデータな
ども活用し把握されている（海洋モニタリングの概要については図4―3―2を参照）。
さらに、これら観測データを海洋の数値シミュレーションに取り込んで予報を行う
「海の天気予報」と呼ばれる数値予報も行われており、1か月程度先の黒潮をはじ
めとした日本周辺の海況予測を、天気予報のように知ることができる。

3 船舶の情報（人間活動）
最後が、新たに注目されてい
る海洋情報で、日々変化する船
の活動に関するものである。洋
上を移動する船舶（漁船、商船、
艦船など）は、これまでその動
静を統合的に把握することが難
しいものであった。これに対し
て、AIS（船舶自動識別装置）（注41）

の登場によって様相が一変して
きた。2002年に発効した SOLAS
条約（注42）により、一定の基準を
満たす船舶に対して AIS 搭載が
義務化された当初は、SOLAS

注41
Automatic Identification
System、船名や位置、目的
地などの船舶情報を VHF 帯
電波で自動的に送受信し、船
舶間および船舶陸上間などで
情報交換を行うシステム

注42
海上における人命の安全のた
めの国際条約

図4―3―2 海洋モニタリングの概要
（出典：『海洋白書2019』）

図4―3―3 AIS による船舶動静把握例（大隅半島周辺）
（出典：第十管区海上保安本部）
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条約の目的に沿って輻輳海域などにおける航行安全のためのツールとして利用され
ていたが、VHF 帯で送信される船舶情報を誰でも受信できることから、船舶動静
把握の手段として利用されるようになった。
さらに、近年は2つの技術革新により船舶動静監視が飛躍的に進展している。ひ
とつは人工衛星で、シームレスに AIS を衛星から受信して全世界の船舶の移動を解
析することができるようになったことに加えて、海上の画像を取得する小型衛星が
大量に打ち上げられることで、その画像を利用した高頻度な船舶の監視ができるよ
うになりつつあることである。海上画像は AIS の電源を切って運航する不審な船の
監視に役立てられる。もうひとつは人工知能（AI）である。もはや人間だけでは処
理しきれない大量の AIS 情報や海上画像は、最新の AI 技術を活用して効率的・効
果的に解析されて監視に役立てられている。大量に蓄積された過去の船舶データと
照らし合わせると、異常な行動をとる船舶を AI 技術で抽出することが可能となる。

2 海洋状況把握（MDA）と海洋情報の一元化

1 日本におけるMDAの進展
政府が5年毎に改定する海洋基本計画によると、海洋状況把握（MDA）は、「海
洋の安全保障、海洋環境保全、海洋産業振興・科学技術の発展等に資する海洋に関
連する多様な情報を、取扱等に留意しつつ効果的な収集・集約・共有を図り、海洋
に関連する状況を効率的に把握すること」と定義されている。2001年9月の米国同
時多発テロを契機として米国で発展したコンセプトであるため、MDAは安全保障
の意味合いが強いと捉えられがちだが、海洋環境などの幅広い海洋情報を収集・集
約・共有するものである。海洋に関する情報は、前述のように多種多様であるが、
波浪や海流のような一般的な情報であっても、それを正確に把握することは安全保
障上も重要な意味を持つものである。その観点からも、MDAが幅広い海洋情報を
対象とすることは理にかなっており、デュアルユースとしてMDAを捉えることも
できる。
日本におけるMDAは2015年5月に内閣官房国家安全保障局や内閣官房総合海洋
政策本部事務局（現・内閣府総合海洋政策推進事務局）などが連携し「海洋状況把
握に係る関係府省等連絡調整会議」が設置されたことで検討が本格化した。この会

図4―3―4 MDAの推進体制
（出典：内閣府総合海洋政策推進事務局資料）
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図4―3―5「海しる」の表示例（波浪マップに航行警報の区域を重ねた例）
（出典：https : //www.msil.go.jp より作成）

議が同年10月に公表した「我が国における海洋状況把握（MDA）について」と題
したコンセプト・ペーパーでは、日本の目指すべきMDAは、安全保障に限定せず、
自然災害対策など多様な目的を含み、情報・システムは3層構造を基本とするとし
ている。また、翌2016年7月に総合海洋政策本部決定された「我が国の海洋状況把
握の能力強化に向けた今後の取組方針」では、国家安全保障局、総合海洋政策本部
事務局、内閣府宇宙開発戦略推進事務局の三者が司令塔となり、第1層と第2層の
システムを海上保安庁が整備・運用することが示されている。ここで、第1層は「民
間も利用できる情報・システム」、第2層は「政府機関で共有する情報・システム」、
第3層は「安全保障に携わる省庁間のリアルタイムな情報共有」を示す。これら決
定などを受けて日本のMDAの検討は深化し、2018年5月に閣議決定された第3期
海洋基本計画では、計画第2部の新たな項目として格上げされている。第3期海洋
基本計画は、「総合的な海洋の安全保障」を基本方針の冒頭に掲げたことでも知ら
れているが、MDAは「海洋の安全保障の強化の基盤となる施策」として位置づけ
られている。この基本計画のもとで、MDAに係る検討やシステム構築が進められ
ている。

2 MDAを担う情報システムの運用開始
2019年4月、政府が収集・保有している海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせ
て表示できる情報サービス「海洋状況表示システム（愛称：海しる）」の運用が開
始された。これは海上保安庁が担うMDAの第1層と第2層を対象としたものであ
り、第1層部分はインターネットを通して広く一般向けに公開されている。
「海しる」の特徴は、関係省庁が管理する海洋情報を幅広く一元化し、海洋の社
会的な情報と自然科学的な情報を同一のプラットフォーム上に統合した点である。
船舶動静の情報など、まだ第1層に含められていない情報も多くあるが、このシス
テムの運用により、日本の海洋情報一元化がようやくスタートラインに立ったと言
える。「海しる」では、国民の財産でもある海洋情報を積極的に海洋産業に活用す
ることも視野に入れられている。
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3 今後の海洋情報―海洋情報ベンチャーに向けて

以上に示したように、これまで実現が難しかった海洋情報の一元化が「海しる」
を通じて実現できた背景には、第3期海洋基本計画で「海洋の安全保障の強化の基
盤となる施策」と位置づけられるMDAの取組みが重要な役割を果たしている。MDA
が情報共有の大きなニーズとなったと言える。一方で、このような政策的な視点に
加えて、情報技術の進展という技術的な視点も欠かせない。すなわち、地理情報シ
ステム（GIS）とそれを支えるデータ処理技術がこの10年間で飛躍的に進展し、情
報量や時間的な変動が非常に大きい自然科学的な情報をリアルタイムで取り扱うこ
とが可能になったことも大きな背景要因として挙げられる。このような海の世界に
も大きな変革を与えつつある技術革新は、近い将来、海洋情報システムにどのよう
なことをもたらすのであろうか。たとえば、自動車で進む自動運転技術は船舶の世
界でも進んでおり、世界各地で自律運航船の実証試験が行われている。自律運航船
では、運航に係わる大量のデータを地上と共有する必要があり、今後一気に船舶情
報のビックデータ化が進む可能性を秘めている。水産業も2018年12月の漁業法改正
を受けて「稼げる漁業」に大きく舵を切っている。そのなかで IoT 漁業は目玉であ
り、養殖業を含めた漁業においても情報革命が進む。さらに2019年4月に施行され
た再エネ海域利用法（注43）を受けて洋上風力発電の設置も加速する。
情報収集のための技術も進展している。たとえば米国の PLANET 社は200機近い
小型衛星を用いて毎日の高分解能画像による監視を実現している。次世代 AIS であ
る VDES（注44）が早ければ2020年代から運用が開始される可能性があり、海上での基
盤通信インフラとしての機能を持つことが期待されている。このほかにも、超小型
の海洋観測ブイの開発や環境DNAと呼ばれる生態系把握の技術革新など、新技術
は枚挙にいとまがない。このような近未来の海洋情報管理を体現しているのが IT
界の巨大企業グーグルである。グーグルが支援し2017年6月に設立された国際的非
営利団体であるグローバル・フィッシング・ウォッチは、違法漁業の撲滅に向けて
AI を駆使して人工衛星や AIS 等による大量の漁船情報を解析することにより、世

注43
正式名称は「海洋再生可能エ
ネルギー発電設備の整備に係
る海域の利用の促進に関する
法律」、角田、「洋上風力発電
の普及に向けて～再エネ海域
利 用 法 の 成 立～」、「Ocean
Newsletter448号」、2019年参
照

注44
VHF Data Exchange Sys-
tem

図4―3―6 グローバル・フィッシング・ウォッチの公開状況
（出典：http : //globalfishingwatch.org/）
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界の漁業活動を可視化し、公表している。これまでブラックボックスとなっていた
漁業活動の実態がグーグルによって白日の下にさらされている。
これからの海洋情報は、誰でも工夫次第でアクセスすることができる玉石混交の
箱となる。それをゴミ箱とするか宝箱にするかは利用者次第である。「海しる」も
その箱のひとつであり、意欲のある民間の取組みが、さらなる海洋情報の活用を促
すことになる。そして、他のさまざまな分野と同様に海洋でも情報ベンチャーが生
まれて新たな海洋利用を促進し、海洋情報と海洋利用の好循環を生み出していくこ
とが期待される。
民間をも巻き込んだイノベーションが進むなか、政府主導で海洋情報を一元化す
るのはもしかすると「海しる」が最初で最後になるかもしれない。たとえば宇宙分
野では、経済産業省が衛星データを活用したビジネス創出を促進するための衛星
データプラットフォーム「Tellus」（注45）を開発している。気象分野では、気象庁は民
業を圧迫しない範囲内での情報提供に留意している。海洋分野ではどのような形態
になるのか未知数だが、さまざまな国・地域のさまざまな分野の情報が統合利用さ
れ、民間がさらに付加価値をつけていくことになるだろう。そのような時代におい
ては、海洋の安全保障を支える海洋情報管理も、新たな柔軟な発想で行うことが求
められる（注46）。

（角田 智彦）

注45
https : //www.tellusxdp.com
/ja/

注46
角田、「新たなフェーズをむ
かえた海洋の情報管理」、「修
親2019．7」、2019年
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第1節 沿岸防災とブルーエコノミー
ブルーエコノミーは、海洋環境や資源の保全、持続可能な利用と並行して、経済
の活性化や地域社会の振興などを実現するための施策として世界的に注目されてい
る（注1）。沿岸域でのブルーエコノミーは、その自然・社会基盤を維持・管理しなが
ら、水産業・海洋観光業・造船業・海運業などの海洋関連産業を振興し、新たなサー
ビスを創出することで循環型社会や安心・安全な社会の実現を目指すものと考える
ことができるが、沿岸域での活動が主体となるため熱帯低気圧（注2）に伴う高潮・高
波や津波といった海洋由来の自然災害の影響を被りやすい。ゆえにブルーエコノ
ミーを推進するうえでは、沿岸域での自然災害の特徴や気候変動による今後の変化
傾向を把握し、それらに対するソフト・ハード両面からの多重的な防災・減災対策
を検討することが必須となる。
本節では気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が2019年9月に公表した海洋・
雪氷圏に関する特別報告書（SROCC（注3））の知見にも触れながら、沿岸災害が気候
変動で今後どのように変化していくのか、最新の知見を紹介する。また2019年に日
本に甚大な被害をもたらした台風15号、19号について、沿岸域への被害状況を中心
に解説し、その特徴と講ずべき対策を整理する。生態系を活用した防災・減災（Eco―
DRR（注4））は近年陸域のみならず沿岸域でも着目されており、国内外の Eco―DRR 事
例に触れながら、その特徴や可能性、課題を考察する。最後に2015年に採択された
仙台防災枠組の目標とブルーエコノミーの関係を考察し、同枠組推進を目指し2019
年11月に仙台市で開催された第2回世界防災フォーラムにおける笹川平和財団海洋
政策研究所主催セッションの概要を述べる。

1 気候変動と沿岸災害

気候変動をはじめとする環境変化により、沿岸域の災害リスクが高まることが懸
念されている。IPCC が2019年9月に公表した海洋・雪氷圏に関する特別報告書
（SROCC）では、海面上昇の予測について南極氷床の融解による影響を考慮してい
なかった IPCC 第5次評価報告書の値よりも0．1ｍほど上方修正されたことに注目
すべきであろう。こうした将来の予測を踏まえ、沿岸域における気候変動関連リス
クへの対応が火急の課題であることは疑いの余地がない。
IPCC によれば、気候変動によるリスクは、
① ハザード（極端気象現象などの物理的脅威）、
② 脆弱性（環境・社会的なハザードの受けやすさ）、
③ 曝露（コミュニティなどがハザードに晒される度合い）
の3つの要素によって評価される（図5―1―1参照）。海に囲まれたわが国は、台風に
伴う高潮・高波などの海洋に関連する災害のリスクへの曝露が比較的高い環境にあ

注1
『海洋白書2019』第2章第2
節「ブルーエコノミーの展開
と展望」を参照。

注2
この節では、台風、ハリケー
ン、サイクロンなどを総称し
て熱帯低気圧の用語を使用し
ている。特定のイベントに言
及する際にのみ、台風やサイ
クロン等の用語を使用する。

注3
https://www.ipcc.ch/srocc/
第2章第1節参照。

注4
Ecosystem-based disaster
risk reduction

第5章
沿岸域の防災と海上安全
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図5―1―1 気候変動によるリスクを定義した SROCC 第1章 Figure CB2．1（海洋政策研究所仮訳）

図5―1―2 気候変動による海面水位の極端現象（HCE）への影響。SROCC Figure SPM4（海洋政策研究所仮訳）
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るといえる。さらに、SROCCが示すのは気候変動に伴う将来的な沿岸域のハザー
ドの増大である。熱帯低気圧に伴う高潮の増大、海面水位の極端現象（HCE（注5））
の頻発化（図5―1―2参照）、熱帯低気圧接近時の高波の甚大化の懸念などが予測され
ている。
次に、SROCCは人為的な要因による気候変動の結果、台風を含む熱帯低気圧に
伴う降水、風量、高潮をすでに増加させているとの見方を示している（高い確信度）。
21世紀後半における熱帯低気圧の将来予測として、カテゴリー4や5に分類される
激しい熱帯低気圧の発生が増加し、平均降水量は海水面温度が1℃上昇するごとに
少なくとも7％は増加すると見込まれている。（中程度の確信度）。頻度については
減少か、現状とさほど変わらないことが予測されているが、気象災害による資産の
損失の増加は、頻度の減少によっては相殺されず、結果的に熱帯低気圧の甚大化に
よる将来的な損失、損害の増大が予想されている。こうした熱帯低気圧や高潮、高
波（注6）による沿岸域の災害について、将来のリスク増大に対応した適応策、防災へ
の取り組みが期待される。

2 2019年世界における熱帯低気圧被害

2019年、各国は熱帯低気圧による甚大な災害に見舞われた（図5―1―3参照）。3月

注5
Historical Centennial Event

注6
高潮、高波については『海洋
白書2019』第4章第1節「台
風と沿岸防災」に詳しく説明
されている。

図5―1―3 2019年に発生した主要な熱帯低気圧の一覧（海洋政策研究所作成）
A：日本周辺海域 B：全海域。①から順に発生時期が早い。①台風2号、②サイクロン・
イダイ、③サイクロン・サバンナ、④サイクロン・トレバー、⑤サイクロン・ベロニカ、
⑥台風9号、⑦ハリケーン・ドリアン、⑧台風13号、⑨台風15号、⑩ハリケーン・フン
ボルト、⑪ハリケーン・ロレンツォ、⑫台風19号、⑬台風21号

（出典：NCDC International Best Track Archive for Climate Stewardship（IBTrACS）
Data Access）
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4日、モザンビーク海峡で発生したサイクロン・イダイは、モザンビーク、マダガ
スカル、マラウィ、ジンバブエなどで多数の人的・物理的被害をもたらした。最大
風速は時速222kmに達し（注7）、上記4か国で185万人が影響を受けた（注8）。また、バ
ハマ、米国、カナダなどに甚大な被害をもたらしたハリケーン・ドリアンは、2019
年9月1日バハマ北部に上陸し、時速296kmを超える最大風速を記録した（注9）。こ
のハリケーンにより、2019年12月時点で70人以上が死亡、いまだ300人以上が行方
不明となっている（注10）。その直後、9月中旬から10月初旬にかけてハリケーン・フ
ンベルト（8号）、ロレンツォ（12号）が立て続けにフロリダ東岸、太平洋西部を
それぞれ襲った。一方、南半球で発生した3つのサイクロン・サバンナ（6号）、
ベロニカ（7号）、トレバー（8号）はいずれも最低気圧960hPa 以下の激しい熱帯
低気圧であった。
一方、わが国近海では、2月20日に発生した台風2号は、急速に「猛烈な」勢力
に発達し、2月としては1951年の統計開始以来初めてとなった。関東地方、東北地
方に甚大な被害をもたらした台風15号、台風19号は記憶に新しいが、これらについ
ては次項で詳しく述べる。

3 2019年の台風による日本沿岸部への被害

2019年は台風15号、19号（令和元年東日本台風、以下、台風19号）が立て続けに
東日本を襲来し、大きな被害をもたらした。台風15号は、強風によるインフラや建
物への被害が特徴で、特に千葉県などに大きな爪痕を残した。一方、台風19号は、
豪雨による河川の氾濫による被害が特徴で、関東から東北地方まで広い範囲に被害
をもたらした。ここでは沿岸部への影響が大きかった台風15号に関して被害の状況
を整理する。
台風15号は、強い勢力を保ったまま9月9日の午前3時前に三浦半島を通過し、
時速25km程度で東京湾上を北北東に進んだ（注11）。午前5時ごろには千葉市に上陸
し、鹿嶋市あたりで太平洋に抜けた。高波による被害は東京湾内の特に神奈川県内
で顕著であった。横浜港を中心に、想定以上の高波による護岸（パラペット）の損
壊や背後地の浸水、暴風により走錨した船舶の橋梁への衝突およびコンテナの飛散
など甚大な被害をもたらした。横浜市金沢区では高波による浸水で工業団地の少な
くとも399社で製造機械などに被害が生じた。東京湾内で生じた高波は外洋からの

注7
GDACS, Overall Red alert
Tropical Cyclone for IDAI-
19, Retrieved January 14,
2019 from https://www.gd
acs. org /Cyclones / report. as
px?eventid＝1000552＆episo
deid＝24＆eventtype=TC

注8
UNHCR, Fact Sheet Cy-
clone Idai（issued October
31, 2019）https://reliefweb.
int/report/mozambique/unh
cr-mozambique-factsheet-cyc
lone-idai-31-october-2019

注9
GDACS, Overall Orange
alert Tropical Cyclone for
DORIAN-19, Retrieved
January 14, 2019 from
https://www.gdacs.org/repo
rt.aspx?name=DORIAN-19

注10
International Medical Corps,
Hurricane Dorian Situation
Report ＃17（issued on De-
cember 12, 2019）

注11
本節は高木泰士ほか『2019年
9月台風15号による神奈川・
千葉・茨城の高波被害および
東京湾の波浪追算』（土木学
会論文集、採択決定）を参考
に執筆した。

注12
東京工業大学・高木泰士氏撮
影（左）、国土交通省関東地
方整備局（右） 図5―1―4 台風15号で被災した横浜市金沢区の護岸（注12）
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うねり性の波ではなく、強風により湾内で急速に発達した風波が主体と考えられて
おり、強風時には湾内でも波浪が3m以上に達することが実証される結果となっ
た。
東京湾のような閉鎖性海域（注13）では、高潮被害に対する備えは進められているよ
うだが、高波被害の対策が十分にとられていない。2018年の台風21号では、同じく
閉鎖性海域の瀬戸内海で甚大な高波被害が生じており、2018年、2019年のこれら2
件の台風から臨海部の工業地区の高波への備えの不足が浮き彫りになったと言え
る。高波による港湾や工業地区への経済被害も考慮し、内湾の高波対策を検討して
いくことが必要となる。近年、従来の想定を超えた自然災害が多発していることを
受け、国土交通省港湾局では想定を超える高波・高潮・暴風が来襲した場合でも被
害を軽減させるため、2019年10月に「港湾等に来襲する想定を超えた高潮・高波・
暴風対策検討委員会」を設置し、「自助」「共助」「公助」（注14）が一体となった総合
的な防災・減災対策について12月に中間とりまとめを公表した（注15）。今後、東京湾
や瀬戸内海などの閉鎖性海域における国や自治体による高波対策が、どのように進
展していくのか注視する必要がある。

4 沿岸生態系を活用した防災・減災（Eco―DRR）

近年、大きな津波や台風被害の報告が重なるごとに、沿岸生態系を活用した防災・
減災（Eco―DRR）という言葉が注目される。2004年のスマトラ島地震の津波は、東
南アジアの沿岸域に大きな被害をもたらしたが、海岸植生や沿岸砂丘が健全に保た
れている場所では、そうでない場所と比較して被害が軽減されたという報告が多く
なされた（注16）。同様のことは、2013年の台風30号（ハイエン）による高潮・高波被
害の際にも指摘された（注17）。こうした災害が契機となり、沿岸生態系の保全・再生
を防災機能と結びつける Eco―DRR やグリーン・インフラ（注18）という考え方が国際
社会で注目されるようになった。
海外の沿岸域での Eco―DRR の例として、ニューヨークのカキ礁の再生プロジェ
クトが挙げられる。ビッグ・アップルの愛称で知られる大都市ニューヨーク市であ
るが、1800年代にはニューヨーク沿岸はカキ礁で埋め尽くされるビッグ・オイス
ターであったと言われる（注19）。しかし町の発展とともに、沿岸の埋め立てや沿岸湿
地の喪失、下水の垂れ流しによる水質悪化が起こり、1800年代後半にはカキが激減
した。その後水質の悪い時期が続いたが、1990年以降になると下水処理施設や雨水
の地下浸透化などさまざまな取
組み（注20）が功を奏して水質が改
善、草の根活動としてカキ礁の
再生の取組みが始まった。2012
年にハリケーン・サンディーが
ニューヨークに被害をもたらす
と、カキ礁による防災機能、海
岸侵食予防効果にも注目が集ま
るようになる。2014年にはビリ
オン・オイスター・プロジェク

注13
内湾・内海など地形的な要因
により水の出入りが少ない海
域のこと

注14
防災・減災対策では、対策主
体別に個人・家族による「自
助」、隣人等の地域・グルー
プによる「共助」、行政機関

（消防・警察・自衛隊など）
の救助隊による「公助」の三
要素がある。

注15
https : //www.mlit.go. jp/re
port/press/port07_hh_00013
1.html

注16
FAO（2007）. The role of
coastal forests in the miti-
gation of tsunami impacts

（http:/ /www. fao. org / fores
try/14561-09bf06569b748c827
dddf4003076c480c.pdf）

注17
http://www.oisca.org/news/
?p＝6536

注18
グリーン・インフラとは、自
然環境が有する機能を社会に
おけるさまざまな課題解決に
活用しようとする考え方（2017
年3月国土交通省総合政策局
資料）。グリーン・インフラ
の持つ防災・減災機能も含
め、人工構造物（グレー・イ
ンフラとも呼ばれる）と適切
に組み合わせることにより、
社会、経済、環境面での整合
性を考慮した社会資本整備手
法として活用されることが期
待されている。

注19
McCann, M.（2019）. Restor-
ing Oysters to Urban Wa-
ters : Lessons Learned and
Future Opportunities in NY/
NJ Harbor. The Nature Con-
servancy, New York, NY,
USA.

注20
米国連邦レベルでの水質保全
に関する規制のもととなる法
律である、クリーン・ウォー
ター・アクト（水質浄化法）が
1972年に施行された効果が現
れた結果と考えられている。

注21
Ibid図5―1―5 ニューヨークにおけるカキ礁再生の取組み（注21）
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トという名で、ニューヨーク市の70を超えるレストランからカキ殻を集め、それを
海に戻すことで2035年までにカキを10億個に増やすことを目指す取組みが開始され
た（注22）。同プロジェクトでは学生の教育にカキ礁再生が組み込まれ、すでに数千人
の学生が関わってきた。カキ礁は人工護岸と組み合わせることで、波浪を減衰させ
るとともに、水質浄化や生物多様性も高めるとして、グレー・インフラ（人工構造
物）にグリーン・インフラを組み合わせたハイブリッド構造、通称「リビング・ブ
レークウォーター」（生きた防波堤）として注目されている。このプロジェクトを
今後推進し規模を拡大するには、さまざまな革新的な手段を用いた予算確保や密漁
されたカキを食することによる健康被害対策、などを検討することが課題として挙
げられている。
日本沿岸の Eco―DRR の例をあげる。大分県中津市の中津干潟では、防災護岸の
設置の際に干潟の生態系を守るため、従来の水際ではなく護岸位置をできるだけ陸
側の集落近くまでセットバックさせ、生態系からの恵みと災害時の防災機能を両立
させた。青森県むつ市の木野部海岸では、漁港や海岸防護のための構造物を多く造
成したことで元来あった磯浜が減少、漁獲も減少した。地元から海の豊かさを取り
戻したいという声が上がり、緩傾斜護岸を撤去、これを沖合に配置し、この上に置
石をおく築磯を造ることで、生物多様性と防災効果を発揮させるようにした。
沿岸における Eco―DRR の取組みは、従来型の人工構造物による「垂直」方向へ
の対策ではなく、地域の住民の意見を反映し、沿岸域を「水平」方向に利活用する
ことで平常時の沿岸域生態系からの恵みの享受と災害時の防災・減災を両立させよ
うという共通点が見られる。上述のニューヨークや中津市の事例は、従来のグレー・
インフラ一辺倒ではなく沿岸生態系との共存によって沿岸域のレジリエンス（復元
力）を高め、教育機関や飲食業界、地域住民も活動や意思決定に関わることで新た
なサービスや社会システムを創出する試みと考えることができる。今後、地域経済
への影響や活動の継続性も調査する必要はあるが、ブルーエコノミーにつながる事
例として注目される。こうした事例による実際の減災効果を検証し、沿岸地域住民
も主体的に関わる沿岸景観に配慮した Eco―DRR が推進され、優良事例が蓄積され
ることが望まれる。

5 世界防災フォーラム

2015年に仙台市で第3回国連防災世界会議が開催され、「仙台防災枠組2015―2030」
が採択された。これは、メンバー国における開発の進展を災害リスクから保護する
ために、具体的な行動を呼びかけるものである。2015年から2030年の間に、「人命、
暮らし、健康、および個人、企業、地域、国家の経済的、物理的、社会的、文化的、
環境的な資産に対する災害リスクおよび損失」を大幅に減少させることを目標に掲
げている。目標達成のために、
① 災害による死者、
② 被災者数、
③ 経済的損失、
④ 重要インフラへの損害の4つを大幅に減少させ、
⑤ 国家・地域防災戦略を持つ国家数、

注22
本プロジェクトでは、1609年
には22万エーカーのカキ礁が
見られたニューヨーク・ハー
バーに、2035年までに10億の
生きたカキ、100エーカーの
カキ礁を再生している。地域
住民によるボランティア活
動、70を超えるニューヨーク
市の学校の環境教育、地域の
レストランからのカキ殻提供
協力といったさまざまなス
テークホルダーが協働するこ
とで、地域の海洋環境の再生
を目指している。
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⑥ 途上国への国際協力、
⑦ マルチ・ハザードに対する早期警戒システムの3つを大幅に増加させる
という、7つのターゲットを示している。本枠組が目指すところは、海洋の文脈で
考えれば、本節冒頭で述べた「ブルーエコノミー」を実現する上での阻害要因を減
少させることに他ならず、日本や東南アジア、太平洋島嶼国のような自然災害多発
地帯では十分に対策がとられるべき分野である。
仙台防災枠組採択の場となった仙台市では、防災・減災に関する国際的な知見の
共有の場として、スイスの防災ダボス会議と連携し2017年に第1回世界防災フォー
ラムを開催した。2019年11月9日～12日には仙台市で、第2回となる同フォーラム
が開催された。防災ダボス会議が欧米の防災専門家が中心であるのに対し、世界防
災フォーラムはアジアに重点を置き、広く市民も参加できるというユニークな特徴
がある。東日本大震災に関する知見の共有や防災の具体的な解決策の創出等を踏ま
え、仙台防災枠組の推進および「BOSAI」の主流化を仙台から世界へ浸透させるこ
とを目指している（注23）。
笹川平和財団海洋政策研究所では、仙台枠組条約の推進への貢献および世界防災
フォーラムの趣旨に賛同する形で、第2回防災フォーラムにおいて海洋リスクの特
徴を理解し、対策を海岸工学、社会科学、経済学、環境保全学というさまざまな角
度から考え、議論するためのセッションを開催した（注24）。日本や東南アジアにおけ
る近年の熱帯低気圧や津波の持つ新たな特徴や、ハザードマップや早期警戒システ
ムの有効な利活用方法、災害に対する脆弱性を減少させるための地域づくりの重要
性、など重要な議論が展開された。海洋政策研究所ではブルーエコノミーを推進す
る必要条件という観点から、今後もこうした海洋リスクに対する防災・減災に関し
て国内外のフォーラムや国際会議で発表、議論すべく、日本や東南アジア、太平洋
島嶼国等における研究を推進していく。

（渡邉 敦・吉岡 渚）

注23
http://www.worldbosaiforum.
com/index.html#about_area

注24
セッションの詳細報告は
https:/ /www. spf. org / opri /
news/20191122.html 参照
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パラオでの開催の意義

OOC2020パラオと日本

海洋問題を包括的に議論する国際会議が近年数多く
開催されるようになってきた。2020年6月にはリスボ
ンで第2回国連海洋会議が開催されるが、これと並ん
で注目されているのが2020年8月17―18日にパラオで
開催される予定の「私たちの海洋会議（Our Ocean
Conference：OOC）」である。この会議は、違法漁業
や温室効果ガスの大気中の濃度上昇が引き起こす海洋
酸性化、サンゴの白化や海洋生物多様性の減少などの
海洋が直面する危機に対する対策の喚起を目的とし、
2014年に当時の米国務長官ジョン・ケリー氏が提唱し
ワシントンDCで初めて開催された。2018年にはイン
ドネシアのバリ、2019年はノルウェーのオスロで開催
され、2020年、第7回目となる今回、初めて島嶼国で
開催される。この会議では、政府代表が中心となる国
連の会議と異なり、各国首脳と並んで企業や研究機関、
NGOや国際機関の幹部が議論に参加している。開催
国の首脳が基調講演を行い、新たな政策を打ち出すな
ど、開催国がリーダーシップを発揮している。2019年
10月のオスロ会合では、ノルウェーのオラ・エルベェ
ストゥエン気候・環境大臣が海洋プラスチックの流入
を防止するために効果的な国際条約を2023年までに策
定するとの方針を打ち出し注目を集めた。宣言や行動
計画の採択などは行われないものの、国連海洋会議と
同様に自発的コミットメント（Voluntary Commit-
ment）が発表され、過去6年の累計登録数は1，345件
にのぼる。若者が参加するユース会議や各種サイドイ
ベントが開催され、多様な関係者が海洋問題について
精力的に議論を行ってきている。

パラオはトミー・レメンゲサウ Jr.大統領の下で推
進する先進的な海洋政策が国際的に注目されてきてい
る。2015年には国家海洋聖域法（Palau National Ma-
rine Sanctuary Act）を制定し、パラオの領海・排他
的経済水域（EEZ）の80％を禁漁・海洋保護区とする
政策目標を掲げた。2019年には漁業区域の変更や水揚
げ義務免除規定の設定などの修正を行い、2020年1月
より同法の完全実施が開始された。パラオ南部に位置
するロックアイランド群および周辺海域は2012年にユ
ネスコ世界遺産に指定され、シュノーケリングやダイ
ビングなどを楽しむ多くの観光客が訪れている。一方、
2012―2013年の台風やそのあとの海水温上昇などによ

りサンゴの損壊や白化が報告されている。レメンゲサ
ウ大統領は、気候変動対策や海洋保全の推進に向け、
国際的にも牽引的な役割を果たしてきている。近年で
は、海洋資源の保全と持続可能な利用を通じた経済振
興「ブルー・エコノミー」の推進に向け、2018年にノ
ルウェー政府が設立し、安倍晋三内閣総理大臣もメン
バーとなっている「持続可能な海洋経済のためのハイ
レベルパネル」でノルウェーのエルナ・ソルベルグ首
相とともに共同議長を務める。今回の会議では、パラ
オが気候変動や海洋環境の変化に脆弱な島嶼国の視点
を明確に示し、海洋の保全と持続可能な利用に向け、
効果的な政策や国際協力をどのように推進していくの
かが注目されている。

日・パラオ国交樹立25周年を記念して、2019年12月
29日に日・パラオ親善ヨットレースが開かれた。横浜
ベイサイドマリーナを7隻のヨットが出発し12日後に
パラオに到着した。日本の帆船「みらいへ」はレース
に伴走し、乗船する一般市民とともに海洋に浮遊する
マイクロプラスチックの採取・分析を行っている。海
洋分野での協力も進展してきており、最近では、日本
財団による巡視船および埠頭の供与、笹川平和財団に
よる巡視船乗組員の研修支援や国際協力機構（JICA）
による海洋養殖普及センターの開設支援などがある。
さらに、笹川平和財団海洋政策研究所は政策対話や自
発的コミットメントの評価や分析等、OOCの成功に
向けパラオとの連携を進めている。地理的、歴史的そ
して二国間協力や交流で密接な関係にある日本とパラ
オが海洋立国として海洋分野で国際的に牽引的役割を
果たしていくことが期待されている。 （小林 正典）

コラム09 私たちの海洋会議（OOC）2020パラオに向けて

私たちの海洋会議2019で講演を行うエルナ・ソルベルグ ノル
ウェー首相（左）と、笹川陽平 日本財団会長（右）
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第2節 東海・東南海・南海地震・津波への対策

1 東海・東南海・南海地震・津波の特徴

2011年3月11日に発生した東日本大震災では、大規模な津波被害が広範囲で発生
し、津波の恐ろしさが改めて示された。一方で、近年懸念されている東海・東南海・
南海地震（以下、南海トラフ地震）は、東日本大震災に比べて地震を発生する領域
（震源域）が陸地に近いため、津波だけでなく強い揺れにも注意が必要である。南
海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ（注25）が2012年8月29日に公表した
「資料1―6 市町村別最大震度一覧表」によると、最大震度が6弱以上と想定され
る市区町村は2府22県682市区町村にも及ぶ（注26）。
わが国はこれまでさまざまな地震・津波による被害を経験してきた。たとえば

1964年新潟地震における大規模な液状化、1978年宮城県沖地震における斜面崩壊や
ブロック塀の倒壊、1995年阪神・淡路大震災における建物倒壊、2011年東日本大震
災における津波や長周期地震動、2018年大阪府北部地震におけるエレベータ内での
人の閉じ込めやブロック塀倒壊、2018年北海道胆振東部地震における全道ブラック
アウトなどである。南海トラフ地震・津波が発生した場合、過去に発生したこれら
の被害の特徴を包含した災害に見舞われる可能性がある。
ややもすると、直近の災害による被害の印象が強く、地震・津波といえば東日本
大震災による津波を連想し、揺れによる被害がそれほど大きくなかった印象を受け
るかもしれないが、南海トラフ地震では強い揺れや液状化によって海岸構造物や河
川堤防等が破損し、津波被害を拡大させる可能性があることも忘れてはならない。
さらに、東日本大震災では、北海道から高知県までの広範囲で津波警報が解除さ
れるまで12時間以上（注27）、津波注意報が解除されるまで約29時間～51時間を要した
ことから、南海トラフ沿いで大規模な津波が発生した場合も同様に1日以上は沿岸

注25
中央防災会議防災対策推進検
討会議の下に2012年4月に設
置

注26
市町村数は2012年8月現在。
政令指定都市は区単位で想定
している。

注27
特に北海道から茨城県までの
範囲は23時間以上

注28
気象庁「東北地方太平洋沖地
震への気象庁の対応について

（報告）」p.8、2011年（https:
//www.jma.go.jp/jma/kishou
/hyouka/kondankai/kondan
kai16/shiryou6.pdf）図5―2―1 東日本大震災における津波警報の発表・解除状況（注28）
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に近づくことができず、道路啓開や捜索・救助活動などの開始が遅れることが十分
想定される。

2 繰り返し発生してきた南海トラフ沿いの地震・津波

1 繰り返し発生する南海トラフ地震
南海トラフ地震は、静岡県駿河湾から宮崎県日向灘沖にかけてのプレート境界を
震源域とし、おおむね100年から150年間隔で繰り返し発生してきた。前回の南海ト
ラフ地震（1944年昭和東南海地震および1946年昭和南海地震）が発生してから70年
以上が経過しており、次の南海トラフ地震の発生の切迫性は高まってきているとい
える。
本地域での地震の発生の仕方は過去をみても多様で、宝永地震（1707年）のよう
に駿河湾（静岡県）から四国沖の広い領域で同時に地震が発生する場合もあれば、
安政や昭和に発生した地震のように、隣接する領域で時間差をおいて発生したこと
もあり（安政東海地震（1854年）の32時間後に発生した安政南海地震（1854年）や、
昭和東南海地震（1944年）の2年後に発生した昭和南海地震（1946年）等）、その
発生時間差にも幅があることが知られている。

2 南海トラフ地震・津波の発生確率
政府の地震調査委員会は、これまでにも南海トラフの地震活動の長期評価を実施
し、公表してきたが、東北地方太平洋沖地震（注29）のような超巨大地震を評価の対象
にできなかったことや海溝型地震の長期評価に関してさまざまな課題が明らかと
なったことから、現行の長期評価手法を見直し、新たな手法の検討を実施した。す
なわち、「南海トラフの地震活動の長期評価（第二版）」（注30）で想定されている100
年～200年で繰り返し発生する大地震（マグニチュード8～9クラスの地震）を評
価対象とし（注31）、震源域の組み合わせを176パターン、大すべり域（注32）の設定を含め
て348，345ケースで津波高を計算し、各ケースの起こりやすさを重み付けして各評
価地点における確率を算出している。そして、今後30年以内に南海トラフ沿いで大
地震が発生し、海岸の津波高が3ｍ以上になる確率を見直した結果を2020年1月に
公表した（注33）。その評価結果によると、石廊崎（静岡県）から足摺岬（高知県）に
かけて広い範囲で26％以上となっており、昭和の南海トラフ地震から70年以上が経
過していることを考慮すると、今後30年以内の発生可能性が非常に高く評価されて
いる。

3 南海トラフ地震対策の経緯

1 政府による南海トラフ地震・津波の被害想定
政府はこれまで、東海地震に関して2001年3月に「東海地震に関する専門調査会」
を設置して、東海地震の新たな震源域を検討して地震の揺れや津波の高さの分布に
ついて検討を行い、2002年3月に「東海地震対策専門調査会」を設置して、東海地
震に係る地震防災対策強化地域の見直しについて検討し、東海地震対策の見直しを

注29
東日本大震災は災害の名称。
地震名は「平成23年（2011年）
東北地方太平洋沖地震」。

注30
2013年5月公表

注31
最大クラスの地震について
は、津波レシピによる評価結
果と実測値との比較検証がで
きないことから、評価対象外
としている。

注32
ある震源域のなかで、すべり
量の大きな領域。

注33
地震調査研究推進本部地震調
査委員会「南海トラフ沿いで
発生する大地震の確率論的津
波評価」、2020年1月
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注34
地震調査研究推進本部「南海
トラフの地震活動の長期評価

（第二版）」p.10

注35
地震調査研究推進本部事務局

「『南海トラフ沿いで発生する
大地震の確率論的津波評価』
の概要」、2020年1月

注36
30年以内に津波高が一定規模
（ここでは3m）以上になる
確率

注37
再現期間は「その地点におい
てある強さを超えるような地
震の揺れが、平均して何年に
1度起きるか」を示す。

注38
地震調査研究推進本部地震調
査委員会「南海トラフ沿いで
発生する大地震の確率論的津
波評価」p.7、2020年1月

図5―2―3 今後30年以内に南海トラフ沿いで大地震が発生し、海岸の津波高が3m以上になる確率（注35）
図中では、30年超過確率（注36）を6％未満、6％以上26％未満、26％以上の3段階で示しているが、この区切りである6％と
26％は、それぞれ再現期間（注37）がおおむね500年と100年に相当することから選択されている（注38）

図5―2―2 過去に発生した南海トラフ地震の震源域の時空間分布（注34）
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行った。また、東南海・南海地震については2001年10月に「東南海、南海地震等に
関する専門調査会」を設置して同様の検討を行い、2002年7月に「東南海・南海地
震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が制定（2003年7月施行）され、
東南海・南海地震が発生した場合に著しい被害が生ずるおそれがある地域を東南
海・南海地震防災対策推進地域として指定した。
その後、2011年に発生した東日本大震災を受けて、南海トラフ地震・津波に対す
る被害想定が抜本的に見直されることになった。2011年に「南海トラフの巨大地震
モデル検討会」が設置され、科学的知見に基づき南海トラフのプレート境界で発生
する地震について想定すべき最大クラスの震源モデルを設定し（注40）、震度分布を想

注39
前回（2003年）の想定との比
較、内閣府
http://www.bousai.go.jp/jishi
n/nankai/taisaku/pdf/1_1.
pdf p．1。

注40
断層面のなかで特に強い地震
波（強震動）を発生させる領
域（強震動生成域）は、過去
の地震時の強震動生成域と概
ね同じ場所に位置する可能性
が示唆されるが、その周辺で
少し位置が変わる可能性や、
やや深い場所にある可能性も
考えられることから、震源モ
デルの強震動生成域の位置を
4ケース検討した（基本ケー
ス、東側ケース、西側ケース、
陸側ケース）。

注41
内閣府 http://www.bousai.
go.jp/jishin/nankai/taisaku/
pdf/1_2.pdf

図5―2―4 南海トラフ地震の想定震源断層域（注39）

表5―2―1 11パターンの津波断層モデルケース別の都府県別の最大津波高一覧（注41）

注 市町村別の一覧表も公表されている。
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定した。津波の想定に関しては、津波断層モデルの設定によって都府県で想定され
る最大津波高が変わるため、内閣府は11パターンを設定して、都府県ごとに最大と
なる津波断層モデルと最大津波高や浸水被害を想定した。

2 南海トラフ地震対策
前項で示した地震動および津波の想定結果をもとに、2013年11月に東南海・南海
地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法が改正され、法律の対象地震が
東南海・南海地震から南海トラフ地震に拡大された。南海トラフ地震に係る地震防
災対策や津波避難対策を推進・強化すべき地域がそれぞれ「南海トラフ地震防災対

注42
内閣府 http://www.bousai.
go. jp / jishin / nankai / pdf /
nankaitrough_taikei.pdf

注43
内閣府 http://www.bousai.
go. jp/ jishin/nankai/pdf / na
nkai_oukyu_keikaku_full.pdf

図5―2―5 南海トラフ地震防災対策推進地域における地震防災の体系（注42）

図5―2―6 南海トラフ地震における国の各活動の想定されるタイムライン（注43）
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策推進地域」（注44）、「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」（注45）に指定された。
南海トラフ地震防災対策推進地域の指定を受けて、中央防災会議は南海トラフ地
震対策推進基本計画を作成、国の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関す
る基本的方針および基本的な施策、施策の具体的な目標とその達成の期間、南海ト
ラフ地震が発生した場合の災害応急対策の実施に関する基本的方針などを定めた。
特に、南海トラフ地震が発生した場合は非常に広域で被災するため、限られた災害
応急対策のリソースを適切かつ迅速に被災地へ投入しなければならないことから、
全国の広域応援部隊（注46）をどこにどれだけ派遣するかなどを具体的に定めた「南海
トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画（具体計画）」を作成し、
随時見直しを行っている。具体計画には、国が実施する災害応急対策（注47）について、
タイムラインに応じた目標行動を定めているのも特徴である。

3 地震・津波観測の強化
1995年の阪神・淡路大震災を契機に、わが国の地震観測網は急速に進展した。代
表的なものとしては、地表での地震動を計測する K―NET（注48）や震度情報ネットワー
ク、観測用の井戸（観測井）を掘削して地表と地中（井戸底）の双方を観測する KiK―
NET（注49）、人が感じない小さな揺れまで記録するために地下100m以深に設置した
高感度地震観測網（Hi―net）、さまざまな周期の揺れを正確に記録するための広帯
域地震観測網（F―net）、気象庁による各種地震観測施設（注50）などがある。

注44
震度6弱以上の地域、津波高
3m 以上で海岸堤防が低い
地域、過去の被災履歴、防災
体制の確保の観点から指定さ
れている。

注45
津波により30cm 以上の浸水
が地震発生から30分以内に生
じる地域、特別強化地域の候
補市町村に挟まれた沿岸市町
村、同一府県内の津波避難対
策の一体性の確保等の観点か
ら指定されている。

注46
警察災害派遣隊、緊急消防援
助隊、自衛隊の災害派遣部隊、
国土交通省 TEC-FORCE

注47
緊急輸送ルートの確保、救
助・救急・消火活動等、医療
活動、物資調達、燃料供給、
電力・ガスの臨時供給、通信
の臨時確保及び防災拠点に関
する活動内容

注48
Kyoshin Network ： 全国強
震観測網

注49
Kiban-Kyoshin Net：基盤強
震観測網

注50
気象庁が整備している地震観
測施設としては、地震観測施
設約280か所、震度観測施設
約660か所、地殻岩石ひずみ
観測施設27か所がある。（気
象庁ホームページより）

注51
防災科学技術研究所 http:/
/ www. mowlas. bosai. go. jp /
mowlas/

K―NET は、科学技術庁防災科学技術研究所（当時）により整備され、1996年6月に運用を開始している。全国を約20km
間隔で均質に覆う1，000か所以上の強震観測点からなる観測網であり、相模湾の海底ケーブル式地震計（海底観測点）を除
けば、すべて地表に設置されている。震度情報ネットワークは、自治省消防庁（当時）の補助の下、「1市区町村1観測点」
を原則として、各都道府県により整備された。KiK―NET は、全国にわたる総合的な地震防災対策を推進するために、政府
の地震調査研究推進本部が推進する「地震に関する基盤的調査観測計画」の一環として、Hi―net とともに防災科学技術研
究所が全国約700か所に整備した強震観測網である。Hi―net は、人間には感じられない非常に小さな地震を観測し、分析す
ることによって、各地域における地震の活動度や地震の発生様式、地下の構造等を精密に把握することを目的として、全国
約800か所に設置されている。F―net は、地面の速い振動から非常にゆっくりとした振動までの地震動を記録できる広帯域
地震計を全国約70か所に設置した観測網である。

図5―2―7 陸海統合地震津波火山観測網（MOWLAS（注51））
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一方、津波観測や沖合での地震観測に関しては、南海トラフの地震・津波を常時
モニタリングするために、2006年から（国研）海洋研究開発機構（JAMSTEC）が
文部科学省の受託研究として熊野灘沖の東南海地震の震源域において地震・津波観
測監視システム（DONET1（注52））の研究開発を進めてきた。DONET1は2011年8
月に20点の観測点すべてが基幹ケーブルにつながれ、システムが完成した。また、
2010年度には潮岬沖から室戸岬沖の南海地震の震源域でDONET2の整備を開始し、
2015年度から運用開始されている（注53）。一方、日本海溝沿いでは、2011年東日本大
震災を契機として、観測が強化された。北海道沖から房総半島沖までの海域を観測
する日本海溝海底地震津波観測網（S―net）を（国研）防災科学技術研究所が文部
科学省の補助金で整備し、2016年度から一部運用を開始している。
防災科学技術研究所は、これらの陸域の地震観測網（K―NET、KiK―net、F―net）
と海域の地震・津波観測網（DONET、S―net）に16火山における基盤的火山観測網
（V―net）を加えて、全国を網羅した「陸海統合地震津波火山観測網（MOWLAS）」
の統合運用を2017年11月に開始している。

4 津波対策に関する先進的な取組み
① リアルタイム津波浸水被害予測システムの開発と運用
東日本大震災では、広帯域地震計が振り切れたため、早期かつ適切な津波の想定
に支障が生じた。また、早期に被害の全容を把握することができず、迅速な災害対
応に支障が生じた。こうした課題を解決するため、東北大学・越村俊一教授を代表
とする研究グループは、2013年から産学連携研究を開始し、科学技術振興機構（JST）
の戦略的創造研究推進事業 CREST での基礎・応用研究と、総務省の実証事業（産
学連携）などを通じて、スーパーコンピュータの災害時緊急利用技術と世界で初め
て「リアルタイム津波浸水被害予測システム」を開発して実用化と事業化を果たし
た。リアルタイム津波浸水被害予測システムは、地震の震源情報を自動で取得し、
津波の発生および沿岸部までの伝播、陸上への遡上、津波浸水による建物・人的被
害を30分以内で予測することが可能である。本システムは2017年に内閣府総合防災
情報システム「津波浸水被害推計システム」として採用され、同年11月より試験運
用、2018年4月より本格運用を開始している。
② 国土交通省による津波防災地域づくり支援
国土交通省は、2011年12月に成立・施行された「津波防災地域づくりに関する法
律（津波防災地域づくり法）」に基づき、南海トラフ地震等の発生に備え、さまざ
まな津波に対してハード・ソフトを組み合わせた総合的な対策を講じて減災を図る

注52
DONET は、Dense Ocean-
floor Network system for
Earthquakes and Tsunamis
の略称

注53
DONET は2016年4月に防災
科学技術研究所に移管

表5―2―2 国土交通省による津波防災地域づくり支援（2019年度の4地域の概要）

地域名 事例名称 防災・安全交付金による津波対策の例

静岡県伊豆市 伊豆市・観光防災 TOI
プロジェクト

・安全に避難するための津波避難施設の整備

静岡県牧之原市 市民と行政で津波防災
まちづくり

・安全に避難するための避難路の整備
・（避難地・避難路整備の早期実現のための）海岸堤防の整備

和歌山県串本町 津波から「逃げ切る！」
ためのハード整備

・第1波による浸水を抑制するための海岸堤防等の整備
・安全に避難するための避難路の整備

徳島県美波町 津波被害軽減に向けた
ハード・ソフト対策

・（浸水防止・避難時間確保のための）河川・海岸堤防の整備
・災害時の活動拠点となる高台の整備
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「津波防災地域づくり」を一層推進するため、2018年12月25日に「津波防災地域づ
くり支援チーム」を立ち上げ、ワンストップで部局横断的な支援を開始した。支援
チームは、取組みに必要な海岸保全施設や避難施設をはじめとする施設整備等に対
応する防災・安全交付金の一部について重点配分等を行い、財政的にも応援してい
るところである。2019年度は4地域で整備が進められている。

5 地震予知から臨時情報の提供へ
1854年の安政東海地震の震源域となった駿河湾から遠州灘にかけての地域は、
1944年の昭和東南海地震のときは震源域とならなかった。このことから、1970年代
半ばに東海地震の発生可能性が注目されることになった。1978年に大規模地震対策
特別措置法（大震法）が制定され、地震の予知がされた場合の対策が制度化された。
しかし、2016年9月に設置された「南海トラフ沿いの大規模地震の予測可能性に関
する調査部会（予測可能性調査部会）」において、「現在の科学的知見では大震法に
基づく警戒宣言後に実施される現行の地震防災応急対策が前提としているような確
度の高い地震の予測はできないのが実情」ととりまとめられ、大震法に基づく現行
の地震防災応急対策が見直されることとなった。
2016年6月に設置された「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検
討ワーキンググループ」では、確度の高い地震の予測は困難であるものの、南海ト
ラフ沿いの大規模地震は発生形態が多様であり、現在の科学的知見を防災対応に活
かすという視点は引き続き重要であるとして、異常な現象が観測された場合の防災
対応の基本的な方向性を「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応のあ
り方について（報告）」にとりまとめた（2017年9月）。これを受けて、政府は防災
対策実行会議の下に「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググ
ループ」を設置した。ワーキンググループでは、南海トラフ沿いで異常な現象が観
測された場合の防災対応のあり方や、防災対応を実行するにあたっての社会的な仕
組みなどについて検討し、「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応のあり方に
ついて（報告）」を2018年12月に公表した。これを踏まえ、内閣府は「南海トラフ
地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン（第1版）」を2019年3
月に策定した。南海トラフ沿いで大規模地震の発生可能性が高まったと評価された

場合に、最短約2時間後に気象
庁から「南海トラフ地震臨時情
報」が発表され、政府から避難
などの警戒をするよう呼びかけ
が行われることとなった。この
ガイドラインには、地方公共団
体、指定公共機関、企業等がと
るべき防災対応を検討し、あら
かじめ計画としてとりまとめる
ために参考となる事項が記載さ
れている。
南海トラフ地震の場合、津波
波源域が陸地に近いため、地震
発生直後にすぐに逃げ始めても

注54
http://www.bousai.go. jp/ko
hou/kouhoubousai/h29/89/
news_03.html

図5―2―8 高知県黒潮町の地域住民と行政の協働の様子（注54）
黒潮町では厳しい想定に対しても「避難放棄者を出さず、南海トラフ
地震と日本一うまく付き合う」ことを基本理念とする「黒潮町南海地
震・津波防災計画の基本的な考え方」を定め、それに示された指針に
基づき地震・津波対策を住民と行政が協働で進めている。
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第3節 海洋レジャーの現状と海上安全

安全な場所（高台や津波避難ビル等）に到達できない地域が存在する。そうした地
域を「事前避難対象地域」に設定し、住民が安全に避難できるよう、静岡県や高知
県のモデル地区において地域の実情に応じて具体的な対策が推進されている。これ
らモデル地区における取組みを横展開した重層的な対策が求められる。

（大熊 裕輝）

1 マリンレジャーの動向と現状

マリンレジャーの参加人口は、近年、少子高齢化による人口減少に加え、若者の
海への関心度の低さなどにより大きく減少している。特に2011年の東日本大震災の
影響は大きく、国民の「海離れ」に拍車をかけた感がある。
『レジャー白書2019』（注55）からもその傾向は見てとれる。国民的レジャーといわれ
た「釣り」の参加人口は直近10年間で約半分に、「海水浴」に至っては、約3分の
1にまで減少しており、余暇活動の参加人口上位20種目に入るマリンレジャーは残
念ながら存在しない。幼稚園、小学校といった教育現場や少年団などといった地域
団体による海での活動が激減したことなどさまざまな要因はあるが、親世代のイン
ドア志向の高まりとともに、最も感受性の強い幼少期に海を体験する機会が減少し
ている現状は、この先のマリンレジャーをとりまく環境に大きな影を落としている。
こうした状況下でもスタンドアップパドルボード（SUP）やミニボート（注56）、フ
ライボードなど、参加人口が拡大している比較的新しいマリンレジャーもある。新
たな分野のレクリエーションであっても、それがブームになりアクティビティーと
して定着していけば、新たな需要層を掘り起こしていくことができる。
ただし、新しいアクティビティーは安全よりも楽しさが先行する傾向にある。必
要となる安全対策が追いつかずに参加者が拡大し、また、参加者も安全、危険に対
する認識の甘さから事故に至る場合も見られる。そのため、それぞれの業界団体で
も事故防止と安全啓発に努め、成長過程にある市場をさらに発展させられるようさ
まざまな活動をしている。
SUP やフライボードなど、 個人が見よう見まねではチャレンジしにくいものは、

注55
①マリンレジャー参加人口
（余暇活動参加人口のうち
海水浴、釣り、サーフィン・
ウインドサーフィン、ダイ
ビング、ヨット・モーター
ボートに参加した人）
2009年：3，040万人→
2018年：1，470万人

②釣り
2009年：1，050万人→
2018年： 620万人

③海水浴
2009年：1，680万人→
2018年： 670万人

注56
小型船舶免許も船舶検査もい
らない長さ3m 未満、出力
1．5kW 未満の船舶

図5―3―1 SUP（左）とフライボード（右）
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必ず誰かの指導を受けることから、インストラクターの養成に注力し、初期の段階
から正しい扱いや安全対策を浸透させるようにしている。また、ミニボートのよう
に個人単独でも始められてしまうようなものは、メーカーなどが安全講習会を実施
したり、業界団体でパンフレットやビデオを作ったりして安全啓発に努めている。
事故対応にあたる海上保安庁も、そういったマリンアクティビティーの事故増加
に対応するため、国の関係機関や民間の関係団体などが参加する意見交換会を開催
し、合意・推奨された事故防止のための情報を「ウォーターセーフティガイド」（注57）

としてとりまとめている。
背景には、昨今の SUP やカヌーといった非動力船や、海水浴やシュノーケリン
グといった水辺での活動で海難事故が頻発していることがある。これらに対する安
全啓発が喫緊の課題となっていることを受けたもので、同庁のウェブサイトで周知
するとともに今後もカテゴリーを増やしていくとのことである。
さらに、海上保安庁の補完的な立場で、プレジャーボートの安全啓発や安全パト
ロールを行っている民間の海上安全指導員についても、多様化するマリンレジャー
にあわせて新たな制度が構築されようとしている。現状の海上安全指導員の対象は
モーターボートや水上オートバイだけであるが、これら以外の活動に対しても、今
後は専門的知識を持った海上安全指導員を養成し、パトロールにあたることで、事
故防止を図ろうとするものである。遊びの世界を見守ることは決して簡単なことで
はないが、海上保安庁との連携で上手く機能すれば、一定の効果が上がるものと期
待される取組みである。
マリンレジャー参加人口が減少傾向にあることは嘆かわしいことであるが、新た
な需要喚起と事故防止について官民とも手をこまねいているわけではない。

2 マリンレジャーの健全な発展

2007年に海洋基本法が制定され、国や地方公共団体、事業者、国民がそれぞれ連
携、協力し、さまざまな取組みが見られるようになってきた。さらに、2018年5月
に閣議決定された第3期海洋基本計画では、「海洋に関する国民の理解の増進」が
謳われ、マリンレジャーの普及や理解の増進、一般国民が海に親しむ機会の拡大に
ついての取組みが一層図られるようになった。
そういったなか、国が推進する「C to Sea プロジェクト」（注58）、マリンレジャー
愛好者の拡大を目的として業界団体が連携した「UMI 協議会」、あるいは舟艇利用
者の利便性の向上を目的として国、地方自治体、漁業関係者、マリーナなどが連携
した「海の駅ネットワーク」（注59）など、さまざまな取組みが重層的に行われている。
（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会（以下、「海洋レジャー協会」）では、こ
れらのマリンレジャーの振興活動に協力するとともに、独自の振興策を講じて子ど
もから大人まで幅広い世代に対し国民のマリンレジャーへの参加を拡大させるため
最も有効な需要喚起策、「学習」と「体験」を提供している。
たとえば、全国各地で開催されているさまざまなマリンイベントで体験乗船会を
実施するなど、直近3年間で累計101回、延べ151日間、12，809名に体験機会を創出
した。この乗船会で特筆すべきは、体験者自らが誰でも操縦できることである。合
法的に許可を取得したうえで、小型船舶操縦士の国家試験を行う試験員（海洋レ

注57
水上オートバイ、ミニボート、
カヌー、SUP、遊泳、釣りな
どについて、安全に楽しむ
ためのスタンダードとなる指
針（https://www6.kaiho.mlit.
go.jp/info/marinesafety/00_
totalsafety.html）

注58
海や船が多くの人にとってさ
らに楽しく身近な存在になる
ことを願い国土交通省が2017
年に開始したプロジェクト

（https://c2sea.jp）

注59
国土交通省により登録された
一般利用者に開かれた船舶係
留施設（マリーナ）である「海
の駅」のネットワーク（https :
//www.umi-eki.jp/）
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ジャー協会職員）やボート免許スクールのインストラクターが船長を務め、その知
識と技能・経験により、楽しく、安全に実施している。操縦体験をこの規模で実施
できるのは他にはないのではなかろうか。
また、障がいを有する方を対象にした体験乗船会も実施している。健常者に対す
る以上に注意と対応スキルが必要とされるが、障がい者が操縦できる船舶などハー
ド面だけではなく、障がい者への接し方などのソフト面でも、船長は日ごろの業務
を通じて得た豊富な知識と経験から、安全な体験乗船会を提供している。
加えて、子供の海洋教育にも注力している。一例として、海藻を使ったおしば作
りで実物に触れる体験を提供する「環境教育のための海藻おしば教室」を、小・中
学校に出向いて授業の一環として開催し、海と海藻の役割や海の環境と地球全体の
環境との密接なつながりを、視聴覚教材を交えて学習してもらっている。
さらに、わが国の国民生活と歴史的にも長く深い関りを持つ「船」をテーマにし
た検定試験「船の文化検定（通称：ふね検）」を実施している。船に関する知識の
探求はもとより、広く海事思想の普及やマリンレジャーの健全な発展を願って2006
年に創設したもので、毎年1回のペースで実施している。
このように、海洋レジャー協会は1991年の発足当初よりマリンレジャーの健全な
発展を掲げてさまざまな振興策を国の施策に沿って講じてきている。近年その重要
性はさらに増してきているが、そういった振興策は「安全」に行われることが大前
提となる。そこでマリンレジャーの安全に対する取組みを紹介する。

3 海の安全は自分で守る

自動車が走行中に故障した場合は、路肩に寄せて止めることで一定の安全は確保
できる。しかし、ボートやヨットで釣りやセーリングの途中に突然機関故障が発生
した場合は、風や潮の影響で船はどんどん流され、他船との衝突や浅瀬への乗揚げ
など大きな海難につながり、最悪な場合には死亡事故となるおそれがある。プレ
ジャーボートの増加とともに従来の衝突や乗揚げに加え、機関故障や推進器障害が
原因となる海難事故も増加し、現在、事故の4割強をプレジャーボートが占めるよ
うになっている。
バブル景気のころに、増加する海難事故に対しては、人命救助や応急的財産救助
のような緊急事態を除けば、マリンレジャーでの安全確保は、基本的には自らの責
任、自らの負担（自己責任、自己負担の原則）でなされるべきもの、との機運が高
まった。緊急性を要しない軽微な事故に関しては、自己責任で対処できるよう民間

図5―3―2「海藻おしば」教室の学習風景と生徒の作品
（協力：海藻おしば協会）
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救助組織の必要性が叫ばれた。
そこで、1992年に海上保安庁を
はじめとした関係省庁、マリー
ナ、海事事業者、（公社）日本水
難救済会など官民一体の協力に
より、海洋レジャー協会では会
員制プレジャーボート救助事業
「BAN：Boat Assistance Net-
work」（注60）を東京湾と相模湾で
始めることとなった。
このサービスは、プレジャー
ボートに発生したトラブルに対

し、24時間365日体制で対応するレスキューオペレーションセンター（ROC）が連
絡を受け、状況と船位を確認した後、最適なレスキューステーション（RS）が曳
航救助にあたるものである。救助作業にあたる RSは全国800か所に迫る規模で展
開している。
設立後、サービスエリアを順次拡大し、30年弱の年月はかかったものの、いまで
は東京湾から瀬戸内海、九州北部までの沿岸と日本海の若狭湾沿岸で BANサービ
ス（注61）を提供できるようになった。スタート当時はわずか315名だった会員数も、
サービスエリア拡大とともに順調に増加し、2019年には1万人を超える会員が在籍
している。
また、曳航救助サービスのほかにマリーナなどの要請に応じて安全講習会を開催
し、海難の未然防止にも注力している。ボートオーナーが安心と安全を享受できる
ことで舟艇の利用振興にも一役買っている。
2018年4月に出された第4次交通ビジョン（注62）に基づき、海上保安庁でも海難事
故防止の観点から「自助」「共助」を明確化し、自己責任とこれをアシストする民
間救助組織の活動を推進している。海洋レジャー協会の BANもその負託に応える
ものとなる。

4 レジャーダイビングの安全の向上のために

スクーバダイビングは、水中という特殊な環境下で行うレジャーであるため、潜
水事故を防ぐための正しい知識と十分な安全対策が必要となる。さらに、万が一減
圧障害を発症した場合の対応には、潜水医学に精通した医師および再圧治療施設で
の治療が必要となる。ダイビング事故者を早期に治療できる体制の確立が望まれた
ことから、1992年1月、ダイビングに関する緊急医療援助システムの整備とその運
営事業を行う組織として、「DAN JAPAN：Divers Alert Network Japan」（注63）が海洋
レジャー協会内に発足した。
DAN JAPANの事業は、BAN同様、会員制で運営されており、「divers helping
divers（ダイバーがお互いに助け合う）」という共助の精神を合言葉に、レジャー
ダイバーが安全にダイビングを楽しめる環境を整えるためのさまざまなサービス
を、1万人を超える会員に対して提供している。

注60
https://www.kairekyo.gr.jp/
ban/

注61
BAN サービスエリア：関東
BAN（東京湾・相模湾・駿
河湾・伊豆七島の一部）、中
部 BAN（伊勢湾・三河湾・
遠州灘・熊野灘）、関西 BAN

（大阪湾・播磨灘・紀伊水道
周辺海域・若狭湾）、瀬戸内
BAN（小豆島東方海域から
関門海峡・豊後水道・宇和
海）、九州 BAN（響灘・玄界
灘・壱岐島）

注62
海上保安庁が今後5年間にと
るべき海上安全政策の方向性
及び具体的な施策の在り方を
交通政策審議会がまとめたも
の

注63
https://www.danjapan.gr.jp/

図5―3―3 レスキューオペレーションセンター（ROC）
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具体的には、ダイビング事故
発生時に応急手当や病院受診の
アドバイスを24時間365日提供
する「緊急ホットライン」、投
薬治療や既往症のダイビングへ
の影響などに関する質問、相談
に対し医師などによるアドバイ
スを提供する「医療相談」、さ
らには全国のダイビングに理解
のある医師のボランティアネッ
トワーク「DD NET」の構築等
を行い、ウェブサイト上でその
情報を提供している。
また、会員になるとレジャーダイビング保険が自動的に付与され、自助のための
基本的な保障を手に入れることができるが、希望者には、さらに手厚い補償や業務
従事中の補償を内容とする保険も用意している。
さらに、事故の未然防止を図るため、定期的に発行している会報誌などを通じて
安全情報を提供するとともに、最近では SNS を利用した情報発信を開始するなど、
情報提供の充実に努めている。また、その他各種安全関連セミナーの開催や応急手
当トレーニングなどを実施することで、レジャーダイビングの安全確保と健全な発
展に寄与している。
レジャーダイビングの参加人口も10年前に比べほぼ半減しているが、人命に直結
することもあるダイビングの事故を抑制し、正しい知識を持って楽しめば安全なレ
ジャーであり、再び参加者が増えることが望まれる。

5 免許制度と安全運航教育

小型船舶操縦士の資格を定めた法律「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の目的に
も「資格を与えることで船舶の航行の安全を図る」と明記されているとおり、わが
国は、船舶事故の防止には海技資格の取得（＝教育）が欠かせないとの方針をとっ
ている。
日本の小型船舶の資格制度の歴史は世界的にみても古く、1951年には小型船舶操
縦士の制度が創設されている。以前は小型船舶の資格を設けた国は少なかったが、
昨今では、明確な資格かそれに準ずるものかの違いはあるものの、一定の安全運航
教育を受けなければ小型船舶を操縦することはできないとする国が非常に増えてき
た。免許制度が無いといわれていた米国でも、現在は50州中49州で教育を受けた証
明書がなければモーターボートや水上オートバイを操縦することができなくなって
いる。
日本では、小型船舶操縦士の試験（操縦試験）に合格した者に免許が与えられる
と定められているため、資格を取得しようとする者は必ず国家試験を受けることに
なっている。そのため、試験で求める内容が教育に直結している。また、免許を取
得する方法は自動車と同じで、国家試験を直接受験するかたちと指定自動車教習所

図5―3―4 DAN酸素トレーナー講習の様子
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に相当する登録小型船舶教習所に通って国家試験の一部の免除を受けるかたちとが
ある。なお、自動車と異なる特徴は、直接国家試験を受験する人が大幅に多い（約
半分）ことである。
登録小型船舶教習所では、国が定めたカリキュラムに沿って教習を受講するが、
国家試験を直接受験する者も実地による試験があるため、ほとんどがボート免許ス
クールと呼ばれる民間の教習所で教習を受けて受験する。いずれにしても、教習に
携わる教員あるいはインストラクターのスキルが、新たにボートの世界に入ってく
る者の生涯の安全運航に大きな影響を与えることは言をまたない。したがって、こ
れら教習に携わる者の知識、技能を高く保つことがこの資格制度を維持し、教育に
より事故防止を図る目的を達成するための大きな を握っている。
現在、海洋レジャー協会が唯一の指定試験機関として小型船舶操縦士の国家試験
を国に代わって実施している。その一環として登録小型船舶教習所の教員の研修、
ボート免許スクールのインストラクターの研修を精力的に実施し、安全運航教育の
最前線で働く者が高い意識を持って教習にあたれるよう注力している。
海難事故の原因を見ればその大半が人為的要因によるものであり、結局はいかに
安全に対する意識の高い人を育てるかが事故防止につながる最大のポイントである
ことから、今後もさまざまな手段で「教育」の重要性を追求していくことが求めら
れている。

6 マリンレジャーにおける自助、共助のあり方

マリンレジャーのジャンルにかかわらず、事故防止には、そのアクティビティを
楽しむ者の安全に対する自らの配慮と、トラブルが発生したときのバックアップ体
制が構築されていることの両方の要素が求められる。自らの配慮として最も有効な
手段として、「学習」があげられる。アクティビティに特化した適切な教育により
楽しく遊ぶための知識や技能を修得し、あわせてそのアクティビティの生まれた背
景やとりまく環境、あるいは適用される法的な根拠や規制を知り、必要となる安全
が何かを理解することができれば事故防止につながる。たとえばプレジャーボート
でいえば、小型船舶操縦士の資格の取得があげられる。資格取得の過程で受けたさ
まざまな教育によって、航行の安全性は無資格の者より確実に担保されている。
また、遊びにはトラブルが付き物というという前提に立ち、トラブル発生時に適
切な対応をして、生命、財産に危害を及ぼさないようにする仕組み、たとえば各種

図5―3―5 一・二級小型船舶操縦士実技試験（左）と特殊小型船舶操縦士実技試験（右）の様子
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保険や民間の救助サービスが構
築されていれば、安心してアク
ティビティを楽しむことができ
る。海洋レジャー協会の BAN
が提供するプレジャーボートの
救助・曳航サービス、あるいは
DANが提供するレジャーダイ
ビングにおける電話サポートや
医師のネットワークなどは正に
そのためにある。
自身の安全は自身で守る、互
いに安全に対して配慮し合うなど、官による公助に依存し過ぎない自助・共助の考
え方が浸透し、それを支える体制が整っていけば、海難事故の発生を効果的に抑止
できることは明らかであろう。
マリンレジャーの水難事故・海難事故防止は世界的な流れであり、発展途上に
あった国々でも経済の発展に伴ってマリンレジャー人口が急増すれば、先進国と同
じような問題に直面することは明らかである。海洋先進国といわれる米国では、1997
年から国際水上安全・安全運航サミット（IBWSS（注64））と称する会議を実施し、教
育により水上安全や安全運航を達成して事故防止を図ろうといち早く動き出した。
ここでは全米から水上安全や安全運航にかかわる団体が一堂に会し、事故防止に向
けて活発な議論を戦わせている。わが国でも、遅ればせながら IBWSS に範をとっ
た JBWSS（注65）を開催し、いままで個別に活動していた水上安全にかかわる諸団体が
集まる取組みが始まっている。この JBWSS は、海洋レジャー協会と（公財）マリン
スポーツ財団、（一社）水難学会が連携協議会を構成し、海上保安庁、国土交通省海
事局との共催で毎年6月ごろに開催している。
昨今の異常気象による風水害の多発、酷暑などは、確実にマリンレジャーを楽し
む環境にダメージを与えている。荒天時に白波の立つ海、高波の寄せる海岸、増水
する川などの映像が頻繁に報道され、水辺のすべてが「危険な場所」として認知さ
れてしまうことに危機感を感じる。また、水害などで救助を待つ間に命を落とした
といった報道があれば、救助機関にも怒りの矛先が向くことさえある。消防庁もこ
こ2年ほど水害対策に力を入れ、浸水域での救助活動や動力ボートの効果的な活用
などに注力し、活動マニュアルを作成して水辺の事故防止に取り組んでいる。海洋
レジャー協会もマリンスポーツ財団や（一社）小型水難救助艇協会とともに
JPBOT（注66）と称するプロジェクトを発足させて小型水難救助艇操縦士養成講習会を
開催し、消防士等のプロの小型船舶操縦士の養成を通じてこの取組みに協力するな
ど、マリンレジャーだけではない、さまざまな水辺の安全に取り組んでいる。
いよいよ東京オリンピック・パラリンピックが迫ってきた。ヨット、サーフィン、
ボードセーリング、カヌー、スイミングなどマリンレジャーに通じる種目も多い。
これらの競技観戦がきっかけとなって、マリンレジャーの参加人口が増加すること
を期待したい。マリンレジャーの安全と振興は自助、共助によって成り立つとの考
えに基づき、新たな参加者に対して教育とバックアップの両面から支えていくこと
が重要であろう。

（一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会）

注64
International Boating and
Water Safety Summit
（http://www.ibwss.org/）

注65
Japan Boating & Water
Safety Summit（http://jbwss.
sakura.ne.jp/index.html）

注66
Japan Professional Boat
Operator Training Center

（日本小型水難救助艇養成所）

図5―3―6 JBWSS（日本水上安全・安全運航サミット）の様子
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セーリングチームへの支援

レース海域の海洋情報の創出

競技に必要とされる海洋情報

海洋観測と計算機類の充実により、海の天気予報が
精力的に行われ、その結果は船舶のウェザールーティ
ングなどにも活用されている。観測や数値計算によっ
て創出された海洋情報は、海洋を持続的に利用するう
えで、今後ますますその重要性を高めると考えられる。

海洋情報は、オリンピック競技にも活用し得る。風・
潮流・波の影響を頭に入れながら航行するセーリング
は、まさに自然と一体となった競技だ。鍛え抜かれた
選手たちの体力と操船技術も見所だが、競技を特徴づ
けるのは、やはり刻一刻と変化する気象海象を読み解
く知的戦略性の高さであろう。
強風が吹く時間と場所を予測して、レース海域の潮

流の向きと強さをあらかじめ把握できれば、それは勝
敗に直結する重要情報である。そのため、各国のサポー
トチームは情報収集に奔走している。本格的な風速セ
ンサや海流センサを用い、得られた情報を可視化して
タブレット機器で確認している様子には驚く。
筆者が所属する研究室では、2008年北京、2012年ロ
ンドンの大会のレース海域で、観測や数値計算に基づ
く海の流れの情報をコーチに伝えることで、セーリン
グ競技ナショナルチームを支援してきた。
レースでは風上に向かって帆走する際に左右どちら

に進むかコース選択を迫られる。競技に最も重要なのは
風だが、海流を活用するコースを選べば優位に立てるた
め、海の流れも勝敗への影響因子となる可能性がある。

セーリング選手は、数キロ程度のレース海域の気象
海象の正確な予測を求める場合が多いが、このニーズ
に応えるのは非常に難しい。計算機による予測の際は、
対象が狭ければ狭いほど、空間的に高密度な観測が必
要となるのだ。
ロンドン大会のレース海域では、規則的な潮汐に連

動した潮汐流が卓越していたため、予測の難易度は比
較的低かった。一方、東京大会で競技を実施予定の江
の島周辺海域は、開放的な相模湾内に位置し、沖を流
れる黒潮にも影響を受ける。突発的な強い流れを伴う
急潮と呼ばれる現象が稀に発生することが知られてい
るうえに、河川の淡水流入の影響でも沿岸付近の流れ
場は変化すると考えられる。規則的な潮流の強さは限
定的であり、ロンドン大会とはまったく条件が異なる。
相模湾は表層流を面的に観測するHF（海洋短波）

レーダーでモニタリングされているものの、既存の
データを用いた解析では、レース海域の流れに関して
得られる情報は限定的であるとの結論を得た。

海洋情報の創出がひとつの課題であることは間違い
ないが、流れを正確に予測することが必ずしもセーリ
ングチームの支援に直結する訳ではない。選手はレー
ス中、対戦相手に優位な状況を展開すべく思考をめぐ
らせ、時々刻々と変化する風の状況を踏まえて瞬時の
判断を重ねている。それと同時に海の流れの影響も考
慮するというのは至難の技である。また、風と違って
海の流れは選手が体感しにくく、流れの情報をレース
の勝敗へと結びつけることは容易ではない。
ロンドン大会では事前にセーリング競技の選手・
コーチに海象予測による競技支援の取組みを紹介し、
その後選手から意見をいただく場を設けた。そこでは
予測情報を詳細に伝えることでは足りず、選手が関心
を寄せる「潮止まり」の時刻や「右海面有利」など簡
単なメッセージも非常に重要であるということが確認
できた。詳細な数値計算に基づいた天気予報も、結局
のところ、傘は必要か、上着は必要か、といったシン
プルな情報が求められていることに似ている。
海洋レジャーや漁業が盛んで利用頻度の高い江の島
付近でさえ、海洋情報の知見は限られている。もしも詳
細かつ広範囲のモニタリングで海の流れなどを高い確
度で把握できれば、セーリングに限らず、その特徴を
踏まえて効率的に日本沿岸の海ゴミを清掃することも
可能になるだろう。海洋情報の量の充実を図る意義は
大きい。また専門家が創出する情報をより多くの人が
より簡単に活用できる方法を模索することも重要だ。
セーリング競技は海洋での数ある活動の一例に過ぎ
ないが、上記の課題は海洋の持続的な利用を考えるう
えで普遍性が高いのではないだろうか。 （小平 翼）

コラム10 セーリング競技支援から考える海洋情報の創出と活用

ロンドン大会のレース海域付近の潮流観測の様子。手前は超音
波多層流向流速計（ADCP）を搭載したトリマラン
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世界遺産登録推薦を受けた奄美大島のビーチ

「海洋状況表示システム（海しる）」のサイト画面
（出典：海上保安庁）

1 海 洋 政 策
1 総 合 政 策
2019．1．22 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び

西表島」の世界遺産登録推薦書のユネ
スコ世界遺産センターへの提出が閣議
において了解された。

2019．2．15 経済産業省は、海洋エネルギー・鉱物
資源の具体的な今後の開発の計画など
を示すため、海洋基本計画に基づいて
海洋エネルギー・鉱物資源開発計画を
改定した。

2019．3．29 内閣府総合海洋政策推進事務局は、第
3期海洋基本計画の全文英訳を発表した。英訳された概要や全文は、内閣府のウェブサイ
トに掲載された。

2019．4．10 総合海洋政策本部は、「第45回総合海洋政策本部参与会議」を開催し、第3期海洋基本計
画に基づく施策の取組み状況について議論を行った。

2019．4．17 内閣府総合海洋政策推進事務局と海上
保安庁は、我が国の海洋状況把握
（MDA）の能力強化に向けた取組みの
一環として、海洋情報を集約・共有す
るための情報サービス「海洋状況表示
システム（海しる）」の運用を開始し
た。

2019．4．25 海洋立国懇話会が、2019年度総会を開
き、国民の祝日「海の日」の7月20日
固定化や海事・海洋教育の充実などを
盛り込んだ総会決議を採択した。

2019．4．26 自然環境保全法の一部を改正する法律
が第198回通常国会で成立し、公布さ
れた。新たな保護区制度として「沖合
海底自然環境保全地域」が創設された。

2019．5．17 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（再エネ海
域利用法、4月1日施行）に基づき、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海
域の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」が閣
議決定された。

日本の動き
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G20大阪サミット「ワーキング・ランチ」の様子
（出典：内閣広報室）

2019．6．15
～16

環境省と経済産業省は、「G20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関す
る関係閣僚会合」を長野県軽井沢町で開催した。資源効率性・海洋プラスチックごみなど
について議論し、コミュニケおよびその付属文書をとりまとめた。

2019．6．18 総合海洋政策本部は、「第18回総合海洋政策本部会合」を開催した。総合海洋政策本部参
与会議意見書について報告があり、総合海洋政策本部長である安倍晋三内閣総理大臣へ手
交された。

2019．6．19 総合海洋政策本部は、「第46回総合海洋政策本部参与会議」を開催した。

2019．6．29 G20大阪サミットが開催され、海洋プ
ラスチックごみによる新たな汚染を
2050年までにゼロにすることを目指す
「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」
が共有された。違法・無報告・無規制
（IUU）漁業の問題も議論され首脳宣
言に盛り込まれた。「大阪ブルー・オー
シャン・ビジョン」の実現に向け、日
本政府は「マリーン（MARINE）・イ
ニシアティブ」を立ち上げた。

2019．7．15 総合海洋政策本部、国土交通省、日本財団は、「海の日」に海洋についての国民、特に、
次世代を担う青少年の理解と関心を一層深めるため、広く関係者の参画を得て、「海の日」
行事「海と日本 PROJECT in 晴海」を開催した。C to Sea プロジェクト公式アンバサダー
STU48の船上劇場「STU48号」で総合開会式が行われた。

2019．7．15 総合海洋政策本部長を務める安倍総理大臣は、令和最初の「海の日」を迎えるに当たって
内閣総理大臣メッセージを発表した。そのなかで「令和」の出典の万葉集では、海に関す
る歌が多く詠まれており、古来、日本の文化に深く根ざしてきたこのすばらしい海を、次
の世代にしっかりと引き継いでいくことが、いまを生きる私たちの責務であると述べた。

2019．7．16 内閣府総合海洋政策推進事務局は、『令和元年版 海洋の状況及び海洋に関して講じた施
策（年次報告）』を公開した。

2019．8．22 国土交通省、文部科学省、農林水産省、経済産業省および環境省が内閣府総合海洋政策推
進事務局の協力を得て実施している「第12回海洋立国推進功労者表彰」（内閣総理大臣賞）
の表彰式が首相官邸で行われた。海洋に関する分野で顕著な功績を挙げた、5名2団体が
受賞した。

2019．9．8 「第39回全国豊かな海づくり大会」の式典が、天皇・皇后両陛下ご臨席のもと秋田市で開
催された。上皇さまから引き継いだ主要地方行事で両陛下のご出席は初めて。「海の恵み
と美しさを次世代に引き継いでいくことは大切な使命であると考えます」と大会へのお言
葉を述べられた。

2019．9．12 総合海洋政策本部は、「第47回総合海洋政策本部参与会議」を開催した。諸外国との海洋
産業協力などをテーマとした2プロジェクトチーム（PT）や海洋保護区などをテーマに
した3スタディグループ（SG）の進め方などについて議論が行われた。

2019．11．20
～21

海上保安庁と日本財団は、「第2回世界海上保安機関長官級会合」を東京で共催した。84
の海上保安機関等の代表が参加した。

2019．12．19 総合海洋政策本部は、「第48回総合海洋政策本部参与会議」を開催した。PT・SGの検討
状況が報告された。
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2019．12．20 海上保安体制強化に関する関係閣僚会議が開催された。

2 各省等の動き
2019．1．22 文部科学省は、「海洋開発分科会（第59回）」を開催した。その後、6月6日に第60回、8

月9日に第61回、10月1日に第62回を開催し、海洋・極域分野の研究開発などについて話
し合った。

2019．4．17 外務省は、18歳以上の男女1，000人を対象に3月下旬に行った「外交に関する国内世論調
査」の結果を発表した。国際捕鯨委員会（IWC）から脱退し商業捕鯨を再開する方針を67．7％
が評価すると回答した。日本が優先的に取り組むべき SDGs の主要な地球規模課題として
は、「教育」が44．8％と最も多く、次いで「海洋プラスチックごみ」が40．5％であった。

2019．4．23 『平成31年版外交青書（外交青書2019）』が閣議配布された。

2019．5．14 海上保安庁が、『海上保安レポート2019』を発刊した。

2019．5．28 政府は、2019年版の『科学技術白書』を閣議決定した。「国家戦略上重要なフロンティア
の開拓」の節で、海洋分野の研究開発について紹介されている。

2019．5．31 「平成30年度水産の動向」および「令和元年度水産施策」（『水産白書』）が閣議決定された。

2019．6．7 政府は、2019年度版の『エネルギー白書』を閣議決定した。

2019．6．7 政府は、2019年版『環境・循環型社会・生物多様性白書（環境白書）』を閣議決定した。

2019．6．25 政府は、2019年版の『交通政策白書』を閣議決定した。交通の動向や交通に関する施策を
紹介するほか、「モビリティ革命～移動が変わる、変革元年～」をテーマとして取り上げ
ている。

2019．7．12 国土交通省海事局は、『海事レポート2019』を公表した。

2019．7．16 文部科学省は、『平成30年度文部科学白書』を公表した。

2019．9．27 河野太郎防衛大臣が閣議において令和元年版『防衛白書』について報告し、了承された。

2019．12．11 外務省は、「第2回科学技術外交シンポジウム」を開催した。2015年9月に就任した岸輝
雄外務大臣科学技術顧問のこれまでの活動実績を振り返るとともに、わが国が外交局面で
抱える問題解決における科学技術の役割等について基調講演・パネルディスカッションを
行った。

2 領土・領海等
1 尖 閣 諸 島
2019．1．14 石垣市は、「尖閣諸島開拓の日を定める条例」に基づき、尖閣諸島開拓の日式典を開催し

た。

2019．3．26 笹川平和財団海洋政策研究所島嶼資料センターは、日本の島嶼に関する問題について正し
く理解するための定期刊行物『島嶼研究ジャーナル第8巻2号』を発行した。尖閣諸島問
題の第一人者であった尾﨑重義筑波大学名誉教授への追悼文などを掲載している。

2019．7．29 領土や主権に関する情報発信のあり方を検討している政府の有識者懇談会は、沖縄県の尖
閣諸島などの資料を展示する「領土・主権展示館」の移転に伴って、新たに北方領土の展
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示も加え、従来の日本の主張を発信するよう求める
提言をまとめた。

2019．9．10 内閣官房領土・主権対策企画調整室は、沖縄県の尖
閣諸島が日本固有の領土だと内外に示すため、歴史
的な資料について委託調査を行っている。2018年度
に確認された資料を新たにまとめた2018年度の報告
書を公開した。

2019．11．27 内閣官房領土・主権対策企画調整室が、7月29日に
行われた領土・主権をめぐる内外発信に関する有識
者懇談会の提言「内外環境の変化を踏まえた発信強
化の実践のために」の英語版を公表した。

2019．12．20 政府は、尖閣諸島に関する国民の意識を探るため、
全国の18歳以上の3，000人を対象に10月に行った世
論調査の結果を公表した。尖閣諸島に「関心がある」、
「どちらかといえば関心がある」と答
えた人は合わせて66％だった。竹島に
関する世論調査では「関心がある」、「ど
ちらかといえば関心がある」と答えた
人は合わせて64％であった（注1）。

2019．12．31 海上保安庁は、中国公船による尖閣諸
島接近（接続水域入域・領海侵入）状
況を公表している。領海侵入に限れば、
1月は3日12隻、2月は3日12隻、3
月は3日12隻、4月は3日12隻、5月
は4日14隻、6月は2日8隻、7月は
3日12隻、8月は3日12隻、9月は1日4隻、10月は3日12隻、11月は1日4隻、12月は
3日12隻で、2019年は合計32日のべ126隻の中国公船が侵入した。

2 竹 島
2019．2．19 海上保安庁は、韓国の海洋調査船が島根県の竹島周辺の日本の領海に入ったことを確認し、

現場海域で巡視船が注意喚起し警戒に当たった。菅義偉官房長官は「外交ルートを通じて、
調査船の航行について説明を求めるとともに、仮に調査活動を行っているのであれば、わ
が国の同意のない調査活動は認められないと強く抗議した」と述べた。

2019．2．22 島根県は、第14回「竹島の日」記念行事、竹島・北方領土返還要求運動県民大会を開催し
た。

2019．3．26 韓国の国立海洋調査院は、竹島とその西にある鬱陵島での海洋調査事業の入札者募集概要
をインターネット上に公表した。菅官房長官は「外交ルートを通じて、情報を確認後、直
ちに強く抗議するとともに、中止を求めた」と述べた。

2019．7．23 政府は、竹島周辺で領空侵犯したロシアの早期警戒機 A―50に韓国が警告射撃したことに
関して韓国、ロシア両政府に抗議した。

2019．8．25 韓国軍が竹島において軍事訓練を開始したことを受け、金敬翰在京韓国大使館次席公使ら
に訓練の中止を求める旨強く抗議した。

2019．8．27 米国務省広報担当者は、韓国軍が竹島とその周辺で軍事訓練を行ったことについて、「最
近の日韓の意見対立を考慮すれば、問題解消にとって生産的ではない」との見解を表明し

注1
https://survey.gov-online.
go.jp/tokubetu/r01/r01-
senkaku.pdf

「領土・主権展示館」リオープンのポスター
（出典：領土・主権展示館）

尖閣諸島魚釣島
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プーチン大統領と会談する安倍総理大臣
（出典：外務省）

た。

2019．9．10 内閣官房領土・主権対策企画調整室は、竹島が日本固有の領土だと内外に示すため、歴史
的な資料について委託調査を行っている。2018年度に確認された資料を新たにまとめた
2018年度の報告書を公開した。

2019．11．29 笹川平和財団海洋政策研究所島嶼資料センターが、『島嶼研究ジャーナル第9巻1号』を
発行した。竹島領有権紛争に利用される小笠原諸島の帰属と地図をめぐる話が架空である
と証明する記事を紹介している。

2019．12．27 外務省は、韓国軍が竹島に関する軍事訓練を実施したことを受け、金敬翰在京韓国大使館
公使および金丁漢韓国外交部アジア太平洋局長に対し、強く抗議した。

3 北 方 領 土
2019．1．22 安倍晋三内閣総理大臣は、ロシアのプーチン大統領とモスクワで会談した。安倍総理大臣

は共同記者発表で、北方領土問題を含む平和条約締結交渉の進展に向け、相互に受け入れ
可能な解決策を見いだすため、力強く進める決意を確認したと述べた。

2019．2．7 1981年から毎年開催している「北方領土返還要求全国大会」が都内で開かれ、安倍総理大
臣は「相互に受け入れ可能な解決策を見いだすための共同作業を力強く進め、領土問題を
解決して平和条約を締結するとの基本方針の下、交渉を進めていく」と述べた。

2019．5．23 北方四島ビザなし交流のロシア側訪問団の本年度第1陣が、日本のチャーター船「えとぴ
りか」で根室港に到着した。

2019．5．23 外務省が、ロシアの民間調査機関会社に委託して、ロシアにおける対日世論調査を行った。
18歳から69歳までの男女3，600人から回答を得た。領土問題については、57％が第二次世
界大戦から70年を経た現在も四島の帰属について交渉が行われていることを知っていると
回答した（前回の2010年は76％）。

2019．6．29 G20大阪サミットの機会に安倍総理大
臣とロシアのプーチン大統領が首脳会
談を行った。精力的に平和条約交渉が
行われていることを歓迎し、引き続き
交渉を進めていくことと、北方四島に
おける共同経済活動の2件の「ビジネ
スモデル」について2019年秋にもパイ
ロット・プロジェクトを実施すること
で一致した。

2019．7．10 外務省は、北方四島住民支援事業の一
環として、人道上の見地から、国後島
および択捉島の患者4名を町立中標津病院と札幌医科大学附属病院で受け入れることを決
定した。1998年度から2019年度末までに北方四島から受け入れた患者は延べ266名。

2019．7．18 北方領土墓参（道主催）の2019年度第二陣が、チャーター船「えとぴりか」で択捉島に向
けて根室港から出発した。6月の第一陣は荒天で中止となったため、今回が2019年度最初
の北方領土墓参となった。

2019．10．30
～11．3

外務省は、北方四島における共同経済活動として観光パイロットツアーを実施した。観光
客のほか政府職員等の同行者と合わせて44名の規模で実施した。

北方四島ビザなし交流
日本国民と北方四島在住
ロシア人が相互に訪問
し、ホームビジット、文
化交流会、意見交換会等
を通じて、相互の理解と
友好を深め、ロシア人住
民の北方領土問題に対す
る理解を促すとともに、
日本に対する信頼感の醸
成を図る。
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野付半島から望む国後島

改版された海図に描かれる西之島。赤線は2017年6月発
行の海図の海岸線（出典：海上保安庁）

2019．11．27
～29

ロシアのモスクワにおいて、「北方四
島周辺水域における日本漁船の操業枠
組み協定」に基づく日ロ政府間協議お
よび民間交渉が開催され、2020年の北
方四島周辺水域における日本漁船の操
業条件について妥結した。

2019．12．19 ロシアにおいて、茂木敏充外務大臣は
ラブロフ外相と会談した。北方領土問
題を含む平和条約交渉について、双方
が受け入れ可能な解決策を見いだすべ
く協議項目を整理していくことで一致
した。一方、茂木大臣は、北方領土周
辺海域で拿捕された漁船の乗組員の速やかな帰港を求めた。

2019．12．24 12月17日に北方領土の歯舞群島周辺で安全操業中、ロシア国境警備局に拿捕された根室市
の漁船5隻と乗組員計24人が解放され、国後島古 布から根室に向けて出発した。

4 領海・排他的経済水域（EEZ）・大陸棚
2019．1．7 海上保安庁は、2018年10月に開催された世界の海底地形名を標準化するための国際会議（注2）

において、日本から提案した海底地形名73件が承認されたと発表した。

2019．1．30 水産庁は、2018年の外国漁船取締実績について発表した。立入検査14件、拿捕6件、違法
設置漁具（かにかご、刺し網等）の押収26件であった。近年日本海の大和堆周辺以北の水
域では、北朝鮮漁船等による違法操業が増加傾向にある。この周辺水域では、外国漁船に
対して延べ5，315件（前年5，191件）の退去警告の対応を行い、そのうち延べ2，058件に放
水を行った。

2019．3．22 東シナ海において、中国が一方的に進めているガス田開発をめぐって、日中の中間線の中
国側の海域で中国が行った複数の「移動式掘削船（リグ）」による試掘などの活動に対し、
菅義偉官房長官は、外交ルートを通じて抗議を行ったと述べた。

2019．4．23 航空自衛隊三沢基地所属の最新鋭ステルス戦闘機 F35Aが青森県沖で墜落した事故で、（国
研）海洋研究開発機構（JAMSTEC）が所有する海底広域研究船「かいめい」が、海中で
の捜索にあたった。かいめいは、海底資源の調査を行う船舶で、水深約3，000mで活動可
能な無人探査機などを備えていることから、防衛省が支援を依頼した。

2019．5．31 国土地理院は、海上保安庁とともに、
2017年4月以降の噴火活動により拡大
した西之島の地形や同島周辺の水深の
変化を反映するため、西之島の地形図
と海図を改版し発行した。

2019．6．4 4月に墜落した F35A戦闘機につい
て、岩屋毅防衛大臣が、現場付近の海
底でエンジンや主翼の一部とみられる
部品を発見し、引き揚げたことを明ら
かにした。

2019．7．2 海上保安庁は、日本の排他的経済水域
（EEZ）にある日本海の好漁場「大和
堆」周辺で違法操業する北朝鮮漁船に
対応している巡視船の動画を公表した。

注2
国際水路機関（IHO）と
ユネスコ政府間海洋学委
員会（IOC）が共同で設
置する「海底地形名小委
員会」
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緊急発進対象となったロシア機の飛行動向
（出典：防衛省）

同意を得ない調査活動等を行った外国海洋調査船「嘉庚」
（出典：海上保安庁）

2019．7．26 統合幕僚監部が、2019年度第1四半期
の緊急発進実施状況について公表し
た。6月20日にロシア軍の爆撃機 Tu―
95が南大東島（図中の①）と八丈島（図
中の②）の領空を飛行したことを含む。

2019．9．24 海上保安庁は、オホーツク海の無人島
「エサンベ鼻北小島」が消失したと発
表した。干潮時に水面上にある「低潮
高地」と定義できれば領海の基準とな
るため、海上保安庁は追加で調査する。
同島が消失しても日本の EEZ には影
響がなく、領海もほぼ現状を維持でき
る見込み。

2019．10．7 水産庁の漁業取締船「おおくに」と、
北朝鮮の漁船が、能登半島沖の大和堆
で衝突した。漁船の乗組員およそ60人は全員救助され、別の北朝鮮の船に引き取られた。

2019．11．12 世界の海底地形名を標準化する国際会議で、日本が提案した名称55件が承認された。日本
が提案した海底地形名は生き物や人名、船名など多岐にわたり、新名称が与えられた海底
地形は硫黄島周辺などに集中している。

2019．12．3 防衛省は、北朝鮮によるミサイル発射について公表した。2019年は13回の事案が確認され
た。

2019．12．5 海上保安庁は、西之島の噴火に関する航行警報を発出した。翌6日、羽田航空基地所属航
空機により噴火を認め、東側火口から溶岩が西之島東岸に向かって流下していることを確
認したと発表した。

2019．12．12 海上保安庁は、わが国周辺海域におけ
る海洋調査船の活動状況を公表した。
2019年は、3月15～23日の「嘉庚」、
6月16、19日の「海洋地質九号」、7
月9日の「張謇」、7月25日の「業治
錚」、12月11日の「科学」の5回、中
国海洋調査船による特異行動が確認さ
れた。

2019．12．31 海上保安庁の巡視船は、日本海の好漁
場として知られる大和堆周辺の海域で、違法にイカ釣り漁を行う北朝鮮漁船に対し、退去
警告と放水を行っている。2019年は、北朝鮮漁船1，300隻余りに退去警告し、うち252隻に
放水を行った。

3 沿岸域管理・防災

2019．2．7 国土交通省は、警察庁、消防庁、防衛省、内閣府や民間フェリー事業者と連携して首都直
下地震を想定した広域応援部隊輸送の合同図上訓練を実施した。

2019．2．22 水産庁は、「平成30年度磯焼け対策全国協議会」を開催した。

2019．5．31 気象庁は、国や地方公共団体、企業等が、中央防災会議での「南海トラフ地震防災対策推

低潮高地
自然に形成された陸地で
あって、低潮時（干潮の
時）には水に囲まれ水面
上にあるが、高潮時には
水中に没するもの

特異行動
事前の同意を得ない調査
活動または同意内容と異
なる調査活動
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進基本計画」に基づく防災対応をとりやすくするため、「南海トラフ地震臨時情報」「南海
トラフ地震関連解説情報」の情報発表を開始した。

2019．6．27 気象庁は、（国研）防災科学技術研究所と連携して行ってきた技術開発が完了したことか
ら、日本海溝海底地震津波観測網（S-net）などによる観測データを新たに活用した緊急
地震速報の発表を開始した。

2019．8．7 環境省、海上保安庁など172機関（民間企業、市民団体、大学・研究機関、地方公共団体、
国など）は、8月7日含む数日間を中心に「東京湾環境一斉調査」を実施した。

2019．9．9 台風15号が関東地方を通過した。強い雨風による家屋被害や倒木、沿岸部の高波による浸
水などの被害をもたらした。

2019．9．10
～11

外務省は、北海道札幌市において「『世界津波の日』2019高校生サミット in 北海道」を開
催した。日本を含む44か国の高校生が参加した。

2019．10．12 台風19号が上陸した。関東地方や甲信地方、東北地方などで記録的な大雨となり、甚大な
被害をもたらした。

2019．10．28 （国研）宇宙航空研究開発機構（JAXA）の気候変動
観測衛星「しきさい」は、台風19号がもたらした記
録的大雨で、東北から東海地方の広い範囲で大量の
土砂が海に流出した様子を捉え、河口付近から10～
20km先まで海が土砂で濁っている様子を伝えた。

2019．11．2 気象庁は、薩摩硫黄島の硫黄岳で噴火が発生し、灰
白色の噴煙が火口縁上約1，000m以上に上がったと
発表した。

2019．11．9
～12

仙台市において、「第2回世界防災フォーラム」が開
催された。「海洋リスク低減による沿岸コミュニティ
のレジリエンス強化」と題したセッションなどが行
われた。

1 生物多様性

2019．1．21 環境省は、中央環境審議会自然環境部会（第37回）を開催した。「生物多様性保全のため
の沖合域における海洋保護区の設定について」の審議が行われ、同日に環境大臣に対して
答申された。

2019．1．24 環境省と笹川平和財団は、海洋生物多様性の保全や海洋保護区を含めた海洋の管理などに
ついて理解を深めてもらうため、一般公開シンポジウム「沖合域を中心とした生物多様性
と海洋保護区」を開催した。

2019．1．28
～31

環境省と生物多様性条約事務局は、名古屋国際会議場で「生物多様性ポスト2020目標アジ
ア太平洋地域ワークショップ」を共催した。

世界津波の日
2015年3月に津波に関す
る人々の意識を向上し、
津波対策の強化を目的
に、わが国をはじめ142
か国が共に提案した「世
界津波の日」を定める決
議が第70回国連総会本会
議でコンセンサスにより
採択された。

「しきさい」が観測した土砂流出の様子
（出典：JAXA）
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提言を発表した10月15日に開催された、笹川平和財団海
洋政策研究所と環境省の共催シンポジウムの様子

2019．2．18 環境省は、2018年度西之島総合学術調査事業「第4回西之島の価値と保全にかかる検討委
員会」を開催した。これまでの調査結果を踏まえた西之島の科学的価値の中間とりまとめ
とともに、2019年度に予定している上陸調査計画を検討した。

2019．3．1 環境省は、国際サンゴ礁年2018オフィシャルサポーター最終報告会を開催した。

2019．9．11 環境省は、「中央環境審議会自然環境
部会（第38回）」を開催した。自然環
境保全基本方針の変更についての諮
問などが行われた。

2019．12．16 環境省が、「第5回西之島の価値と保
全にかかる検討委員会」を開催した。
9月に実施した上陸調査結果を踏ま
えた西之島の科学的価値の最終とり
まとめを行い、必要な保護措置の基
本的考え方について、科学的な見地
から検討した。

2 気 候 変 動

2019．1．16 環境省は、「中央環境審議会地球環境部会（第140回）」を開催し、気候変動影響評価等小
委員会の設置要綱の一部改正などについて審議した。3月1日に第141回、4月23日に第
142回、7月17日に第143回が開催された。

2019．6．11 政府は、パリ協定に基づく温室効果ガスの低排出型の発展のための長期的な戦略として、
「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を閣議決定した。

2019．6．11 国土交通省は、有識者および関係省庁で構成する「地球温暖化防止に貢献するブルーカー
ボンの役割に関する検討会」を立ち上げた。

2019．10．2 国土交通省と農林水産省は、「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会」を設置
した。第1回が開かれ、気候変動による海面上昇や海岸災害の激甚化への対応策について
議論した。第2回は12月9日に開催された。

2019．10．15 笹川平和財団海洋政策研究所は、気
候変動に関する政府間パネル
（IPCC）が9月25日に公表した『海
洋・雪氷圏特別報告書』等に示され
た「海洋と気候変動」に関する重要
なメッセージを受けた提言を発表し
た。

2019．11．18
～19

環境省は、環境配慮型 CCS 実証事
業に関する国際アドバイザリーボー
ド会合を開催した。

2019．11．25 （国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、北海道苫小牧市における CO2
の分離・回収、貯留（CCS）実証試験で、目標値である CO2の累計圧入量30万トンを11月
22日に達成した。今後は、貯留地点周辺地域における微小振動観測や海洋環境調査、圧入
した CO2の挙動（移動、広がり）などのモニタリングなどを引き続き実施していくと発表
した。

CCS
火力発電所等から排ガス
中の二酸化炭素（Carbon
dioxide）を分離・回収
（Capture）し、地下へ貯
留（Storage）する技術

噴煙を上げる西之島（出典：海上保安庁）



海洋白書2020 第2部 日本の動き

3 水質・漂着物 137

3 水質・漂着物

2019．1．24 九州大学や東京海洋大学などの研究チームは、いまのままプラスチックごみの海洋流出が
増え続ければ、太平洋上を漂う微細なマイクロプラスチック（MP）の濃度が約10年後に
は現在の2倍、約40年後には4倍以上にも達し、海の生物に悪影響を及ぼす恐れがあると
の予測結果をまとめ、英科学誌『ネイチャー・コミュニケーションズ』で発表した。海洋
のMP浮遊量を予測した結果は世界初である。

2019．2．18 環境省と日本財団は、海洋ごみ対策に向けた共同事業として、「海ごみゼロウィーク」、「海
ごみゼロアワード」、「海ごみゼロ国際シンポジウム」を実施すると発表した。

2019．2．20 海上保安庁は、2018年の海洋汚染の現状について発表した。海洋汚染が414件、うち油に
よる汚染は283件であった。

2019．2．22 中央環境審議会の小委員会で、ペットボトルなど使い捨てプラスチックの排出量を2030年
までに25％削減する環境省の「プラスチック資源循環戦略案」を決定した。

2019．3．18 （公財）日本セーリング連盟は、俳優で歌手の加山雄三氏が委員長を務める「海 その愛
基金 海洋環境クリーンプロジェクト推進委員会」の第1回会合を開催した。

2019．3．26 中央環境審議会循環型社会部会において、プラスチック資源循環戦略のあり方についての
答申がとりまとめられ、中央環境審議会循環型社会部会長から環境大臣に手交された。

2019．4．16 プラスチックごみの削減が世界的な課題となるなか、日本経済団体連合会が初めて業種ご
との削減目標をまとめた。削減目標では、合わせて20の業種を対象としている。

2019．4．18 水産庁は、「漁業におけるプラスチック資源循環問題に関する今後の取組」を公表し、海
洋への流出防止や漁業者による回収などの内容が具体的に記載されている。

2019．5．15 東京大学は、日本財団からの助成を受けて、プラスチックごみの海洋汚染について調査、
分析するプロジェクトを共同で立ち上げた。

2019．5．22 日本コカ・コーラ（株）と日本財団は、海洋汚染の原因となっているプラスチックごみの
流出経路を共同で調査すると発表した。

2019．5．30 環境省と日本財団は、海洋ごみ対策を目的とした全国一斉清掃キャンペーン「海ごみゼロ
ウィーク」（5月30日～6月8日）をスタートした。江の島に渡る弁天橋下の広場におい
て、キックオフイベントを開催した。

2019．5．31 中央環境審議会の小委員会での審議を受けて、政府として「プラスチック資源循環戦略」
が策定された。

2019．6．5 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、「世界環境デー」に、「世界環
境デー 第3回東京2020スポGOMI 大会」を開催した。セーリング会場となる江の島（神
奈川県）およびサーフィン会場となる釣ヶ崎海岸（千葉県）の2か所で同時に行われた。

2019．6．8 日本財団とコスプレ海ごみゼロ実行委員会が、増加し続ける海洋ごみ対策を目的とした日
本財団「CHANGE FOR THE BLUE」の一環として「コスプレ de海ごみゼロ大作戦！in 東
京タワー」を開催した。

2019．6．17 環境省と日本財団は、海洋ごみ対策に向けた共同事業の取組みとして、海ごみゼロ国際シ
ンポジウムを開催し、「海ごみゼロアワード」の受賞者を公表した。海洋ごみ対策に関し
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て全国から優れた取組みを募集し、選
定した。

2019．7．1 海上保安庁が、「放射能調査報告書
（2018年調査結果）」を公表した。

2019．7．2 日本財団は、（一社）日本先端科学技
術教育人材研究開発機構（JASTO）お
よび（株）リバネスとともに、海洋ご
み削減実現を目指す「プロジェクト・
イッカク」を立ち上げ、参加事業者を
募集すると発表した（11月29日に採択
チームを決定し、3つのチームが実証
を開始）。

2019．7．22 経済産業省は、海洋プラスチックごみ
問題の解決に向け、イノベーションを
通じた取組みとして、海洋生分解性プラスチックの開発・導入普及を図るため、「海洋生
分解性プラスチックの標準化に係る検討委員会」を設立した。

2019．7．26 水産庁は、漁業系廃棄物処理の指針を見直し、海洋プラスチックごみ対策を目的に「漁業
系廃棄物処理計画策定指針検討協議会」を立ち上げ、第1回会議を開催した。

2019．7．30 （国研）海洋研究開発機構（JAMSTEC）は、パラオ共和国独立25周年および日本パラオ外
交関係樹立25周年を記念して開催される「日本―パラオ親善ヨットレース」において、海
洋プラスチック汚染に関わる科学的調査を実施すると発表した。12月に横浜ベイブリッジ
をスタートする（注3）。

2019．10．8
～11

環境省は、経済産業省、国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU―IAS）とともに、
G20資源効率性対話・G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組フォローアップ会合および
関連イベントを開催した。

2019．12．23 福島第一原子力発電所にたまり続けるトリチウムなどを含む水の処分方法について、経済
産業省の「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会（第16回）」が開かれた。
政府は同小委員会のとりまとめを受けて関係者から意見を聴き、最終的に処分方法を決め
る。

2019．12．27 経済産業省は、プラスチック製買物袋の有料化に向け、容器包装リサイクル法の関係省令
を改正するとともに、制度の円滑な実施に向けたガイドラインを公表した。

4 SDGs

2019．2．25 環境省は、「持続可能な開発目標（SDGs）ステークホルダーズ・ミーティング第8回会合」
を開催した。世界全体で関心が高まっている循環経済・海洋プラスチックごみ問題に焦点
をあて、産業界、自治体、NPO等による取組みを紹介した。第9回が3月25日に、第10
回が11月11日に開催された。

2019．3．6 日本学術会議は、G20各国の科学アカデミー代表を集め、議長アカデミーとしてサイエン
ス20（S20）を開催した。共同声明「海洋生態系への脅威と海洋環境の保全―特に気候変
動及び海洋プラスチックごみについて―（仮題）」をとりまとめ、共同声明は、採択後、
安倍晋三内閣総理大臣に手交された。

注3
コラム06参照

容器包装リサイクル法
容器包装に係る分別収集
及び再商品化の促進等に
関する法律

「コスプレ de海ごみゼロ大作戦！」の一場面
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持続可能な開発目標（SDGs）推進本部会合の様子
（出典：外務省）

3 水 産 資 源

2019．6．21 安倍総理大臣は、菅義偉官房長官、河
野太郎外務大臣および他の国務大臣等
の出席の下、総理大臣官邸において「持
続可能な開発目標（SDGs）推進本部
会合（第7回）」を開催し、「拡大版
SDGs アクションプラン2019」を決定
した。

2019．8．7 環境省は、海外環境協力センター、国
連大学サステイナビリティ高等研究所
とともに、国連大学において、「G20
サミットおよび持続可能な成長のため
のエネルギー転換と地球環境に関する
関係閣僚会合に関する報告公開セミナー」を開催した。

2019．11．6 日本学術会議海洋生物学分科会と笹川平和財団海洋政策研究所は、公開シンポジウム「国
連の持続可能な海洋科学の10年―One Ocean の行動に向けて」を開催した。

5 政 策

2019．4．14 北京において、「第5回日中ハイレベル経済対話」が開催された。二国間・多国間の協力
や課題につき関係閣僚間で幅広い議論を行い、原田義昭環境大臣が、海洋プラスチックご
みを含む地球規模課題への対応等について発言を行った。

2019．10．3 環境省は、フランス環境連帯移行省と、東京で第3回年次会合を共催した。気候変動対策、
生物多様性、海洋プラスチックごみ等について、両国の政策や課題、二国間連携の進捗状
況について意見交換を行い、今後のさらなる連携協力について合意した。

2019．11．24 日中韓3か国の環境大臣会合が、北九州市で行われた。深刻化する海洋プラスチックごみ
対策強化などを盛り込んだ共同声明を採択した。気候変動や生物多様性、海洋・水資源管
理など、2020年以降の5年間で3か国が優先的に取り組む8分野を選定し、計画の詳細は
2020年に韓国で開催する次の3か国会合で決める。

2019．11．25 環境省は、中華人民共和国生態環境部と、「第3回日中環境ハイレベル円卓対話」を共催
した。小泉進次郎環境大臣、李幹傑生態環境部長から今後の日中の環境協力について確認
がされ、両国の海洋プラスチックごみおよび技術交流に関する研究及び相互理解について
意見交換を行った。

1 資 源 管 理

2019．3．7 水産庁が、「水産政策審議会第93回資源管理分科会」を開催した。スルメイカの2018年度
資源評価結果などが報告された。2019年は計6回開催。

2019．3．15 水産庁と（国研）水産研究・教育機構は、「さけ・ますふ化放流事業のあり方に関する関
係者による検討会」を発足させた。約1年かけて、今後の方向性などをとりまとめる。
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2019．4．18
～19

日本、韓国、台湾の参加のもと、東京都内で「ウナギの国際的資源保護・管理にかかる第
12回非公式協議」が開催された。来漁期（2019年11月～2020年10月）の池入れ上限等につ
いて議論が行われた。

2019．6．12 水産庁は、新たな資源管理の実施に向け、優先的に検討を開始するマサバ太平洋系群等4
魚種7系群について、（国研）水産研究・教育機構において、資源管理目標案と漁獲シナ
リオ案等がとりまとめられたと発表した。

2019．7．16 水産物トレーサビリティ協議会が、宮城・気仙沼と岩手・大船渡で、漁獲・陸揚げデータ
提供システム（CALDAP）を使った水産物トレーサビリティの実証試験を開始した。CALDAP
は、米国や欧州連合（EU）などへの輸出に必要な漁獲情報を輸出業者などが容易に共有・
取得できる仕組みで、2019年度は対象魚種をカツオに絞り、汎用性や使い勝手などを検証
する。

2019．9．25 水産庁は、「漁獲証明制度に関する検討会（第1回）」を開催した。違法・無報告・無規制
（IUU）漁業の懸念がある輸入水産物について、トレーサビリティの出発点である漁獲証
明制度の創設に向けて論点整理が行われた。第2回は10月16日、第3回は10月30日、第4
回は12月26日に開催された。

2019．11．15 水産庁は、2019年度のわが国周辺水域の主要な水産資源について評価結果を公表した。

2019．12．4 水産庁は、「水産政策審議会第98回資源管理分科会」を開き、2020年漁期のサンマ、マイ
ワシ、マアジの漁獲可能量（TAC）案を承認した。

2019．12．20 （一社）漁業情報サービスセンターが、2019年のわが国周辺の漁海況の経緯と特徴につい
て公表した。サンマが棒受網による操業が本格化した1950年以降で最低の水揚量を記録し
たことなどが報告された。

2 政 策

2019．2．18
～3．7

水産庁は、漁業関係者、水産加工業関係者および地方公共団体等を対象に、「漁業及び水
産加工業における新たな在留資格「特定技能」による外国人材受入れに関するブロック説
明会」を全国7会場で開催した。

2019．3．18 水産庁が、都内で開かれた政府の未来投資会議（議長・安倍晋三内閣総理大臣）の構造改
革徹底推進「地域経済・インフラ（農林水産業）」の第13回会合で、スマート水産業の推
進に向けたロードマップを明らかにした。2020年度までに、漁業・養殖現場の生産活動の
デジタル化や、データを共有するプラットフォーム（基盤）を構築する。

2019．3．18
～22

ロシアのモスクワにおいて、「日ロ漁業合同委員会第35回会議」が開催された。2019年の
日本200カイリ水域におけるわが国漁船によるロシア系さけ・ますの操業条件等について
妥結した。

2019．3．27 2019年4月1日から「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」
が施行されることに伴い、漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用
を図るため、漁業特定技能協議会を組織することとし、水産庁が第1回の会合を開催した。

2019．4．12 韓国による日本産水産物等の輸入規制に関する世界貿易機関（WTO）上級委員会の報告
書が公表された。上級委員会は、韓国の輸入規制措置が、WTO協定に照らし、日本産水
産物等を恣意的または不当に差別していること、必要以上に貿易制限的なものであること
を認定したパネル報告書（第一審）の判断には瑕疵があるとして取り消した（注4）。

CALDAP
産地市場がもつ漁船や漁
獲海域、魚種、漁法、漁
獲量などの生産情報を輸
出業者など流通業者の必
要に応じてさまざまな形
で提供できるシステム

トレーサビリティ
生産から消費までのすべ
ての経歴などを追跡・特
定できること

注4
https : / /www. jfa. maff.
go. jp / j / press / kakou /
190412.html
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2019．4．18 自民党の行政改革推進本部は、規制改革検討チームで検討してきた漁業改革の提言（原案）
をまとめた。新たな資源管理システムの構築として水産資源管理を行う行政庁から独立し
た公的な科学調査・評価機関の創設を提言している。

2019．5．29 水産庁は、第1回「水産業の明日を拓くスマート水産業研究会」を開催した。

2019．5．30 国土交通省は、漁船員の高齢化・減少に伴う海技士不足が深刻化していることを踏まえ、
早期に海技士免許の取得が可能となる新たな養成コースを設置できるようにした。

2019．6．7 水産庁は、第2回「海の宝！水産女子の元気プロジェクト」推進会議を開催した。

2019．6．21 「規制改革実施計画」が閣議決定された。水産業の成長産業化に向けて、改正漁業法の運
用や海技士の基準見直しなどについて記載されている。

2019．7．22 水産庁は、6月に農林水産物・食品の輸出拡大のために窓口を農林水産省に一元化して進
めることを閣議決定したことを受け、水産庁長官をトップとする輸出チームを発足させた。
翌23日には農林水産省、水産庁、厚生労働省が輸出促進のための職員増員を発表した。

2019．11．8 水産庁は、「漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備
に関する省令案」についてのパブリックコメントを開始した。

2019．12．10 政府の農林水産業・地域の活力創造本部（本部長・安倍総理大臣）が、農林水産業・地域
の活力創造プランを改訂した。水産関係では情報通信技術（ICT）や人工知能（AI）など
を活用した新技術導入を加速させるための「水産新技術の現場実装推進プログラム」など
が追加された。

2019．12．12 日本発の水産エコラベルである「MEL（マリン・エコラベル・ジャパン）V2」が、国際
的に水産エコラベルの承認を行うGSSI からアジアのスキームとして初めて承認を受けた。

3 ク ジ ラ

2019．4．4 水産庁は、「新北西太平洋鯨類科学調査計画（NEWREP―NP）」に基づき、4月4日から5
月下旬まで宮城県から北海道にかけての太平洋側沿岸域で鯨類科学調査が実施され、捕獲
対象種および目標捕獲頭数はミンククジラ80頭であると発表した。

2019．5．27 水産庁は、NEWREP―NP に基づき、太平洋側沿岸域で実施していた調査が、5月25日に終
了し、ミンククジラ47頭（目標捕獲頭数80頭）を捕獲したと発表した。

2019．7．1 わが国は、商業捕鯨を再開した。商業捕鯨の対象海域は、わが国の領海および排他的経済
水域（EEZ）に限定し、南極海・南半球では調査を含め捕獲は行わない。脱退した国際捕
鯨委員会（IWC）が開発・採択した科学的算出方法によって得られた捕獲可能量から鯨捕
獲枠（ミンククジ52頭、ニタリクジラ150頭、イワシクジラ25頭）を設定した。

2019．7．6 IWCとの共同の「北太平洋鯨類目視調査」が、北太平洋海域で始まった。IWCの太平洋
鯨類生態系調査プログラム（POWER）に基づき、2010年から共同で実施している調査で、
IWC脱退後も、鯨類資源調査を継続していくこと（注5）を表明しており、同調査もこれまで
どおり継続実施する。

2019．8．30 北海道の沿岸に生息し、これまでは「ツチクジラ」とされてきたクジラが新種であること
がわかり、国立科学博物館などの研究グループが「クロツチクジラ」と名付けた。

2019．12．5 改正鯨類調査実施法が議員立法で成立した。鯨類科学調査・捕鯨業への公的支援を当面、

海技士
大型船舶（20トン以上の
船舶）に船舶職員（船長、
航海士、機関長、機関士
等）として乗り組むため
の国家資格

注5
コラム11参照

鯨類調査実施法
商業捕鯨の実施等のため
の鯨類科学調査の実施に
関する法律
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継続していくことが柱となっている。

2019．12．20 水産庁は、2020年の大型鯨類の捕獲枠を2019年と同数の295頭に設定した。

4 マ グ ロ

2019．1．5 豊洲市場で、2018年10月の開場後初めての年明けを迎えて「初競り」が行われた。最高値
は、青森県の大間港で水揚げされたクロマグロで、記録の残る1999年以降で最も高い3億
3，000万円余りで競り落とされた。

2019．3．29 水産庁は、2018年における国内のクロマグロ養殖業者の養殖実績をとりまとめて発表した。

2019．5．31 水産庁は、太平洋クロマグロの2018年生まれ加入量水準について「これまでの調査期間
（2011～17年）の平均を上回る水準である可能性が高い」と発表した。

2019．7．23 近畿大学は、東京・中央区の同大学東京センターで、エクストルーダーペレット（EP）
型の配合飼料のみで養殖した「近大マグロ」を8月から出荷すると発表した。完全養殖マ
グロの研究と同時並行で進められた飼料研究は、生残率でも成長比較でも生餌と大きな差
がない配合飼料の開発に成功した。

2019．10．3 水産庁は、「水産政策審議会資源管理分科会第6回くろまぐろ部会」を開催した。太平洋
クロマグロの漁獲可能量の2020年漁期（第6管理期間）の配分方法について議論した。10
月24日に開催された第7回では、2020年漁期（第6管理期間）の配分案をまとめ、「第5
管理期間以降のくろまぐろの漁獲可能量の配分の考え方について」の一部改正案が審議さ
れた。

5 研究・技術開発

2019．2．15 水産庁は、全国的に需要に見合った養殖生産を促していくため、養殖の業界関係者、消費
者の代表、学識経験者等から構成される「養殖魚需給検討会」の意見を聴いて、養殖生産
数量ガイドライン（平成31年漁期）を策定した。

2019．4．3 日立造船（株）、日本水産（株）、弓ヶ浜水産（株）の3社は、国内初となる大規模なマサ
バ循環式陸上養殖の共同開発に着手することに合意した。地下海水の利用と循環水処理シ
ステムにより、寄生虫や魚病などのリスクを低減し、自然環境に左右されないマサバの安
定供給が可能となる。

2019．4．12 近畿大学水産養殖種苗センターは、水産飼料や養殖魚の生産・販売をグローバル展開する
インドネシアの水産会社「PT SURI TANI PEMUKA」と、ウナギ養殖技術の確立を目指す
国際交流協定（MOU）を締結した。

2019．9．10 三重県は、英虞湾等において発生し
ているアコヤガイの外套膜萎縮症お
よびへい死の発生状況について、三
重県真珠養殖連絡協議会と三重県水
産研究所が実施した調査の結果を取
りまとめた。アコヤガイの大量死は
三重県のほか愛媛県、長崎県でも発
生。

2019．12．25 （国研）水産研究・教育機構は、水産

エクストルーダーペレット
原料の消化吸収性を高め
るため、高温・高圧で加
工された配合飼料

地下海水
地下から汲み上げた海水
に近似する塩分を含む地
下水

外套膜萎縮症
外套膜（貝などの軟体動
物のもつ特別な表皮）が
貝殻から剥がれて貝殻の
中心に向かって縮む症
状。

へい死
動物の突然死

SH“U”N project のウェブサイト
（出典：（国研）水産研究・教育機構）
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4 資源・エネルギー

銚子沖洋上風力発電所（出典：NEDO）

物評価リスト「SH“U”N project（サスティナブルでヘルシーなうまい日本の魚プロジェク
ト）」に追加する7魚種について、評価結果（案）のパブリックコメントを開始した。

1 海洋エネルギー・風力

2019．1．8 五洋建設（株）が、自己昇降式作業台
（SEP）型の多目的起重機船「CP―8001」
を完成させた。

2019．1．11 東京電力ホールディングス（株）は、
「銚子沖洋上風力発電所」の商用化に
踏み切り、一般の利用者への電力供給
を開始した。出力は2，400kW、1，900
世帯分の電力を供給可能。

2019．3．18 （国研）新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO）が、洋上風力発電
の導入促進を図るため、着床式洋上風
力発電に関する国内外の新たな知見をまとめた『着床式洋上風力発電導入ガイドブック（最
終版）』と、国内における洋上風力発電の環境影響評価事例をとりまとめた『着床式洋上
風力発電の環境影響評価手法に関する基礎資料（最終版）』を公開した。

2019．3．29 国土交通省は、港湾における洋上風力発電施設検討委員会の審議を受けて、洋上風力発電
設備の維持管理に関する統一的解説を公表した。

2019．4．19 JXTG エネルギー（株）は、台湾の洋上風力発電事業に参入した。洋上風発施設の建設・
運営を行う允能ウインドパワー社の権益6．75％を取得し、台湾西海岸沖合で出力64万 kW
の洋上風発事業に参画する。

2019．5．21 NEDOは、北九州市沖約15km、水深約50mの海域に設置した日本初のバージ型浮体式洋
上風力発電システムの実証運転を開始した。

2019．6．5 経済産業省と国土交通省は、洋上風力発電の円滑な導入の促進に向け、再エネ海域利用法、
電気事業法および港湾法に基づく審査手続きの合理化や事業者の負担軽減のため、「洋上
風力発電施設検討委員会」を設置し、洋上風力発電設備に関する基準類の検討を開始した。

2019．6．11 国土交通省は、『海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン』と『一
般海域における占用公募制度の運用指
針』を公表した。

2019．7．25 （株）IHI は、NEDOと同社で開発を進
めている水中浮遊式海流発電システム
の100kW級実証機「かいりゅう」が、
1年以上の長期実証試験の実施に向け、
8月初旬に IHI 横浜事業所から鹿児島
県十島村口之島沖の実証海域に向け出
港すること、および今後の実証試験で

改良を施した100kW級実証機「かいりゅう」
（出典：（株）IHI）
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は、8月中旬に口之島沖での設置工事を開始し、試運転などを行ったうえで、秋からの運
転開始を目指すことを発表した。

2019．7．30 資源エネルギー庁と国土交通省港湾局は、再エネ海域利用法における今後の促進区域の指
定に向けて、すでに一定の準備段階に進んでいる区域として11区域を整理した。このうち
4区域（注6）については、有望な区域として、協議会の組織や国による風況・地質調査の準
備をただちに開始する。

2019．10．18 政府は、海洋再生エネルギー発電施設等拠点港湾（基地港湾）を設置する港湾法の一部改
正案を閣議決定した（11月29日の参院本会議で可決し成立）。

2019．12．27 資源エネルギー庁と国土交通省港湾局は、五島市沖の2，700ヘクタール余りの海域を、再
エネ海域利用法に基づく促進区域に初めて指定した。

2 海 底 資 源

2019．4．1 日本郵船（株）と（株）日立製作所、ペトロレウム・ジオ・サービス（PGS）社が合弁で
設立した（株）オーシャン・ジオフロンティアは、（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機
構（JOGMEC）と新型三次元物理探査船の業務委託契約を締結した。

2019．5．10 日本財団は、2018年5月1日に、石油メジャー等が集まるコンソーシアム「DeepStar」
との間で、連携 R&Dプログラムにかかる覚書（MOU）を締結した。その後、日本企業か
らの案件応募、DeepStar や石油メジャー等との検討を経た結果、10件の海洋石油・ガス
技術開発プロジェクトを採択し、5月10日に米国ヒューストンにおいて発表した。

2019．8．2 資源エネルギー庁は、4月13日から実施してきた北海道日高地域沖合における石油・天然
ガスの存在の確認を目的とした掘削調査を8月2日に終了した。今回の掘削調査により、
各種地質データを取得するとともに、天然ガスが存在する徴候が認められた地層に対し産
出テストを行い、一定量の天然ガスの産出を確認した。

2019．10．4 日本財団は、海洋石油・ガス市場への日本企業の参入を促進すべく、海洋開発国際セミナー
を開催した。日本財団が進める「日本―アメリカ連携 R&Dプログラム（第2弾）」の新規
案件形成につなげることを目的に、米国の海洋石油・ガス開発の最新事情、石油会社が抱
える技術的課題、日本への期待等について米国から専門家を招聘し、講演を行った。

2019．12．3 MH21―S 研究開発コンソーシアム（MH21―S）が、「砂層型メタンハイドレートフォーラム
2019」を東京都内で開催した。「次フェーズの海洋産出試験に向けて」と題する講演など
が行われた。

1 海事・船員・物流

2019．1．9 国土交通省は、外国人船員が外航日本籍船に乗り組むために必要な大臣承認制度において、
これまで対象外だった船長・機関長の承認についても、新たに対象に追加した。

2019．1．18 「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の一部の施行期日を定める政令」「船舶の
再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令」「領事官の行う船舶法等の事務に係る処

注6
秋田県の能代市から男鹿
市の沖合と秋田県の由利
本荘市沖、千葉県の銚子
市沖、長崎県の五島市沖
の4か所。
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分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令」が閣議決定さ
れた。

2019．2．7 国土交通省は、「船員養成の改革に関する検討会」の第1次中間とりまとめを公表した。

2019．2．28 国土交通省は、船員災害の減少を目的とした2019年度「船員災害防止実施計画」を策定し
た。労働時間の削減、労働負荷の軽減やパワーハラスメントの防止、メンタルヘルス対策
などが盛り込まれた。

2019．3．8 国土交通省は、「交通政策審議会第36回海事分科会」を開催した。海上運送法に基づく「日
本船舶及び船員の確保計画」の実施状況や内航海運業のあり方や海事イノベーションの方
向性等について議論した。

2019．3．8 船舶から流出等した燃料油による汚染損害および座礁船舶等の難破物の除去等の費用に係
る損害について、被害者保護の充実を図るための措置を講ずる「船舶油濁損害賠償保障法
の一部を改正する法律案」が閣議決定された（同法案は5月31日に公布）。

2019．4．3 国土交通省は、2020年より開始される硫黄分濃度規制（SOx 規制）強化に適合する舶用燃
料油を使用する際に必要となる対策や留意すべき事項について、専門家からなる検討会を
設置し、技術的知見や各種調査結果を手引書にとりまとめて発表した。

2019．4．4 国土交通省は、燃料油の価格高騰に対して、燃料サーチャージの意義・具体的な算出方法・
具体例などを内容とするガイドラインを海運事業向けとして初めて作成した。

2019．4．11 国土交通省は、英国のロンドンで2019年4月1～2日に開催された「国際油濁補償基金
（IOPCF）」第23回臨時総会において、基金の運営全般を監査する監査委員会の新議長に、
日本人として初めて春成誠氏（（一財）運輸総合研究所理事長）が任命されたと発表した。

2019．4．18 日本財団は、東京都内で「無人運航船セミナー」を開催した。

2019．4．23 MARPOL 条約附属書の改正に伴い、船舶からのふん尿等の排出の規制および船舶に利用
する燃料油中の硫黄分濃度の基準を強化するため、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関
する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された。

2019．4．23 アジア・太平洋地域のポートステートコントロール（PSC、寄港国検査）当局で構成する
東京MOUが、2018年に同地域で行われた PSC の年次報告書を公表した。

2019．5．24 国土交通省は、ロシア連邦運輸省、ロシア鉄道（株）、日本トランスシベリヤ複合輸送業
者協会との間で、日露欧間の鉄道コンテナ輸送に係る協力覚書を締結した。

2019．6．11 国土交通省は、造船・舶用工業がわが国に欠かせない産業として、地域貢献を含む経済成
長等に貢献し続けるための方策等を総合的に検討することを目的とした「海事産業将来像
検討会」を海事局に設置し、その第1回を開催した。

2019．6．24 総務省、経済産業省、国土交通省は、（株）シップデータセンター（ShipDC）のデータ共
有事業について、「公的データ提供要請制度」の活用に必要な認定を初めて行った。

2019．7．8 国土交通省は、2020年より開始される SOx 規制強化に先立ち、規制適合油を用いて実際
に船舶を運航するトライアル事業を実施している。第一弾として実船トライアル運航を実
施した内航船4隻について、船上での規制適合油への円滑な切替え作業を行い、問題なく
正常な運航を行えたことを確認した。

2019．8．29 国土交通省は、富山県の伏木富山港でシベリア鉄道貨物輸送パイロット事業（実証実験）

燃料サーチャージ
燃料の価格の変動に応じ
て調整・加算される割増
料金

IOPCF
International Oil Pollu-
tion Compensation Fund

MARPOL 条約
1973年の船舶による汚染
の防止のための国際条約
に関する1978年の議定書

東京MOU
アジア・太平洋地域にお
ける PSC協力体制
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実証実験で運航された「IRIS LEADER」（出典：日本郵船（株））

助成対象船200隻目達成記念式典の様子
（出典：（公財）エコロジー・モビリティ財団）

ハイブリッドシステムで航行する「うたしま」
（出典：NSユナイテッド内航海運（株））

の出発式を開催した。

2019．9．10 国土交通省は、実船トライアル運航の結果を受けて、規制適合油の使用に関する手引書を
改訂した。

2019．9．18 日本郵船（株）は、邦船社で初めてカーボンオフセットを実施すると発表した。西インド
の風力発電プロジェクトで創出されたクレジットを調達し、5，000トンの CO2排出をオフ
セットする。

2019．9．30 国土交通省海事局は、「船員の健康確保に関する検討会」の初会合を開いた。2020年夏ご
ろのとりまとめに向け、内航船員の健康確保対策に関する具体的な制度設計について議論
を進める。

2019．9．30 日本郵船（株）は、「有人自律運航船」
実現に向けた安全運航・労働負荷削減
のための自動運航技術の実証実験に成
功したと発表した。

2019．10．1 日本財団は、世界に先駆けて内航船の
無人運航の実証試験を成功させること
で、わが国の物流および経済・社会基
盤の変革を促進するべく、無人運航船
の実証実験にかかる技術開発助成プロ
グラムの募集を開始した。

2019．10．15 国土交通省海事局は、「第2回海事産業将来像検討会」を開催した。海事産業をとりまく
環境変化を捉えた今後の政策等について議論が行われた。

2019．12．23 （株）商船三井は、保有・管理する世界最大級の LNG燃料供給船の建造資金について、調
達資金の使途を環境改善効果のある事業に限定する「グリーンローン」として BNPパリ
バ銀行などから借入を行うことを発表した。

2 造 船

2019．1．23 （公財）交通エコロジー・モビリティ
財団は、横浜港大さん橋国際客船ター
ミナルに停泊していた（株）太平洋フェ
リーの新造船「きたかみ」の船内で、
「日本財団助成事業 海上交通バリア
フリー施設整備助成」の助成対象船200
隻目を記念した式典を開催した。

2019．2．18 リチウムイオン電池を搭載したハイブ
リッドシステムで航行する国内初の内
航貨物船「うたしま」（499トン）が、
2月下旬に就航することが発表され
た。NSユナイテッド内航海運（株）
が運航する。

2019．3．4 国土交通省海事局と（一財）日本海事
協会（NK）は、東京都内で造船・舶
用工業分野への「特定技能外国人受入



海洋白書2020 第2部 日本の動き

2 造 船 147

シップ・オブ・ザ・イヤー2018 大賞「BELUGA ACE」
（出典：商船三井（株））

れに向けた説明会」を開いた。

2019．3．6 日本財団は、2019年度から、造船関係事業版グリーンローンを開始することを公表した。

2019．3．29 NKが、『燃料電池搭載船ガイドライン』を発行した。燃料電池に関する一般的な情報、従
来のガス燃料と水素の比較、国際海事機関（IMO）で検討中の安全要件、燃料電池搭載船
の設計要件などで構成された。

2019．4．15 川崎汽船（株）は、「Panama Green Shipping Award 2019」を受賞したと発表した。

2019．5．8 商船三井グループのMOLエンジニアリング（株）と精米機大手の（株）サタケは、バラ
スト水中の生物検査に必要なサンプル水の濃縮作業を省力化できる新装置「BALLAST
CATCH（バラストキャッチ）」を開発した。

2019．6．11 （一財）日本船舶技術研究協会は、船舶の安全運航につながる周囲状況の認識機能の構築・
精度向上のため、同協会をプラットフォームとして邦船社・舶用機器メーカーなどの関係
者が連携・共同検討をする「海の画像認識システム構築研究委員会」を発足すると発表し
た。船舶の周囲状況の認識に有力な AI（人工知能）技術の活用基盤となる「海」におけ
る画像ビッグデータ（AI 技術を活用するための教師データを含む）の収集・整備を行う。

2019．7．19 （公社）日本船舶海洋工学会は、東京で「第3回ふね遺産認定式」を開催した。

2019．7．24 （株）商船三井が運航する次世代型自
動車運搬船「FLEXIE シリーズ」の1
番船「BELUGA ACE」が、「シップ・
オブ・ザ・イヤー2018 大賞」を受
賞した。

2019．7．31 新たな在留資格「特定技能制度」に
基づき、造船・舶用工業分野で技能
実習を修了したフィリピン人3人の
「特定技能1号」への在留資格変更が
認められた。造船・舶用工業分野で
は初めての特定技能外国人となった。

2019．8．6 （株）商船三井と旭タンカー（株）、（株）
エクセノヤマミズ、三菱商事（株）は、電気推進（EV）船の開発、および普及促進を通
じて EV船を中心とした新しい海運インフラサービスの構築に向けた戦略的提携に合意
し、新会社「株式会社 e5（イーファイブ）ラボ」を設立したと発表した。

2019．9．8 東日本大震災で被災した漁船建造を
担う造船4社が立ち上げた「みらい
造船」が、国土交通省や日本財団な
どの支援を得て整備した新工場の完
成記念式典を開催した。

2019．10．2 （株）大島造船所が設計、建造を行っ
た日本初の完全バッテリー駆動船「E
/V e-Oshima」が、（公財）日本デザ
イン振興会主催のグッドデザイン賞
2019を受賞した。

2019．10．3 NKが、『風力を利用した船舶補助推

Panama Green Shipping
Award
パナマで隔年で開催され
る国際海事展で行われる
海事関係で功績のあった
団体、個人への表彰

完全バッテリー駆動船「E/V e-Oshima」
（出典：（株）大島造船所）
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バーチャル AIS 航路標識の明石海峡での表示イメージ
（出典：海上保安庁）

進装置の設計に関するガイドライン』に基づく基本承認（AIP）を世界で初めて発行した。

2019．11．20 国土交通省は、国内初となる「LNG燃料フェリー」2隻を（株）商船三井が建造すると
発表した。（株）フェリーさんふらわあが借り受け、2022年末から2023年前半にかけて順
次就航する。

2019．11．29 国内造船首位の今治造船（株）と2位のジャパンマリンユナイテッド（株）は、資本業務
提携の基本合意書を締結した。今治造船がジャパンマリンユナイテッドの増資を引き受け
最大30％出資する方向で調整する。これにより建造能力で世界3位の造船グループが誕生
する。

2019．12．11 川崎重工業（株）は、世界初となる液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」の進水式を
同社神戸工場で実施した。日豪間で行う水素サプライチェーン構築実証のパイロット船と
して、2020年度から各種試験を開始する。

3 航 行 安 全

2019．1．31 海上保安庁は、2018年9月に発生した台風21号の影響で関西国際空港の連絡橋にタンカー
が衝突したことを受け、走錨海難防止のための新たな航行ルールの運用を開始した。

2019．2．20 海上保安庁は、「第12回船舶交通安全部会」を開催した。第4次交通ビジョンの推進状況
等について審議を行った。

2019．3．1 海上保安庁は、船舶同士が位置や速度
などを情報共有する「バーチャル AIS
（船舶自動識別装置）航路標識」を活
用して、東京湾口の浦賀水道航路南方
海域に仮想の中心線を設けた。

2019．3．5 海上保安庁は、2018年の海難発生状況
（確定値）を発表した。船舶事故隻数
（アクシデント）1，896隻、船舶事故に
よる死者・行方不明者数75人、人身事
故者数1，359人、うち死者・行方不明
者数479人であった。

2019．3．7 国土交通省は、2018年の台風21号の影
響でタンカーが衝突し対面通行規制が続いていた関西国際空港の連絡橋について、上下線
各2車線の4車線通行が可能になったと発表した。

2019．3．9 新潟港から佐渡市の両津港に向かっていたジェット高速船「ぎんが」が、海洋生物とみら
れる物体に衝突して乗客と乗務員合わせて80人がけがをし、このうち13人が腰の骨を折る
などの大けがをした。

2019．3．13 海上保安庁は、第5回「荒天時の走錨等に起因する事故の再発防止に係る有識者検討会」
でとりまとめられた報告書を発表した。

2019．4．1 海上保安庁は、洋上で発生した傷病者への対応強化ため「救急員制度」を新設した。救急
業務に関する研修を終了した海上保安官を救急員として指名し、現場での応急処置を可能
とする。

2019．5．7 海上保安庁は、2018年9月の台風21号の影響で関西国際空港の連絡橋にタンカーが衝突し
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「NET118」の通報要領（出典：海上保安庁）

たことを受け、荒天時の走錨事故を防止するために優先的に対策を検討する必要がある海
域40か所を選定した。

2019．7．18 国土交通省は、英国のロンドンで開催されている国際海事機関（IMO）の第122回理事会
において、ホルムズ海峡付近で発生したわが国の海運事業者が運航する船舶等への攻撃事
案を非難するとともに、同海峡付近を航行する船舶について適切な安全対策の実施を要請
した。

2019．9．15 台風15号の影響で千葉県南部を中心に携帯電話がつながりにくい状況が続いたことから、
KDDI（株）は、海底ケーブル保守船「KDDI オーシャンリンク」を千葉県館山市沿岸部に
停船し、船舶型基地局として運用した。

2019．10．11 スカパー JSAT（株）と同社子会社の（株）衛星ネットワーク（SNET）が、衛星画像によ
る高頻度船舶検出サービスの提供を11月から開始すると発表した。船舶の運航管理の効率
化や海難事故対策、不審船の特定など海洋の安全性向上に寄与する。

2019．10．16 台風19号の影響で、東京湾に停泊していたパナマ船籍のばら積み船が転覆し、船員4人が
救助されたが、7人死亡、1人が行方不明となった。京浜港では、フェンスの倒壊や空コ
ンテナが散乱したほか、一部の岸壁が損傷した。

2019．10．30 海上保安庁は、幹部海上保安官を養成するため、一般大学の卒業生を対象にした採用試験
を2020年度から新設すると発表した。

2019．11．1 海上保安庁は、聴覚や発話に障害を持つ人を対象にスマートフォンなどを活用した緊急通
報サービス「NET118」の運用を開始した。

2019．11．28 ソフトバンク（株）は、船舶向け高速衛星通信に参入し、旭タンカー（株）、（株）エクセ
ノヤマミズ、（株）商船三井などが出資する海運のソリューションプロバイダー（株）e
5ラボと次世代通信衛星を利用した海上ブロードバンドサービスに向けた共同実証実験を
開始すると発表した。

4 港 湾

2019．1．24 国土交通省は、「交通政策審議会第73回港湾分科会」を開催した。「港湾の開発、利用及び
保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」の審議を行った。

2019．2．4 国土交通省港湾局は、観光資源としての港湾における釣り施設や既存の防波堤等の利活用
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のため、地域の関係者による釣り文化振興の取組
みが進められている港湾を、地元協議会等からの
申請により、釣り文化の促進をする港湾「モデル
港」として指定することとした。

2019．2．15 国土交通省港湾局は、「第7回港湾における ICT 導
入検討委員会」を開催した。2018年度委員会での
「ICT 活用拡大方針」「ロードマップ」をふまえた、
具体的な取組みについて議論した。11月15日に第
8回が開催された。

2019．2．21 国土交通省は、国際コンテナ戦略港湾政策の深化
と加速を図るため、「第10回国際コンテナ戦略港湾
政策推進委員会」を開催し、最終とりまとめの議
論を行った。

2019．3．28 国土交通省は、国際コンテナ戦略港湾政策「最終
とりまとめフォローアップ」を公表した。

2019．3．29 国土交通省は、「港湾における高潮リスク低減方策検討委員会」を2018年10月から5回に
わたり開催した。港湾機能の維持・早期再開の観点から、具体的なコンテナの倒壊・流出
対策、電気設備の浸水対策や停電対策等を検討し、同ガイドラインを改訂したと発表した。

2019．5．10 内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室と国土交通省港湾局が設置する「港湾の電子化（サ
イバーポート）推進委員会」は、第2回会合を開催した。

2019．5．24 国土交通省は、2019年度「国際クルーズ旅客受け入れ機能高度化事業」について、17港19
地区の事業を採択した。

2019．6．27 国土交通省は、港湾管理者が個別の港湾計画を定める際の指針となる「港湾の開発、利用
及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」を見直し、告示した。20年ぶりの
抜本見直しとなる。

2019．7．9 港湾整備促進法に基づく「令和元年度 特定港湾施設整備事業基本計画」が、閣議決定さ
れた。

2019．10．15 国土交通省港湾局は、自然災害が頻発化・激甚化するなか、想定を超える高波・高潮・暴
風が来襲した場合でも被害を軽減させるため、「港湾等に来襲する想定を超えた高潮・高
波・暴風対策検討委員会」を設置し検討を開始すると発表した。

2019．10．21 政府は、9月から10月にかけて青海ふ頭（東京江東区）で強い毒を持つ南米原産のヒアリ
の女王アリが合わせて50匹以上確認されたことを受け、総理大臣官邸で関係閣僚会議を開
いた。会議では水際対策の強化に向けて緊急の対応策をとりまとめた。

2019．11．19 国土交通大臣の諮問機関である交通政策審議会は、港湾分科会に「防災部会」を設置し、
国土交通省内で初会合を開いた。従来の地震・津波対策を中心とした対応策に、台風対策
などを加えた新しいハード・ソフト施策一体の防災・減災対策を検討する。

2019．11．25 「港湾の電子化（サイバーポート）推進委員会の第3回会合」が、東京で開催された。中
核となる港湾関連データ連携基盤の要件定義や、今後の構築に向けた取組みなどが報告・
議論された。今後プロトタイプ（試作版）による実証を行いながら、約1年で設計・構築
作業を進める。

港湾の釣り利用の様子
（出典：国土交通省）
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6 国 際 協 力

長官級会合の様子（出典：海上保安庁）

2019．12．23 国土交通省は、「港湾等に来襲する想定を超えた高潮・高波・暴風対策検討委員会」（第1
回：10月16日、第2回：12月17日開催）を受けて、「自助」「共助」「公助」が一体となっ
た総合的な防災・減災対策についての中間とりまとめを公表した。

1 政策・協議等

2019．1．15 国土交通省は、インド海運省との間で「第4回日印海運政策フォーラム」を開催した。外
航海運政策やシップ・リサイクル等について意見交換を行い、海事における諸問題の解決
に向け、日印海事当局間の連携を強化していくことで一致した。

2019．1．22 海上保安庁は、「第18回日印海上保安
機関長官級会合」を東京で開催した。
海上保安庁長官とインド沿岸警備隊長
官は、両機関による連携・協力を強化
していくことに合意した。

2019．2．5 環境省とアジア開発銀行（ADB）は、
「第5回環境省・アジア開発銀行環境
政策対話」をマニラで開催した。環境
省が ADBと締結している環境協力に
関する覚書およびその作業計画に基づ
き、双方の最新の取組み、課題や関心事項等を共有し、さらなる協力を確認した。

2019．3．5 外務省太平洋島嶼国地域担当大使とフランス欧州・外務省太平洋共同体（SPC）・大洋州
地域環境計画（SPREP）担当大使兼南太平洋地域担当常任書記が、「第1回日仏太平洋政
策対話」を東京で行った。

2019．5．1 笹川平和財団海洋政策研究所は、フィジーのナンディで開催された「第52回アジア開発銀
行（ADB）年次総会」に先立ち、公式サイドイベント「ブルーエコノミー、災害リスクファ
イナンス、海洋インフラに関する地域ワークショップ」をアジア開発銀行研究所（ADBI）、
フィジー国立大学、アジア太平洋応用経済協会（APAEA）と共催した。

2019．5．10
～11

外務省は、「第11回日中高級事務レベル海洋協議」を小樽市で開催した。

2019．6．27 安倍晋三内閣総理大臣が、G20大阪サミットに出席するため日本を訪問中の習近平国家主
席との間で日中首脳会談および夕食会を実施した。両首脳が、資源開発に関する「2008年
合意」を推進・実施し、東シナ海を「平和・協力・友好」の海とするとの目標を実現する
こと、また、外交・安全保障分野の対話をさらに強化していくことで一致した。

2019．9．30
～10．4

「第20回北太平洋海上保安フォーラムサミット」がロシアのウラジオストクで開催され、
日本、カナダ、中国、韓国、ロシア、米国が参加した。

2019．11．20 「第15回日中検査課長会議」が中国・深圳で開催された。海運の持続性確保と確実な環境
対策を両立させるべく、国際的な環境ルールの策定・実施における相互の連携強化に合意
した。
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2019．1．28
～31

環境省、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）、モルディブ環境省は、「小島嶼開発途上
国における再生可能エネルギー導入のためのワークショップ」をモルディブ共和国のマレ
で共催した。

2019．2．27 （独）国際協力機構（JICA）は、モーリタニア、イスラム共和国政府との間で、「水産物衛
生検査公社ヌアディブ検査・分析所建設計画」を対象として無償資金協力の贈与契約を締
結した。

2019．3．4 外務省は、東南アジア（メコン川流域）やインド（ガンジス川流域およびムンバイ）での
国連環境計画（UNEP）による海洋プラスチックごみ対策に向けた取組みに拠出すること
を発表した。

2019．3．8 山田俊之駐パラオ大使と、駐日パラオ共和国大使フランシス・マツタロウ氏が、東京で安
倍晋三内閣総理大臣とトミー・E・レメンゲサウ・Jr．パラオ共和国大統領の立ち会いの
下、「持続的な経済発展のための支援」と「海上安全及びインフラの改善等のための支援」
の2件の無償資金協力に関する書簡を交換した。

2019．6．3 JICA は、東京において、シハヌークビル港湾公社と連携協力覚書を締結した。

2019．6．26 海上保安庁とインドネシア海上保安機構は、海上保安機関間の協力を推進するため、石井
啓一国土交通大臣とタスリフ駐日インドネシア大使立ち会いの下、「海上安全分野の協力
に関する協力覚書」に署名した。

2019．10．9 JICA は、ドミニカ国政府との間で、
「ロゾー及びマリゴットにおける水産
の建物及び機材整備計画」を対象と
して無償資金協力の贈与契約を締結
した。

2019．11．5 気象庁は、中国の南シナ海津波情報
センターの運用開始を受け、ICG/
PTWS 会合での要請に応えて2006年
から暫定的に行ってきた南シナ海沿
岸各国への津波情報の提供を終了し
た。

2019．11．11 日・パラオ国交樹立25周年記念国際
シンポジウム「持続可能な海洋の実
現に向けて―パラオの取り組みと国
際連携―」が笹川平和財団ビルで開
催された。トミー・レメンゲサウ Jr．
パラオ共和国大統領が「パラオの海
洋政策と国際連携」について基調講
演を行った。

3 人 材 育 成

2019．1．13
～18

海上保安庁は、パラオ共和国海上保安当局からの逮捕術の指導要請を受け、モバイルコー
ポレーションチーム（MCT）職員2名をパラオに派遣し、日本財団から供与された巡視船

ICG/PTWS
太平洋津波警戒・減災シ
ステムのための政府間調
整グループ
（Intergovernmental Co-
ordination Group for
the Pacific Tsunami
Warning and Mitigation
System）」

南シナ海津波情報センターが津波情報を提供する領域
（出典：気象庁）
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太平洋島嶼国海洋セミナーの様子（出典：外務省）

の乗組員等に対し技術指導を行った。

2019．2．4
～17

海上保安庁の油流出事故等海上災害対応の専門家である機動防除隊員等職員5名がスリラ
ンカへ派遣された。沿岸警備庁職員計60名に対し、日本供与巡視艇や油防除資機材を使用
した油防除技術に関する指導を行った。

2019．2．14 外務省は、戦略的実務者招へいプログ
ラムの一環として、太平洋島嶼国から
来日した海上保安・海洋安全保障に携
わる若手行政官13名を対象に「太平洋
島嶼国海洋セミナー」を開催した。

2019．2月中旬
～3月上旬

海上保安庁は、（独）国際協力機構
（JICA）による枠組みの下、潜水技術、
鑑識技術の指導官、捜索救助調整者の
育成支援のため、計13名の職員をマ
レーシア海上法令執行庁（MMEA）の
教育訓練施設へ派遣した。

2019．6．4 九州大学、東京海洋大学などが参画して提案した「東南アジア海域における海洋プラスチッ
ク汚染研究の拠点形成」（対象国：タイ国）が、科学技術振興機構（JST）および JICA が
共同で実施する「地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）」に採択された。

2019．6．17
～21

海上保安庁は、ベトナム海上保安当局からの要請を受け、MCT で初の女性派遣協力官を
含む職員5名を同国海上警察に派遣した。法執行能力向上を目的に、初めて女性被疑者を
含む立ち入り検査の実施方法などを指導した。

2019．6．19
～12．7

海上保安庁は、JICA と協力して開発途上国で水路測量に従事する技術者を対象とした海
図作製能力向上のための研修を実施した。

2019．6．24 海上保安庁は、アジア・アフリカ・大洋州における海賊対策をはじめとする海上犯罪取締
り能力の向上を図るため、約1か月間、各国海上保安機関の現場指揮官クラスを招聘し、
JICA の枠組みによる「海上犯罪取締り」研修を実施した。

2019．8．19
～9．13

東京MOUにおいて、世界各国の PSC 検査官（注7）に対する研修が国土交通省の協力で行わ
れた。東京MOU域内だけでなく、アフリカや中東など22か国・地域から22名の研修生が
参加し、各国における PSC の統一的な実施と能力向上を目指して実施された。

2019．9．23 海上保安庁は、東南アジア・アフリカ諸国における海賊対策等の海上犯罪対処能力の向上
を図るため、MMEAと JICA と共催で、各国海上保安機関の現場指揮官クラスを対象とし
た「国際上級阻止・立入検査コース（IAIBIC2019）」をMMEA研修訓練センター（AMSAS）
において実施した。

2019．9．24
～11．15

海上保安庁は、10か国から14名の海上保安機関職員を招へいして「救難・環境防災コース」
研修を実施した。海上保安庁の施設等において、捜索救助手法、油防除にかかる初動対応、
現場指揮など救難・環境防災に関する知識・技能の習得を行った。

2019．10．16
～18

北岡伸一 JICA 理事長は、JICA 理事長として初めてパラオ共和国を訪れ、トミー・E・レ
メンゲサウ Jr. 大統領ら政府要人との会談やODA事業の現場視察を行った。

2019．10．9
～10

海上保安庁は、ベトナム海上保安当局からの捜索・救難技術の指導要請を受け、ハノイで
捜索救難セミナーを開いた。

注7
寄港国による外国船舶の
検査（PSC）を行う検査
官
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1 合 同 訓 練

2019．1．8
～10、25

海上自衛隊は、パキスタン海軍との親善行事と共同訓練（Pre-AMAN）を実施した。

2019．1．27 海上自衛隊は、スリランカ軍との共同訓練を実施した。

2019．1．29
～31

海上自衛隊は、フィリピン海軍との親善行事と共同訓練を実施した。

2019．3．14
～15

海上自衛隊は、米国海軍、英国海軍との共同訓練を実施した。

2019．3．30
～6．29

海上自衛隊は、平成30年度第2回米国派遣訓練（潜水艦）を実施した。

2019．3．27、
31

海上自衛隊は、マレーシア海軍主催の国際観艦式と多国間海上演習に参加した。

2019．3．31 海上自衛隊は、アンダマン海において、インド海軍との共同訓練を実施した。

2019．4．24 海上自衛隊は、インドゴア沖海空域において、インド海軍との共同訓練を実施した。

2019．4．24
～25

海上自衛隊は、モルディブのマレ港および同周辺海域において、モルディブ国防軍との親
善行事および親善訓練を実施した。

2019．4．26 海上自衛隊は、ブルネイ沖海空域において、ブルネイ軍との共同訓練を実施した。

2019．4．28
～5．1

海上自衛隊は、インドのヴィシャカパトナム港および同周辺海域において、インド海軍と
の共同訓練を実施した。

2019．4．30
～7．10

海上自衛隊は、インド太平洋地域の各国海軍等との共同訓練等のため、平成31年度インド
太平洋方面派遣訓練を実施した。

2019．5．8
～10

海上自衛隊は、インドネシアのジャカルタ港および同周辺海域において、インドネシア海
軍との親善行事と親善訓練を実施した。

2019．5．17
～19

海上自衛隊は、パラワン島東方海空
域において、フィリピン海軍との共
同訓練と親善行事を実施した。

2019．5．19
～22

海上自衛隊の2019年度インド太平洋
方面派遣訓練部隊は、スマトラ島西
方海空域（インド洋）において、フ
ランス海軍、オーストラリア海軍、
米国海軍と日仏豪米共同訓練（ラ・
ペルーズ）を実施した。日仏豪米4
か国での共同訓練は初めて。

ラ・ペルーズに参加した護衛艦「むらさめ」
（出典：防衛省）
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2019．5．23
～24

海上自衛隊の2019年度インド太平洋方面派遣訓練部隊は、スマトラ島北方海空域（アンダ
マン海）において、インド海軍と共同訓練を実施した。

2019．5．23
～28

海上自衛隊は、グアム島周辺海空域において、日米豪韓共同訓練（パシフィック・ヴァン
ガード19―1）を実施した。

2019．5．29 海上自衛隊の2019年度インド太平洋方面派遣訓練部隊は、ポートクラン沖海空域において、
インド海軍と共同訓練を実施した。

2019．6．3
～8．21

海上自衛隊は、オーストラリアにおいて、米国軍との実動訓練（タリスマン・セイバー19）
を実施した。

2019．6．
10～12、
19～20

海上自衛隊の2019年度インド太平洋方面派遣訓練部隊は、南シナ海において、米国海軍と
共同巡航訓練を実施した。

2019．6．10
～15

海上自衛隊はロシア連邦を訪問し、ウラジオストク港およびウラジオストク周辺海空域に
おいて、同海軍との共同訓練等を実施した。

2019．6．13
～15

海上自衛隊の2019年度インド太平洋方面派遣訓練部隊は、ベトナム沖海空域（南シナ海）
において、カナダ海軍と共同訓練（KAEDEX19―1）を実施した。

2019．6．17 海上自衛隊の2019年度インド太平洋方面派遣訓練部隊は、カムラン沖において、ベトナム
海軍と親善訓練を実施した。

2019．6．28 海上自衛隊の2019年度インド太平洋方面派遣訓練部隊は、パラワン島周辺海空域（スールー
海）において、フィリピン海軍と共同訓練を実施した。

2019．6．29 海上自衛隊の2019年度インド太平洋方面派遣訓練部隊と海上保安庁は、海上自衛隊護衛艦
と海上保安庁巡視船との連携の確認のため、ブルネイ沖海空域において、共同訓練を実施
した。

2019．7．22 海上自衛隊は、モルディブ東方海空域において、モルディブ国防軍との親善訓練を実施し
た。

2019．8．13
～24

海上自衛隊は、バシー海峡周辺から関東南方に至る海空域において、米国海軍と共同訓練
を実施した。

2019．8．28
～9．16

海上自衛隊は、ハワイ諸島周辺海空域において、令和元年度米国派遣訓練（航空機）を実
施した。

2019．9．1 海上自衛隊は、オマーンのマスカット港および同周辺海域において、オマーン海軍との親
善訓練を実施した。

2019．9．12
～12．18

海上自衛隊は、日本からハワイ諸島に至る海域において、令和元年度第1回米国派遣訓練
（潜水艦）を実施した。

2019．9．18
～19

海上自衛隊は、マレーシアのクアンタン港および同周辺海域において、マレーシア海軍と
の親善行事および親善訓練を実施した。

2019．9．24
～26

海上自衛隊は、フィリピンのスービック港および同周辺海空域において、フィリピン海軍
との共同訓練と親善行事を実施した。



156 7 セキュリティ

2019．9．26
～10．4

海上自衛隊は、佐世保から関東南方に至る海空域において、日米印共同訓練（マラバール
2019）を実施した。

2019．10．6
～8

海上自衛隊の米国主催国際海上訓練派遣部隊は、バングラデシュのチッタゴン港に寄港し、
バングラデシュ海軍との親善行事と親善訓練を実施した。

2019．10月下旬
～11月中旬

海上自衛隊は、米国の主催によりバーレーン周辺海域において実施される多国間掃海訓練
である米国主催国際海上訓練に参加し、掃海および潜水に関する技量の向上を図った。

2019．10．14
～19

海上自衛隊は、フィリピンのパラワン島東方海空域において、米比共同訓練（MTA SAMA
SAMA2019）に参加した。

2019．10．16
～12．7

海上自衛隊は、オーストラリアのパース西方海域において、オーストラリア海軍が主催す
る第8回西太平洋潜水艦救難訓練（パシフィック・リーチ2019）に参加した。

2019．10．17
～12．5

海上自衛隊は、グアム島周辺海域において、令和元年度グアム島方面派遣訓練（敷設艦）
を実施した。

2019．12．21 海上自衛隊は、オマーンのドゥクム港周辺海空域において、オマーン海軍との親善訓練を
実施した。

2019．12．23
～26

海上自衛隊は、インドのムンバイ港および同周辺海空域において、インド海軍と共同訓練
と親善行事を実施した。

2 海賊・瀬取り等

2019．1．16 海上保安庁は、2018年の海上犯罪取締りの状況を発表した。海上犯罪の送致件数は7，593
件、送致人数は4，776人。訪日クルーズ船の外国人乗客による覚醒剤や生体カメ等の密輸
入事件を相次いで摘発したほか、行使目的の偽造在留カード所持事件を摘発した。

2019．2．9 ソマリア沖・アデン湾における海賊対処を行っていた第31次派遣水上部隊が、約6か月ぶ
りに横須賀基地に帰港した。

2019．2．22 海上保安庁は、業界団体が参画する海上・臨海部テロ対策協議会を開催した。海上・臨海
部のテロ対策に関し官民一体となって検討するため、2017年度からの集大成として爆発物
テロを想定した机上訓練を実施した。

2019．3．28 内閣官房は、2018年のソマリア沖の海賊の動向やわが国の取組みとその成果等をとりまと
めた『2018年海賊対処レポート』を発表した。

2019．6．11
～13

海上保安庁は、カナダ、米国など6か国の海上保安機関が参加する「北太平洋海上保安
フォーラム多国間多目的訓練」を東京で実施した。2020年東京五輪・パラリンピックを見
据え、海上警備に関するセミナーや机上訓練などを行った。

2019．6．14 石井啓一国土交通大臣が会見で、ホルムズ海峡付近で攻撃を受けたケミカルタンカー「コ
クカ・カレイジャス」について触れ、「機関室外板の喫水線付近に被弾し、その後も継続
的に攻撃を受けたとの報告を受けているところである」と説明した。

2019．10．6 笹川平和財団海洋政策研究所と海上自衛隊は、「海洋安全保障シンポジウム」を横浜市で
共催した。日米豪印の現役将官および外交安全保障を専門とする研究者を招き、「21世紀
におけるシーパワーの在り方――インド太平洋における国際協調を中心として」をテーマ
に実施した。これに先立ち、シンポジウム参加者は大さん橋で護衛艦「いずも」を見学し



海洋白書2020 第2部 日本の動き

1 教育・人材育成 157

8 教育・文化

た。

2019．12．27 河野太郎防衛大臣は、閣議後会見にて、同日の国家安全保障会議および閣議において「中
東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」が決定されたこと
を受けて、護衛艦1隻を新たに派遣するとともに、派遣海賊対処行動航空隊の P―3C、2
機を活用することなどの防衛大臣指示を出したと述べた。

1 教育・人材育成

2019．1．
12、15

日本財団オーシャンイノベーションコンソーシアムが、大学生・大学院生を対象とした「海
洋開発オリエンテーションセミナー」を大阪市と福岡市で開催した。コンソーシアムに参
画する海洋開発関連企業7社の関係者が講演などを行い、2日間で120名以上の学生が参
加した。

2019．2．17 日本財団オーシャンイノベーションコンソーシアムが、海洋開発業界を知るきっかけ作り、
海洋業界に対する理解を促進することを目的に、大学生・大学院生を対象とした「海洋開
発業界セミナー」を開催した。

2019．2．24 日本財団「海と日本の PROJECT」の助成事業「日本さばけるプロジェクト」は、東京の服
部栄養専門学校で「さばけるサミット2019」を開催した。11月24日には、第2回を開催し
た。

2019．4．4 国土交通省は、小中学校の教員向けに、海洋・海事に関するを無理なく授業に取り入れら
れる「海洋教育プログラム」を作成し、海事関係の教材・資料等とともに、国土交通省の
ウェブサイトで公開した。

2019．4．4 国土交通省は、海事産業で働く36名のインタビューを中高生向けに発信し、さらなる海事
産業の若年就労者確保を目指す初の試み「海の SEA―GOTO（シゴト）」を実施すると発表
した。インタビューをウェブで一斉公開するほか、ウェブサイトに連動したQRコード付
き冊子や SNS 等を活用し情報発信を行う。

2019．5．30 日本財団、東京大学海洋教育センター、笹川平和財団海洋政策研究所が共同で実施してい
る助成金制度「海洋教育パイオニアスクールプログラム」の2019年度採択校が決定し、193
校への助成が決定した。

2019．6．3 （公財）日本海事科学振興財団（船の科学館）が、「海の企画展サポート」を事業化した。
このうち海洋教育を実践する展示に資金支援する「海の学びミュージアムサポート」（日
本財団助成）では18の施設・団体を選定した。

2019．6．10 日本財団が、オランダの海洋エネルギー開発に携わるプロフェッショナルエンジニア向け
の研修機関DOBアカデミー、同国デルフト工科大学と、海洋開発分野の人材育成におけ
る協力関係強化を目的とした覚書を、都内の在日オランダ大使館で締結した。

2019．6．24
～25

日本財団オーシャンイノベーションコンソーシアムは、千葉県茂原市、銚子市および茨城
県神栖市において、国内最大の水溶性天然ガス田である南関東ガス田の生産施設と今後大
きな成長が見込まれる洋上風力発電施設を訪問し、わが国のエネルギー資源とその開発に
係る技術を学ぶことができる「2019年度海洋開発現場体験セミナー」を開催した。
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「海は輝くいのちの源」シンポジウムの様子
（出典：外務省）

2019．6．29 G20大阪サミット配偶者プログラムの
ひとつとして、大阪府議会の議場にお
いて、「海は輝くいのちの源」をテー
マにしたシンポジウムが開催された。
専門家や地元関西の子どもや学生たち
も交え、海の大切さについて意見交換
が行われた。

2019．7．1
～9．11

（一社）日本中小型造船工業会と日本
財団は、「海と日本 PROJECT」の一環
で、「この地球で一番大きな工業製品
『船』を見に行こう‼」をテーマに、
5回目となる「全国一斉造船所・舶用
事業所見学会」を実施した。期間中に、ものづくりの現場見学、進水式見学、命名引渡式
見学、体験乗船会などを64回開催し、小中学生とその保護者12，313名が参加した。

2019．7．31 神戸大学は、2021年4月に「海事科学部」を発展的に解消し、新たに海洋政策科学部（仮
称）を設置すると発表した。

2019．8．2
～4

（公社）日本海洋少年団連盟が、第54回「日本海洋少年団全国大会」を東京で開催した。
国内47団体、海外4団体が参加し、日ごろの訓練活動で培った技を競うとともに、国内外
から集まった仲間たちと交流を深めた。

2019．11．1
～2

日本財団オーシャンイノベーションコンソーシアム
は、海洋開発人材の育成のため、海洋開発に関連す
る講義と実機の設計・製作を組み合わせたセミナー
を実施した。全4回の初回は九州大学で、「高得点を
狙え！水中サンプル回収ロボット設計・製作セミ
ナー＠九州 最先端の海洋探査技術を学ぼう」を開
催した。

2019．11．6 自民党の海事立国推進議員連盟と文部科学部会高等
専門学校小委員会は、「商船高専 練習船更新と教育充
実に向けての集会」を開き、船舶職員育成のための
教育の高度化に向け、商船系高専5校の校内練習船
計5隻の計画的な代替建造が実現するよう決議した。

2019．11．29 岩手県洋野町教育委員会、東京大学海洋教育セン
ター、日本財団は、岩手県洋野町民文化会館におい
て「第5回 海洋教育こどもサミット in ひろの」を
開催した。

2 ツーリズム・レクリエーション

2019．1．9 ニューヨーク・タイムズ電子版は、読者に勧める旅行先「2019年に行くべき52カ所」の7
位に「瀬戸内の島々」を選出した。瀬戸内海と沿岸地域を「日本の内海にある芸術と自然
の調和」と表現し、岡山、香川両県の島々などで2019年に開かれた現代アートの祭典「瀬
戸内国際芸術祭」や、広島市の原爆資料館本館などを紹介した。

2019．1．18 国土交通省は、2018年（1月～12月）の訪日クルーズ旅客数は前年比3．3％減の244．6万人、
クルーズ船の寄港回数は前年比5．9％増の2，928回となり、クルーズ船の寄港回数は過去最
高を記録したと発表した。

「海洋教育こどもサミット」のポスター
（出典：笹川平和財団）
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スーパーヨット（出典：国土交通省）

「マリンチック街道」のイメージ（出典：国土交通省）

2019．2．13 海上保安庁は、「地域活性化に資する灯台活用に関する有識者懇談会」を立ち上げた。灯
台を活用した地域活性化を図る取組みを支援するため、地域との連携のあり方や灯台の新
たな活用方策などについて検討する。

2019．2．27 瀬戸内7県を拠点に活動するアイドルグループ STU48の船上劇場「STU48号」の母港と7
県の公演開催予定地（寄港予定地）が決まった。

2019．3．6 国土交通省は、外国人の個人所有の超
大型クルーザー・スーパーヨット（メ
ガヨット）受入拡大に向けて、関係省
庁連絡調整会議を設置し、関係省庁等
の連携による受入環境の整備を推進す
ると発表した。

2019．3．7 国土交通省海事局は、「海事観光」の
一環として、プレジャーボートの利用
拡大、沿岸地域観光の推進等につながることを期待し、プレジャーボート等によるクルー
ズ観光のモデルルートとなる「マリンチック街道」を2018年12月より募集して、新たに11
ルートを選定した。「マリンチック街道」は既存の5ルートに加えて計16ルートとなった。

2019．3．16 （株）ゆりかもめは、運行する新交通「ゆりかもめ」の「船の科学館」「国際展示場正門」
の両駅を「東京国際クルーズターミナル」「東京ビッグサイト」にそれぞれ改称した。

2019．5．9 国土交通省海事局は、中長距離フェリー航路を運航する旅客船事業者などを対象に外国人
旅行者の受け入れ環境の整備状況調査を公表した。

2019．6．1 東京海洋大学は、東宝アニメーション映画「海獣の子供」全国公開とのタイアップ企画を、
越中島キャンパス「明治丸」前広場で開催した。

2019．6．19 海上保安庁は、「灯台観光支援」を推進するために設立した「地域活性化に資する灯台活
用に関する有識者懇談会」の議論の中間報告を公表した。

2019．8．28 国土交通省は、（公社）日本観光振興協会と共同で「「地方を拠点とするクルーズ促進モデ
ル事業」検討委員会」を設置すると発表した。

2019．9．17 国土交通省は、水産庁と合同で、港湾・河川・漁港における2018年時点のプレジャーボー
トの実態を把握するため、「プレジャーボート全国実態調査」を実施した。その結果、放
置艇は約7．0万隻（全体の約44％）であり、前調査（2014年度）より約1．7万隻減少してい
た。

2019．10．28 （国研）国立環境研究所、（国研）海洋研究開発機構（JAMSTEC）、甲南大学の研究グルー
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プは、世界で初めて、携帯電話から得られる位置情報ビッグデータを環境価値評価手法に
統合して、全国の砂浜におけるレクリエーション価値を評価し、気候変動による海面上昇
の影響を踏まえた砂浜のレクリエーション価値の変化を予測した。

2019．12．18 （一社）日本外航客船協会（JOPA）が、「クルーズ・オブ・ザ・イヤー2019」の授賞式を
東京で開催した。グランプリ（国土交通大臣賞）は「JTB クルーズ2019年サン・プリンセ
ス世界一周チャータークルーズ」（JTB）が受賞した。

1 海 洋 調 査

2019．1．18 （国研）海洋研究開発機構（JAMSTEC）の地球内部物質循環研究分野は、南太平洋オース
トラル諸島の海洋島火山から採取した玄武岩の塩素の分析を行い、マグマが持つ塩素は、
沈み込む海洋地殻によってマントルへ運ばれた海水に由来することを突き止めた。

2019．2．14 日本財団オーシャンイノベーションコンソーシアムは、海底地形図作成技術プロジェクト
の「DeSET（ディーセット）」の第一期最終発表会を開催した。

2019．2．18
～19

ユネスコ IOC国際海洋データ情報交換プログラム主催、海上保安庁と東京大学大気海洋
研究所および（一財）日本水路協会協力による「海洋データ情報の国際交換に関する国際
科学カンファレンス」が、東京で開催された。

2019．3．1 JAMSTEC は、南海トラフ巨大地震の発生が予測される「プレート境界」と呼ばれる場所
を目指して和歌山県沖の海底を掘り進めてきた地球深部探査船「ちきゅう」について、こ
の場所でプレート境界に到達するのは難しくなったとして、12年前から続けてきた一連の
掘削調査を今回で終了すると発表した。

2019．3．19 気象庁海洋気象観測船による観測において、世界で初めて太平洋北半球の海底付近でフロ
ン類が検出された。東経165度線沿いにフロン類が見つかったことは、過去に南半球でフ
ロン類が西経170度付近のみで観測されたことと合わせて、海底付近の流れの経路を観測
結果から裏付けるものとなった。

2019．5．31 潜水艇型の海中ロボットで測量した海底の地形図の正確さを競う国際レース「Shell Ocean
Discovery XPRIZE」の決勝でGEBCO―日本財団アルムナイチームが優勝した。準優勝は、
日本の研究機関や企業でつくる「チーム KUROSHIO（クロシオ）」であった。

2019．8．5 JAMSTEC と東京大学大学院理学系研究科は、統合国際深海掘削計画（IODP）第329次研
究航海「南太平洋環流域生命探査」において、南太平洋環流域の海底を米科学掘削船「ジョ
イデス・レゾリューション号」で掘削し、海洋地殻上部の玄武岩コア試料の取得に成功し
た。地殻中の深部玄武岩は1億年に渡り生命が生存可能であることを世界で初めて明らか
にした。

2019．10．22 日本財団は、2017年から海洋事業の一環として2030年までに全地球の海底地形図100％完
成を目指す国際的なプロジェクト「日本財団―GEBCO Seabed 2030」（注8）を推進しており、
英国の The Royal Society（王立協会）で同プロジェクトの報告会を開催した。

2019．11．27 海上保安庁は、「海上保安体制強化に関する方針」（2016年12月海上保安体制強化に関する
関係閣僚会議決定）に基づき、海洋調査体制の強化を進めており、その一環として、2020

GEBCO
大洋水深総図（The Gen-
eral Bathymetric Chart
of the Oceans）

注8
コラム02参照
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ホンソメワケベラ

海面を漂流する直径およそ5mの流れ藻（出典：東京大学）

年1月29日、海上保安庁最大となる
測量船「平洋」が就役すると発表し
た。

2019．12．16 笹川平和財団海洋政策研究所と JAM-
STEC は、（国研）水産研究・教育機
構国際水産資源研究所の協力のもと、
これまで把握することが難しかった
日本沿岸域での海洋酸性化の状況を、
環境省がデータを収集し公開してい
る公共用水域の現場 pHデータを
使って初めて明らかにした。

2 科学研究・技術開発

2019．1．17 ヤンマー（株）は、危険海域などで自動航行し、海域調査やスマート漁業などでの活用を
目指す「ロボティックボート」の基礎技術と、自動着桟システムを開発した。

2019．1．24 （国研）海洋研究開発機構（JAMSTEC）のアプリケーションラボは、極端に強いエルニー
ニョ／南方振動現象やインド洋ダイポールモード現象の発生を、数か月前から高精度に予
測するシステムを開発した。

2019．2．8 大阪市立大学大学院理学研究科のグ
ループは、ホンソメワケベラという魚が、
鏡に映った姿を自分自身だと認識する
能力があることを実験で確かめた。鏡
に映った自分の姿を認識するにはサル
やイルカなど高い知能が必要だとされ
ており、魚で確認されたのは初めて。

2019．3．12 深海に炭素貯留を行う「生物ポンプ」
としては、海洋表層での植物プランク
トンの光合成による炭素固定と死亡後
の中深層への沈降により駆動される炭
素循環が注目されてきた。東京大学大
気海洋研究所、アタカマ大学、コルシ
カ・パスカル・パオリ大学の共同研究
グループが、初めて、多様な海産大型
植物が季節的な周期性をもって炭素貯
留効果のある深海底に毎年供給されて
おり、特に黒潮続流が通過する海域に
おいては流れ藻が数百 kmもの沖合ま
で集中的に輸送され、堆積している可
能性を示した。

2019．3．14 （国研）物質・材料研究機構と筑波大学の研究チームは、かまぼこの原料などに使われる
スケトウダラ由来のゼラチンをもとに、肺の切除手術後の空気漏れを防ぐ接着剤を開発し
た。このゼラチンが低温でも液状である特性を生かしたもので、かまぼこの製造過程など
で出る廃棄物を原料にでき、他の臓器への応用も期待できる。

2019．3．28 （国研）海上・港湾・航空技術研究所海上技術研究所が、海上試運転（速力試験）におけ
る波浪中抵抗増加の算定手法であるNMRI 法をプログラム化し、公開した。

測量船「平洋」（出典：海上保安庁）
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「GLOBUS」のウェブサイト
（出典：（国研）海上・港湾・航空技術研究所）

2019．3．28 （国研）海上・港湾・航空技術研究所海上技術研究
所が、気象庁の波浪推算データを用い、波と風の発
現確率を表示する、全球の波と風のデータベース
「GLOBUS」をホームページで公開した。

2019．3．29 東京海洋大学、JAMSTEC、（株）島津製作所らの研
究チームが、水中無人探査機（ROV）と海底での長
期モニタリングなどに資するスタンドアローン型の
海底ステーションに光無線通信装置を搭載し、非接
触でデータの送受信を行う実験を実施した。海底ス
テーション内に搭載されたカメラとのリアルタイム
でのデータ通信および内部のストレージに保存され
た映像データを船上装置側の PCに転送することに
成功した。

2019．5．7 東京大学大学院新領域創成科学研究科が、シドニー
大学との国際共同研究により、東京大学生産技術研
究所海洋工学水槽にて斜行する波群の再現に世界で初めて成功したと発表した。

2019．5．24 （国研）日本原子力研究開発機構、（株）ウィンディーネットワーク、JAMSTEC は、これ
までに蓄積された無人船運用の経験や開発技術をもとに、福島県浜通り地区の企業5社が
もつ技術を最大限活用し、放射線の測定などさまざまな用途に活用可能な無人船（海洋の
ドローン）の開発に成功した。

2019．6．21 JAMSTEC、東京工業大学地球生命研究所、イリノイ大学からなる研究グループは、初期
海洋底の熱水噴出孔環境で生じていたと推測される電気化学反応場を室内実験で再現し
た。噴出孔の代表的な構成鉱物である硫化金属（鉄・銅・鉛・銀の硫化物）が電気還元に
よってメタルに変化することを実証し、さらに途上で生じる硫化鉄と金属鉄の複合体が還
元剤および触媒となって、生命発生に不可欠な複数の有機化学反応を促進することも発見
した。

2019．7．9 3万年前、人類が現在の台湾から沖縄の島々に渡ったとする説を実証しようと、7月7日
に台湾を出発した国立科学博物館などのグループによる「3万年前の航海徹底再現プロ
ジェクト」の丸木舟が、200km余り離れた沖縄県の与那国島に到着した。

2019．8．8 （国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）と（国研）産業技術総合研究所、
京都大学は、プラスチック補強用機能性ナノ繊維として用いられるアセチル化リグノセル
ロースナノファイバー（CNF）において良好な生分解性を確認したと発表した。今回の成
果により、最近注目されている海洋プラスチックごみなどの環境問題の解決にも貢献する
ことが期待される。

2019．9．27 北海道大学大学院理学研究院は、沖
縄県・西表島のマングローブから甲
殻類の新種を発見した。エビの仲間
で、「テレオタナイスマダラ」と名付
けられた。

2019．10．29 東海大学大学院生物科学研究科のグ
ループは、駿河湾の深海からクサウ
オ科の新種を発見した。火の玉「鬼
火」に似ていることから「スルガノ
オニビ（Paraliparis hokuto）」と 命
名し、日本魚類学会発行の学会誌

発見された新種「テレオタナイスマダラ」
（出典：北海道大学大学院理学研究院）
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プレナリーセッションの会場の様子

『Ichthyological Research』のオンライン版に掲載さ
れた。

2019．11．20 JAMSTEC などの研究グループが、太平洋にある南鳥
島沖の海底を掘削して資源調査を行ったところ、海
底下3m余りで、イリジウムやプラチナなどの特殊
な元素が通常の数十倍の濃度に達する部分があることを見つけた。イリジウムやプラチナ
などの濃度の急激な上昇は、隕石衝突の痕跡と考えられており、およそ1100万年前と推定
された。

2019．12．10 沖縄県本部（もとぶ）町の沖縄美ら海水族館で15年飼育されているイソギンチャクがクロー
バーカワリギンチャク属の未記載種だったとわかり、水族館の名前にちなんで「チュラウ
ミカワリギンチャク」と命名された。

3 極 域

2019．1．9 西部ガス（株）は、ロシア最大の独立系ガス企業ノバテクと、ひびき LNG（液化天然ガ
ス）基地（北九州市）の活用で覚書を交わした。北極海航路経由のアジア向け LNG輸送
の最適化に向けた連携を検討する。

2019．2．25 （国研）海洋研究開発機構（JAMSTEC）は、人工衛星で観測された海氷密接度（海氷が海
面を覆う割合）を気候モデルに取り入れて、過去の気候を再び予測し直すことで、南極海
のひとつウェッデル海において海氷や気候変動の予測精度を向上させることに成功した。

2019．3．26 国土交通省国土技術政策総合研究所と（国研）宇宙航空研究開発機構（JAXA）、北海道大
学、北海道開発局および青森県は、人工衛星から取得される AIS データについて、北極海
航路の利用促進とそれに対応した港湾整備への活用可能性を検証する研究の一環として北
極海航路の航行時期だった2018年6月～12月の北極海ならびにその周辺海域での航行実態
等をとりまとめて公表した。

2019．4．9 南極観測船「しらせ」が、5か月間の南極航海を終えて東京・晴海埠頭に到着した。59次
南極観測越冬隊32名と60次夏隊69名（同行者含む）は3月末までに空路で先に帰国してい
る。

2019．5．14 笹川平和財団海洋政策研究所は、5月
10日～11日に中国・上海で開催された
「Arctic Circle China Forum」におい
て、角南篤所長がプレナリーセッショ
ン「Arctic Science and Innovation」
で講演を行ったと発表した。

2019．6．4 国土交通省は、「北極海航路に係る産
学官連携協議会（第9回）」を開催し
た。今回から研究機関等も参加し、産
学官での意見交換を実施した。

2019．6．5 ロシアのサンクトペテルブルクにおいて、（株）商船三井は、マカロフ提督記念国立海事・
内陸水運大学と北極海航路輸送向けの船員訓練および船員訓練生の採用・育成を目的とし
た覚書を締結した。

2019．6．29 ロシアの北極圏で開発が進む大型の LNGの開発事業に、三井物産（株）などが参加する
ことが正式に決まり、大阪で行われた日ロ首脳会談に合わせて署名式が行われた。

発見された新種「スルガノオニビ」
（出典：東海大学）
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2019．7．12 JAXAは、気候変動観測衛星「しきさい」や水循環変動観測衛星「しずく」を統合したグ
リーンランド氷床の融解域モニタから、2019年6月の氷床の融解面積が直近の数年間で最
も拡大していたことが確認されたと発表した。

2019．7．23 カナダのオタワにおいて、政府は中央北極海における規制されていない公海漁業を防止す
るための協定の受諾書をカナダ政府に寄託した。

2019．8．6 環境省は、「第42回南極条約協議国会議」において、環境保護に関する南極条約議定書附
属書Ⅴの規定に従い指定される南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理
計画の改正および南極史跡記念物一覧表の改正が採択されたことを発表した。環境省では、
採択事項への対応のため、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する
にあたりパブリックコメントを開始した。

2019．10．9 中国の海運大手 COSCOシッピンググループの中遠海運特殊運輸（COSCOシッピングス
ペシャライズドキャリアーズ）が運航する約3万6，000重量トン級の多目的貨物船「TIAN
EN」が、北海道・苫小牧港に入港した。日本初となる北極海航路を利用したコンテナ貨
物輸送のトライアルを実施して苫小牧港でフィンランド産の木材を積んだ40フィート型コ
ンテナ20本を陸揚げした。

2019．11．12 南極観測船「しらせ」は、第61次の観測隊員や物資を南極に運ぶため、東京・晴海客船ター
ミナルを出港した。拠点の昭和基地への到着は2020年1月上旬。今回の観測隊には海上保
安庁から11年ぶりとなる女性隊員が参加し、海底地形調査や潮汐観測に携わる。

2019．11．20 気象庁は、今年の南極オゾンホールが、大規模なオゾンホールが継続してみられるように
なった1990年以降で最大面積が最も小さく（オゾンホールが発達せず）、消滅が最も早く
なったと発表した。南極域上空の気温が高く推移したことなど、気象状況が主な要因とみ
られる。

2019．12．18 気象情報サービスを手掛ける（株）ウェザーニューズは、北極海を航行する船舶の安全運
航を2019年の夏は13航海サポートしたと発表した。これにより、スエズ運河経由で航行し
た場合と比較して約1万2，500トンの CO2排出削減に貢献した。
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脱退とオブザーバー参加継続

保護の強要と主張の矛盾

継続の意味と意義

日本は2019年6月末に国際捕鯨委員会（IWC）を脱
退、領海と排他的経済水域（EEZ）内での商業捕鯨を
再開した。その一方で、IWCには引き続きオブザー
バーとして参加し、商業捕鯨の実施状況や科学調査・
分析の結果も提供していく。オブザーバーは投票権を
持っていないが、会議での発言は許される。なぜ、袂
を分かつことを決めた IWCに参加し続けるのか。
国連海洋法条約第65条の「鯨類の保存、管理、研究

については適切な国際機関を通じて行う」という規定
に応え、訴訟リスクを低減するという説明もされてい
るが、筆者はより積極的な意味と活動をオブザーバー
参加に求めている。そもそも IWCでの政策目標は大
きく分けて二つあった。ひとつは日本の商業捕鯨の再
開である。これは IWCからの脱退という形でひとつ
の解答を出したことになろう。しかし、もうひとつの
政策目標は脱退により解決しないし、消滅もしない。
その政策目標とは、生物資源の持続可能な利用という
国際社会で確立されている原則の防衛と堅持である。
この二つ目の政策目標には説明が必要であろう。

捕鯨問題はしばしば環境保護問題のシンボルとして
扱われるが、ミンククジラなど資源量が豊富と IWC
科学委員会も認めている鯨種を、海洋生態系のバラン
スも考慮しつつ再生産量の範囲内で、厳格な捕獲枠を
順守して捕獲することのどこが環境破壊にあたるの
か。クジラはカリスマ性のある特別な動物であり、1
頭たりとも捕獲するべきではないという反捕鯨国の主
張は、環境保護のための主張と言えるのか。IWC加
盟88か国（2019年末現在）のうち約40か国が資源とし
てのクジラの持続可能な利用を支持しているという事
実のもとで、反捕鯨国がクジラは捕獲が許される生物
ではなく、いかなる状況下でも保護することが世界の
世論でありグローバルスタンダードであるとして、持
続的利用支持国に強要することは許されるのか。
クジラを含むすべての海洋生物資源は、特定の価値

観の押し付けではなく、科学的根拠に基づいて、資源
の悪い種は保護と回復を図り、資源が豊富でその利用
を望む国があれば持続可能な利用を図るべきというの
が日本を含む多くの国々の方針である。それらの国々
は IWCで自らを持続的利用支持派と称している。そ
して、IWCでの持続的利用支持国と反捕鯨国との対
立の構図は、クジラに限定されたものではなく、さま

ざまな生物をめぐって、さまざまな国際機関や国々で
生じている。たとえば、絶滅の恐れのある動植物の国
際貿易を規制するワシントン条約（CITES）締約国会
議や、レッドリストを作成している IUCN（国際自然
保護連合）での議論では、クジラ以外の生物について
も極めて疑問の多い「科学的情報」に基づいた保護が
主張され、他方では多くの開発途上国で伝統的に利用
されてきた資源の利用（たとえばブッシュミートと呼
ばれる雑多な動物の狩猟による利用）が科学的資源管
理に基づかないとして批判されている。

このような特定の「環境保護」スタンダードの押し付
けを持続的利用支持派は重大な問題としており、環境
帝国主義、環境植民地主義と呼んで対峙している。捕鯨
問題はこの対立構図のシンボルと認識され、それがも
うひとつの政策目標なのである。IWCで約40か国の勢
力を有する持続的利用支持派の関心はむしろこの政策
目標にあり、この持続的利用の原則に合致することか
ら日本の商業捕鯨の再開を支持してくれるのである。
捕鯨問題はより広範な持続的利用支持原則をめぐる
対立のひとつである。したがって日本が IWCを脱退
しても、その対立構図はなくならないし、解決しない。
日本が IWCにオブザーバー参加することの意味と意
義は、ここにあるというのが筆者の認識である。日本
は先進国のなかにあって、開発途上国と多くの共通点
を持つ漁業実態を抱え、また欧米スタンダードとは異
なる伝統的な資源利用、食文化、動植物や自然環境と
の関係を有している。それが捕鯨問題の根底に存在す
るし、また持続的利用原則をめぐる日本のユニークな
立ち位置と対立緩和への貢献の可能性をもたらすので
はないだろうか。 （森下 丈二）

参考文献：森下丈二『IWC脱退と国際交渉』成山堂書店

コラム11 IWC 脱退とオブザーバー参加の意義

2018年9月にブラジル・フロリアノポリスで開催された
IWC第67回総会（壇上中央は総会議長をつとめた筆者）
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国際連合組織図（海洋関連機関のみ）

1 国際連合（国連：United Nations）及び国連関連機関

1 国連主要機関（国際司法裁判所を除く）
2019．1．25 国連の安全保障理事会において、史上初めて世界気象機関（WMO）が出席し、地球温暖

化が平和と安全に与える影響について報告した。

2019．2．5 国連の安全保障理事会にて国連薬物犯罪事務所（UNODC）がギニア湾におけるテロリズ
ム、海賊、違法貿易等の海事犯罪に関する問題を取り上げ、初めて組織的かつ越境的な海
事犯罪に関して議論が行われた。

2019．3．1 国連総会が、2021～2030年を「国連生態系回復の10年」にすることを宣言した。陸域およ
び海洋の生態系の劣化が32億人
の福利に悪影響を及ぼすことか
ら、各国における保全活動を奨
励するという。

2019．3．3 ワシントン条約（CITES）の採
択を記念して国連総会において
設定された「世界野生生物デー」
が、SDG14に合わせて「海の豊
かさを守ろう」というテーマで
開催された。

WMO
World Meteorological
Organization

UNODC
United Nations Office
on Drugs and Crime

CITES
Convention on Interna-
tional Trade in Endan-
gered Species of Wild
Fauna and Flora

世界の動き

「海の豊かさを守ろう」がテーマのイベントポスター
（出典：CITES）
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国連「世界海洋デー」にあわせてつ
くられたインフォグラフィック

（出典：国際連合）

アントニオ・グテーレス国連事務総長
（出典：国際連合）

2019．3．25
～4．5

ニューヨークの国連本部において、国家管轄権外区域の海洋生物多様性（BBNJ）の第2
回政府間交渉が開催された。

2019．5．2 国連によって設定された「世界まぐろデー」である5月2日、国連はマグロ資源の持続可
能性について啓発を行った。

2019．6．4 国連事務総長により創設された国連グローバル・コンパクトにより、民間企業、市民団体、
学術界から300名以上を集めて執筆された持続可能な海洋ビジネスに関する報告書が公開
された。より良い海洋ガバナンスのために、民間企業の果たす役割が分析されている。

2019．6．8 世界各地で国連「世界海洋デー」を記念するイベントが
行われた。今年は「ジェンダーと海洋」をテーマとし、
海洋保全とジェンダー平等のテーマについて各種イベン
トが催された。

2019．6．13 中東ホルムズ海峡付近のオマーン湾で商船が攻撃された
問題を受け、国連安全保障理事会の非公開会合が開催さ
れた。

2019．7．9
～18

ニューヨークの国連本部において、持続可能な開発目標
（SDGs）の進捗を報告するため、ハイレベル政治フォー
ラム（HLPF）が開催され、SDG4、8、10、13、16、17に関
する目標について議論するため、各国政府のほか、ビジ
ネスと市民社会のリーダーを含む2，000人以上が参加した。

2019．8．19
～30

ニューヨークの国連本部において、BBNJ の第3回政府間交渉が行われ、条約の草案をも
とに議論が行われた。（注1）

2019．9．23 ニューヨークの国連本部においてアントニオ・グテーレ
ス国連事務総長の呼びかけにより、多数の国や都市、ビ
ジネスリーダーが集まり、パリ協定の実施や、持続可能
な開発目標（SDGs）に対する取組みの活性化を目的と
した「気候行動サミット」が開催された。

2019．9．24
～25

ニューヨークの国連本部において、各国の政府代表が集
まり、持続可能な開発目標（SDGs）について過去4年
間の実施の進捗を確認し、レビューするための「SDG
サミット2019」が開催された。

2 国際海事機関（IMO：International Maritime Organization）
2019．1．16

～25
ロンドンにある国際海事機関（IMO）の航行安全・無線通信・捜索救助（NCSR）小委員
会の第6回会合が開催され、電子海図の表示基準の統一などを定めたガイドライン案が採
択されるなどした。

2019．2．4
～8

IMOの船舶設計・建造（SDC）小委員会の第6回会合が開催され、係船作業の安全対策に
関する国際ルールとして、SOLAS 条約の改正案やガイドライン案が策定された。

2019．2．18
～22

IMOの汚染防止・対応（PPR）小委員会の第6回会合が開催され、2020年の船舶の燃料油
の硫黄含有量に関するガイドライン案などが採択された。同案は、環境保護委員会（MPEC）
にて承認される予定とされる。

2019．3．4
～8

IMOの船舶設備（SSE）小委員会の第6回会合が開催され、旅客フェリーの火災安全に関
する暫定ガイドライン案や、船上クレーンの安全要件を規定するための SOLAS 条約の改

BBNJ
marine Biological diver-
sity Beyond areas of
National Jurisdiction

国連グローバル・コンパ
クト
各企業・団体が責任ある
創造的なリーダーシップ
を発揮することによっ
て、社会の良き一員とし
て行動し、持続可能な成
長を実現するための世界
的な枠組み作りに参加す
る自発的な取組み。

世界海洋デー
1992年にブラジルのリオ
デジャネイロで開催され
た国連環境開発会議（地
球サミット）にて提唱さ
れた。2009年より毎年6
月8日と定められてい
る。

注1
第3章第2節参照

SOLAS 条約
International Conven-
tion for the Safety of
Life at Sea 海上におけ
る人命の安全のための国
際条約
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正案などが作成された。

2019．3．22 IMOが主導する船体などに付着した生物による生態系への侵害対策のためのプロジェク
ト、グロフォーリング（GloFouling）パートナーシッププロジェクトが発足した。地球環境
ファシリティ（GEF）、国連開発計画（UNDP）、ユネスコ政府間海洋学委員会（IOC―UNESCO）、
世界海洋評議会（WOC）、その他各国と協力し、5年間で啓発活動を行う。

2019．3．27
～29

IMOの法律委員会（LEG）が、第106回会合を開催した。自動運航船に関する条約解釈に
つき協議が行われ、継続的な議論がなされることとなった。また、船舶の不正登録対策の
ため、データベース作成に関する提案が作成された。

2019．4．8
～12

IMOの簡易化委員会（FAL）が、第43回会合を開催した。入出港手続き申請書式に関する
説明要覧である「FAL 電子ビジネスと能率化に関する要覧」の改正案が承認されるなどし
た。

2019．4．29
～5．3

IMOの人的因子訓練当直（HTW）小委員会の第6回会合が開催され、漁船員に求められ
る教育訓練や資格証明を定める STCW条約（STCW―F 条約）の包括的見直しに関して議論
が行われるなどした。

2019．5．13
～17

IMOの第74回海洋環境保護委員会（MEPC74）が開催された。船舶から排出される温室効
果ガスの削減案が審議されたほか、燃料油に関する分析手法の統一化等に関するガイドラ
インが採択された。

2019．6．5
～14

IMOの海上安全委員会（MSC）の第101回会合が開催された。救命胴衣の安全性につき SO-
LAS 条約等の修正案の検討や自動運航船の実証試験に関するガイドライン作成が行われた。

2019．6．25 2019年の「船員デー」を祝って、IMOが世界海洋デーのテーマ（ジェンダー平等）と呼
応したソーシャルメディアキャンペーンなどを実施した。また、9月26日には「海事コミュ
ニティーにおける女性進出の促進」をテーマに「世界海事デー」が祝われた。

2019．6．25
～27

IMOの技術協力委員会（TC）の第69回会合が行われ、2020年―2021年における統合技術協
力プログラム（ITCP）の計画が承認された。また、海事女性プログラム30周年を記念した
動画が発表された。SDG5（ジェンダー平等、女性と女児のエンパワーメント）の達成を

IOC―UNESCO
The Intergovernmental
Oceanographic Commis-
sion of UNESCO

STCW条約
船員の訓練及び資格証明
並びに当直の基準に関す
る国際条約；The Inter-
national Convention on
Standards of Training,
Certification and Watch-
keeping for Seafarers

国際海事機関（IMO）の組織（出典：『Ocean Newsletter』第426号）
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目的としており、2019年の世界海洋デー、船員デーとも呼応するもの。

2019．7．1
～5

IMOの IMO規則実施（III）小委員会の第6回会合が開催され、監査報告書の分析等が行
われたほか、IMO条約の実施促進に関する決議案の内容が合意された。

2019．9．9
～13

IMOの貨物運送（CCC）小委員会の第6回会合が行われ、貨物の安全な荷役と運送を目指
す国際海上個体ばら積み貨物（IMSBC）コードの教育訓練方法等を示すモデルコースにつ
いて合意がなされた。

2019．10．7
～11

ロンドン条約の第41回締約国会議およびロンドン議定書の第14回締約国会議が開催され
た。

2019．10．21
～23

IMOは、IMO条約のひとつである漁船の安全に関するケープタウン条約の発効に向け、
スペインのトレモリノスにおいて閣僚会議を開催した。48か国が「トレモリノス宣言」に
署名し、同条の普及促進について合意した。

2019．11．26 IMO第31回総会にあわせて国
際海事賞の授賞式などが行わ
れた。2018年11月の漁船の沈
没事故において荒天の中4名
をヘリで救出した功績でアメ
リカ沿岸警備隊の下士官マイ
ケル・ケリー隊員が IMO勇敢
賞を受賞した。

3 国連関連機関
2019．1．24 国連国際防災戦略事務局

（UNISDR（注2））は、2018年、洪
水やハリケーンなどの異常気
象によって影響を受けた人が
6000万人に上るという研究結果を公表した。

2019．2．22 国連食糧農業機関（FAO）は、新たに『世界の食糧と農業に関する生物多様性の現状に関
する報告書』を公表した。

2019．3．11
～15

ケニアのナイロビにおいて、国連環境計画（UNEP）が主催する第4回国連環境総会
（UNEA4）が開催された。海洋プラスチックごみおよびマイクロプラスチックに関する
決議などが採択されたほか、閣僚級会合において海洋
へのごみ流出防止のための協議等が行われた。

2019．3．13 国連が組織する海洋環境保護の科学的側面に関する専
門家会合（GESAMP）が、新たに海中のプラスチック
およびマイクロプラスチックの観測方法に関するガイ
ドラインを作成し、UNEA4において報告を行った。

2019．4．13 世界銀行および国際通貨基金（IMF）の春季会合にお
いて、欧州諸国を中心とした20か国以上の国により「気
候アクションのための財務大臣連合」が結成され、6
つの共通原則からなる「ヘルシンキ原則」を承認した。

2019．5．13
～15

デンマークのコペンハーゲンにおいて、ユネスコ政府
間海洋学委員会（IOC―UNESCO）の主催で、「持続可能
な開発のための国連海洋科学の10年（2021―2030）」の

ロンドン条約
「廃棄物その他の物の投
棄による海洋汚染の防止
に関する条約」の通称。
水銀、カドミウム、放射
性廃棄物などの有害廃棄
物の海洋投棄を禁止する
もの。ロンドン議定書は
海洋汚染の防止措置を更
に強化する内容となって
いる。
国際海事賞
1980年に創設され、IMO
の活動および目的に多大
な貢献をした個人または
非政府組織に贈られる国
際的に権威のある賞

注2
国連国際防災戦略事務局
（UNISDR）は、2019年
5月より、国連防災機関
（UNDRR）に名称を変
更した。なお、2018年よ
り日本人女性初の国連事
務総長特別代表である水
鳥真美が代表を務めてい
る。

GESAMP
The Joint Group of Ex-
perts on the Scientific
Aspects of Marine En-
vironmental Protection

作成されたガイドライン
（出典：GESAMP）

国際海事賞の授賞式の様子（出典：IMO）
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世界計画会議（Global Planning Meeting）の初会合が開催された。この10年計画では、
海洋についての安全性、持続可能性と生産性など6つのテーマが設定されている。

2019．6．5 国連食糧農業機関（FAO）は、「違法・無報告・無規制（IUU）漁業との戦いのための国
際デー」を記念し、タイにおいてアジア・太平洋地域の地域イベントを開催した。

2019．6．24 国連の人権高等弁務官事務所（UNOHCHR）の下で行動する、イスラエルの行動調査のた
めの特別委員会が、ガザ地区の経済状態が、イスラエルによる漁業区域の制限等により深
刻な影響を受けていると報告した。

2019．7．18 UNOHCHR によって任命された5名の専門家が、地中海で移民を救助しイタリアに上陸さ
せたドイツ人の船長をイタリアが2019年6月に刑事訴追した件について、「直ちに手続き
を停止するよう」声明を発表した。

2019．7．18 FAOは、持続可能な開発目標（SDGs）の目標2、6、14、15に関して報告書『食料と農業に
関する進捗報告―SDG指標に関して』を公表した。目標14（海の豊かさを守ろう）に関
しては、違法、無報告、無規制（IUU）漁業に関する国際文書の実施状況等について報告
されている。

2019．9．23 ニューヨークにおいて、日本を含む14か国の首脳などが参加する「持続可能な海洋経済の
構築に向けたハイレベル・パネル」の第2回会合が開催され、気候変動対策となる海洋に
おけるアクションの呼びかけ等を行った。

2019．11．2 スウェーデンのマルメにおいて、日本財団の主催により、世界海事大学（WMU）の修士
課程を対象とした笹川奨学プログラムの奨学生（笹川フェロー）30名の卒業記念セレモニー
が行われた。

2019．11．4 国連環境計画（UNEP）が、毎
年推計800万トンのプラスチッ
クが海洋に排出され、800以上
の海洋生物種に悪影響を及ぼす
結果に至っている等、報告した。

2019．11．5 ニューヨークの国連本部におい
て、「世界津波啓発デー」であ
る11月5日、国 連 防 災 機 関
（UNDRR）の主催で、津波のリ
スクに関する啓発イベントが行
われた。

2019．11．11
～17

国連環境計画（UNEP）が、2017
年に開始されたクリーン・
シー・キャンペーンの一環とし
て「あなたのバスルームには何
が？（What's in your bath-
room？）」キャンペーンを実施
した。トイレ、洗面所、風呂な
どで使用されるプラスチック製
品について意識を高める目的で
行われた。

2019．11．18
～21

FAOは、ローマにおいて、持
続可能な漁業に関するシンポジ

卒業記念セレモニーの様子

キャンペーンのウェブサイト（出典：UNEP）



海洋白書2020 第2部 世界の動き

2 国連海洋法条約 171

ウムを開催した。「SDGs」と「国
連海洋科学の10年」の文脈を受
け、魚種資源に関する科学と政
策の連結がシンポジウムの目的
とされた。

2 国連海洋法条約

2019．1．28
～3．15

ニューヨークの国連本部におい
て、大陸棚限界委員会（CLCS）
の第49回会合が開催された。ロ
シア（北極海に関する案件）や
ブラジル（ブラジル南部に関す
る案件）をはじめとする各国によって提出された申請等の審議が行われた。

2019．2．12
～14

トンガのヌクアロファにおいて、太平洋小島嶼国開発途上国（P―SIDS）の政府職員と専
門家を招き、国際海底機構（ISA）がブルー・エコノミーに関する能力構築のための地域
ワークショップを行った。ISA が UNDESA と共同で行っている「ブルーグロース（Blue
Growth）のための深海イニシアティブ」の一環として開催された。

2019．2．25
～3．1

ジャマイカのキングストンにおいて、ISA の第1期第25回年次会合が開催された、営利目
的の深海底採掘に関する規制案について議論が行われた。

2019．3．28 ISA の諮問機関である法律技術委員会において、鉱物資源の開発に関する規則草案が公表
され、国家管轄権外における深海底採掘に関する包括的な法体制が示された。同草案は、
7月に開催される ISA 理事会においてレビューを受ける。

2019．4．10 国際海洋法裁判所（ITLOS）において、パナマとイタリアの間で争われていた「ノースター
号事件」に関する判決が示された。同判決はイタリアの違反を一部認め、イタリアに対し
て、パナマへ28万5千USドルを支払うよう命じている。

2019．5．3 ISA 事務局は、2019―2023年の期間における ISA のハイレベル行動計画の第一草案を公表
した。

2019．5．22 ITLOS において、スイス船舶「サン・パドレ・ピオ号」が2018年にナイジェリア EEZ 内で
ナイジェリア軍に拿捕された件につき、スイスがナイジェリアに対し、自国船舶、船員、
船荷の早期解放を求める申し立てを行った。

2019．5．23 カナダ政府が、大陸棚限界委員会（CLCS）に対して、北極海に伸びる自国の大陸棚の限
界に関する申請を提出した。カナダは2006年以降、本申請のために17回の科学的調査を行っ
たとしている。

2019．5．25 ウクライナがロシアに拿捕・拘束された船舶および船員の返還のため、早期解放の暫定措
置を求めて ITLOS に提訴していた件につき、ITLOS はロシアに対して船舶と船員の早期解
放を命じた。

2019．6．10
～14

ニューヨークの国連本部において、国連の海洋と海洋法に関する非公式協議プロセス（ICP）
の第20回会合が開催された。今年のテーマは「海洋科学と国連持続可能な開発のための海
洋科学の10年」であり、同テーマに基づいた各種の報告と協議が行われた。

2019．6．17
～19

ニューヨークの国連本部において、国連海洋法条約（UNCLOS）の第29回締約国会議が開
催され、アントニオ・グテーレス事務総長からもUNCLOS の発効25周年を祝うコメント

CLCS
Commission on the
Limits of the Continen-
tal Shelf

ISA
International Seabed
Authority

ITLOS
International Tribunal
for the Law of the Sea

FAO のシンポジウムに登壇した角南海洋政策研究所長
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地域ワークショップ参加者（出典：ISA）

が寄せられた。

2019．7．6 スイスがナイジェリアの EEZ 内で拿捕された自国籍の船舶「サン・パドレ・ピオ号」ら
の早期解放の暫定措置を求めて ITLOS に提訴していた件につき、ITLOS はナイジェリアの
措置がUNCLOS 違反ではないことを確認し、スイスに保証金の支払いを命じたうえで、
保証金の支払いののちナイジェリアに船舶らを解放するよう暫定措置を命じた。

2019．7．16
～8．31

ニューヨークの国連本部において、大陸棚限界委員会（CLCS）の第50回会合が開催され
た。ロシア・ブラジルによる一部訂正申請や、フランスと南アフリカの共同申請等が引き
続き審議されるなどした。

2019．7．27
～31

ジャマイカのキングストンにおいて、ISA の第2期第25回総会が開催された。

2019．8．7
～8

海洋科学調査に関する能力開発
を促進し、国境を越えて行われ
る深海底での活動における法的
側面への意識向上のため、ISA
は、小島嶼国開発途上国（SIDS）
の保証国を集め、ナウルおよび
キリバスにおいて地域ワーク
ショップを開催した。

2019．9．27 インド洋に位置するモーリシャ
スとモルディブが、両国の特別
協定に基づき、ITLOS へ海洋境
界画定に関する紛争を付託し
た。

2019．10．11
～13

中国の湖南省に位置する長沙市において、ISA 事務局と深海底探査契約者との第3回年次
会合が行われた。

2019．10．14
～11．29

ニューヨークの国連本部において、CLCS の第51回会合が開催された。

2019．10．18 中国と ISA が、共同訓練・研究センターを設立するための覚書（MoU）を締結した。同
センターは、中国の青島にある国家深海センターに設置される予定である。

2019．10．24 中国の北京先端高度技術開発会社が、ISA との間に西大西洋におけるマンガン団塊につい
て、15年の深海底探査契約を締結した。同海域において、マンガン団塊の探査契約が結ば
れたのは初めてである。

2019．12．17 スイスとナイジェリアは、同年に暫定措置命令を受けた「サン・パドレ・ピオ号」をめぐ
る紛争につき、ITLOS に付託した。

2019．12．19 インド洋に位置するモーリシャスとモルディブの海洋境界画定に関する紛争につき、モル
ディブが ITLOS の管轄権への異議申し立てを行った。
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記者会見をするＷＭＯ事務局長（出典：WMO）

3 条約機関等

2019．1．21
～24

スイスのダボスにおいて、世界経済フォーラムによる年次総会「ダボス会議」が開催され、
世界から3，000人が参加した。今年は「ステークホルダー資本主義」の具現化、パリ協定
と SDGs の進捗状況の調査のための政府・国際機関への支援、気候変動や海洋汚染等の環
境システムへの投資等が協議された。

2019．3．14 海洋環境保護の科学的側面に関する国際連合合同専門家会合（GESAMP）は、『海洋地球
工学技術に関する大規模ハイレベル評価報告書』を公表したことが報じられた。同報告書
は、気候変動対策としての海洋地球工学技術について、環境の大規模かつ意図的な操作と
なるような技術には慎重な姿勢を示した。

2019．3．28 世界気象機関（WMO）が、『2018
年地球気候の現状に関する
WMO報告書』を公表した。陸
地の気温、海水温、海面水位、
温室効果ガス濃度が過去最高を
更新し、全世界の洪水被災者の
数が3，500万人を超えたことな
どが報告されている。

2019．4．29
～5．4

パリにおいて、生物多様性及び
生態系サービスに関する政府間
科学―政策プラットフォーム
（IPBES）の第7回総会が開催さ
れ、地球規模の生物多様性・生
態系サービスを評価した報告書が受理された。政策決定者向け要約では、社会変容を促進
する緊急かつ協調的な努力が行われることの重要性が記された（注3）。

2019．5．13 パリで開催された第128回OECD造船部会で、公的助成等の防止のための新たな国際規律
策定に向けて議論が行われた。会議では、韓国が発表した現代重工業による大宇造船海洋
の買収および中小造船所向け支援策等の公的支援に対し、各国より懸念が表明された。

2019．6．12 ワシントンD.C.において、地球環境ファシリティ（GEF）の総会が開催され、史上最高額
である8億6，590万ドルの拠出を伴う事業計画が承認された。32の小島嶼国開発途上国
（SIDS）、30の後発開発途上国を含む計91か国がこれらの事業受け入れ国となる。

2019．6．17
～27

ドイツのボンにおいて、2019年12月に開催される国連気候変動枠組条約第25回締約国会議
（COP25）に向けた準備会合（第50回補助機関会合）が行われた。パリ協定の実施に関す
る市場メカニズム等について活発な議論が行われた。また笹川平和財団海洋政策研究所は
公式サイドイベントを共催し、海洋と気候変動の連関を国連気候変動枠組条約（UNFCCC）
の交渉プロセスに組み込む手法等の議論がなされた。

2019．6．20 WMOと世界海洋協議会（WOC）が、地球・海洋気象と海洋観測に関する長期の協力体
制に関する覚書を締結した。このパートナーシップにより、データ収集における海事産業
の役割の増大を目指すとされる。

2019．6．28
～29

大阪において、G20サミットが開催され、G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組などの
成果文書が採択された。IUU漁業の問題も議論され首脳宣言に盛り込まれた。（注4）

地球工学（ジオエンジニ
アリング）
地球環境を工学的な手法
により改善・維持するこ
とを目的とした学問。
CO2回収・貯留（CCS）
を含める場合もある。

注3
第2章第2節参照

注4
第2章第3節参照
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G7ビアリッツ・サミットの様子（出典：外務省）

気候変動による海洋生態系への影響およびリスク

2019．8．17
～28

スイスのジュネーブにおいて、ワシントン条約（CITES）の第18回締約国会議が開催され、
サメやエイなどの海産種が、附属書Ⅱ（輸出国の規制の下での商取引）に掲載され、取引
の規律対象となった。

2019．8．22 世界保健機関（WHO）は、飲料水に含まれるマイクロプラスチックの人体への影響を研
究・分析した報告書を公表した。現存の研究に照らす限りでは人体に有害とは言えないと
するも、さらなるモニタリングや研究の必要性を強調している。

2019．8．24
～26

フランスのビアリッツにおい
て、G7サミットが開催された。
26日には気候、生物多様性及び
海洋に関する協議が扱われ、成
果文書として「気候、生物多様
性及び海洋に関するビアリッツ
議長総括」が公表された。

2019．8．28 スウェーデン出身の16歳の環境
活動家グレタ・トゥーンべリ氏
が、ニューヨークの国連本部で
開催される「気候サミット」等
のイベントに参加するため、炭
素排出のないヨットで大西洋を横断し、ニューヨーク市に到着したことが報じられた。

2019．9．20
～24

モナコにおいて、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第51回総会が開催され、最
終日となる24日には IPCC による『海洋・雪氷圏特別報告書』が受諾され、かつ報告書の
政策決定者向け要約（SPM）が承認された。

2019．9．21 ニューヨークの国連本部において、若者と政策決定者との対話に道を開く「国連ユース気
候サミット」が初めて開催され、グテーレス国連事務総長がホストを務めた。

2019．10．8
～10

コスタリカが、2019年12月にチリで行うことが予定されていた気候変動枠組条約第25回締
約国会議（COP25）の準備会合として「プレ COP25」を開催し、約90か国から参加者を
招いてジェンダーと気候変動等に関する議論を行った。
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COP25における海洋・沿岸域イベントの様子

2019．10．23
～24

ノルウェーのオスロにおいて、第6回アワー・オーシャン会議（Our Ocean Conference）
が開催された。海洋保護区、気候変動、持続可能な漁業、海洋汚染、持続可能なブルー・
エコノミー、海洋の安全保障等のテーマにおいて、パネル討論やコミットメント（約束）
の登録が行われた。

2019．10．25 国際エネルギー機関（IEA）が「洋上風力概況2019」を発表し、世界の洋上風力発電の設
備容量が2040年までに15倍に成長するだろうという予測を示した。

2019．11．25
～29

カナダのモントリオールにおいて、生物多様性条約（CBD）の第23回科学技術助言補助機
関会合（SBSTTA23）が開催され、北東大西洋における生態的または生物学的に重要な海
域（EBSA）に関する議論が行われたほか、2020年の CBD締約国会議に提出する科学的提
案が合意された。

2019．12．2
～13

スペインのマドリードにおいて、
気候変動枠組条約（UNFCCC）
第25回会合（COP25）が開催さ
れた。海洋分野では、地球の気
候システムの一部としての海洋
の重要性に COP決定として初
めて言及した（注5）。

2019．12．3 世界気象機関（WMO）が、2019
年の『気候現状報告書（暫定版）』
を公表した。報告書によれば、
2019年は、歴史上第2―3番目に暖かい年であるとされる。

2019．12．13 パリで開催されている第129回OECD造船部会で、公的支援等に関する国際規律策定の正
式交渉開始に向け、規律が目指すべき共通の目標レベルに関する最終協議が行われた。韓
国のみ一部目標に強く反対し、議論は凍結されることとなった。

4 地域漁業管理機関等

2019．5．10
～22

ケニアのナイロビにおいて、国際捕鯨委員会（IWC）の第68回科学委員会が開催された。

2019．5．13
～17

アメリカのポートランドにおいて、北太平洋溯河性魚類委員会（NPAFC）の第27回年次
会合が開催され、条約水域における取締活動や、さけ・ます資源に関する科学調査協力に
関する議論が行われた。

2019．6．17
～21

インドのハイデラバードにおいて、インド洋まぐろ類委員会（IOTC）の第23回年次会合
が開催され、資源管理措置などが協議された。将来的なかつお・まぐろ類の総漁獲枠を導
入する場合の個別配分基準については、合意に至らなかった。

2019．7．1
～5

モーリシャスのフリッカンフラックにおいて、南インド洋漁業協定（SIOFA）の第6回年
次会合が開催され、底魚漁業の資源管理措置、公海乗船検査手続きなどに関する議論がな
された。

2019．7．11
～15

台北において、中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）に対して科学的助言を行う北太
平洋まぐろ類国際科学委員会（ISC）の第19回会合が開催された。

2019．7．16
～18

東京において、北太平洋漁業委員会（NPFC）の第5回年次会合が開催され、サンマやサ
バ、イワシ、イカの資源管理措置や IUU漁業対策について議論がなされた。

注5
第2章第1節参照

IWC
International Whaling
Commission

NPAFC
North Pacific Anadro-
mous Fish Commission

IOTC
Indian Ocean Tuna
Commission

SIOFA
Southern Indian Ocean
Fisheries Agreement

WCPFC
Western and Central
Pacific Fisheries Com-
mission

ISC
International Scientific
Committee

NPFC
North Pacific Fisheries
Commission
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2019．7．22
～26

スペインのビルバオにおいて、全米熱帯まぐろ類委員会（IATTC）の第94回年次会合が開
催された。メバチ・キハダマグロ、太平洋クロマグロの資源管理措置について議論がなさ
れた。

2019．9．23
～27

フランスのボルドーにおいて、北西大西洋漁
業機関（NAFO）の第41回年次会合が開催さ
れ、2020年以降のカラスガレイやアカウオの
漁獲割当が合意されるなどした。

2019．10．14
～17

南アフリカ共和国のケープタウンにおいて、
みなみまぐろ保存委員会（CCSBT）の第26回
年次会合が開催された。みなみまぐろの資源
管理について、2018年漁期におけるメンバー
国の資源管理措置の遵守状況についてレ
ビュー等が行われた。

2019．11．4
～8

ギリシャのアテネにおいて、地中海漁業一般
委員会（GFCM）の第43回年次会合が開催さ
れた。

2019．11．12
～15

ロンドンにおいて、北東大西洋漁業委員会
（NEAFC）の第38回年次会合が開催された。

IATTC
Inter-American Tropi-
cal Tuna Commission

NAFO
Northwest Atlantic
Fisheries Organization

CCSBT
Commission for the
Conservation of South-
ern Bluefin Tuna

GFCM
General Fisheries Com-
mission for the Medi-
terranean

NEAFC
North East Atlantic
Fisheries Commission

地域漁業管理機関（RFMOs）の管轄水域（下図はマグロ類の RFMOs）

NEAFC の対象海域（出典：NEAFC）
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重油が流出した貨物船（出典：UNESCO）

2019．11．18
～25

スペインのパルマ・デ・マヨルカにおいて、大西洋まぐろ類保存国際委員会（ICCAT）の
第26回年次会合が開催され、2020年のメバチマグロの総漁獲可能量（TAC）や、対象魚種
の拡大などを含む条約改正について議論が行われた。

2019．11．25 太平洋共同体事務局（SPC）により、『ツナ類漁獲評価報告書No.19』が公表された。

2019．11．25
～28

ナミビアのスワコプムンドにおいて、南東大西洋漁業機関（SEAFO）の第16回年次会合が
開催され、メロおよびマルズワイガニ等の資源管理に関する合意がなされたほか、資源管
理措置の遵守状況に関するレビュー等が行われた。

2019．12．5
～11

パプアニューギニアのポートモレスビーにおいて、中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）
の第16回年次会合が開催され、太平洋クロマグロの2020年の管理措置等について議論が行
われた。

1 アジア・大洋州
1 東南アジア諸国連合関連
2019．2．5 ソロモン諸島のレンネル島にお

いて、香港籍の貨物船「ソロモ
ン・トレーダー」が嵐のため座
礁し、重油が流出した。ユネス
コの世界遺産にもなっている世
界最大のサンゴ環礁に乗り上げ
たとされている。

2019．2．9 マレーシア政府の船舶とギリ
シャ船籍の船が、マレーシア―
シンガポール間の紛争海域にお
いて衝突したと報じられた。シ
ンガポール海事港湾庁は衝突場
所をシンガポール領海と報じた
が、他方でマレーシア側は同場
所をマレーシアの領海であると述べている。

2019．4．16 オーストラリアの産業科学技術大臣が、タスマニア大学にブルー・エコノミー研究のため
の連携研究センター（Blue Economy CRC）を設置し、10年で3億2，900万オーストラリ
アドル（約239億円）を拠出すると発表した。

2019．4．24 韓国の産業通商資源部長官が、天然ガス燃料船のような環境に配慮した船舶の市場におい
て国内の造船事業者の競争力を高める狙いから、700億ウォン（約63億円）の支出を行う
と発表したことが報じられた。

2019．5．1
～5

フィジーのナンディにおいて、アジア開発銀行（ADB）の第52回年次総会が開催され、ADB
が「アジア太平洋地域における健全な海と持続可能なブルーエコノミーのためのアクショ
ンプラン」の実施のため、2019年から2024年までで50億ドル（約5，430億円）を拠出する
と発表した。

ICCAT
International Commis-
sion for the Conserva-
tion of Atlantic Tunas

SPC
Secretariat of the Pa-
cific Community

SEAFO
South East Atlantic
Fisheries Organisation
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2019．5．14 グテーレス氏が国連事務総長として初めてフィジーを訪問し、太平洋諸島フォーラムに出
席した。太平洋地域が気候変動の最前線であることなどを指摘し、太平洋の島国の取組み
に対する国連の強いコミットメントを誓った。

2019．6．20
～23

第34回 ASEAN（東南アジア諸国連合）の首脳会議がタイのバンコクで開催され、ASEAN
独自のインド太平洋構想「ASEAN Outlook on the Indo-Pacific」が採択された。

2019．7．1 ニューカレドニアにおいて、2019年7月より使い捨て・非生分解性・再利用不可能なビ
ニール袋の使用を禁止した。また、2019年9月からはプラスチック製の食器やストロー、
プラスチック軸の綿棒も使用禁止とした。

2019．7．6 南オーストラリア州が、プラスチック製品の禁止に向けた実施計画「使い捨てプラスチッ
ク製品に関する潮流の転換」を発表した。段階的なプラスチック削減に向けて、ステーク
ホルダーによるタスクフォースの設置やプラスチックを使わない区域の試験的な設定など
が盛り込まれている。

2019．8．6 アメリカが、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島およびパラオとの間で締結している安全
保障協定の期限を2024年に控えたことを受け、同協定の更新に向けた交渉を開始したこと
が報じられた。

2019．9．30
～10．4

サモアにおいて、国連食糧農業機関（FAO）および太平洋共同体事務局（SPC）と共同で
「第2回太平洋農業週間」に関する会議が開催され、魚種資源を含む食料事情の改善に関
する各種のイベントが行われた。

2019．11．2
～4

タイのバンコクにおいて、第35回 ASEAN首脳会合、および関連首脳会議が開催された。
成果文書では、ASEAN地域の平和と安定のため、国連海洋法条約（UNCLOS）などに基
づく国際法の原則に従った紛争の平和的解決の重要性が確認された。

2019．11．28 インドが国際海事機関（IMO）の策定したシップ・リサイクル条約（香港条約）を締結し
た。本条約は、安全かつ環境に配慮した船のリサイクルのための国際基準を定めたもの。

2019．12．7 APEC（アジア太平洋経済協力）の最終高級実務者会合がシンガポールにおいて開催され、
「海洋ごみロードマップ」などの文書が承認された。

2 中国・南シナ海
2019．2．11 南シナ海のスプラトリー諸島において、アメリカ海軍の軍艦2隻による「航行の自由」作

戦が実施されたことが報道された。

2019．8．5 EUとベトナムが、南シナ海における安全保障のため、新たな防衛・安全保障パートナー
シップについて議論を行ったと報じられた。EUは同地域において、国際法に従って海上
の不法行為に対処するとしている。

2019．8．22 アメリカ政府は、中国政府の海洋調査船がベトナムの主張する排他的経済水域（EEZ）に
おいて、ベトナムの石油・天然ガス開発に干渉したことについて批判を行う声明を公表し
た。

2019．8．29 イギリス、フランス、ドイツの3か国が、南シナ海における現状について声明を発表し、
南シナ海の沿岸諸国に対し、緊張を高めないこと、平和と安全の維持のために貢献するこ
と、UNCLOS の規定に従って行動することなどを求めた。

2019．10．9 中国の天然資源省が、南シナ海において、ドローンによるモニタリングネットワーク構築
を開始したことが報じられた。

シップ・リサイクル条約
2009年の船舶の安全かつ
環境上適正な再生利用の
ための香港国際条約。技
術的、経済的に寿命を終
えた船舶を解体・解撤
し、それによる資源を再
利用するプロセスを定め
る。
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大勢の移民を乗せた船（出典：国際連合）

2019．10．30 フィリピンと中国が、フィリピンの EEZ 内におけるガス共同開発の権益の60％をフィリ
ピンに譲渡し、中国側が40％を保有するという提案に関し、政府間共同運営委員会を設立
したことが報じられた。

2019．11．20
～21

アメリカ海軍が、南シナ海において南沙諸島および西沙諸島周辺を航行する「航行の自由」
作戦を実施したと報じられた。

2 欧 州

2019．1．8 欧州委員会（EC）は、タイ政府の IUU漁業に関する対策に関して、同政府の人権や寄港
国措置に対する努力を評価し、同国に対して実施していた「イエローカード」措置を解除
することを決定した。

2019．1．24 イギリス運輸省は、IMOの会合において、ゼロエミッション航行への道筋を示した2050
年までの英国海事戦略「海事2050」を発表した。

2019．1．30 UNHCR が、2018年に地中海を
渡ってヨーロッパに向かった人
びとのうち2，275人が亡くなっ
たと推定される、という報告書
を公表した。これは1日あたり
6人にのぼる。

2019．2．14 世界銀行と ECが、ブルー・エ
コノミー開発枠組を発足したこ
とが公表された。まずは関連
データの収集が予定されてお
り、2019年には、インド、ベト
ナム、キリバスの3か国で試行プログラムを実施する。

2019．2．19 ベルギーのブリュッセルにおいて、気候変動と海洋保全のためのハイレベル会議が開催さ
れ、会議の成果として「気候と海洋：ブリュッセル宣言」が採択された。

2019．3．1 タヒチにおいて、EUと EU加盟各国の海外領土（OCTs）との間で第17回OCT―EU フォー
ラムが開催され、EUは OCTs との関係を深めるための5つの協力プログラムに署名し、
気候変動緩和や持続可能なエネルギーのため計4，400万ユーロ（約53億円）にのぼる協力
を約束した。

2019．3．4 ECは、2015年に承認された「循環型社会行動計画」の実施に関する報告書を公表した。
この計画により欧州内の循環経済への移行が加速し、雇用創出にもつながっていると報告
している。

2019．3．10 イタリア船籍の貨物船「グランデ・アメリカ号」の船内で火災が発生し、2日後の12日に
フランス西岸約180マイル沖の大西洋上で沈没した。同事故により重油の流出が確認され、
フランス当局が事故対策委員会を設置し、汚染に対処すると報じられた。

2019．3．14 イギリス環境・食糧・農村地域省（DEFRA）が、南大西洋の英国領アセンション島周辺に、
海洋保護区を設置する計画を公表した。計画が実施されれば、約39万平方キロメートル（15
万平方マイル）が禁漁区となり、英国の海域（海外領土含む）の50％以上が海洋保護区と
されることになる。

2019．4．5 ECは、EUの全加盟国における EU環境法政策の実施状況を評価する、第2回環境対策実

OCTs
Overseas Countries
and Territories

DEFRA
Department for Envi-
ronment, Food and Ru-
ral Affairs



180 2 地域の動き

キャンペーンを紹介するウェブサイト（出典：EU）

施レビューの結果を公表した。気候変動や沿岸域の生物多様性、空気中への有害物質への
排出状況などについて評価が行われている。

2019．4．10 EUは、英国が追加的な交渉なしに EUを離脱した場合のシナリオ（“No―deal” scenario）
に備え、加盟国に対して漁業、データ保護、医薬品などの主要5分野において、実施指針
を示した。

2019．5．21 黒海沿岸諸国（ブルガリア、ジョージア、モルドバ、ルーマニア、ロシア、トルコ、ウク
ライナ）の海事閣僚会議がルーマニアのブカレストで開催され、黒海に関する海洋政策に
関する共通アジェンダを採択した。海洋生態系の保護等のほか、持続可能な黒海のブルー
エコノミー推進等が共通課題とされた。

2019．5．21 欧州理事会は、海洋ごみ対策として、2021年までに使い捨てプラスチック製品の流通を禁
止する法案を採択した。ストローや食器、綿棒の軸などの使い捨てプラスチックが対象と
なる。

2019．5．22 ECが、『EUのブルー・エコノミーに関する報告書2019』を発表した。同報告書は、持続
可能な経済発展を主導するにあたって海洋と沿岸域における可能性の評価を行い、今後の
政策発展を支援するために策定されたもの。

2019．6．27 EUは、台湾の IUU漁業に関する対策に関して、同政府における対策措置の改善が確認さ
れたとして「イエローカード」措置を解除することを決定した。EUは台湾に対し2015年
にイエローカードを発行していた。

2019．7．4 イギリス領ジブラルタル沖で、石油タンカーが拿捕されたと報道された。EUの制裁に違
反してイランからシリアへ原油を輸出しようとしていた疑いとされる。

2019．7．26 EUは、フランス領海において計画されている洋上風力発電のプロジェクト6件について
初めての補助金支出を承認した。風力発電施設の建設は同年中に開始され、2022年までに
運用が開始される予定である。

2019．8．19
～9．21

EUにおいて、海洋ごみの清掃
活動キャンペーンである「EU
ビーチ・クリーンアップ・キャ
ンペーン」が行われた。今年は
ベルギーの漫画のキャラクター
であるスマーフが広告のために
使用され、イベントを盛り上げ
た。

2019．9．30
～10．2

ドイツのベルリンにおいて、
2017年のアワー・オーシャン会
議で創設が合意された海洋地域
フォーラム（Marine Regional
Forum）の第1回会合が、EUとドイツの共催で開催された。海洋関係者のみならず多様
なステークホルダーが参加し、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた事例共有や
議論が行われた。

2019．10．23
～24

EUは、ノルウェーで開催されたアワー・オーシャン会議において、22の新たなコミット
メントを登録した。この22のコミットメントは、5億4，000万ユーロ（約645億円）に相当
する予算を伴うものであるという。

2019．10．24 ECは、大西洋と北海における2020年度の漁業割り当て（TAC）を承認した。2020年度は
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EMSA の公表した報告書
（出典：EMSA）

72魚種について割り当ての承認があり、32種については昨年以上の40種については2019年
度より少ない割り当てがなされた。

2019．11．6 ドイツ連邦内閣が、厚さ50マイクロメートル以下のプラスチック製レジ袋の提供を禁止す
る法案を承認したことが報じられた。すべての小売店に適用され、違反行為に対しては最
高で10万ユーロの罰金が科せられる。法案は今後議会での審議を経て施行される。

2019．11．28 イギリスのプリマス大学らの研究者グループが、生分解性プラスチックの分解速度に関す
る研究成果を報告した。これによれば、生分解性のレジ袋も既存のレジ袋も地中・海中に
おいて3年間残留することが確認された。この結果を受け研究者らは、代替品として使用
される素材に、適切な分解基準テストを受けさせるよう提案している。

2019．12．9 欧州海上安全庁（EMSA）が、2020―2024年における5
か年戦略を公表した。欧州委員会の海洋政策に関する優
先事項を実施する主体としての重要性を反映したものと
なっている。

2019．12．11 欧州環境庁（EEA）が、「欧州海域における富栄養化」
に関する評価を行い、全体の23％における海域において
富栄養化の問題が存在すると報告した。特にバルト海で
は、評価された地域の99％が富栄養化の問題を抱えてい
るとされている。

2019．12．17 EUとノルウェーは、2020年における漁業について、北
海、大西洋、スカゲラク海峡およびカテガット海峡等に
おける漁業協定に署名した。北海、スカゲラク海峡にお
いては、EUとノルウェーが魚種を共同管理する。

2019．12．18 欧州議会と欧州理事会は、持続可能な経済活動の分類に関する初めての試みである「グリー
ン・リスト」の作成に関して合意した。当該政策合意は6つの環境目的を設定しており、
「水および海洋資源の持続可能な利用及び保護」が含まれる。

3 米 州

2019．3．15 国連環境計画（UNEP）は、カリブ海のアンティグア・バーブーダ、トリニダード・トバ
ゴ、南米のパラグアイが、河川・海洋プラスチック汚染に対する啓発活動であるクリーン・
シー・キャンペーンに参加したと報じた。このキャンペーンは政府、産業界、市民に使い
捨てプラスチック製品の使用量削減を促し、海や川を汚染から守るために行われているも
ので、現在、60か国が参加している。

2019．4．9 ニューヨークにおいて、アメリカの海洋エネルギー管理局（BOEM）の主催により、第1
回世界洋上風力規制当局フォーラムが開催された。オーストラリア、カナダ、デンマーク、
ドイツ、オランダ、ノルウェー、スコットランド、イギリス、アメリカが参加し、洋上風
力に関する規制と政策の問題を共有した。

2019．7．3
～5

カリブ海の15か国で構成されるカリブ共同体（CARICOM）の第40回年次会合が、セント
ルシアで開催され、CARICOM内の単一市場などについて議論が行われた。

2019．7．18 EUとカナダは第17回首脳会談を行い海洋パートナーシップ協定に署名した。違法・無報
告・無規制（IUU）漁業対策や、海洋汚染、気候変動への取組みを明記している。

2019．8．1 アメリカ海洋大気庁（NOAA）は、2019年7月末にメキシコ湾で観測された「デッドゾー

EMSA
European Maritime
Safety Agency

EEA
European Environment
Agency

BOEM
Bureau of Ocean
Energy Management

CARICOM
Caribbean Community

NOAA
National Oceanic and
Atmospheric Admini-
stration
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発言をするアメリカの代表（出典：国際連合）

廃材で作成された「フリップフロッピ号」（出典：UNEP）

ン」（海洋生物を死滅させる海域）と呼ばれる貧酸素海域が、過去33年間で8番目に大き
くなったと報告した。

2019．8．15 NOAAは、NOAA海洋ごみプログラムに基づき、有害な影響を及ぼす海洋ごみの除去およ
び研究に関する国内各地のコミュニティに根差した14のプロジェクトに対し、総額270万
ドル（約3億円）を拠出することを発表した。

2019．9．27 ラテンアメリカ・カリブ海地域における初の地域環境条約であるエスカス条約に、新たに
2か国の署名および5か国による批准があったと報告された。これにより、合計19か国が
署名を行い、6か国が批准したことになる。

2019．10．3
～4

ペルーのリマにおいて、野生生物の違法取引に関する初のハイレベル会議が開催され、北
米、中米、南米、カリブ海諸国の代表が同年8月に開催されたワシントン条約（CITES）
締約国会議の決定の実施について協議を行った。サメなどの海洋種やジャガーの取引が中
心的議題とされた。

2019．11．4 アメリカが、パリ協定からの離
脱を国連に対し正式に通告し
た。パリ協定28条第2項により、
アメリカの離脱は、通告から1
年後の2020年11月4日に完了す
る。

2019．12．20 アメリカ―メキシコ―カナダ協
定（USMCA）の実施法案が、
米国議会下院を通過したことが
報じられた。同法案の環境条項
には、海洋に流出する廃棄物等
に対する取組みに関する条文が含まれる。

4 中東・アフリカ

2019．2．12 国連環境計画（UNEP）の主導
するクリーン・シー・キャン
ペーンの協力により、プラス
チックやビーチサンダルの廃材
で作成されたダウ船・フリップ
フロッピ号が、ケニアのラム島
からタンザニアのザンジバル島
までの500kmの旅を無事に終
えたことが報じられた。

2019．2．22 サウジアラビアと中国が、政治、海運、エネルギーなどに関する複数の協力協定を締結し
たことが報じられた。サウジアラビアのサウジビジョン2030、中国の一帯一路政策をそれ
ぞれ促進するとされる。

2019．2．22 南スーダン政府は、国連食糧農業機関（FAO）、国連児童基金（UNICEF）、世界食糧計画
（WFP）と協力し、「統合的食料安全保障フェーズ分類（IPC）」に基づき、南スーダンにお
ける食料不足の人口が2018年1月と比較して13％上昇したと発表した。FAOは対策とし
て、食料そのもののほか、農業や漁業に関する設備支援などを表明している。
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セーシェルのキュリーズ島の海岸（出典：国際連合）

2019．3．5
～7

アラブ首長国連邦のアブダビにおいて、第6回世界海洋サミット（World Ocean Summit）
が開催された。多国籍メディア企業であるエコノミスト・グループの「世界海洋イニシア
チブ」が2012年以来主催している。

2019．3．26 セーシェル政府が、インド洋における海賊対策のために英国海洋情報部（UKHO）による
安全航行に関する能力開発の研修を受けた。UKHOの支援によってセーシェルの首都ビク
トリアに設立された地域運営協力センターを通じた活動の一環とされる。

2019．5．2 東アフリカのマラウイは、国連開発計画（UNDP）の支援により、農業・漁業従事者にとっ
ての危機となりうる雷を検知するセンサーを新たに8つ設置したと報道された。マラウイ
における落雷の死亡率は米国の50倍と言われており、センサーの設置により住民への早期
警報が可能になるとされる。

2019．6．12
～13

モロッコのカサブランカにおいて、第8回地中海海上保安フォーラムが開催され、違法・
無報告・無規制（IUU）漁業対策や海洋調査、環境保護、違法移民など、広範な議題につ
いて情報共有がなされた。

2019．6．13 イラン沖のホルムズ海峡近くにおいて、日本の海運会社が運航するタンカー（パナマ船籍）
とその他台湾のタンカーが攻撃を受けたことが報じられた。フィリピン人の船員1名が軽
傷を負ったが、イラン政府は関与を否定している。

2019．7．12 中国が、アラブの18か国との間で「一帯一路」政策の一環で、関係構築のための協定を締
結したことが報じられた。中国とアラブとの関係では、2018年は対前年比28％の貿易量の
増加がみられている。

2019．7．16 国連は、イエメン内戦に関する両当事者である、同国政府と反政府勢力との間で、紅海に
面したフダイダ港における紛争停止に合意したと報じた。

2019．7．20 ホルムズ海峡において、イランにイギリス船籍のタンカーおよびイギリス企業所有のリベ
リア船籍のタンカーが拿捕されたと報じられた。イラン当局は、イランの海事規則に違反
したためと主張している。

2019．9．23 イランの政府報道官が、7月に拿捕したイギリス船籍のタンカーについて、解放のための
手続きが終了したと報じた。

2019．10．28 セーシェルにおいて、国連開発
計画（UNDP）や「ブルー・ボ
ンド」（海洋環境保全や持続可
能な漁業の支援などに資金使途
を限定した債券）により、40万
km2に及ぶ同国海域の約40％の
環境が保全され、海洋資源が持
続可能な形で管理されたことが
報告された。

2019．11．7 バーレーンにおいて、ホルムズ海峡における海上安全確保のための有志連合により、新た
な司令センターの開所式が行われた。オーストラリア、バーレーン、サウジアラビア、ア
ラブ首長国連邦、イギリス、アルバニア、アメリカが参加している。

2019．11．11
～15

南アフリカのダーバンにおいて、第17回アフリカ環境大臣会合（AMCEN）が開催され、
海洋経済や生物多様性等に関する取組みに関して行動をとることが約束された。

2019．12．23 ギニア湾を航行していた船4隻が海賊に襲撃され、船長1人が殺害され、中国人乗組員4
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北欧諸国の環境・気候閣僚理事会が開催されたレイキャビク

人が拉致される事件が発生したと報じられた。

2019．12．27 イラン、中国、ロシアの海軍が、インド洋およびオマーン湾において4日間の共同軍事演
習を開始したことが報じられた。ロシア海軍からはバルト海艦隊に所属するフリゲート艦、
タンカーおよび救難用タグボートの3隻が参加し、中国海軍からはミサイル駆逐艦1隻が
参加した。

5 極 域

2019．1．29 北極圏における捜索救助（SAR）、油濁汚染対策に関する国際ネットワークプロジェクト
（ARCSAR）が、北ノルウェーの共同救助協力センター（JRCC）主導で開始されることが
報じられた。

2019．2．7 北極評議会の作業部会のひとつである北極海洋環境保護（PAME）部会は、北極海におけ
る海運データベース（ASTD）を公開した。非営利目的の、北極評議会加盟国等の研究者
が利用可能であるという。

2019．2．14 ノルウェーの最高裁において、EUの船舶が北極海のスヴァールバル諸島（ノルウェー領）
周辺海域においてズワイガニ漁を行う権限に関する判決が出された。ズワイガニは底生生
物であるため、同種の漁業権は大陸棚に関する権利とみなされるという。

2019．2．18
～22

国際海事機関（IMO）の汚染防止・対応小委員会（PPR）の第6回会合において、北極海
における航行の際に重油を燃料として使用、あるいは運搬するにあたってのリスク低減に
関する協議がなされた。

2019．2．19 ノルウェーとロシアは、欧州側に位置する北極海の一部であるバレンツ海の海洋プラス
チック対策について、情報共有等の協力を行うと発表した。両国はバレンツ海で、すでに
漁業等での協力実績がある。

2019．3．30 北極海および大西洋上の石油・ガス田開発の規制を撤廃するアメリカのトランプ大統領の
大統領令について、アラスカの連邦地方裁判所が無効であると判断したと報じられた。

2019．4．10 ロシアと中国の海洋科学機関の代表らが、鉱物・生物資源等に関する研究のため、共同で
北極圏研究センター「中国―ロシア北極圏研究センター」を設立することに合意した。

2019．4．15 アイスランドのレイキャビクに
おいて、北欧諸国の環境・気候
閣僚協議会が開催され、海洋ご
みの発生抑制と削減のための世
界規模の協定の策定に関して合
意し、資金的な支援を行うこと
を決めた。

2019．5．6
～7

フィンランドのロヴァニエミに
おいて、北極評議会の第11回閣
僚会合が開催された。アメリカ
の反対により、優先行動を示す
共同宣言の採択が初めて見送ら
れ、気候変動に関する言及がな
い共同声明が発表された。また、国際海事機関（IMO）がオブザーバー機関として承認さ
れた。IMOの採択した極海域における環境保護のための航行規則である「北極コード」
実施などで協力する。
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北極圏（出典：EU）

2019．7．12 世界気象機関（WMO）の世界大気観察プログラムは、6月から北極圏で深刻な森林火災
が発生しており、特にアラスカとシベリアにおける被害が深刻であることを報じた。2019
年はアラスカだけでも400件以上の森林火災が生じているという。

2019．9．30 中国の海洋調査船が8月10日から9月27日の間、北極海における調査を行ったことが報じ
られた。中国が北極の海洋調査を行うのは10回目となる。北緯76．02度まで航海し、サン
プル調査のほか水中グライダー「Haiyan」を使用した環境調査等を行った。

2019．10．3
～4

スウェーデンのウメオにおい
て、近年の北極域における現状
を評価し、共通の課題を議論す
るための EU北極海フォーラム
2019が開催された。カナダ、ロ
シア、デンマーク、フィンラン
ド、アイスランド、ノルウェー、
スウェーデン、アメリカの8か
国が参加し、パネルセッション
などが行われた。

2019．10．17 海運会社MSC（Mediterranean
Shipping Company）が、欧州
とアジアにおける移動におい
て、北極海ルートの商業利用を
行わないことを発表した。北極
海の環境に対する影響を避ける
ためだとされる。

2019．10．21
～11．1

オーストラリアのホバートにおいて、南極の海洋生物資源の保存に関する委員会
（CCAMLR）の第38回年次会合が開催された。南極の海洋保護区の設置案について協議が
なされたものの、合意には至らなかった。

2019．10．30 EUは同年2月14日に出された北極圏のスヴァールバル諸島周辺海域におけるズワイガニ
漁に関するノルウェー最高裁の判決について、ノルウェー船舶と他国船舶の漁船を差別し
ないとしたスヴァールバル条約に違反すると主張し、新たに20のズワイガニ漁ライセンス
を発給したことが報じられた。

2019．11．20 日本の気象庁は、南極オゾンホールが、1990年以降で最も小さく観測されたと報じた。オ
ゾン層破壊物質の濃度は依然として高い状態だが、南極域上空の冬の気温が高かったため、
オゾンホールの発達が抑えられたとされる。

2019．11．20
～21

アイスランドのクヴェラゲルジ市において北極評議会（AC）高級実務者（SAO）会合が
開催された。オブザーバーである日本は、議題（8）（第3回北極科学大臣会合（ASM3））
において、アイスランド教育・科学・文化省の代表とともに発言を行った。

2019．12．10 アメリカ海洋大気庁（NOAA）が、2019年の報告書『北極通知表（report card）』を公表
した。同報告書では、2018年10月から2019年8月までの北極の平均年間地表面気温が1900
年以来2番目に高かったこと、海氷の喪失と海底水温の変化により北極圏に生息する魚種
が北に移動したことなどが報告されている。

2019．12．11 カナダの沿岸警備隊によれば、北極海における北西航路（カナダ沿岸を通るルート）を使
用した商用船舶の数が大幅に増加した。2018年は5隻であったところ、2019年は27隻の通
航があったという。

CCAMLR
Commission for the
Conservation of Ant-
arctic Marine Living
Resources
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2019．12．11 南極基地に人と物資を輸送するために南極に向かったチリの空軍機 C―130が、38名を乗せ
て消息を絶ったと報じられた。同機は墜落したとみられている。

2019．12．19 ロシアで開発された世界初の民生用の船舶型原子力発電所が、ロシア北部チェクチ自治管
区内のペベク港で電気供給を開始した。
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2 G20大阪首脳宣言（抜粋）

【前文】
1．我々G20の首脳は、主要な世界経済の課題に対処すべく団結して取り組むため、2019年6月28日・29日に日
本の大阪において会合した。我々は、全ての人々の利益のために、技術イノベーション、特にデジタル化及び
これを適用した力を活用しつつ、世界経済の成長促進に向けて協働する。

2．これまでの議長国による成果に基づいて、我々は、不平等に対処することによって成長の好循環を創出し、
全ての人々が自らの潜在力を最大限に活用できる社会を実現するために努力する。我々は、機会をとらえ、人
口動態の変化によるものを含めて今日あるいは将来にわたって提示される経済、社会及び環境の課題に対処す
る能力を有する社会を建設する決意である。

3．我々は更に、持続可能な開発のための2030アジェンダの中でビジョンとして掲げられているとおり、包摂的
かつ持続可能な世界に向けた道を開くため、開発を促進し、その他の地球規模の課題に対処する取組を主導す
る。

〈中 略〉

地球環境問題と課題
34．「気候変動に関する政府間パネル」（IPCC）及び「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策
プラットフォーム」（IPBES）の重要な作業に留意しつつ、また、近年の異常気候や災害に照らして、我々は、
気候変動、資源効率、大気汚染、土地汚染、淡水汚染、海洋プラスチックごみを含む海洋汚染、生物多様性の
損失、持続可能な消費と生産、都市環境の質その他の環境問題を含む複雑で差し迫ったグローバルな課題に対
処し、また、持続可能な成長を促進しながら、最良の入手可能な科学を用いて、エネルギー転換を促進し主導
する緊急の必要性を認識する。産業界が公的部門と相乗効果を持って重要な役割を果たす形で、環境と成長の
好循環が技術革新を通じて行われるパラダイム・シフトが必要とされている。この目的のため、我々は、好循
環を加速化させ、強じんで、包摂的で、持続可能な将来への転換を主導する重要性を強調する。我々は、具体
的で実際的な行動をとり、世界中から国際的な最良の慣行と知識を集め、公的及び民間の資金、技術及び投資
を動員し、ビジネス環境を改善する重要性を強調する。

気候変動
35．この目的のために、我々は、公的及び民間資金の動員及び両者の連携を含む持続的開発のための包摂的資金
調達、並びに、低排出及び強じんな開発のための幅広い分野におけるイノベーションを促進するために努力す
る。非国家主体を含む広範な参加を得て、全てのレベルにおいて気候に関する行動をとることが、このような
パラダイム・シフトを実現させる となる。この努力を更に促進するに当たり、各国の事情に応じて、我々は、
スマートシティ、生態系・コミュニティに根ざしたアプローチ、自然に根ざした解決策及び伝統的かつ先住民
の知識を含む幅広いクリーンテクノロジーやアプローチを検討する。我々は、特に最も脆弱なコミュニティに
とっての適応及び災害リスク軽減における行動及び協力を支援するための取組を強化し、更に議論を深め、緩
和行動、適応措置、環境保護及び強じんなインフラとの間の一貫性を育む必要がある。我々は、G20ブエノス
アイレス・サミットの成功に続き、パリ協定の実施指針が成功裏に採択されたこと、国連気候変動枠組条約
（UNFCCC）の第24回締約国会議（COP24）においてタラノア対話の総括が完了したこと、及び軽井沢でのG20
エネルギー・環境大臣会合における成果に留意する。我々は、この機運を最大限活用することを決意し、国連
事務総長による気候アクションサミットの成功及びチリのサンティアゴにおける国連気候変動枠組条約第25回
締約国会議（COP25）での具体的成果を期待する。ブエノスアイレスにおいてパリ協定の不可逆性を確認し
た、及び同協定を実施することを決意している同協定の署名国は、各国の異なる状況に照らし、共通だが差異
ある責任と各国の能力を踏まえて、同協定の完全な履行についてのコミットメントを再確認する。
2020年までに、我々は、更なる世界的な努力が必要であることを考慮して、「自国が決定する貢献」（NDC）
を提出し、更新し又は維持することを目指す。我々は、パリ協定に整合的な形で緩和と適応の双方において開
発途上国を支援するための財源を提供することの重要性を強調する。

36．米国は、パリ協定が米国の労働者及び納税者を不利にするとの理由から、同協定から脱退するとの決定を再
確認する。米国は、経済成長、エネルギーの安全保障とアクセス及び環境保護を促進するとの強いコミットメ
ントを再確認する。エネルギーと環境に対する米国のバランスのとれたアプローチは、クリーンで先進的な化
石燃料や技術、再生可能エネルギー、民生用原子力を含むあらゆるエネルギー源や技術を活用するとともに、
排出量を削減し、経済成長を促進しながら、全ての市民に対し、安価で信頼性が高く、安全なエネルギーの配
送を可能とする。米国は、排出量の削減において世界の指導者である。米国のエネルギー関連の二酸化炭素排
出量は、2005年から2017年の間に、革新的なエネルギー技術の開発と展開により、経済が19．4％成長している
にもかかわらず、14％減少した。米国は引き続き、排出量を減らし、よりクリーンな環境を提供し続けるため、
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先進技術の開発と配備にコミットする。

37．我々は、目標を達成するために国によって異なる道筋が存在することを認識しつつ、可能な限り早急に、我々
のエネルギーシステムを、低廉で、信頼でき、持続可能で、温室効果ガスの排出の少ないシステムへ変えるた
めに、「3E＋S」（エネルギー安全保障、経済効率性、環境＋安全性）を実現するエネルギー転換の重要性を
認識する。G20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合のコミュニケを想起
しつつ、我々は、エネルギーミックスにおけるあらゆるエネルギー源及び技術の役割、並びに、よりクリーン
なエネルギーシステムを達成するために国によって異なる道筋が存在することを認識する。我々はまた、水素、
並びに、各国の状況に応じて、「カーボン・リサイクル」及び「エミッション・トゥ・バリュー」に関する作
業に留意しつつ、二酸化炭素回収・利用・貯留（CCUS）を含む、エネルギー転換に向けた革新的、クリーン
で効率的な技術の更なる発展によってもたらされる機会を認識する。我々は、「クリーンエネルギー技術のた
めの研究開発（RD20）」と呼ぶG20議長国である日本のイニシアティブを認識する。エネルギーの安全な流れ
に関する懸念を浮き彫りにした最近の出来事を考慮し、我々は、インフラの強じん性、安全性及び開発、並び
に、様々な供給源、供給者及び経路から途絶されないエネルギーの流れを含め、エネルギーシステム転換のた
めの指針の一つとしての世界のエネルギー安全保障の重要性を認識する。我々は、エネルギーアクセス、ア
フォーダビリティ、エネルギー効率及びエネルギー貯蔵を含め、広範囲のエネルギー関連問題における国際協
力の重要性を認識する。我々は、最貧困層を対象とする支援を提供する一方で、無駄な消費を助長する非効率
的な化石燃料補助金を中期的に合理化し、段階的に廃止する共同のコミットメントを再確認する。

環 境
38．我々は、循環経済、持続可能な物質管理、3R（リデュース、リユース、リサイクル）及び廃棄物の価値化
等の政策やアプローチを通じた資源効率性の向上が、SDGs 達成、及び、広範な環境問題に対処し、競争力及
び経済成長を向上し、資源を持続可能な方法で管理し、雇用を創出することに貢献することを認識する。我々
は冷却部門におけるイノベーションにおける民間部門との協力を奨励する。我々はまた、リサイクル製品の需
要を増やすために関係者と協力する。我々は、議長国を務める日本の下でG20資源効率性対話のロードマップ
が策定されることを期待する。

39．我々は、海洋ごみ、特に海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチックに対処する措置は、全ての国によっ
て、関係者との協力の下に、国内的及び国際的に取られる必要があることを再確認する。この点に関し、我々
は、海洋へのプラスチックごみ及びマイクロプラスチックの流出の抑制及び大幅な削減のために適切な国内的
行動を速やかに取る決意である。さらに、これらのイニシアティブ及び各国の既存の行動の先を見越して、我々
は、共通の世界のビジョンとして、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を共有し、国際社会の他のメンバー
にも共有するよう呼びかける。これは、社会にとってのプラスチックの重要な役割を認識しつつ、改善された
廃棄物管理及び革新的な解決策によって、管理を誤ったプラスチックごみの流出を減らすことを含む、包括的
なライフサイクルアプローチを通じて、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで
削減することを目指すものである。我々はまた、「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」を支持する。

40．違法・無報告・無規制（IUU）漁業は、世界の多くの地域において、引き続き海洋の持続可能性にとって深
刻な脅威となっているため、我々は、海洋資源の持続的な利用を確保し、生物多様性を含め、海洋環境を保全
するために、IUU漁業に対処する重要性を認識し IUU漁業を終わらせるという我々のコミットメントを再確
認する。

避難と移住
41．我々は、OECDが ILO、国際移住機関（IOM）及び国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）と協力しつつ策
定した「G20への2019年国際的移住及び避難の傾向と政策に関する報告」に留意する。我々は、G20において、
これらの問題の様々な側面についての対話を続ける。

42．難民の大規模な動きは、人道的、政治的、社会的及び経済的な影響を伴う世界的な懸念である。我々は、避
難の根本原因に対処し、増大する人道的ニーズに対応するための共同行動の重要性を強調する。

43．我々は、議長国を務め大阪サミットを成功裏に主催し、G20プロセスへ貢献した日本に感謝すると共に、2020
年にサウジアラビア、2021年にイタリア、2022年にインドで再会できることを楽しみにしている。
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【付属文書】

関係閣僚会合閣僚宣言・声明

1．G20新潟農業大臣宣言（2019年5月11日～12日）
2．G20貿易・デジタル経済大臣会合閣僚声明（2019年6月8日～9日）
3．G20財務大臣・中央銀行総裁会議声明（2019年6月8日～9日）
4．G20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合閣僚声明（2019年6月15日～
16日）

G20ワーキンググループ等付属文書

1．質の高いインフラ投資に関するG20原則
2．経済の電子化に伴う課税上の課題に対するコンセンサスに基づいた解決策の策定に向けた作業計画
3．高齢化と金融包摂のためのG20福岡ポリシー・プライオリティ
4．金融包摂のためのグローバル・パートナーシップ（GPFI）作業計画提案
5．途上国におけるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ・ファイナンス強化の重要性に関するG20共通理解
6．G20インフラ開発における清廉性と透明性に関するグッドプラクティス集
7．G20効果的な公益通報者保護のためのハイレベル原則
8．G20AI 原則
9．女性労働参画進捗報告書
10．G20持続可能な開発のための人的資本投資イニシアティブ
11．持続可能な開発のための2030アジェンダに関するG20行動計画に基づく大阪アップデート
12．持続可能な開発目標達成のための科学技術イノベーション（STI for SDGs）ロードマップ策定の基本的考
え方

13．G20開発コミットメントに関する大阪包括的説明責任報告書
14．G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組
15．G20適応と強靱なインフラに関するアクション・アジェンダ
16．持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関するG20軽井沢イノベーションアクションプラン

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/osaka19/jp/
documents/final_g20_osaka_leaders_declaration.html より

OPRI 抜粋

海洋白書2020 第3部 参考資料・データ

2 G20大阪首脳宣言（抜粋） 191



3 G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組（仮訳）

我々、G20メンバーは、既存の取組を強化しつつ、海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチックを中心と
する海洋ごみ問題に地球規模で対応する緊急性が増していることを認識（recognize）する。この点において、
我々は、国連環境総会（UNEA）における「海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチックに関する決議（UNEP
/EA.4/L.7）」及び「使い捨てプラスチック汚染対策に関する決議（UNEP/EA.4/L.10）」を認め（acknowledge）、
第14回バーゼル条約締約国会議での廃プラスチックを条約の対象とする決議に留意（note）する。

2017年のG20ハンブルクサミットで採択された「G20海洋ごみ行動計画」は、G20各国が海洋ごみに対処する
ための基礎を築くものであり、この「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」は、各国の適切な政策、アプロー
チ及び状況を考慮しつつ、自主的に、G20海洋ごみ行動計画に沿って、海洋プラスチックごみ及びマイクロプラ
スチックを中心とする海洋ごみに対するさらなる具体的な行動を促進するためのものである。当該枠組は、UNEP
の作業を補完することが期待される。

Ⅰ．行動計画の効果的な実施の促進

我々は、各国の政策、アプローチ及び状況に応じて、G20各国による自主的な行動の促進及びそれに関する情
報共有と継続的な情報更新を通じて、G20海洋ごみ行動計画の効果的な実施を以下のように促進する：

1．行動の実施
‐ G20海洋ごみ行動計画に沿って、各国の政策、アプローチ及び状況に基づき、また地域海条約及びその他

の関連する組織や手段と連携しつつ、G20各国による行動の実施を促進する。
‐ 特に陸域（land-based）を発生源とするプラスチックごみの海洋への流出（discharge）の抑制及び削減を

緊急かつ効果的に促進するために、包括的なライフサイクルアプローチを特に次のような手段で促進する。
環境上適正な廃棄物管理、海洋プラスチックごみの環境上適正な回収、革新的な解決方策の展開、各国の
能力強化のための国際協力、プラスチック廃棄物の発生及び投棄の抑制及び削減、以下を含むがそれに限
定されない持続可能な消費と生産の推進。資源効率性、循環経済、持続可能な物質管理、廃棄物の価値化
アプローチ、海域を発生源とするプラスチックごみへの対策。

2．情報共有と継続的な情報更新
‐ G20の各議長国の決定により、G20資源効率性対話及びUNEPの下に創設される関係者プラットフォーム

をはじめとする関連会議との共同開催の機会を活用し、関係する政策及び計画、並びにG20海洋ごみ行動
計画に沿って自主的に実施された又は実施される対策についての情報の共有と更新を行い、ベストプラク
ティスに基づく相互学習を通じて政策と対策（measures）を促進する。

‐ 共有されるべき情報は、適応可能かつ入手可能な場合には、海洋に流出するプラスチックごみの抑制及び
削減のための効果的な対策とその成果及び課題1を含むこととする。

‐ 日本の議長国下でのG20資源効率性対話の機会を活用し、第1回目の情報共有を行うとともに、効果的な
情報共有と更新及びG20外への展開（outreach）のために、日本政府の支援により、ポータルサイトを構
築する。

Ⅱ．協調行動と行動計画の実施のG20外への展開

Ⅰに記載した内容に加え、我々は、特に、UNEPの作業との相乗効果を最大化し、重複を回避しつつ、関連
する国際的及び地域的な組織やイニシアティブと協力し、またそれらの支援を受けながら、以下に示すG20各国
間の協調行動及びG20以外への展開活動を行う：

1．国際協力の推進
‐ 国際協力及び地域協力に従事するとともに、関連する取組、イニシアティブ及びプログラムを通じて、ベ

ストプラクティスの共有を行う。必要に応じて、関連する地域海プログラム、地域漁業管理機関や他の地
域のイニシアティブとの連携を通じた地域協力に重点を置く。

‐ 技術的な能力開発を必要とする政府、コミュニティー、民間部門への技術協力を含む、上記のⅠ．1で言
及された対策を進めるべく、これらの主体の能力強化するため、G20各国間及び他のパートナーとの協力
を推進する。

‐ 関連する国際機関に対して、G20各国と連携して、特に、民間資金調達の障壁を取り払うための官民連携
による能力開発やインフラ投資のためのベストプラクティスガイダンス等の政策ツール／オプションを開
発するよう招請する。
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【指標（例）】
・プラスチックごみ国内適正処理量
・海洋プラごみ回収量
・代替素材の生産能力／使用量及び
公的な研究開発投資額

・国際協力により増加する「適正処
理される廃棄物」の量

等

2．革新的な解決策の推進
‐ 世界循環経済フォーラム、循環経済加速化プラットフォーム、G20資源効率性対話、海洋プラスチックご

みに対処するためのG7イノベーションチャレンジをはじめとする既存の国際フォーラム及びイニシア
ティブと連携して、海洋汚染への貢献とライフサイクル全体での環境影響を考慮に入れた製品設計、資源
効率・循環型アプローチ、廃棄物管理の実践及び技術、廃水処理技術、環境上適正な製品等のための革新
的な解決策を促進するべく、国際的な連携を強化する。環境・経済・社会に対する負の影響を減少させる
ための革新的な解決策の開発や市場への普及を図る際に、ライフサイクルアプローチを取ることを関係す
る主体に奨励する。

‐ 環境上適正な製品設計、資源効率的なビジネスモデル及びバリューリテンションを含む、革新的な解決策
の進展についての民間部門による自主的な活動を国際的に奨励する。産業界と協力した関連ワークショッ
プの開催等により、これらの活動を支援しさらに促進する方法を探求する。

3．科学的情報と知見の共有
‐ 特に海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチックを中心とした海洋ごみの現状とその影響の測定とモ

ニタリングのための調和化された／比較可能なモニタリング及び分析手法の促進及び試行的な実施によ
り、科学的基盤を強化し科学的な能力を構築するために、GESAMP（海洋環境保護の科学的側面に関す
る合同専門家会合）の現在進行中の作業を奨励する。

‐ 地域海条約及び地域海プログラム、IOC―UNESCOや UNEP、その他の関連機関やイニシアティブと連携
し、調和された手法を用いて海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチックを中心とする海洋ごみの地
球規模のモニタリングの開発を奨励する。

‐ 使い捨てプラスチックと漁具が大きな発生源を構成していると報告されていることを留意しつつ、地球規
模の陸域及び海域の発生源のインベントリの開発に向けて、科学コミュニティー及び関連する専門家に対
して、プラスチック廃棄物の流出源、流出経路、及びその行く末を特定し推計するための手法の探求し、
関連するワークショップの開催等を通じて行い、加えて、UNEPによる科学的及び技術的な作業に貢献
することを奨励する。

‐ 社会経済的研究、ナノプラスチックを含むマイクロプラスチックに関する研究を含む科学的研究の国際協
調及び人々の健康、海洋の生物多様性及び生態系等へのプラスチック汚染の影響等の科学的知見の共有を
奨励する。

4．多様な関係者の関与及び意識向上
‐ 分野横断的に取り組むべく、G20以外の各国、地方政府、民間部門、市民社会組織、非政府組織（NGOs）

及び学術界と連携、協力するとともに、それらの主体の能力強化し、また、それらの主体が地球規模の海
洋ごみ問題に焦点を当てたパートナーシップやネットワークと連携することを含め、当該枠組に沿った行
動を取ることを奨励する。

‐ 「世界環境デー」や「世界海洋デー」及び関連する各国の啓発デー等の機会を活用して、プラスチックご
みの海洋への流出を抑制し削減するためのあらゆるレベルでの緊急かつ効果的な行動の重要性、資源効率
性、循環経済、持続可能な物質管理、及び廃棄物の価値化を含むがそれに限定されない持続可能な消費と
生産等の重要性について、世界規模の意識向上を行う。

【参考】G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組のイメージ

http://www.env.go.jp/press/files/jp/111827.pdf より
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4 変化する気候下での海洋・雪氷圏に関する IPCC特別報告書（SROCC）
政策決定者向け要約（SPM）の概要（ヘッドラインステートメント）

環境省仮訳（速報版）

セクションA. 観測された変化及び影響

観測された自然の（physical な）変化

Ａ1．最近数十年にわたって、地球温暖化は雪氷圏の広範に及ぶ縮退をもたらし、それは氷床及び氷河の質量の
消失（確信度が非常に高い）、積雪被覆の減少（確信度が高い）及び北極域の海氷の面積や厚さの減少（確信
度が非常に高い）、並びに永久凍土における温度の上昇（確信度が非常に高い）を伴う。

Ａ2．世界全体の海洋は、ほぼ確実に1970年より弱まることなく昇温しており、気候システムにおける余剰熱の
90％を超える熱を取り込んできた（確信度が高い）。1993年より、海洋の昇温速度は2倍を超えて加速してい
る（可能性が高い）。海洋熱波は、1982年から、頻度が2倍に増大した可能性が非常に高く、その強度は増大
している（確信度が非常に高い）。海洋がより多くのCO2を吸収することによって、海面（表面海水）の酸性
化が進行している（ほぼ確実）。海面から水深1000mまで酸素の損失が起きている（確信度が中程度）。

Ａ3．世界平均海面水位（GMSL）は、グリーンランド及び南極の氷床から氷が消失する速度の増大（確信度が
非常に高い）、氷河の質量の消失及び海洋の熱膨張の継続により、ここ最近の数十年加速化して上昇している。
熱帯低気圧による風及び降雨の増大、並びに極端な波の増加は、相対的な海面水位の上昇と組み合わさっ

て、極端な海面水位の現象及び沿岸域のハザードを悪化させる（確信度が高い）。

生態系に対する観測された影響

Ａ4．雪氷圏及び関連する水文系の変化は、以前は氷に覆われていた土地の露出、積雪被覆の変化、並びに永久
凍土の融解によって、高山域及び極域における陸域及び淡水の生物種並びに生態系に影響を与えてきた。こ
れらの変化は、季節行動、生態学的、文化的及び経済的に重要な動植物種の個体数及び分布、生態学的撹乱、
並びに生態系の機能性の変化に寄与してきた。（確信度が高い）

Ａ5．1950年頃より多くの海洋生物種が、多数の種群にわたって、海洋の昇温、海氷の変化及び生息地に対する
酸素の喪失などの生物地球化学的な変化に応答し、地理的な分布域の移動（変化）及び季節行動の変化を経
ている（確信度が高い）。これは赤道から両極［（北極・南極）］にわたって種の構成、個体数及び生態系のバ
イオマス（生物量）生産の変化をもたらしている。種の間の相互作用の変化によって生態系の構造及び機能
性に連鎖的な影響がもたらされている（確信度が中程度）。一部の海洋生態系では、種は漁業及び気候変動の
両方の影響を受けている（確信度が中程度）。

Ａ6．沿岸域の生態系は、海洋熱波の強化、酸性化、酸素の喪失、塩水侵入及び海面水位の上昇を含む海洋の温
暖化の影響を受けるとともに、人為的な活動によって海洋及び陸上にもたらす不利益な結果（作用）の影響
を受ける（確信度が高い）。［これらの］影響は、生息地の面積及び生物多様性、並びに生態系の機能性及び
サービスにおいてすでに観測されている（確信度が高い）。

人々及び生態系サービスに対する観測された影響

Ａ7．20世紀半ばより、北極圏及び高山地域における雪氷圏の縮退は、食料安全保障、水資源、水質、生計、健
康と福祉、インフラ、交通、観光とレクリエーション、及び人間社会の文化に、主に負の影響を与えており、
これは特に先住民の人々にあてはまる（確信度が高い）。コスト及び便益は、人々及び地域にわたって不平等
に分布している。先住民の知識及び地域の知識を含むことは適応の努力において利益をもたらしてきた（確
信度が高い）。

Ａ8．海洋における変化は、海洋生態系及び生態系サービスに影響を与えてきたが、その結果は地域毎に異なり、
ガバナンスに課題を呈してきた（確信度が高い）。漁業（確信度が中程度）、地域の文化及び生計（確信度が
中程度）、並びに観光及びレクリエーション（確信度が中程度）は、正負両方の影響を食料安全保障にもたら
す。生態系サービスへの影響は、健康及び福祉（確信度が中程度）並びに漁業に依存する先住民の人々及び
地域コミュニティに対して、負の影響をもたらす（確信度が高い）。
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Ａ9．沿岸域のコミュニティは、熱帯低気圧、極端な海面水位の上昇及び洪水、海洋熱波、海氷の消失及び永久
凍土の融解を含む、複数の気候に関連するハザードに曝露されている（確信度が高い）。多様な対応が、主に
極端現象が起こった後に世界各地で実施されているが、一部の対応（例えば、大規模なインフラの場合など）
は将来の海面水位の上昇を見込んで実施されている。

セクションB. 予測される変化及びリスク

予測される自然の（physical な）変化

Ｂ1．世界レベルでの氷河の質量の消失、永久凍土の融解、並びに積雪被覆及び北極域の海氷面積の減少は、地
表面気温の上昇によって短期的（2031―2050年）に継続すると予測されるが（確信度が高い）、それは河川流
出及び局所的なハザードに不可避の結果をもたらす（確信度が高い）。グリーンランド及び南極の氷床は、21
世紀にわたって、またそれ以降も、さらに加速して質量の消失が進むと予測される（確信度が高い）。これら
の雪氷圏の変化の速度及び規模は、温室効果ガスの高排出シナリオにおいて、21世紀後半にさらに増大する
と予測される（確信度が高い）。今後数十年における温室効果ガスの排出量の大幅な削減によって、2050年以
降のさらなる変化が低減されると予測される（確信度が高い）。

Ｂ2．21世紀にわたって海洋は、水温の上昇（ほぼ確実）、海洋上層部における成層の強化（可能性が高い）、酸
性化の進行（ほぼ確実）、酸素の減少（確信度が中程度）及び純一次生産の変化（確信度が低い）を伴って先
例のない状態に移行すると予測される。海洋熱波（確信度が非常に高い）及び極端なエルニーニョ現象及び
ラニーニャ現象（確信度が中程度）は、さらに頻繁に起こるようになると予測される。大西洋子午面循環
（AMOC）は弱まると予測される（可能性が非常に高い）。これらの変化の速度及び規模は、温室効果ガスの
排出量が低いシナリオにおいてより小さくなる（可能性が非常に高い）。

Ｂ3．海面水位の上昇は加速して続いている。歴史的に稀な（最近の過去において100年に一度）海面水位の極端
現象が、全てのRCPシナリオで、特に熱帯において、2050年までに頻繁に（多くの場所において1年に一度
以上）起こると予測される（確信度が高い）。高水位になる頻度の増大により、曝露の度合いによって、多く
の場所で深刻な影響を与えうる。（確信度が高い）。海面水位の上昇は、全てのRCPシナリオにおいて、2100
年以降も継続すると予測される。高排出シナリオ（RCP8．5）では、南極氷床の寄与がAR5より大きくなる
と予測されるため（確信度が中程度）、2100年までに予測される世界全体の海面水位の上昇が、AR5と比べ
て大きい。今後数世紀にわたって、RCP8．5の下では、海面水位は年間数センチを超える速度で上昇し、その
結果今後数世紀にわたって数メートル上昇すると予測される（確信度が中程度）が、RCP2．6では海面水位の
上昇が2300年に1m程度に抑えられる（確信度が低い）。極端な海面水位及び沿岸域のハザードは、熱帯低
気圧の強度の増大、及び降水量の増加によって悪化する（確信度が高い）。波浪や潮汐において予測される変
化がこれらのハザードを単純化または改善するかどうかは、局所的に異なる（確信度が中程度）。

予測される生態系に対するリスク

Ｂ4．将来起こる陸域の雪氷圏の変化は、生態系の構造及び機能性に変化をもたらす種の分布の大規模な移動（変
化）、そしてその後に起こる世界全体で固有の生物多様性の喪失を伴って、高山地域及び極域における陸域及
び淡水の生態系を改変し続ける（確信度が中程度）。森林火災（wildfire）は、今世紀の残りの期間において、
一部の山岳地域を含むほとんどのツンドラ及び北方林の地域にわたって、大幅に増加すると予測される（確
信度が中程度）。

Ｂ5．全ての排出シナリオにおいて、海洋動物の群衆の世界全体のバイオマス（生物量）の減少、その生産及び
潜在的漁獲量の減少、並びに種の構成の変化が、21世紀にわたって海面から深海の海底にかけて海洋生態系
において起こると予測される（確信度が中程度）。減少の速度及び規模は、熱帯域において最大（確信度が高
い）となる一方で、影響は極域において依然として多様であり（確信度が中程度）、［影響は］高排出シナリ
オにおいては増大すると予測される。海洋酸性化（確信度が中程度）、酸素の喪失（確信度が中程度）及び海
氷面積の減少（確信度が中程度）並びに気候以外の人間の活動（確信度が中程度）は、温暖化によって引き
起こされたこれらの生態系への影響を悪化させる潜在的可能性を有する。

Ｂ6．沿岸生態系の生物多様性、［生態系の］構造及び機能に対する深刻な影響のリスクは、21世紀以降、低排出
シナリオよりも高排出シナリオにおいて上昇した気温において、更に上昇する気温のため、より高くなると
予測される。予測される生態系の応答には、種の生息地及び生物多様性の喪失、並びに生態系機能の劣化が
含まれる。生物及び生態系の調整及び適応する能力は、低排出シナリオにおいてより高くなる（確信度が高
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い）。海草及び海藻の藻場などの敏感な生態系においては、気候に関連する他のハザードとともに、地球温暖
化が工業化以前の気温より2℃を超えた場合に、高いリスクが予測されている（確信度が高い）。暖水性サン
ゴはすでに高いリスクに曝されており、地球温暖化が1．5℃に抑えられたとしても非常に高いリスクに移行す
ると予測される（確信度が非常に高い）。

予測される人々及び生態系サービスに対するリスク

Ｂ7．陸域における将来の雪氷圏の変化は、水資源［の状況］と、水力発電（確信度が高い）及び高山地域とそ
の下流域における灌漑農業（確信度が中程度）、並びに北極域の生計（確信度が中程度）等、その利用方法に
影響を与えると予測される。洪水、雪崩、地滑り及び地面の不安定化における変化は、インフラ、文化、観
光及びレクリエーションの資源にもたらされるリスクを増大させると予測される（確信度が中程度）。

Ｂ8．気候変動による将来の魚類の分布の移動（変化）、並びにその個体数及び漁獲可能量の減少は、海洋資源に
依存するコミュニティの収入、生計及び食料安全保障に影響を与えると予測される（確信度が中程度）。海洋
生態系の長期的な喪失及び劣化によって、人間のアイデンティティ及び福祉にとって重要な、文化やレクリ
エーションにおける本質的な価値において、海洋が担う役割が損なわれる（確信度が中程度）。

Ｂ9．平均海面水位及び極端な海面水位は、海洋の昇温と酸性化を伴って低平地沿岸域の人間コミュニティにも
たらされるリスクを増大させると予測される（確信度が高い）。急速な土地の隆起のない北極域の人間コミュ
ニティ及び都市化した環礁島では、低排出シナリオ（RCP2．6）でさえも、適応の限界に達する（確信度が高
い）ことを含め、リスクが「中程度」～「高い」になると予測される（確信度が中程度）。高排出シナリオ（RCP
8．5）では、三角州地域及び資源が豊富な沿岸都市は、2050年以降現在の適応では中程度から高いリスクを経
験すると予測される（確信度が中程度）。変革的なガバナンスを含む野心的な適応によって、リスクが低減さ
れることが期待される（確信度が高い）が、伴う便益はそれぞれの文脈に特有である。

セクションC. 海洋及び雪氷圏の変化に対する対応の実施

課 題

Ｃ1．海洋及び雪氷圏における気候に関連する変化の影響によって、局所的な規模から世界的な規模において、
適応による対応を策定し実施する現在のガバナンスの取り組みは、益々困難になり、場合によってはその限
界まで追い込まれる。最も曝露の度合いが高くかつ脆弱性の高い人々は、対応する能力が最も低い人々であ
ることが多い（確信度が高い）。

対応の選択肢の強化

Ｃ2．海洋及び雪氷圏に関連する生態系によって提供される、広範に及ぶサービス及び選択肢は、保護、再生、
再生可能な資源利用の予防的な生態系ベースの管理、並びに汚染及びその他のストレス要因の削減によって
支えられうる（確信度が高い）。統合的な水管理（確信度が中程度）及び生態系ベースの適応（確信度が高い）
のアプローチは、気候リスクを局所的に低減し、複数の社会的便益を提供する。しかし、それらの対応につ
いて生態学的、資金的、制度的及びガバナンス上の制約が存在し（確信度が高い）、多くの文脈において、生
態系ベースの適応は最も低い昇温の程度においてのみ有効である（確信度が高い）。

Ｃ3．沿岸域のコミュニティは、利用可能な選択肢のコスト、便益及びトレードオフの均衡を維持しつつ、時間
の経過に応じて調整が可能な、それぞれの文脈に固有で統合的な海面水位の上昇への対応を策定するにあたっ
て、困難な選択を迫られている（確信度が高い）。保護、順応、生態系ベースの適応、海岸線拡張と後退（re-
treat）を含む、どの種類の選択肢も、それが利用可能な場合にはいつでも、そのような統合的な対応におい
て重要な役割を果たしうる（確信度が高い）。

［措置を］可能にする条件

Ｃ4．気候へのレジリエンス及び持続可能な開発を可能とすることは、調整された持続可能でさらに野心的な適
応行動を組み合わせた、緊急で野心的な排出削減に大きく依拠する（確信度が非常に高い）。海洋及び雪氷圏
における気候に関連した効果的な対応を実施するための主要な成功要因には、ガバナンスを行う当局の間の
空間スケール及び計画期間に協力や調整の強化が含まれる。教育及び気候リテラシー、監視及び予想、全て
の利用可能な知識源の利用、データ、情報及び知識の共有、資金、社会的な脆弱性及び衡平性への対応、並
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びに制度的な支援も重要である。そのような投資は、能力開発、社会学習、文脈に固有の適応への参加、並
びにトレードオフの交渉への参加及び短期的なリスク及び長期的なレジリエンスと持続可能性の構築のコベ
ネフィットの達成を可能にする（確信度が高い）。本報告書は、先行する IPCC及び IPBES の報告書でも評
価されたように、低い程度の地球温暖化（1．5℃）における海洋及び雪氷圏に関する科学の現状を反映する。
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